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序 文

本編は、昨年度に刊行した『古代の官術遣跡 I遣構編』の続編をなすものです。

本編では、遺構編に続き、前段でまず遣物を、後段で宮都や官術関係の遺跡について

とりあげ、調査研究の現状と間題点を整理し、今後の官栃遺跡の調究研究の手引きと

しようとするものです。

官術遺跡の出土遣物は、その性格上、集落遺跡など同時代の他の遺跡と比較しても

多彩かつ多様であるのが一般的で、遣物の調在研究面で重要な役割を担ってきました。

なかでも、官栃遣跡を特徴づける出土遣物として、木簡、漆紙文書、墨書土器など

文字資料があげられます。これら文字資料は、遺跡の性格を決定する上でしばしばき

わめて璽要な役割を果たし、また、紀年資料は遣物や遣構の年代を知る重要な手がか

りとなってきました。文献記録類との関わりが深いのも官術遣跡です。こうした文字

資料が、官術遣跡における遣物の調杏研究にさまざまな意味での影響を与え、独自の

精細な研究を発展させてきたと言えます。

本編前段では、これら多彩な遺物を個別に取り上げ、調在研究の到逹点と課題や観

点を整理しています。

後段は遺跡編です。宮都・官術関係遺跡をそれぞれ、配置、構造、機能、さらには

景観など全休像としてとらえ、現在の到達点や間題点を整理しています。遺跡編全休

を瞥見して思うのは、宮殿や官衝の調査が本格的に始まった1960年代から比べると、

飛躍的に調査研究が進展したことです。特に古代においては、官術遣跡の成呆なくし

て古代史研究が成り立たなくなったと言っても過言ではないでしょう。

宮殿・官術における組織的調在の始まりは、平城宮跡からといって良いかと思いま

すが、ここでの調壺研究と経験が奈良国立文化財研究所以来の研修を通じて各地に伝

達され、また各地での新たな調壺研究と経験の蓄積が、今日の多彩な成果につながっ



ております。その中で、たとえば、宮殿・官術の配置や構造の特徴とその変遷が認識

されるようになったことなど重要な成果の一つでしょう。

しかし、比較的記録の残る宮都でさえ、いまだ確実には場所の特定できないものも

多く、ましてや国術さらには郡術に至っては、所在の確定も今だしです。郡術以外の

末端官衝の存在も一部具体的になりつつありますが、ほとんどわかっていない状況で

す。したがって、これから新たな官衝の配置・構造の事例がみつかっていく可能性が

大いにあり、今後の成果の集成作業も引き続き不可欠です。

埋蔵文化財センターとしても関係各位からの情報、ご意見を積極的に生かし、今後

ともより質の高い官而遺跡の調在研究と研修をめざしてまいりたいと思います。本書

が、今後の官術遺跡調壺研究の手引き書として、一つの叩き台としての役割を担えれ

ば、これに過ぎる幸せはありません。

なお、本書の刊行にあたっては、前冊の遺構編同様、各地の地方公共団体等からの

ご協力を得たこと、改めて御礼申し上げます。

2004年2月27日

埋蔵文化財センター長

田辺征夫
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凡例

1. 本書は、古代官術遺跡の調在研究に関わる諸事項のうち、遺物や各種官術遣跡に関する主要事項を取り上げ、

それぞれの特徴や調査研究成果、調査研究上の留意点についてまとめたものである。

2. 本書は、独立行政法人文化財研究所奈良文化財研究所の中期計画に掲げられた事業のうち、「発掘調査及び

それらに関連する作業の手法・技術開発・改良に関する調査・研究」の一環として進めている「官術遺跡発

掘調査法の研究」の研究成果の一部である。

3. 対象とした官術遺跡は、主に 7但紀から10冊紀にかけての時期のもので、宮城に代表される中央官術、国

府・郡術などの地方官術および官衝に関連づけられている遺跡である。

4. 執筆にあたっては、

①官術遺跡の発掘調査や資料整理・研究において必要な専門的知識や技術の習得に資するものとすること、

②最新の調壺研究成果・研究動向・課題を踏まえ、代表的な事例の遺構図・写真などを適宜掲載すること、

③専門用語の説明もおこない、事典的な機能をも果たしうるものにすること、

④必要に応じて、例外的な事例についても触れること、

⑤必要に応じて、遺物の型式区分や遺跡の類型区分、それらの分布、変遷、性格についても整理すること、

を心がけた。

ただし、発掘調査の手引の類書に見られるような一般的な発掘調査法の概説については、必要なかぎりで

触れるに留めた。

5. 各章節の執筆担当については、各節の本文末に（）を付して氏名を記した。

6. 各原稿については、編集者が全体との関連で体裁を統一したが、各執筆者が用いた字句・用語の一部につい

ては、基本的には各執筆者の記述を尊重した。

7. 年号や用語などの表記は、特に必要な箇所以外は、新字体に改めた。

8. 本文中に引用した主要な地方官術遺跡・官術関連遺跡などについては、巻末の引用地方官術遺跡等一覧を掲

げ、遺跡名・官術種類・遺跡所在地・調査報告書等（出典）を都道府県コード順に示した。

9. 図・表・写真について、既存の報告書・論文等から引用・転載したものについては、その出典を巻末の図版

出典一覧に章節順に掲載した。また、関係機関等から写真の提供を受けたものについてはその旨を記した。

10. 遺跡調杏報告書の編著者・発行所などの記載においては、 00県教育委員会→00県教委、埋蔵文化財セン

ター→埋文センター、のような省略をおこなったものがある。また、編集作業の省力化のため、地方公共団

体刊行の報告書などの編著者個人名については省略し、原則として編集あるいは刊行主体の団体名を掲載し

たので、ご了承願いたい。また、雑誌等の巻・ 号については数字のみとし、巻・号の文字を省略した。

11. 報告書などからの図の引用にあたっては、報告書などに掲載されている図をそのまま転載させていただいた

ものもあるが、再トレースしたもの、必要部分だけを抜き出したもの、アミかけをしたもの、文字を入れ直

したもの、不要な文字を消去したもの、スケールや方位表示を変えたものなど、その図の趣旨を変更しない

範囲で一部改変した場合がある。

12. 本書の編集は、埋蔵文化財センター遣跡調査技術研究室の山中敏史が担当した。

13. 本書図版の再トレース、作図トレース、絵図からの書き起こし、表紙図作成には、山本章代（奈良女子大学

大学院生）の協力を得、写真撮影。焼付等には、牛島茂・中村一郎• 井上直夫（奈良文化財研究所）、杉本

和樹、鎌倉綾• 岡田愛の協力を得た。本書編集における原稿整理・図版作成・校正などにあたっては、濱口

典子、志賀崇（京都大学大学院生）、竹森友子（奈良女子大学大学院生）、高田淳子、千田一恵、山中千佳子、

大高康正・瀧川亮（帝塚山大学大学院生）の協力を得た。
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I -1 木簡の内容と型式

木簡の内容 木簡はその記載内容によって、 1文書、 2

付札、 3その他に分類される。 1はさらに、①狭義の文書

と②広義の文書に細分される。①は授受関係が明らかなも

ので、ある官司や官人から他の官司・官人などに出したも

のである。すなわち官司・官人間の指示文書や上申文書、

連絡文書などである。公式令には符・解・移・ 牒などの文

書様式が規定されているが、木簡にもそれらの用語が見ら

れる。それに対し②は授受関係が明確でなく、他の官司・

官人に出 したとは限らない記録 ・帳簿あるいは伝票の類の

木簡である。

次に 2付札は、物と一体になって機能を発揮する木簡で、

①貢進物付札と②整理保管用付札とがある。前者は送る荷

物に付けたもので、古代の場合その大半は、税である貢進

物の荷札である。そこには税負担者の属する国郡里（郷）

名と本人の姓名、税目、物品名とその量、そして年月日を

記載するが、これらの項目のすべてが記されるとは限らな

い。宛先は自明のことだから記載しない。荷札は当然のこ

とだが、物と一緒に移動する。それに対し②整理保管用付

札は、物品を倉庫などに保管する際に、その内容がわかる

ように容器や外装に付けるものであって、移動はしない。

最後に 3その他は、 1・2に含まれない多様なもので、
まじな

落書や習書、あるいは呪符（呪いの札）などがある。

木簡の型式 さて木簡の型式については、短冊形を基本

に、それに切り込みをつけたり、下端を尖らせたりしてい

るものがあり、それらの特徴によって型式分類されている。

そして先の内容分類との対応関係を見ると、 1文書木簡は

基本的に短冊形であり、 2の付札には上端に切り込みのあ

るものが多く、下端についてはやはり切り込みを付けたり、

尖らせたりするものもある。切り込みは木簡に紐をかけた

さいに、それが抜けないようにつけたものであり、尖らせ

るのは、荷の俵や、荷に巻いた縄の間に差し込むためであ

ろう。

なお木簡の大きさに特に規格はない。中国・漢代の木簡

（竹簡）では、長さ 1尺（約23cm)のものが基本で、 1尺 1

寸は皇帝の詔、 2尺のものは檄（軍の命令）などの規格が

あった。日本にはそうした規格はないが、自ずから長さ20

~30cm、幅 2~ 4 cmほどのものが多い。ただ郡（司）の指

示を伝える郡（司）符木簡には、長さ60cm前後の例がいく

つかあり、 2尺が基準になっていたとの見方もある。また

荷札では、伊豆や駿河が特に大型の木簡を用いるなど、国

によってある程度の基準があったようである。

（舘野和己）

10 文字関係資料

134・20・7 

② 

111・20・2 

①伊豆国からの調の荷札 (3/5)

②伯者国からの贄の荷札 (4/5)

③志摩国からの荷札 (4/5)

（いずれも平城京左京二坊の二条大路上から出上した
「二条大路木簡」中のもの） （数字は木簡寸法 mm)

写真 1 付札木簡

③ 



157・18・2 

① 

73・16・2 

② 

④
 

96・18・3 

③ 

⑤
 

①伝票木簡

（平城京左京三条二坊にあった長屋王邸跡から出土した

「長屋王家木簡J中のもの。米の支給を示す。）（原寸大）

②氷頭の付札 （「二条大路木簡」）（原寸大）

③鰻の付札 （「二条大路木簡」）（原寸大）

④削屑 （「長屋王家木簡」）

⑤削屑 （「長屋王家木簡」） （数字は木簡寸法 mm)

249・(31)・13 

人を呼び出すのに用いられた召文の木簡

（「二条大路木簡」） (4/5) 

写真 2 木簡の型式 写真 3 文書木簡

木簡の内容と型式 11 



I -2 木簡の書風と書式

木簡の書風 時代により木簡の文字の書風は変化してい

く。なにより 7世紀の文字は読みにくい。古い書体で書か

れているからである。 7世紀の木簡の文字には、隷書の影

響で丸みを帯びたり、右下がりの字画（傑法）を強調する

ものが多い。 木簡以外では、聖徳太子真筆と伝えられる

『法華義疏』がある。軽快な筆の運びで書かれたその文字

については、唐以前の六朝、あるいはその伝統を承けた隋

代の書風との類似が指摘されているところである。このよ

うに 7槻紀の文字には、同時代の初唐より古い六朝風の文

字が広く見られる。

それに対し 8世紀の木簡になると、先の特徴は次第に消

え、楷書風になり、右に払う字画で、しっかりと筆をおろ

した後、力を抜いて伸ばす三過折も見られるようになって

いくが、それは初唐期の書風の特徴である。特に国術で書

いた贄などの荷札木簡にそうした書風が明確に現れる。

したがって木簡の文字の書風を観察すれば、ある程度そ

の時期を推定することができる。また「部」字は労だけで

表記することが多いが、 7世紀には「ア」に、 8世紀には

「マ」に近い字体を取っており、時期判断の目安になる。

木簡の書式 次に書式については、公式令には下達文書

としての符、上申文書としての解 ・牒、平行文書としての

移などの書式が規定されており、木簡にもそれらが見られ

る。もっともすべての文書木簡にこれらの用語 ・書式が用

いられたわけではなく、内容から下達か上申かなどを判断

しなければならないものも多い。

この書式が整備されるのは大宝令であったから、 7世紀

では前記のような用語で木簡に現れるのは、牒のみである。

また 7世紀の上申文書には、 「00前白（申 ・日）」という

特徴的な書式が用いられる。

都城のみならず地方官術でも上にあげた書式は用いられ

たから、それは官術の性格を推定する手がかりとなる。す

なわち地方行政組織である国ー郡ー里（郷）の間には統属

関係があるから、「某郡（司）解」 という木簡の宛先は国

術であるし、「某郡（司）符」木簡は同郡に属する里（郷）

に出されたものである。さらに同一国内諸郡に関係する木

簡が出土すれば、そこは国術関係遺跡であることが推測で

きるし、同様に同一郡内諸里（郷）関係の木簡が出土すれ

ば、郡家関係遺跡ということになる。

さらに官術 ・官人間で文書のやりとりを行う際に、それ

を途中で開けられないように封馘するための木簡（封鍼木

簡）がある。それは下端を羽子板の柄のように細め、上半

部に紐を掛ける切り込みを入れたもので、同形の 2枚を用

いるか、 1枚の上半部を表裏に裂いて、その間に文書を挟

み、紐を掛けた上から 「封」などと書いた。これには宛先

が書かれたものがあり 、遣構の性格を判断する際のかぎと

なる。 （舘野和己）

〔参考文献〕東野治之『正倉院文書と木簡の研究』塙書房、 1977

年。同 『日本古代木簡の研究』塙書房、 1983年。

(104)・23・5 

①
 

② ,, (257)・28・3 

107・17・4 ③ 

①② 7世紀中頃の木簡（難波宮跡出土） (4/5) 

③ 7世紀後半の文書木簡（「官大夫前白」で始まる

上申文書） （奈良県飛烏池遺跡出土） (7/10) 

（数字は木簡寸法 mm)

写真 1 7世紀の木簡

12 文字関係資料



202・25・6 

下総国からの贄の荷札

（平城宮跡出土）（原寸大）

写真 2 8世紀の木簡

300・27・3 

③ 

619・52・7 

② 

(313)・34・4 

① 

①国符木簡（更埴郡司等にあてた信濃国司の符）（長野県屋代遺跡群出土） (7/10) 

②郡符木簡（春部里長等にあてた丹波国氷上郡司の符）（兵庫県山垣遺跡出土） (1/3) 

③封絨木簡（「長屋王家木簡」） (3/5) (数字は木簡寸法 mm)

写真 3 木簡の書式

木簡の書風と書式 13 



I -3 木簡の製作と廃棄

木簡の調査・研究は単にその文字に注意するだけでなく、

それが製作されてから使用され、そして廃棄されるまでの

全過程を視野に入れる必要がある。

木簡の製作 木簡を製作するには 1枚 1枚作る場合と、

同形のものを複数枚まとめて作る場合とがあった。後者は

まず一定の長さと厚さをもった直方体の板を作る。板の長

さと厚さは、それぞれ作るべき木簡の長さと幅になるよう

にしておく。そしてその板を一定の厚さで裂いていけば、

同形の木簡が次々にできていくことになる。あるいは一定

の幅と厚さの長い板を、しかるべき長さで切っていっても、

複数の木簡を作ることができ る。こうしてできた素材に、

さらに表面を平滑にするために削ったり、切り込みをつけ

たり、下端を尖らせたり、頭部を圭頭状にしたりといった、

さまざまな加工を加えて木簡はできあがった。

いずれにしてもこれらの切る、裂く、削るといった作業

には刀子を用いた。なお切る場合には、刀子で完全に切断

する場合と、ある程度刃を入れて折る場合（切り折り）と

がある。木簡を子細に観察すれば、こうした刀子の痕跡を

見ることができるし、切断か切り折りか、あるいは切り込

みの入れ方といった作業には、製作者の癖が現れるから、

製作者の同定が可能な場合がある。長岡京太政官厨家跡か

ら出士した、官人の飯を請求する木簡では、その製作技法

と記載者の間に相関関係が認められ、製作者と記載者が同

ーであることが指摘されている。

木簡の廃棄 木簡はその使用目的が達成された後には廃

棄された。使用から廃棄までの期間は木簡によって長短が

あり、平城宮に貢進された税物の荷札は、税物が消費され

るまで荷に付けられたままで、最長で30年後に廃棄された

ものもある。文書木簡は比較的短いが、先の長岡京太政官

厨家の請飯文書では、 1年間の保管が想定されている。

木簡を廃棄する場合、そのまま捨てることもあるが、何

らかの手を加えることもある。もっとも簡単な場合は手で

折るが、さらに刃を加えて 2片ないしそれ以上に、切り折

りしたり切ったり、縦に裂いたりすることもある。また切

る時に記載内容を考慮して、文の切れ目に刃を入れている

ものもある。いずれも再利用を防ぐためである。

菱らに短冊形で上端近くの横から孔を貰通させる、官人

の考課・選叙に用いる木簡 (015型式木簡）の場合、表面を

削って繰り返し使用するから、いずれ孔が表面に出てきて、

それ以上の使用が不可能になる。そうした木簡には、孔か

ら下方に向かって刃を入れ剥いでいるものがある。これは

015型式木簡に特有の廃棄の手法である。 （舘野和己）
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①板材原木切断法

②直方体原木割戟法

③キ リ・ オリ技法

木簡の製作技法

174・21・2.l 178・20・3 

長岡京太政官厨家跡出土 (7/10) (数字は木簡寸法mm)

秦安麻呂（万呂）によって作られた木簡
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(193)・(15)・3 

① 

005)・33・(10) 

④ 

(392)・55・4 

② 

①縦に裂かれて廃棄された木簡（「二条大路木簡J)(4/5) 

②上部を特に細かく裂かれた、信濃国埴科郡司から屋代郷長らにあてた郡符木簡

（長野県屋代遺跡群出士） (1/2) 

③2か所に斜めに刀を入れて切断し廃棄された、越後国蒲原郡司の符の木簡

（新潟県八幡林遺跡出土） (1/3) 

④考課・選叙に用いた015型式木簡の廃棄の手法（左；裏面 右； 側面）

（平城宮跡出士）(1/2) 

写真 2 木簡の廃棄手法

585・34・5 

③ 

木簡の製作と廃棄 15 



I -4 墨書土器・刻書土器

墨書土器の定義 焼き物に筆、嬰を用いて文字・記号・

絵等を書いたものの総称である。漆を使って書いた例も知

られるが、これは漆書き士器として区別する。墨書士器に

は、他の人あるいは神仏に何らかの伝達を意図して記され

たものと伝達を目的としないものがある。後者には習書や

手慰みの落書きがある。

墨書を書いた階層 墨書士器は都城や地方官術跡、寺院

跡の他、集落跡からも出土する。集落跡出土墨書土器につ

いては別に項目を設けるが、当時の一般民衆にとっては、

墨・筆・硯、文字は無縁のものであり、墨書土器は、文字

を使って執務する人達、役人・僧侶によって書かれたこと

は間違いない。

墨書土器の出現期 4枇紀前半の上器に記され、「田」

と判読され、日本最古の墨書土器と話題を呼んだ三重県嬉

野町片山遺跡出土資料については、墨か否か、文字か否か

といった論議があり、決着をみていない。これを別にすれ

ば、今のところ墨書土器の初源は、 7世紀中頃であり、飛

鳥地域の坂田寺跡から漆書きの「大」とともに「金」「卍」

と記す墨書士器が出土している。しかし、墨書士器は飛鳥

に都があった時代には、極めて少なく、藤原宮期直前期か

ら次第に贔を増す。

うち墨書土器は203点（須恵器145点、 71%)で墨書率は

5.5%である。今挙げた例は墨書土器の出士量が多い例で

あり、他の遺構では墨書率はさらに低くなる。

〔記載内容〕 伝達を意図した墨書土器には、役所名・

官職・身分 ・ 人名・器名・用途 ・ 内容物・数量・容量• 紀

年 ・月日・吉祥旬・呪旬等がある（表 2)。

この他に 1字のみで意味のわからないものや習書がある。

多くは宮内で記されたものであるが、容量を記すものには

税物容器として地方から運ばれてきたものもある。

〔墨書の記載部位の意味するもの〕 器の口縁部に縦位

もしくは横位に記すもの、器の蓋の外面に記すもの、壺・

甕等の体部や口縁外面に記すものは、伝達の意思表示が明

らかで所属帰属（人名・警旬）や用途・ 内容物を表示する。

器の底部外面に記すものは、焼き物本来の機能を優先す

るもので、次に述べる役所名愚書土器など平城宮墨書士器

の大半がこれに属す。

器の内面に記す例は焼き物の機能、食器の機能を放棄し

たものであり、多くは習書、落書、下書き、硯の下盤、硯

蓋、筆先揃えであり、他に動物の餌人れ容器を示す例も知

られる。

〔役所名墨書土器の意味〕 令の規定では宮内省被管の

内膳司、大膳職、大炊寮が食料の保管・調製を司ることに

なっているが、「兵部厨」「兵厨」「民厨」などの墨書土器

の発見によって、各省毎にも独自に厨房が置かれていたこ

宮都の墨書土器の特質 平城宮出土墨書土器について検 とが明らかになった（図 1)。他の役所名墨書土器には厨

討しよう。 の文字はみえないが、それぞれの役所の厨房を意味すると

〔墨書される土器の種類と器種〕 第167次調査までに出 考えられる。

士した宮の墨書土器総数は1805点で、うち須恵器は1387点

あり、総数の76%を占める。記される器種はほとんどが食

膳具であり、須恵器の場合には無蓋杯（杯A)、有蓋杯

（杯B)、杯B蓋が大多数を占め、他の食器も含めると1280

点 (92%) にも達する。土師器の場合も同様に食膳具が圧

倒的に多数を占め、食器総数は389点 (93%)である（表 1)。

〔墨書率〕 平城宮出土墨書土器は、第167次調査以降の

出士分を含めても約2500点にすぎない。宮出土の土器総量

は把握していないが、墨書率は 1割を超えることはないだ

ろう 。まとまった量の士器が出士し、かつ墨書土器も比較

的多く出土している遺構の例から墨書率を求めることにす

る。内裏北方の内膳司推定地の土坑 (SK820)の場合には、

土器出土総最627点（須恵器189点・ 土師器438点）のうち、

墨書土器は42点（須恵器19点・ 土師器23点）で墨書率は

6.7%である 。宮の例ではないが、平城京左京三条二坊

ー・ニ・七・八坪の旧長屋王邸の跡地に設置された宮外官

衝（皇后宮職）に関連する濠状士坑 (SD5100)の場合には

出土土器総個体数3647点（須恵器1855点・土師器1792点）の

16 文字関係資料

役所名墨書土器に対しては次のような説が出されている。

一つは、食事 ・食物を供給する某役所が他の場所にそれを

食器に入れて支給する際に、食器の回収を目的に役所名を

墨書したと考える説である叫もう 一つは、役所外で執り

行われる恒例行事や臨時の行事に際し、その役所の饗観で

あることを示すために記されたと考える説である汽

平城宮において同じ内容の役所名墨書土器がどれほど存

在するか検討すると、「大炊所」「内大炊」「大炊J「炊」等

の大炊寮関係の墨書士器は、宮内の各所（第22次南・ 28・

29・32・37・70・104・128・139・146・154・165次調査区）か

ら27点出士しているのが最も多い例である。次いで宮内省

関係23点、式部省関係17点、兵部省関係10点である。以上

が比較的多い例であり、他の役所名墨書土器は10点に満た

ない。また、食事を司る内膳司や大膳職のごみ捨て穴

(SK820・217・219) に一括投棄された士器群には墨書上器

は存在するが、役所名を記した食器は見られない。

また、整理番号・備品番号の可能性も考えられる数詞墨

書に しても、極めて少ない。こうした点や先に述べた墨書



表 1 平城宮出士墨書士器の器種と数量 表 2 平城宮出士墨書士器の記載内容

須恵器器種 点数

杯A 217 

杯 B 321 

杯B蓋 401 

杯c 6 

皿A 14 

皿 B 6 

皿 B蓋 11 

皿C 10 

皿D 1 

皿 E 2 

椀A 2 

高杯 2 

杯か皿 287 

小計 1280 

盤 10 

鉢 8 

壺E 5 

壺G I 

壺k 1 

壺L 1 

壺N 1 

壺 36 

壺蓋 6 

瓶 1 

甕 37 

甕c 5 

小計 107 

合計 1387 

：」土師器器種 点数

杯A 27 

杯B 22 

杯B蓋 15 

杯c 19 

皿A 90 

皿B 3 

皿B蓋 1 

皿c 5 

椀A 80 

椀c 12 

高杯 21 

杯か皿 205 

小計 500 

盤 4 

鉢 3 

壺 3 

甕 19 

小計 29 

合計 529 

／
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役所名 宮内省（宮 ・宮内）、兵部（兵部厨・兵厨） 、民部省（民 ・民厨）

刑部省、神（神祇官） 、 弾正台、皇后宮職（皇后• 宮職）、大膳

職（大膳．膳）、内裏盛所、羹所、蔵人所（蔵人）、浄清所（浄）

人給所、内木工所、修理所、縫物所、子嶋作物所、造酒司（酒・

酒司）、大炊寮（大炊・炊） 、雅楽寮、舎人寮（内舎人・舎人・帯

刀）、主馬、内厩、中衛府、左兵衛府、近衛府、左右衛士（左士・

右士）

官職・身分 史、目、少祐、少子、大輔、女儒、上人、僧正、案主、直丁

施設・場所 曹司、厨、務所、庁、亭、塩殿 ・殿、東家、南家、東、西、南、北

宮寺、寺

人名 藤原部王、津守王、物部連安万呂、大伴宿，六人部、三宅、今来、

麻呂、広足、気刀自・酒女、奈女

器名 杯、清杯、酒杯、題器

用途 米、麦、菓、酒、酢、汁、水、氷、烏膏、拘子散、斎食、供養、

魏鵡鳥杯、鳥杯、研、研盤

数詞 ・容量 一、二．三、四、五、七、八、九、二十、参拾弐、九合三夕

一升ー合

年紀・月日 天応元年、十二月一日

吉祥句 吉、福、千、万

呪句 道、道金、九九／八十一、我君念 ・道為金（組み合わせ文字）
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墨書土器・刻書土器 17 



~-::: ミ ' V

／／枯＼
/八7"- ¥ 
I'I  

J
 

=--＿
 -＿

 二

喜

汗

", ___ ,,,_ 
、-,一／

I 

~ 
1/ 
'/ ,f" 

、ヽ'
I # 

7 

□ ーノ
円］） ）

＠
 

゜

--~-

/. / -~::··~ 戸ミ三:,¥::1
I/,・、(~Li~~---

-~,~-) 

三一三ニロ~/

／三~J 

こ~:_:J

(f:J 
゜

','-—~ ご

／ 
ヘ

(), 贋、＼＼＼

＼ 
） 

二一、一、

‘l\~

—-_-— 

,,,.---------. 
＼ 

＼ 
（初＼＼）

'---.______.-/ 

ご

¥9) 

[

平

-

15cm 
固 3 国府出土墨書土器（島根県出雲国府跡）
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率の低さの点から、当時には役所名や数字を士器に墨書し

て役所備品であることを示し管理する方策は執られていな

かったとみてよかろう 。そ うすると再び役所名墨書土器の

意味が問題になるが、 一つの解釈を提示しておく 。墨書し

た場所は各役所ではなく、食器を始めとする土器を分配す

る役所が分配先を示すため幾つかの重ねの単位ごとに記し

たと考えてみてはいかがであろうか。

〔墨書土器と役所比定〕 役所名墨書土器は、役所比定

に有効であることは言うまでもない。しかし、これまでの

調査で食物・食事を調製する役所（大膳職・大炊寮）の墨

書士器は物とともに宮内各所に運ばれていることが明らか

になっていて、その出土を以って役所を比定するのは極め

て危険なこともわかっている。

もう 一例をあげると、令の規定によれば衛門府が宮城門

を、衛門府・衛士府が宮門を、そして兵衛府が閤門を守衛

することになっている。衛府・兵衛関係の墨書土器は宮内

ばかりでなく、宮外官術（皇后宮職、左京三条二坊ー・ニ ・

七・八坪）、有力貴族邸宅（左京一条三坊十五・ 十六坪 ・右京

二条三坊二坪等）からも出士していて、衛士達は、天皇・

皇后に関連する施設や行幸に際しても付き従ったことが知

られる。

その他の役所名墨書上器は、それほど大きく移動する事

はなく、例えば式部・兵部関連墨書士器はいずれも区画周

際立つ。総量は多くはないが、宮に比べると神祇 ・呪旬 ・

吉祥旬墨書が多いようであり、「神」「天」「鬼」「供」「浄」

「清」「吉」「富」「福栗」「吉年」 「千万」、 呪符等が知られ

ている。

地方官街の墨書土器 都城に比べ墨書内容はさほど豊富

でないが、官職名、人名、施設名、行政区画名、器名、数

詞等共通するものがあり、やはり食器の底部外面に記され

たものが多い（図 3)。地方官術の墨書土器の記名目的に

ついて、山中敏史氏は、基本的には官面厨家の食器である

ことを示すために記したものとする。官術名墨書土器

（「郡厨」「鹿島厨」 ・郡名）は、所属、使用目的を、官職名

と人名墨書土器は、使用主体の明示を、厨下部組織（「上

厨」「水院」）、舘名（「舘」「山口舘」）に関する嬰書士器につ

いては使用場所を表すために記されたもので、すべてに記

すのではなく収納・保管の単位毎に記し管理していたとみ

る叫この他、郡術出先施設（郷名、舘別院墨書）、前述の

厨家下部でも、同様な墨書に よる食器管理行為がなされて

いた可能性も考えている。

郡術関係の事例を挙げると、駿河国志太郡の館もしくは

郡厨と考えられている静岡県御子ヶ谷遺跡では、総数269

点の墨書士器が出土している（図 4)。そのほとんどが、

須恵器の有蓋杯とその蓋であり、志太郡の大領を意味する

「志大領」「志大」「郡大領」「大領」、「少領」、「主帳」等の

辺の溝などから出士していて役所の比定根拠となっている。 官職名、郡の厨を意味する「志太厨」「志厨」、「郡」、そし

いずれにしても、役所比定にあたっては、墨書上器だけで て隣接する益頭郡の厨を意味する 「益厨」等の墨書土器も

なく、他の遺物、遺構のあり方も考慮しで慎重におこなう 出土している。なお、御子ヶ谷遺跡に近接する秋合遺跡で

べきである。 は、「志大領」の墨書土器が出士している。

平城京出土墨書土器の検討 京内では、約1200点の墨書 このように他の郡に関わる嬰書士器や郡術以外の地（国

士器が出土している（図 2)。出土量の多い遺構はごみ捨 術 • 他の郡術・国分寺等）で郡術関係の墨書士器が出土す

て場となっていた条坊道路側溝で、中でも平城宮の排水機 る事例が次第に知られるようになってきている。山中敏史

能を持ち、物資の運搬にも使われた東ー坊坊間大路西側 氏は、これに関して、郡衝厨家が司る給食職務、そして給

溝・東二坊坊間大路西側溝•西ー坊坊間大路西側溝である。 食対象者と深く関わりを持ちながら、様々な供給の場に厨

また、東市に連なる運河（東堀川）からも大量に出士して

いる。これらは京住民の生活実態を考えるうえで貴重な資

料であるが、宮を含む京内各所から投棄された物であり 一

括性に欠ける。

宮に近接する坊には、離宮や貴族邸宅や宮外官術がおか

れたが、京出士墨書士器総量の約 6割が、この地域から出

土している。この地域の墨書土器は内容が豊富であり、宮

のそれと遜色なく、官名（右兵衛・官厨・大炊）、家政機関

家保管の食器が移動したものと理解できると言う (4)。文献

史料、墨書土器資料から知られる郡による供給場所と供給

対象者は以下のようである。郡内の場合には、郡術（巡行

国司・国師、郡司、郡術勤務の係T等、 軍毅、 郷長、伝馬使、

公文逓送使者等の旅行者、外国使節、帰還者・婦化人、駅長、

駅子）、郡術支所 ・館別院・曹司などの郡衝の出先施設、

その他の場所、郡外では、国術（儀式行事に際しての国司・

国師への供給）、他郡の郡術ないし関連施設、郡術以外の場

名（粥所・厨・菜司・楽司・酒司）、官職名（主帳・少子）、 所などである。

習書墨書土器が知られている。 集落出土の墨書土器の特質 墨書土器は集落跡からも少

京と宮の墨書土器の相違 宮に比べると京では人名 ・氏 なからず出土するが、官術のそれとは異なる内容を示す（図

名墨書と記号墨書の占める割合が高く、 1字墨書が多く、 5・6・7)。平川南氏の研究によると (5)、集落跡出土墨書

習書墨書は少ない。この傾向は、宮を離れるに従って更に 土器に使われる文字の種類は極めて限定的で、かつ東日本

20 文字関係資料
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各地の遺跡において共通して用いられ、墨書字形も類似し

ている。記載される文字の種類は、「冨」「吉」「得」「福」9万」
等の吉祥語とそれらを組み合わせたものが多い。さらに、

本来の字体から変形した字形が広く使われている。また、

特定の階層にしか知りえない中国で考案された特殊文字

濠書体、則天文字）やその影響を受けて作られた特殊文字

が普及している。こうした点から、集落跡出土墨書上器は、

農民の手によるのではなく、祭祀の際に宗教関係者によっ

て記載されたものと考えられよう。

集落出土の墨書土器は、器の外面に大きく記載されるの

が特徴で、神仏の容器であることを示すためであろう。千

葉県では多文字で構成される祭祀関連墨書土器が出土し、

省略形の 1字、 2字墨書内容の理解に役立つとともに平川

説の妥当性を裏づける。しかし、集落の墨書土器のすべて

が祭祀関連とはみなせず、高島英之氏が指摘するように集

団の標識文字等の機能も考えられよう。

刻書土器 刻書には製品に刀子や針釘で刻むものと、生

産の場で生乾きの状態で箆やその他の器具で刻むものがあ

る。前者は針書き、釘書きとも称され、その行為は墨書と

同様に消費の場でおこなわれるが、紋様風、記号風のもの

が多く、文字は極めて少なく、そのほとんどが土師器であ

る。後者の場合には須恵器が一般的であり、従前には窯

印・窯記号と考えられ、現在では同じ窯を使用する複数の

工人集団の製品を区別するために刻されたと考えられてい

る箆記号もその仲間で圧倒的多数を占める。この中には数

詞や「井」「大」等、文字と見まごうものもあるが、文字

が刻されたものをそれらとは区別して「刻書土器」あるい

は「箆書き土器」と呼ぶ。箆記号はエ人の手によって、刻書

は生産を管理する役人の手によって記されるという違いが

ある（図 8)。

刻書内容 1字のもの、複数の文字からなるもの、文書

形式をとるものがある。前二者には、産地名を記すもの

（大久＝邑久、岡本、知五十戸、尾山寸、黒見田、美濃、美濃

国）と供給先を記すものがある。後者には行政単位（久米

評・郡・ロ郡・加麻又郡・益＝益頭郡）、役所名（エ政所・内

賢所・椋人・新厨＝新治郡厨）、人名（廣人・ロ造硯）、身分

（田前主帳• 新大領）、その他（寺）等が知られている。前

者は、 7槻紀後半から 8軋紀前半の時期に限られ、後者は

8槻紀中頃以降に出現する。

文書形式をとるものには、調納に関わるもの（図 8-16)、

値段を記すもの「施五升直銭四十文」（陶邑TK313・314号

窯）、「大脹布直六十段」、吉祥旬「此□□人者億万富貴日

□ ::J事在」（鳩山広町B6号窯状遺構）等がある。図 8-

16は福岡県大野城市牛頸ハセムシ古窯から出土したもので、

大甕の頚部外面に賦役令調絹施規定の公文書形式で、筑紫

24 文字関係資料

国奈珂郡手東里に籍を置く大神得身他二名の正丁が調とし

て大甕 1個を和銅 6年某月某日に貢納することを記す。ま

た、『延喜式』主計寮式では脹は畿外の場合には正丁 3人

で 1口を貢することになっているが、これとも完全に一致

する。律令制下の須恵器調納制の存在と更にその制度が和

銅年間まで遡ることを証明する極めて重要な資料である。

この資料と同じ意味内容と考えられる刻書須恵器が飛鳥

石神遺跡と愛知県の窯跡から出土している（図 8-11・ 

14・15)。この場合には行政区画表記は、国ー評一里、

国ー評ー五十戸となっていて、大宝令施行以前、更に古く

天武朝にまで調納制が遡ることが知られる。「サト」の表

記が「里」のものには調貢者とみられる人名が記されるが、

［五十戸」表記の場合には人名は記されない。これについ

ては、大宝令以前の調や贄の付札木簡にも当てはまり、

評ー五十戸の行政区画段階には戸籍・計帳の編成が未整備

であったことと関連し、人頭税の代わりに「サト」を単位

に課税する方式が採られていたのではなかろうか(6)。

虞淳一郎）

〔注〕 (1)清水みき・山中章「長岡京跡の墨書土器J『月刊文化財』

362、第一法規、 1993年。 (2)平川南「『厨』 墨書土器論」『山
梨県史研究ー創刊号一」 1993年。 (3) (4) 山中敏史「地方官術

と墨書土器IIー郡術による食器管理と供給」『研究集会 古代

官術・集落と墨書土器一墨書土器の機能と性格をめぐって一』

奈文研、 2002年。 (5)平川南「墨書土器とその字形一古代村落

における文字の実相」『国立歴史民俗博物館研究報告第35集

創立10周年記念論文集』 1991年。 (6)巽淳一郎「古代焼物調納
制に関する研究」『瓦衣千年 森郁夫先生還暦記念論文集』

1999年。

〔参考文献〕奈文研『奈良国立文化財研究所史料第25冊 平城

宮出土墨書土器集成 I』1983年。同［同第31冊 平城宮出土墨
書土器集成 1I」1989年。同『同第59冊 平城宮出土墨書土器集

成 II.I 2003年。

25頁図 8 刻書土器釈文

1 ; □ 2-4; 「各J 5 ; 「吉J 6 ; 「久米評」

7 ; 「已止次止」別の釈文もある。
〔与ヵ〕 愧知〕

8 ; ロ野評x/口x/口x/口口x/阿已）田有/□羅女

9 ; 「奉田田米」

10; 「此者酒人首門口」別の釈文もある。

11; 「岡本里凡人部ー」 12 ; 「美濃」

13 ; 「黒見田J 14; 「三野国加々 牟評口」

15 ; 「秦人部佐□三野国加口」

16; 「筑紫前國奈珂郡／手東里大神□身／に口／ロ ニ／
井三人／調大脹一僕和銅六口」

17; 「白田」 18; 「寺」 19 ; 「廣人」 20; 「由J
21 ; r社邊J 22; 「郡」

23; 「此□□人者 □万富貴日 ロコ事在」 24; 「新厨J
25; (底部外面）「山直川継」 （側面）「民文口• ロ・ロロロJ
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I-5 漆紙文書
木簡や墨書土器などの出土文字資料は、それ自体が独自

の性格をもつ資料であるのに対し、漆紙文書はそれ自体特

有な史料的性格を持つものではなく、通常の紙の文書その

漆のふた紙 通常士中にあれば腐食し残存しない紙の文 ものであり、それが漆づけになって残ったという残存の契

書が、腐らずに残る場合がある。それが漆紙文書である。 機に特異性があるわけである。したがって文書全体は残っ

漆工房においては、漆液にほこりやゴミがついたり乾燥す ていなくても、正倉院などに現存する文書類から、その全

るのを防ぐため、それを入れた曲物の桶などに紙をかぶせ、 体の様式を復元することがかなりの程度可能である。また

漆液に密着させた。次に漆を使う際には、ふた紙をはずし、

それについた漆はかきとったうえで廃棄 した。その結果、

漆液に密着していた部分は漆がしみこみ、長く土中にあっ

ても腐食せずに残った。用いられた紙は多くの場合反故文

書であり、こうして残った文書が漆紙文書である。反故で

あるから通常、表裏両面に文字がある。漆紙文書は折り畳

まれた状態で出土することが多いが、それは廃棄する時に、

漆面を中にして折り畳んだためである。そして容器の平面

形は円形であるため、漆紙文書は通常円形を呈する。

残存した漆紙の大きさから、漆容器の大きさは大型（径

33cm前後）・中型 (22cm前後）・小型 (15cm前後）に区別され

る。大型・中型は貯蔵用、小型は消費の際のとりわけに用

漆紙文書には 2紙以上が貼り継がれている場合もある。そ

れには文書作成時あるいは整理・保存時の紙継ぎの結果と、

漆容器が 1通の文書では覆えないほど大きい時に別紙を貼

った場合とがある。そうした状況を調査することは、官術

等における文書の整理・保管の仕方、あるいは反故紙のあ

りようを復元する手がかりになる。

漆紙文書の判読法 なお漆紙文書の文字面は漆に覆われ

ており、かつ折り畳まれ、さらには文字面が内側になって

いることもあるので、肉眼で文字を読むことは困難である。

そこで漆膜や紙を削ったり、赤外線写真や赤外線テレビを

用いて読むことになる。また全体を見るには、注意深く折

り目で切り離し、展開するという作業を要するが、削り作

いられたと考えられる。したがって漆紙の使用場所も、漆 業ともども遺物を破壊することにも通じかねないので、実

の生産・貯蔵・消費場所などの多様性があったとみられる。 施する際には細心の注意を払わなければならない。

さらに漆塗りの場でパレットとして用いた土器に入れた漆 （舘野和己）

のふた紙が、土器に付着したまま出土することもある。 〔参考文献〕平川南 「漆紙文書の研究j吉川弘文館、 1989年。

漆紙文書の出土地と文書の種類 漆紙文書はそれが最初

に確認された1973年の宮城県多賀城跡以来、とりわけ関

東・東北地方における出土例が多い。しかし漆は全国的に

使われたから、これまで出土例がない、あるいは少ない地

方でも、出士の可能性に十分留意する必要がある。

漆紙文書が出土している遺跡は、宮城県多賀城跡・山王

遺跡、岩手県胆沢城跡、秋田県秋田城跡・払田柵跡などの

城柵官術遺跡、栃木県下野国府跡、茨城県常陸国府付属工

房の鹿の子C遺跡、武蔵国分寺・国分尼寺の付属工房の東

京都武蔵台遺跡、それに平城京・長岡京跡など、都城や官

術に関係するところが大半であり、そのため漆工房も公的

施設が多い。したがってふた紙には、中央官司や国府・郡

家などの地方官術に保管されていた公文書の反故が用いら

れた。具体的には戸籍・計帳・租帳・出挙帳（様文書）な

どの他、兵士歴名薄や具注暦・ 典籍、それに各種の公文書

などが見つかっている。

漆紙文書の史料的性格 このように漆紙にいかなる文書

が用いられているかを調査することによって、漆工房ある

いは漆塗り作業が行われた遺跡の性格解明に大きな手がか

りを得ることができる。ただし反故公文書が流通市場に出、

それを民間の工房が入手したという可能性にも留意しなけ

ればならない。
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（漆容器は復元品）

写真 1 漆工に関係する品々と漆紙容器のふた紙



ヽ --
祇崖玩

①；計帳（多賀城跡出土第96号文書）

②；検田関係帳簿（鹿の子C遺跡出土第27号文書）

ふた紙のための継ぎ目と半折にした廃棄状態

③；計帳様文書（裏焼き）

（平城京左京三条ー坊十六坪出土）

④；具注暦（山形県大浦B遺跡出上）

⑤；計帳（鹿の子C遺跡出士第95号文書）

写真 2 さまざまな漆紙文書

漆紙文書 27 



I -6 紙・筆。墨・硯 ずれにしても今のところ、最古の筆管である。

墨 松煙や油煙に膠と香料をまぜて練り上げ、箔に入れ

て成形する墨も地中に遺存することは稀であり、数少ない

文書行政を物語る遺物 文房四宝の紙・筆・墨．硯は、 出士例は、いずれも蓋を被った胞衣壺の中で保護されてい

文書行政を行なう役人の必需品であり、実際の執務の場で

はこの他、貴重な紙の代用品である木簡、それに記した誤

字を削り取るのに使用する刀子、刀子を砥ぐ砥石、水滴、

机、椅子などが備わっていたであろう。

紙 有機物の紙は考古遣物として残ることは稀であるが、

漆容器の蓋として使われた紙に漆が浸透し、形を保って発

見されることもある。その蓋紙として文字が記された古紙

が使われた場合には、文字も遺存する。これを漆紙文書と

呼ぶ。漆箔が出土した際には、肉眼では見えないので赤外

線テレビを使って漆紙文書でないか確認する必要がある。

紙と墨の製法は、文書行政が始まる以前に大陸の仏教文

化の導人に伴って伝わり、『日本書紀」推古18(610)年 3月

条には、高旬麗の僧曇徴がそれを伝えたと記す。文献史料

には記載はないが、同時に硯・ 筆も伝わったとみてよい。

筆 筆の出士例も極めて稀で、当然の事ながら穂先は遺

存せず、筆管のみが残る。筆管の材質には、竹・木・ガラ

スが知られるが、竹が一般的である（図 1-1)。

竹製筆管の出土例としては、平城京右京五条四坊三坪発

見の胞衣壺に和同開弥、墨と共に納められたものが知られ

ている。篠竹製で全長14.9cm、直径1.2cm。上端近くに節を

持ち、穂先を収めるため下端内縁に扶りを加える。正倉院

には、これと良く似た篠竹製の筆管で穂先が残るものが伝

来する。雀頭筆あるいは巻筆と呼ばれている形式で、芯に

命毛を立ててその周囲に紙を巻き、順次毛を植付けて穂先

を作っている。この筆には篠竹の管を縦に 4か所割り裂き

上部に留め金風に桜の皮を巻いたキャップ（帽）が伴う。

なお、正倉院にはこの例も含め19本が伝世していて、篠

竹製の他に斑竹（唐竹）製の筆もある。また両端に黄金装

や白銀装の金具を巻き、筆頭に象牙装飾を嵌め込んだ優品

や大仏開眼会に用いられた管長56.6cm、直径4.2cmの大筆も

知られる。

木製筆管は、平城京左京三条二坊の溝状土坑SD5100か

ら出土したものが唯一の例である（図 1-2)。上端を欠

損するが、現存長15.1cm、直径1.4cmの丸棒で、下端近くが

やや太く下端面に穂先を嵌める孔を穿つ。

ガラス製筆管は、 7世紀前半頃の築造と考えられている

奈良県斑鳩町竜田御坊山 3号墳から出土している。鉛ガラ

ス製で淡緑色を呈し、復原全長13.2cm、最大径1.45cm、最

小径1.10cm、内径0.9cm、重量1.30g。

この古墳からは、隋末～初唐期の二彩滴足円面硯が出土

していて、この筆も中国から輸入された可能性がある。い
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たものである。前述の平城京右京五条四坊三坪の胞衣壺に

納められていた墨は、完形の未使用品であり、両端を載頭

し片面を窪ませた舟形で、全長10.9cm、最大幅2.7cm、側縁

幅1.4cm、凹面厚0.8cm、重量l3.lgを測る（図 2-3)。他の

2例もこれと同形であるが、半分以上磨り減っている。正

倉院には16挺の墨が伝来するが、内 2挺は丸型棒状のもの

で、残りはすべて舟形である。舟形墨はいずれも出土品よ

り大きく、最も小さいものでも長さは17cmもあり、 20~25

cmのものが多い。この中には、表には「華姻飛龍鳳皇極貞

家墨Jの陽刻銘、裏には「開元四年丙辰秋作ロロロ」の朱

書きのある唐墨や、「新羅楊家上墨J、「新羅武家上墨」

と陽刻された新羅墨がある。

紙・筆・墨の供給と管理 令や『延喜式』では宮廷官術

における紙・筆・墨の生産と支給は、中務省被管の図書寮

が担当することになっていた。令の規定では、官噛工房に

は遣紙手四人、造筆手十人、造墨手四人、使部二十人、直

丁二人が配属されている。また、『延喜式』の規定では、

紙は中男作物として、俯は年料別貢雑物として、諸国が貢

納することになっている。また、筆の材料の兎毛・鹿毛は

大宰府が、斑竹は遠江国が貢納する。墨の貢納国は少なく、

播磨・丹波二国と大宰府が納めるようになっている。

弘仁13年の官符には、国術にそれぞれ造箪T二人、造墨

T一人がいたことがみえ、筆・墨は国術工房でも生産され、

需要に応じていたことが知られる（「類緊三代格』巻 6)。

硯 硯専用に作られたものと有蓋杯の底部・蓋内面、弯

曲する甕腹内面を硯面として利用する硯があり、一般的に

は、前者を硯、後者を転用硯（杯蓋硯．甕腹硯）と呼ぶ。

官術では後者が圧倒的に多くを占め、その存在と量が官術

か否かの判定基準になる。

硯の系譜 後述の特殊硯等、大陸でまだ確認されていな

い硯もあるが、日本の陶硯の多くは、朝鮮、中国にその祖

形が見出される。蹄脚硯など中国から直接伝わったものも

あるが、中国から朝鮮に伝わり、朝鮮化したものが日本に

伝わったとみるのが自然であろう。特に 7憔紀代には、朝

鮮、とりわけ百済の影饗が強い。

硯の材質と変遷 硯の材質には焼き物（須恵器• 黒色土

器・灰釉陶器・緑釉陶器・白姿系陶器）で作ったものと石・

瓦を加工したものが知られる。古代には専ら焼き物で作られ、

中でも須恵器が最も多い。黒色土器の硯は、 9世紀前半に

須恵器生産の衰退に伴って出現し、ほとんどすべてが風字

硯である。瓦硯は、大宰府に特有なもので、 8枇紀初めに
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1 ; 長17.4、径2.0、帽長13.8cm

2; 長20.35、径2.2、帽長10.75cm

写真 2 正倉院宝物

中倉伝釆筆管
1 ; 福岡県徳永川ノ 上遺跡 2; 岩手県上平沢新田遺跡

図 2 出士墨挺資料

表 1

3; 平城京右京五条四坊三坪

墨梃出土遺跡一覧 注；出典は巻末出典一覧参照

遺跡名 ， 所 在 出土遺構 ！ 年代 出典

平城京左京三条ー坊十四坪 i奈良市三条大路二丁目 542-1他 胞衣壷 i 8 C前半 I 1 

平城京三条二坊十六坪 i奈良市二条大路南一丁目 1- 1 胞衣壷 SC後半 ! 2 

平城京右京五条四坊三坪 ！奈良市平松町312他、五条町812他 胞衣壷 SC後半! 3 

平城京右京八条ー坊十四坪 i大和郡山市九条町 胞衣壷 I 8 C後半 i4 

奈良山 ：奈良市奈良坂町 胞衣壷 SC後半 Is 
平安京右京三条三坊十坪 I京都市西の京徳大寺 墓葬 i lOC前半！ 6 

上平沢新田遺跡 羞手県紫波郡紫波町112他 竪穴住居跡 : 9 C後半 I7 

明寺山廃寺 i福井県丹生郡清水町大森字明寺山 建物廃棄に伴う祭祀跡 ! 9 C後半 I8 

諏訪遺跡 1鳥取県米子市西山ノ後地区 胞衣壷 [ 8 C前半 I， 
徳永川ノ上遺跡 福岡県京都郡豊津町大字徳永 胞衣壷 j 8 C後半 ! 10 
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は出現していて、中肌にも存在する。石硯の使用は、 10懺 硯の初源 現在知られる最古の硯は、大阪府堺市高蔵T

紀頃と考えられ、以後焼き物にとって代わる。

舶載硯 数は少ないが、初唐時期の二彩滴足円面硯（斑

鳩町竜田御坊山 3号墳）、朝鮮の陶質土器の獣脚硯（飛鳥石

神遣跡）等の舶載硯も知られている。

硯の型式分類 硯は早くから注目され、主として形態分

類と変遷に関する研究がなされてきた。近年の発掘調壺の

増加に比例して実に様々な硯が知られるようになり、包括

的な型式分類の必要性が要請されている昨今である。ここ

では、先学の研究成果を踏まえ、新たな型式分類研究を H

指した楢崎彰ーと山中敏史両氏の研究成果を紹介する。楢

崎氏の場合には、機能面を重視した分類で硯面のあり方を

基準に、以下のように分類する凡

第一種 水平硯（硯面が水平なもの）

第一類 円面硯（平面形が円形なもの）

第一型式 透脚硯（脚部に透かしを有するもの）

第二型式 低脚硯（脚台高が低いもの）

第三型式 無脚硯（硯足を持たないもの）

第四型式 蹄脚硯（硯台が蹄脚状のもの）

第五型式 獣脚硯（硯台に獣脚がつくもの）

第二類 形象硯（動物などの形象を写したもの）

第二種 傾斜硯（硯面が傾斜し陸海の区別が無いもの）

第一類 風字硯（平面形が風冠を呈するもの）

第一型式 定型硯（典型的な風字硯）

第二型式 変形硯（硯頭が尖ったもの）

第三型式 二面硯（硯面に縦の突帯を設け二分するもの）

第四型式 猿面硯（甕腹硯）

第二類 宝珠硯（平面形が宝珠形のもの）

第三類 円形硯（平面形が円形なもの）

第四類 特殊硯（硯面に突帯で方形の区画を設けるもの）

第五類 長方硯（平面形が石硯に似た長方形を呈するもの）

第三種転用硯（代用硯）

一方、山中氏の分類は平面形態に基づき、以下のように

細分する

A類 円面硯（圏足硯・ニ面圏足硯・低圏足硯・無脚硯．蹄

脚硯・獣脚硯。杯皿形硯・提瓶形硯）

B類 円形硯（二面単脚円面硯・双脚円形硯・三脚円形硯．

四脚円形硯・低圏足円形硯）

c類 楕円硯（無脚楕円硯・双脚楕円硯• 四脚楕円硯）

D類 風字硯（平頭風字硯・ニ面平頭風字硯・三面平頭風字硯

・花頭硯・円頭風字硯・ニ面円頭風字硯．舟形風字硯）

E類 形象硯（烏形硯・亀形硯・獣形硯・宝珠硯・八花硯）

F類 方形硯（長方硯・双脚方形硯・四脚方形硯）

G類 その他（猿面硯・兎図硯）

H類転用硯
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K43号窯出土品（低脚円面硯・圏足円面硯）であり、この窯

の年代は、飛鳥寺造営前にあたる 6憔紀後半代と考えられ

ている。しかし、次のような問題点が指摘されている。出

土蹄脚円面硯は、中国のそれを模倣したものであり、中国

では、年代の分かる最古の例は、麿貞観17(643)年に埋葬

された長楽太子墓出土品であり、隋代に遡ることはない。

また、日本でこの型式の硯が流行するのは、 7恨紀末から

8世紀前半代であり、この例以外には、 7憔紀末以前の例

は知られていない。窯の年代観に誤りがあるのか、硯その

ものが混人品でないかといった間題を芋んだ資料であり、

今後の調査研究によって解決しなければならない課題とな

っている。これを除くと、確実な例は、 TK43号窯に後続

する時期に当たる京都府宇治市隼上り窯 (2・3号窯）出土

品である。一般的な圏足円面硯と特殊硯（無脚円面硯・眼象

脚円面硯・中空円面硯．把手付中空円面硯・高杯形円面硯）があ

り、杉本宏氏は、これらの硯の年代を 7世紀初頭から中頃

の時期としている。そして、各種の硯は既に定型化したも

のであるという認識に立ち、また各地でも同時期の硯が確

認されることから、硯は更に古く遡る可能性を説く (3)0 

硯型式の変遷 大局的に見れば、水平硯から傾斜硯、円

面硯から風字硯・長方硯への変化を遂げる。杯1IIl硯（中空

円面硯。把手付中空硯・高杯形円面硯）などの特殊硯、獣脚

円面硯は、 7軋紀前半頃から 8世紀初め、動物形象硯は 8

槻紀代に限られる。間題の蹄脚硯は、 7世紀末（天武朝）

に始まり、 8枇紀代に見られるが、製作法が途中で変わる。

8世紀初めの蹄脚硯は、硯部・脚部・脚台部を別々に作り

合体させる方法で作られるが、その後、硯部と脚部とを連

続的に成形し、基部下端外側に粘土を厚く巻いて基底を成

形する。次に脚台部に箆で逆三角形の透かし開け、三角柱

状の脚柱を作り出し、それに型抜きで作った柱頭と脚節を

貼り付けて製作する。後者の型式の硯は、天平12(740)年

に年代の一点を置く左京三条二坊の濠状土坑 SD5100から

出土している。宝珠硯・八花硯・風字硯は、平城京時代末

期～長岡京期に始まる。 （巽淳一郎）

〔注〕 (1)楢崎彰ー「日本古代の陶硯ーとくに分類について」『考

古学論考 小林行雄博士古稀記念論文集』平凡社、 1981年。 (2)

山中敏史『埋蔵文化財ニュース41号 陶硯関係文献目録』奈文研、

1983年。 (3)杉本宏「飛鳥時代初期の陶硯一宇治隼上り瓦窯出

土陶硯を中心としてー」『考古学雑誌j73-2、1987年。

〔参考文献〕内藤政恒「本邦古硯雑考」［考古学」 10-6、1939

年。同『本邦古硯考』養徳社、 1944年。今里幾次「播磨辻井廃

寺址の古陶硯J『史述と美術』 18-6、1948年。内藤政恒「調

度硯」『新版考古学講座』 7、雄山閣、 1970年。石井則孝『考

古学ライブラリー42 陶硯』、ニュー・サイエンス社、 1985年。



~ 

:ぐ

~ 26 
27戸「：―ー、`

こーロ
----------------

24 

ニベご :8 23 

29 

------

ご。 図 3 7世紀代の陶硯
748芦

紙 ・筆・ 墨 ・硯 31 



一 89 

゜
15cm 

32 文字関係資料



>
／
 

`
-

g
l
l
9
8
 

口
〗
一

嘉¥＂↓ 
．＼魯

＼
形
＂

V
W
V
 

＞
 

儀

口睾y> 
＇

レ

゜

紙・筆・墨．硯 33 



I -7 文字瓦

文字瓦の種類 文字瓦はヘラ書、押印（刻印）、叩き板、

墨書などで文字を記名した瓦である。軒瓦の瓦当面に文字

を持つものもある。内容は役所名・寺名・人名・地名など

に検討し、製作者と記名者との関係を明らかにし、文字瓦

の年代・数量・記名率を検討すべきである。以上のような

作業を踏まえた上で、遺跡と文字瓦がどのような関係にあ

るのか、文字を記名する意味、生産体制が官術とどのよう

に関わるかなどを解明することになる。

文字瓦の分析例 文字瓦の分析例としては、多賀城第 II

である。文字瓦の特徴は、木簡．漆紙文書などと異なり、 期の刻印文字瓦で刻印場所に一定の傾向があること（図 5)、

記載内容が断片的であること、意味が不明な記号的なもの 縄叩き目の様相との対応関係から、刻印とエ人の関係を指

が多いことであり、さまざまな解釈が出されることが多い。 摘し、刻印文字が瓦エ人の人名の省略であることを明らか

地方官街の文字瓦 平城宮・平安宮ばかりでなく、地方 にしている叫 恭仁宮出土の文字瓦では（図 4)、刻印と製

官術では三重県長者屋敷遺跡（伊勢国府跡）で押印文字瓦、 品の対応関係、刻印の押捺方向や押捺位置の分析などから、

東京都武蔵国府跡から郡名文字瓦・郡名文字薄（図 1)、 西山瓦屋において平瓦や丸瓦にエ人名を刻印させて労務管

栃木県下野国府跡で郡名文字瓦、宮城県多賀城跡から造瓦

を負担したとみられる関東諸国名や郡郷名、エ人名が記さ

れた文字瓦が出士している。また郡術関連遺跡においても、

栃木県上神主・茂原官伺遺跡（下野国河内郡術正倉）で郡

内の戸主層とみられる人名がヘラ書された文字瓦が多量に

出土しており（固 2)、郡名文字瓦・人名文字瓦が出土す

るからといって寺院とはならない場合もあるので、注意が

必要である。なお大阪府大野寺（土塔）（固 3) ・京都府山

崎院・広島県宮の前廃寺からは、姓を持つ有力者・僧尼や

女性を含めた人名をヘラ書した文字瓦が出土し知識物の表

示とみられており、官術・官寺出上の郡名・人名文字瓦と

一線を画している。この違いをどのように評価するかが今

後の課題となっている。

文字瓦の分析法 遺跡から出士する文字瓦を検討する上

でもっとも重要な点は、瓦に記名された文字だけを検討す

るのではなく、瓦と出土遺構との関わりや、出土状況をき

ちんと把握することであり、あくまでも考古資料として文

字瓦を扱うことである 。 まず同じ建物に葺かれた軒瓦• 平

瓦・丸瓦との組合せを検討・復元し、文字瓦が創建期のも

のか、補修期かなど、製作時期を限定すべきである。特に

消費地である遺跡から出土する場合、さまざまな瓦工房の

製品が混在して出上する場合がみられることから、同じ瓦

工房で同一時期に記名された一括資料としての文字瓦を認

定する作業が求められる。具体的には、文字瓦自体の特徴

（胎土・焼成・色調・凸面整形・凹面仕上げなど）から同一型

式の文字瓦群を抽出することになる。また文字瓦だけを検

討するのではなく、同時に出士している文字がない軒瓦・

平瓦・丸瓦も含めて、生産と供給関係などを検討する必要

がある。

記名された文字については、文字の内容はもちろんのこ

と、瓦との対応関係を検討する必要がある。記名位置・記

名方向などの他、ヘラ書きであれば工具の特徴と、瓦が持

つ製作技法、製作のどの段階で記名されたかなどを総合的

理を行い出来高制支払を行ったこと、瓦エ人が40人前後い

て常勤エ（司エ） 1人と臨時エ（雇エ） 3人が単位となっ

て瓦を製作していたこと、平瓦を製作する瓦エ人と丸瓦を

製作する瓦エ人とに分業化していたことなどを解明してい

る(2)。下野国分寺跡出土の郡名文字瓦では、叩き板の痕跡

（型押文）と郡名文字の押捺位置などの対応関係から、特

定の瓦エ人が特定の郡名文字瓦を製作していること、各郡

から瓦エ人を編成した国術工房で郡名文字瓦を製作したこ

となどを指摘している叫 （大橋泰夫）

〔注〕 (1) 高野芳宏・熊谷公男「多賀城第 II期の文字瓦」『研究

紀要V』多賀城研、 1978年。(2)上原真人「天平十ニ ・三年の

瓦工房」 「研究論集VIIJ奈文研、 1984年。 (3)大橋泰夫 「栃木

県埋蔵文化財調査報告書第169集 下野国分寺跡Xll 瓦・図版

編j栃木県教委・（財）栃木県文化振興事業団、 1996年。同『同

瓦•本文編』 同、 1997年。

〔参考文献〕森郁夫「奈良時代の文字瓦」『日本史研究』 136、

1973年。
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n 古代の土器

Il -1 古代前期の土器

Il -2 古代後期の土器

Il -3 陶製の枡・油杯



Il -1 古代前期の土器 書土器に現れた食器名に同時代の実物資料を当てはめよう

とした圃期的な研究である。詳しい論証過程は氏の論文に

委ね、結論のみを敷術して述べることにする（］）。我々が手

金属器志向土器様式の成立 この時代には、土器のほか にする奈良時代の上師器。須恵器の器種は大変豊富で様々

に金属器・ガラス器・木器・漆器の器があったが、木器を

除き、その素材は希少で生産にかかる技術も高度で大量生

産できない奢1多品であり、一部上流階級のみが入手享受で

きるものであった。統一国家の整備に伴い、律令的な身分

制に基づく様々な規定や作法が整備される。焼き物が関わ

に器種分化しているが、当時の食器の器名は意外と単純で

あり、しかも土師器と須恵器に同じ名称がつけられている。

これは、当時の人たちが、現代の我々のように形の細部に

拘らず、容鼠用途を重視して呼称していたことを物語る。

当時の食器名は大きく 9杯」「盤」「椀」の 3種であり、

る宮廷や役所における儀式や直らい、日々の給食において 蓋がつくものに「合」、つかないものには「0」の単位を

も、支給菜の種類・量、器の材質等の面で身分的な差別が 付して呼称している。我々が分類している器種名と占器名

おこなわれた。身分が高位の人達には金属器（佐波理）や の対応関係は図 2・3のごとくになる。西氏がとりあげた

漆器が、下級役人には焼き物食器が配膳される。下位の 器名史料は主として天平宝字年間のものであるが、その後

人々が使う器は、金属器の形を写した焼き物食器が充てら 発見された長屋王家木簡・ニ条大路木簡などにみられる 8

れた。これは金属器を使用していた大陸の宮廷・官術の食 世紀前半期の古器名もそれと基本的に変わりなく、西氏の

事作法を規範にしたことによる。こうした動向は大陸諸国 見解に大きな修正を迫るものではない。

と交渉を通じて統一国家を日指した飛鳥時代に既に現れ、 古代国家前期の土器の特質 この時代に使用された焼き

金属器志向の新しい土器様式が展開した（飛鳥 I・II)。

政権が天智朝から天武朝に移る頃、藤原京・平城京の時

代に展開する土器様式の基盤が築かれる（飛鳥III・N)。こ

れは、前代の土器様式とは隔絶した内容をもち、国内外の

緊迫しだ情勢下、新たに大陸の影響下に生まれた土器様式

であり、滅亡寸前の百済王宮の土器様式が規範になったと

考えられる（図 1)。

この時期の食器の特色は、平底で有蓋器種と無薔器種の

両者が存在し、同じ形でも大きさの異なるものが複数あり、

豊富な器種となっているところにある。律令国家の成立と

ともにこの土器様式はさらに整った形へと発展する。

宮廷・官街式土器様式の成立 新しい理念に基づく国家

の運営には、それまでにはなかった様々な舞台装置・道具

が必要となった。そして食事作法に関わる食器も論外でな

い。前述のような高級な器の生産を志向したことはいうま

でもないが、宮廷・官術様式の作法を隅々にまで徹底する

ためには品質が優れ規格の整った大量の食器が必要で、大

量生産可能な焼き物に食器等の生産を託すことになる。特

定地域に対して官が指定する焼き物を焼かせ貢納させる休

制が法制化されるのである（焼き物調納制）。 10枇紀初め編

纂の『延喜式』主計寮式には、土師器は畿内（大和

• 河内）、土師器より生産工程が複雑な須恵器は畿内（和泉

・摂津）と畿外（播磨・備前・讃岐・筑前・近江・美濃）に調

納を義務付けている。官は用途にかなう形・大きさを指定

し、それぞれに名前を付し、毎年各国に調貢させるのであ

る。こうして初めて器の公式な名称が生まれるわけである。

古代前期の器名 奈良時代の古器名比定については、西

弘海氏の優れた研究がある。主として『正倉院文書』と墨

38 古代の土器

物には、伝統的な土師器・須恵器の他に、わが国最初の釉

薬をかけた鉛釉陶器（緑釉・奈良三彩）や輸入陶磁がある。

宮廷・官術で日常使用されたのは、主として土師器と須恵

器であり、双方で多様な食器が作られている。また双方の

特質を生かし、徹底した用途別分業生産がおこなわれ、食

器は双方で生産するが、火に強い土師器では煮沸具（鍋．

甕．寵）が、吸水性の低い須恵器でば注器（瓶類）・貯蔵器

（壺．甕）が生産されている。

既に食器の器名比定のところで述べたように、双方で容

量が同じものが作られ、中には形もよく似たものがある。

これは、実際の食事配膳の際には、双方いずれでも入れ替

えできるように意図したものである。しかし、全体的に見

ると食器の量は、土師器の方が多いのが常であり、また特

定の器種、例えば大型平底の皿・裔杯（高盤）は、土師器

が圧倒的多数を占める。これは、土師器が須恵器に比べる

と素材の上でも技術的な面でも生産効率が良く量産可能で

あったこと、また大型平底器形が須恵器には不向きな器形

であったことによる。さらに当時、市場では土師器・須恵

器の食器の値段が同じ器形の場合には等価に価格調整され

ていたことも今ひとつの原因である。

この時代の食器のもう一つの特色は、相似関係にある同

じ形の器形が複数存在するところにある。例えば須恵器の

器高の低い無蓋無台杯（杯A) は I-z~V-2 の 5 種がみられ

る（器形分化）。また口径が同じで器高の違う杯Aも5種

（杯AI-1-VI-1)存在する。このように異なる 2種の容

量分化に基づく器種分化が見られ、極めて豊富な器種内容

となっている。土師器の場合には須恵器ほど容量分化は著

しくなく、器種も少なく小型のものは極めて稀である。
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藤原宮の時期に完成した宮廷・官価式とも言うべき土器 あったが、本来、畿内地域では生産されていなかった焼き

食器様式は、その後社会経済情勢の変化に対応した変化を 物であり、おそらく東国地方から技術移入したものであろ

遂げるが、平安時代初めまで底流となった基本的な様式で う。黒色土器の生産は、 8世紀前半期にも既に知られてい

ある。以下古代国家前期の焼き物の特質と、その後の変容 るが、確固とした生産部門が成立するのは、 8世紀末の長

のあり方を概観しよう。 岡京の時期以降であり、以後土器部門にしっかりと根を下

古代前期の土師器食器の特徴 土師器の器種には、杯A ろし、中恨まで存続する。一種の改良型土師器とも言うべ

(I-1•I-2·II·III) 、有蓋の杯 B (I-1・I―2・II)、杯C

(I・II)、皿A (I・II)、.lll1B (I-1・II)、高杯がある。

食器の多くは、口縁端部が内側に折り返され肥厚する口作

りであり、主として盛器の機能を持つが、杯Cだけは口端

の内側を削いで平坦面を作る口作りで、飲器として使用し

ている。成形は基本的にはロクロを使わない手捏製で、粘

土紐を巻き上げて大方の形を作った後、台の上に置いた大

型の葉の上に載せ、葉をロクロ代わりに回転させ細部を調

整する（第一次成形）。菓は表面を下にして置くため、器の

底部に菓脈の圧痕が残ることから木ノ業手法成形と呼んで

いる。そしてやや乾燥させた後、ナイフ状のもので底部の

凸凹を削り整える（第一次調整）。さらに程よく乾燥させた

のち、箸様のものの先端を使って口縁部内面と底部内面に

文様を付ける（第二次調整）。箸の先が当たった面はすべす

べした線になり光を当てれば光沢を発することから賠文と

呼んでいる。口縁内面には斜放射状暗文を底部内面には連

続螺旋文を施す。外面には箸様器具の側面を使って擦り付

け器面を平滑に整える。暗文と同様に器具が当たった面は

光沢を放ち、箆磨きと呼ばれる。

土師器食器の変容 8世紀前半期においても既に製作工

程の合理化がみられ、次第に第一次調整の省略化や第二次

調整の簡略化が進行する (2段斜放射暗文→ 1段斜放射暗文

→無紋、箆磨きの省略）。このような傾向は恭仁京還都後に

一気に顕在化し、その後の土器型式を規定することになる。

食器は、成形後の比較的早い段階で外面全面に箆削りを施

し、器壁を薄くした軽量のものが優勢となる。暗文は完全

に省かれ、磨きも次第に省かれる方向に向かう。更に、器

種が少なくなるとともに、それぞれの器種が次第に容量を

縮小する方向に向かう。 8世紀後半に継起する製作工程の

合理化・生産器種の限定化と軽鼠化は、食器の大量生産を

前提に進行したものである。この時期以降、須恵器の生産

供給は著しく低下し、都への食器の供給量が減少する事態

に陥る。このような状況下に土師器食器の量産化が進むわ

けであり、それと共に製品の粗悪化が進行する。

改良型土師器生産部門の成立（内面黒色土器Aの出現） 須

恵器生産の低下を背景とする土師器の大量生産化が進む

中、土器生産部門に新たに独立した生産部門が加わる。内

面に炭素を吸着させ黒く焼き上げる焼き物を生産する部門

である。黒色土器は、当時、陸奥地域では普遍的な存在で
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きもので、土師器の粗悪化に対応して官が新たに設けた生

産部門と評価したい。この時期活発になる蝦夷地経営がそ

の成立の契機となった可能性が高い。

古代前期の須恵器食器の特質 土師器が都の近在で生産

されたのに対し、当初須恵器生産は都の置かれた地域では

おこなわれず、畿内・畿外の複数の産地から搬入する方式

が採られている。そのため地域色のある須恵器が混在する

ことになり、時代的様式を論ずる前に、まず産地の同定を

念頭に置いた群別と相互対比が必要となる。この点につい

てはまだ十分な検討がなされていないのが現状である。

また、古代前期としたこの間にも、明らかに産地の交代

がみられる。藤原宮直前期• 藤原宮期に優勢な須恵器は尾

張産であるが、平城遷都を境に和泉陶邑産が優勢となる。

藤原宮期における須恵器の全体像の解明は今後の課題とな

るが、優勢な尾張産須恵器に見られる様式的な基調は、平

城宮期の陶邑産の須恵器にも引き継がれていることは看取

できる。そこで 8世紀初めの平城宮の須恵器を代表として

この時代の特質を述べることにする。

食器は、平底で正面形が箱形を呈し、高杯を除く各機種

には無蓋と有驀の両種が存在する。また無蓋杯A・有驀杯

Bは器種が豊富で、それぞれ相似形に作られた器高の高い

一群（杯AI-1-V-1・杯BIゴ -V-1) と、器高の低い一群

（杯AI-2-V-2・杯BI-z-V-2)が 5種みられる。この他、

杯に似るが口縁部が直角に近い形で立ち上がり、器高の高

い器種があり、椀と分類しているもの、土師器の杯Aを模

したもの（杯C)、同じく杯 Cを模したものもあり、これ

にも容量の異なるものが数種みられる。 1IIl(盤）類には、

平底の皿A・1IllBのほかに高い脚台のつく高盤（高杯）が

あるが、杯類に比べて器種は少なく 2~3 種しかない。大

堕平底1IIlと高杯の出土最は少なく、限られた人にのみ配膳

されるものであったか、共用器として使われたのだろう。

須恵器食器の変容 産地によって違いが認められるが、

畿内産の須恵器は土師器と同様に調整が省かれる方向に進

む。前半期でも器高の低い杯類のうち、特に小形品は箆削

り調整が省かれる場合が多い。 8世紀後半以降、この傾向

は益々強まり、箆切りのままの製品が増加の一途をたどる。

それに伴い杯蓋は傘型の形態から扁平で縁部が屈曲する形

態に変化する。器高の高い一群と低い一群の区別は次第に

無くなると共に器種が減少する。地域ごとに差はあるが、
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このような食器類は 9ill: 紀後半には次第に消滅する。

古代国家前期の地方の土器様相 須恵器生産は前代から

各地に定着し、地域色のある製品が生産されていたが、こ

の時代には、特に食器は都城のそれとまったく同じとは言

えないまでも、ほぼ全国的に宮廷様式の形態に統一される。

須恵器の非調納国では、それらとともに独特な形態の食器

も作られている。ここでは、主として、この時代の都と地

方の士師器を対比しながら、各地の様相をみよう。

赤彩土師器 赤彩を施す技法は時代的にも地域的にも普

遍的ではないが、縄文時代以来古代までずっと見られる伝

統的な技法である。赤彩士器は、古墳時代前期には太平洋

岸の東国地域でかなり盛んに生産されている。後期にも見

られるが、土器総量に占める割合は次第に少なくなる。再

び量を増すのは 7枇紀後半~8枇紀初めであり、在地固有

の器形の他に都で使われている器形を模倣したもの、主と

して食膳具に赤彩を施すようになる。これは東国（遠江・

駿河・相模・上総）に限ったことではなく、山陰・山陽・

南海・北陸道の諸国でほぼ同時に継起した現象である。赤

彩土器は、その後地域ごとに違った消長を見せるが、古代

前期まで存続する。総体的に見ると 8ill: 紀前半がピークで、

ロクロを使用しない土師器からロクロを使用する土師器へ

という潮流が看取され、当然のことながら器形は次第に須

恵器の形に変化していく（図 7)。多くの地域では 9世紀

代に姿を消すが、加賀地域では衰えを見せず、外面に赤彩

を施し内面を黒色処理した新しい焼き物が生まれ、緑釉陶

器や灰釉陶器を模倣した食膳具が生産されている。 8ill: 紀

前半期の赤彩土器はかなり忠実に都の土師器を写しており

「畿内系土師器」とも称されている。官術関連遺跡や寺院

跡から出土する。

ではそのほかの地域の土師器生産は、どのような展開を

みせるのだろうか。 7・8世紀代には、当初、北関東・陸

奥・甲斐・信濃では赤彩土器は勿論のこと、都ぶりの土師

器はあまり見られず、古墳時代以来の伝統的な器形が生産

されており、 8 ill: 紀後半代にロクロ土師器の生産に転換す

る。陸奥地域では、 8世紀前半代は伝統的な黒色士器（内

黒土器）が主流であり、在地系器種が生産されている。 8

泄紀後半にはロクロを導入した内黒士師器の生産に転換す

る。 IOi!I:紀には内黒士師器の生産は終焉をむかえ、赤焼須

恵器（須恵系土器）が主流となる。

陸奥では都の土師器の影響を受けることなく展開を遂げ

たが、逆に都の土器に大きな影響をあたえた。 8ill: 紀前半

にも既に見られるが、長岡京時代以降に土器部門の一端に

加わる黒色士器である。

次に西国に目を向けると、まず四国では、 8恨紀の状況

やその後の展開は定かでないが、早くも 7世紀後半から、
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製作技法の上でも器形の上でも飛鳥地方の土師器と極めて

よく似た土師器が生産されている（香川県坂出市川津ーノ

又遺跡）。また、土佐でも在地で生産された 7 懺紀末~s

冊紀初め頃の都ぶりの士師器が知られている。

南九州地方の状況はまだ明らかでないが、大宰府では 7

世紀末から 8枇紀初めには都のそれを真似た食膳具が作ら

れている。しかし、 8世紀のかなり早い段階にロクロ土師

器に転換し、土師器と須恵器の双方で同じような器種が生

産されている。

最後に畿内及び近隣諸国の状況をみよう。律令国家機構

を構成する貴族層の本貰地である畿内では、当然のことな

がらさまざまな方面で都城の経済を支える役割を担い、各

国の中心地域では土師器も都と同じ様なものが作られ、都

にも送られている。

紀伊・伊賀・伊勢・近江の近隣諸国の中枢地においても

都風の土師器の食膳具が生産されている。畿内及び周辺地

域では土師器と須恵器はそれぞれ独立した生産部門であり、

畿外に展開するロクロ土師器は基本的には見られない。

畿内地域で作られた土師器が畿外地域から出土すること

があり、「畿内産土師器」とも称されている。都の土器が

地方に搬入される現象は主として西日本に限られるが、 7 

世紀前半代に既にみられ、古墳に副葬される例が多い。全

国的に事例が増加するのは 7世紀末から 8恨紀前半期の食

膳具であり、主として官術・寺院跡から出土するが、集落

跡からの出士も知られる。宮城県多賀城市多賀前遺跡では

9世紀初の土師器食器が出土しているが、この時期以降の

都の土師器が搬入されることは極めて稀である。

都の土師器の地方への搬入については、次のような要因

が考えられよう。地方への搬入時期が律令国家の草創期か

ら発展期にあたることを重視すれば、地方の官衡において、

都でおこなわれる様々な儀式・直らいに即してそれを執り

おこなうための舞台装置として搬入したものと考えられよ

う。また、官術以外の遺跡から出土することに関しては、

土師器そのものは決して高価なものでなく、都では誰でも

市で簡単に入手可能であり、様々な理由で都に上点した人

たちが持って帰っても何ら不思議ではない。また都から赴

任する国司一行が日常生活で使うために持ち込んだ場合も

あったであろう。

先に見たように都風の土師器「畿内系士師器」が地方で

出現する時期が、ちょうど都の土師器「畿内産土師器」が

地方に搬入される時期と重なる。それは、決して偶然では

なく、古代国家がその成立当初には、地方行政においても

中央に倣った政を執り行おうとしていたことを物語るもの

である。もっとも全国的な規模で実施できたわけでなく、

まもなく放棄せざるをえない状況に陥るのであるが・・。
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漆塗り土器 漆そのものの利用は縄文時代にまで遡るが、

漆塗り土器の出現は 6世紀後半といわれ、北関東（栃木県

鹿沼市稲荷塚遣跡）、南関東（千薬県東金市久我台遣跡）等で

鬼高式土師器に塗布された例が知られるが、普遍的な存在

ではない。 9漆仕上げ土師器」とも呼ばれるが、漆膜は極

めて薄く、褐赤～褐黒色を呈し、高温硬化法で生漆を焼き

つけたものと考えられる (2)。漆器生産が盛んになり漆の需

要が高まる 7世紀以降には出土例は少なくなるが、 7世紀

末の飛鳥池工房跡では飛鳥寺や宮室用に杯や鉢をかなり贔

産していたことが知られている。平城宮からは、内面と口

縁部上端に黒漆を分厚く塗った土師器の椀、また、焼きの

甘い須恵器の鉢に黒漆を塗った例も知られているが、出土

量は極めて少ない。

『延喜式』大炊寮式雑給条では、飯椀として参議以上に

だけ漆椀が配膳されていることから、漆塗り土器について

もおおよそ使用階層の見当がつく。そして当時、漆が貴重

品であったことは、漆部司の令史従八位上丈部路忌寸石勝

と秦犬麻呂の二名が漆部司の漆を盗んだ罪に問われ、共に

流罪の判決を受けた記事（『続日本紀」蓑老 4年6月28日条）

や上質漆一升の値段が四十四文、並でも十九文したことか

らも知られよう（『正倉院文書］造法華寺金堂所解）。

漆容器 貯蔵用と運搬用があり、後者には頚が細く長い

須恵器の器種が使用されることが多い（平瓶・ 壺k等）。 7

椎紀に多く見られる漆連搬容器は、 6戦紀末に新たに出現

漆運搬容器として使用する際には、両者ともに漆液を体

部部分に充填し、口頚部には木製の栓や布を丸めた栓をし

て水分の蒸発を防いでいる。漆は流動性が低いため、残っ

た漆は、口や肩部を打ち欠いて掻きだして取り出す。壊す

のを前提に作られた容器である。

漆運搬容器類は飛鳥• 藤原・平城の官術・寺院・貴族邸

宅・エ房跡から出土するが、都が長岡京に移るとほとんど

見られなくなる。平安京の場合も同様で長岡京期を境に運

搬方式が変更されたとみられる。土器に代わるものとして

は、木製容器（曲物）が考えられるが出土例は多くない。

鉛釉陶器の生産開始 わが国で釉薬を掛けた焼き物（陶

器）が初めて生産されたのもこの時代である。前述した宮

廷式土器様式の成立と期を一にして、酸化銅を呈色剤とす

る鉛釉陶器（緑釉単彩陶器）が出現する。朝鮮半島系の鉛

釉陶器であり、やはり百済から技術移入したものであろう。

7祉紀代にはまだ食器は生産されていないが、特殊な壺や

硯．棺・薄等の器種が知られている（図11)。

8世紀には眉三彩の影響下に多彩陶の奈良三彩の生産が

始まる。今のところ紀年の判明する最古の三彩は、神亀 6

(726)年の墓誌を伴う小墾田安麻呂墓出土品であるが、こ

れよりも型式的に古い三彩もあり、藤原京の時代まで遡る

可能性もあると考えている。当否はともかく、先に鉛釉陶

器を生産していたエ人たちがその生産に参画したことは間

違いなかろう。

した平瓶である（法隆寺若位伽藍• 紀寺跡・飛鳥京跡1998年 奈良三彩の製作技法と生産体制 鉛釉陶器は、 2度焼き

度調杏）。 8恨紀の漆運搬容器は、器壁が厚く脚台あるい

は比較的高い高台が付く長頚瓶（壺K)が主体で、壺Kも

6槻紀末葉に出現する器形で汎日本的にみられる。平瓶か

ら壺Kへの交代の時期は、藤原京直前期（天武朝）であり、

飛鳥池工房では両者が共伴している。都には平瓶・壺Kの

他にも実に多様な漆容器が搬入されていて、容器類の産地

の特定によって漆がどこから運ばれて来たのか解明できる

貴重な資料である。また多様な容器類の中でも平瓶・壺K

が圧倒的多数を占める事実から、これらは官の指定した税

物収納運搬容器だったことが知られよう。

平城宮や京からは、住所と人名、住所、容量を墨書した

焼成で作られる。珪酸（長石•石英）に溶媒剤として酸化

鉛を加えて作った鉛釉を800度前後の温度で素焼きした素

地に塗り、再度低火度の酸化炎で焼成し、器体表面をガラ

スの皮膜で覆う焼き物である。基礎釉の鉛釉自休は無色透

明であるが、素地が白い場合は下の白が浮かび上がるので

白釉とも呼ばれる。これに呈色剤として酸化銅を加えると

緑釉が、酸化鉄を加えると褐釉が得られ、三種の釉を掛け

分けたのが三彩である。実際には二彩・単彩も作られてい

るが、この時代に生産された鉛釉陶器を総称して「奈良三

彩Jと呼んでいる。土師器や須恵器に比べると吸水性が一

段と低く、彩り鮮やかで光沢があり、汚れも付きにくい優

漆運搬容器も出土していて、各地からの貢納品とみられる。 れた焼き物である。

『延喜式』主計寮式の規定では、上総・上野・美濃・越 『正倉院文書』の「造仏所作物帳」は、福山敏男氏の研

前・越後・能登・丹波・丹後・但馬・因幡・備中・備後・ 究によって天平 5(733)年に皇后宮職が行った興福寺酉金

筑前・筑後・豊後の各国が、中男作物として貢納すること 堂の造営に関する諸々の経費の見積もりを記す文書である

になっている。また、規定では製品の漆塗り韓櫃も庸とし

て貢納することなっており、漆器は国術の官営工房でも生

産されていたことが知られる。京都府亀岡市池尻遺跡では

大量の漆運搬容器が出士しており、丹波国府関連エ局跡と

目され、漆容器は各郡から運ばれて来たのであろう。

46 占代の土器

ことが明らかになっている (3)。「造仏所作物帳断簡」には

姿器（奈良三彩）の鉢四口、洲杯（灯明皿）三千百口を作る

ための材料明細がある（「大日本古文書』 1-574~4) 。山崎

一雄氏によると、ここに記された材料で出土資料の釉薬分

析値に近い三彩陶器の生産が十分可能という。同巻には鉛
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ガラス玉の製造に関する記事があり、姿器の釉薬製造法と

共通するところが多い。ガラス玉の場合には、まず、川禍

で原料を溶かしてガラスの塊をつくり、それを細かく砕い

て粉末状にしたものを型に入れ加熱して玉をつくる。姿器

の場合も、やはりいったんガラスの塊をつくり、それを細

かく砕いて粉にしたものを釉薬剤とし、水に溶いて使用し

たことが知られる。

この史料から知られる奈良三彩の生産と供給のあり方は、

士師器や須恵器のそれとはまったく異なっている。土師器

や須恵器の場合には、官は調納品の分配を受けたり、市で

れていたあらわれとみるべきである。内裏東方地区と東院

地区からは、瓶・多口瓶・杯.Jill等の大型製品も少量出土

しているが、その大半は小壺であり、宮内でおこなわれた

何らかの祭｛義に使われた後、溝に遺棄されたものと考えら

れる。また大型の三彩は宮中で執りおこなわれた仏会で使

われたものとみられる。

一方、現在平城京内では寺院を除く 43か所の地点で三彩

陶器が出土している。施釉瓦堺類も京内から出土している

が、その多くは有力貴族の邸宅や宮外官術が林立する四条

大路以北の宮周辺に集中する。三彩陶器もその地域に重な

買い求めたりして入手する。また、土師器の場合には、直 り集中するが、四条以南にも広がりを見せ、一町占地の貴

接土師器工人に発注したりして入手していたことを伝える 族邸宅もしくは左京職等の宮外官栃と日されている左京六

史料も知られる（『大日本古文書』 3~412·3、「浄清所解J) 。 条二坊十四坪、東西両市周辺、官営工局と見られる右京八

史料には、生産に関わるエ人や窯に関する記載はないが、

三彩の場合には、官が材料を用意し、官に属すエ人あるい

は雇いエ人に素地を作らせ、官の窯もしくは造営に際し臨

時に設けた窯場で焼成して製品を入手する方式を採ってい

たのであろう。つまり、三彩ぱ常時生産が行われ、市で売

買されるようなものでなく、生産と供給が官によって管理

されていたのであり、このような方式は三彩に限らず、素

材が希少でかつ高度な技術を要する他の生産部門でも採用

されていたもので「官営工房生産」と称されている。

奈良三彩の使用形態と器種の使い分け 奈良三彩の器種

には、須恵器の器形と一致する食器（杯A・B・E・F、

皿A·B、鉢A) ・貯蔵器（壺．甕）• 仏前具（水瓶・火舎香

炉・鉄鉢形・多口瓶）、金属器他の器形を写した器種 ([IIJ

杯・合子・塔・鼓）のほか、瓦塘類がある。

奈良三彩は都城や各地の集落跡・住居跡からも出土する

が、神祇• 仏教・呪術・葬送等の祭事に関する遣跡・遣構

から発見されることが多く、それぞれの使用に応じて器種

が使い分けされている。神祇・呪法に関わる儀礼、航海や

旅の安全を自然神に祈願する場合や地鎖・ 墓所の安穏祈願

には、専ら小壺が使われ、ガラス玉や銭貨等を内容物とす

る場合もある。蔵骨器には大型の壺A、仏前具• 仏教儀式

には食器（杯・皿）、火舎香炉・水瓶・多口瓶ほかいろい

ろな器種が用いられる。

平城宮の場合には、馬寮（大型瓶）、内裏北方官術の内

膳司・大膳職や西池宮（塔屋蓋）、第一次大極殿地区（鉄鉢

形）からも少量出土しているが、三彩が集中するのは、内

裏東方の基幹排水路と東院地区である。施釉瓦薄も内裏東

院地区に集中する。

内裏•第二次朝棠院西側の基幹排水路と朱雀門以東の二

条大路北側溝は、既に調杏が終了しているが、三彩は 1点

も出土しないのをみると、分布の偏りは必ずしも発掘調査

の進展具合を反映したものでなく、使用する場所が限定さ

50 古代の土器

条ー坊十三・十四坪等の公的施設の他に、京極に近い小規

模宅地（左京九条三坊十坪）からも出土している。京内出

上三彩には大型品も少量あるが、多くは小型の壺と火舎で

あり、溝• 井戸・土坑等から出土している。溝出土の場合

には使用形態は特定できないが、井戸鎮めや地鎮に使用し

た例が知られる。このような個人のための祭儀にも当然、

専門の知識を持った呪師が介在したに違いなく、三彩他の

祭祀具も彼らによって用意されたとみるのが自然であろう。

一方、施釉瓦埠類は、建物を壮麗に飾り権威を表に現す

ことに意義があり、威信財の機能を持つ。三彩陶器にもそ

のような機能があった可能性もあるが、仮にあったとして

も施釉瓦縛を手にし得える一部の貴族層に限られていたに

違いない。

奈良三彩は、都城だけではなく、当時の国家領域のほほ

全域から出土している。出上遺跡の種別は、官面跡・寺

院・墳墓・祭祀遣跡・集落跡（住居跡）であるが、官術か

らの出土は必ずしも多くはなく、近年、関東地方の集落跡

からの出土が際立っている。出土器種のうち、大型器種は

主として寺院跡に限られ、多くは小形品で小壺が最も多く、

ほかに小型火舎・托が知られる。集落では、三彩が作られ

た時代よりもさらに新しい時代の遺物と共伴する事例が多

い。 8枇紀末-9冊紀前半の集落跡では三彩だけではなく、

他に瓦塔や仏像・仏器などの遺物も出土し、村落内寺院と

称される小規模な仏殿遣構も検出されていて、民間仏教の

浸透の様子がうかがえる。仏教を伝道したのは、国分二寺

に得度した1曽や私度僧の沙弥であろう。集落跡出土の三彩

について考える場合にはこのような集落内の状況を加味し

なければならない。つまり、三彩は集落内の個人の所有物

ではなく、仏教を教導する僧たちの伝道具であり、代々受

け継がれて来たものと考えるのが良いのではなかろうか。

この時代に民間に仏教が普及した背景としては、次のよ

うなことが考えられよう。一般的に、末法思想が敷延する
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のは10世紀末のことであるが、三論経の教義では延暦 6

(787)年が末法に入る年にあたる。南都では、この前後

『日本国現報善悪霊異記』を著わした景戒等の私度僧達が

因果応報を説き、仏教の信仰を勧め人々を救済しようとす

る活動が俄かに活発化する。国家が目指す仏教とは異なる

個人救済を目的とした民間仏教は、行基の活動に知られる

ように奈良時代前半期にも既に存在するが、この時期末法

観に基づく新たな民間仏教が、私度僧によって流布され地

方にも広まっていったのではなかろうか。

奈良三彩の変容 奈良三彩は 9世紀初めまで生産されて

いるが、須恵器に継起したような製作技法の大きな簡略化

一新羅国からの貢物、あるいは貢物容器として搬入された

と考えられる (5)。そして無釉の印紋陶質土器も同様な契機

で搬入されたことがあったかも知れないが、出土遺跡・出

土分布や使用階層などを勘案すると、渡来人・亡命者、あ

るいは遣新羅使に関係した人達が私的に持ち込んだものも

あったであろう。

8枇紀に人ると統一新羅の焼き物は減少し、代わって中

国唐の焼き物が登場する。中でも多いのは、奈良三彩の規

範となった唐三彩である。盛唐時期の三彩は今のところ、

17遣跡から250点程出土している。この中には、赤みを帯

びる姿土と白色姿土を練りこんだ胎を材料に使用し、痺＜

の動きは見られない。大きな流れとしては次第に単彩化が 透明度の高い釉を施釉して胎の紋理を浮かび上がらせる技

進行することであり、緑釉単彩陶器の量が増加していく。 法のものも少数含まれる（絞胎陶）。

個々の器形の変化・器種構成に関しては、他の焼き物に比

ベ出土量が少ないため、今後の課題となる。

緑釉単彩陶器出現 長岡京期に入るとそれまでにはみら

れなかった緑釉単彩器種が登場し、次第に従前の器種の量

を凌駕するようになる。新しく登場する器種には椀・高

杯・唾壺・鍔釜・甑・火舎（風炉）があり、一部褐釉単彩

も知られている（図13)。器種には唐の器形に由来するも

のがあり、興福寺一乗院跡ではこれらがセットで出土して

いることから、新たに採り入れた唐風作法に関係する道具

とみられ、飲茶道具だった可能性がある。この種の緑釉単

彩陶器は三彩に比べると出土分布範囲は狭く、下野国分寺

や大宰府でも発見されているが、畿内地域に集中し、長岡

京・平安京・南都の寺院や邸宅跡から出土する。

輸入陶磁器 古墳時代にも朝鮮半島の陶質土器が齋らさ

れているが、大陸の国々との交渉が盛んになる 7祉紀代以

降には、中国の焼き物が加わる。都城成立以前に唐から来

た舶載品には、竜田御坊山 3号墳出土二彩滴足円面硯、福

岡県太宰府市立明寺出土青磁三足銀（炉）、法隆寺献納宝

物の青磁四耳壺があり、青磁は越州産と考えられている。

7世紀後葉には、スタンプ紋で飾る統一新羅の陶質士器

（印紋陶）や緑釉陶の有盗高杯、盤口長頚瓶、硯等が搬入

されている。緑釉印紋陶器は、千葉県富津市野々間古墳か

らも出土しているが、飛鳥を中心とする畿内地域に集中す

る。陶質土器の場合にも畿内地域からの出士例が多いが、

大陸への窓口に当たる北部九州にもう一つの分布集中域が

ある（図14)14) 0 

陶質土器出土遺跡の種別 古墳からの出士例が最も多く、

都城跡・官稲r(鴻腿館）がそれに次ぐ。この他、寺院や鋳

造・鍛冶関連遺跡（大阪府南河内郡大井遣跡・奈良県明日香

村西橘遺跡・飛鳥池遺跡・平城京右京八条ー坊の工房跡）、集

落跡（栃木県宇都宮市59小学校建設予定地内遣跡・同県芳賀町

免の内台遺跡）からも出土する。緑釉印紋陶の場合には、統
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唐三彩の器種には、陶枕．型作り杯・杯・長頚瓶・壺．

壺蓋・獣足等があり、陶枕がもっとも多く各地の各種遺跡

（都城跡・寺院・古墳・集落跡）から出土している。殊に奈

良大安寺講堂跡からは200片を超える陶枕が出士している。

この陶枕については、大安寺の創建に深く関わった留学僧

道慈が、奈良三彩製作のための見本として持ち帰ったもの

とみる向きもある (6)。また、他の遺跡出土陶枕は、いずれ

も大安寺例と同類で数も僅かであることから、大安寺から

配布されたものとみる説もある叫この他、唐からは越州

系青磁四耳壺（平城京東堀河）、同双耳壺（平城宮東院）、同

皿（長岡京右京五条四坊七町）、灰陶鉢（大宰府）も知られて

いる。また、渤海からも三彩（坂田寺出土火舎・ 壺）、黒陶

（平城宮出土杯蓋・高杯）の搬入が認められる。しかし、こ

の時代の搬入陶磁器は、器種数も量も少なく、一部それを

模倣したものも存在するが、次代のように我が国の土器様

式を規定するものではなかった（図15・16)。（巽 淳一郎）

〔注〕 (1)酉弘海「奈良時代の食器類の器名とその用途」［研究論

集V』奈文研、 1979年。 (2)永嶋正春「漆仕上土師器について」

「東金市久我台遺跡』園）千葉県文化財センター、 1988年。 (3)

福山敏男「奈良時代に於ける興福寺西金堂の造営J『日本建築

史の研究』桑名文星堂、 1943年。 (4)江浦洋「日本出土の統一

新羅系士器とその背景」『考古学雑誌』 74-2、1988年。 (5)

江浦洋「古代日羅関係の考古学的検討ー何故、新羅の土器は海

を渡ったのか」『考古学論集』 4、1992年。 (6)藤岡了一「大

安寺出士唐三彩」『日本美術工芸』 401、1972年。 (7)楢崎彰一

「日本出土の唐三彩とその性格」『瀬戸市埋蔵文化財センター研

究紀要』 8、2000年。

〔参考文献J西弘海「土器様式の成立とその背景」『考古学論考

小林行雄博士古稀記念論文集』平凡社、 1973年。奈文研『平城

宮発掘調査報告VII」1976年。奈文研『平城宮発掘調査報告XIII』

1991年。鶴間正昭「奈良時代赤色塗彩土師器の様相とその意味」

「古代学研究』 122、1990年。林部均「西日本出土の飛鳥・奈良

時代の畿内産土師器の基礎研究」『研究紀要』 2、1994年。玉

田芳英「漆付着土器について」『文化財論叢II』奈文研、 1995年。
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Il -2 古代後期の土器 明らかに他の地域とは異なる緑釉陶器が存在し、今のとこ

ろ数は少ないが平安京にも運ばれていることから、長門で

も生産が行なわれていたことは間違いない。尾張では猿投

新様式への転換 都が平安京に移り暫く経った頃、土器 窯で緑釉陶器と灰釉陶器の両方が生産されており、前述の

食器の様式が一変する。様式転換は前代とは異なり、焼き

物全般に継起したものでなく、施釉陶器の生産部門にのみ

みられる現象である。新様式への転換は、器種構成や生産

のあり方や出土状況からみると、唐風様式の器種を採り入

れ、前代には儀器であり神の器であった施釉陶器（鉛釉陶

器）を生産し、日常什器として使用しようとする官の意向

に基づいておこなわれたものである (1)0 

この時期、鉛釉陶器の他に施釉陶器部門に新たに灰薬を

掛けた灰釉陶器が加わる。灰釉陶器は鉛釉陶器に比べると

釉薬の灰は無尽蔵であり、焼成も一度焼きで済み量産可能

な焼き物であり、鉛釉陶器と同じ器種が生産されている。

この時代、唐ではさまざまな陶姿器が各地で生産され、

日常什器として広い階層に普及していた。中でも華北の白

磁と江南の青磁は品質がよく、宮廷にも貢納され、諸外国

にも輸出されている。色合いから、わが国の緑釉陶器は青

磁を、灰釉陶器は白磁を念頭にして生産された可能性も考

えられなくもないが、それよりも前者では量産できなかっ

たことが大きな要因であろう。

ところで、 8世紀後半から 9祉紀初めに東海地方の窯場

（尾張猿投窯）では、窯の中で起きる自然降灰を利用して器

の表面に灰釉を掛けることがおこなわれていて、 9懺紀中

頃に始まる人工灰釉陶と区別して「原始灰釉陶器」と呼ん

でいる。この時代の灰釉陶器は、緑釉陶器生産を機にそれ

にヒントを得て、この原始灰釉陶器から発展したものか、

新しい高火度焼成法が唐から伝わり始まったものなのかは

未だ決着していない。

施釉陶器の生産体制 施釉陶器の日常什器化を実現する

ためには、これまでおこなわれてきた官営工房生産に代わ

って、常時稼動し、かつ量産可能な生産体制が必要となっ

た。官は、官営工房で受け継がれてきた鉛釉陶器の技術を

最も近しい須恵器のエ人に伝授し、特定地方の窯場で拠点

的に生産を行い、中央と地方へ供給する体制をとった。

『日本後紀』弘仁 6(815)年春正月条には「造姿器生尾

張国山田郡三家人部乙麻呂等三人伝習成業。准雑生聴出身J

とあり、姿器（鉛釉陶器）技法を伝習会得した人麿呂等 3

人を下級官人に取り立てている。こうした内容を正史にと

どめた背景には、施釉陶器の日常化施策を積極的に推し進

めようとする官の姿勢がうかがえよう。

『延喜式』主計寮式には、年料雑器の姿器を貢納する国

として尾張と長門両国を挙げる。長門では窯はまだ発見さ

れていないが、国府では窯道具のトチンが出土しているし、

56 古代の土器

文献史料の内容と符合する。文献には記載はないが、当然

のことながら平安京近郊においても緑釉陶器生産がおこな

われている。洛北の西加茂窯は、遷都以来、奈良三彩の系

譜を引く緑釉陶器を生産していた官窯で、この時期、新様

式の緑釉陶器生産に転換し、京の需要を賄う。

新様式の器種構成 唐の器物（金属器・陶姿器）の形を

写した器種で構成され、食器・注器・調理具・調度品（香

炉．唾壺・枕）・蔵骨器等が知られる。大型の貯蔵器は少な

く、量的には食器が圧倒的多数を占める。前代の側面形が

箱型の食器形態に代わって、日ごろ我々が手にしている茶

碗・ 1II1とよく似た形の食器が登場する。

当初の 3か所の窯場では、生産内容や製作技法に違いが

見られるので、以下、生産地侮に概観する。

長門の緑釉陶器 長門の場合には窯が未発見で，器種構

成に関しては詳細不明であるが、防長・北九州地域の遺跡

出土品を対象に研究が進められている (2)。主として食器で

他に注器等も知られている。椀。 1II1類は、白色系の胎土を

用い、箆削り・箆磨きを施し、低火度で焼き上げた素地に

施釉する。当初から存在したかどうかはわからないが、施

釉法には、白釉を全面に掛けたあと緑釉を、あるいは淡い

緑釉を全面に掛けたあと濃い緑釉を筆掛けや流し掛けする

多彩手法（白釉緑彩・緑釉緑彩法）もみられる。焼成に際

してはトチンを使って重ね焼きする。椀・ 1II1類の高台形態

は、貼り付け法による断面形矩形の輪高台で，口縁部が小

さく外反するものと薄く外方に挽きだす両種がある。

尾張の緑釉陶器 食器の他にも注器・調理具・調度具・

蔵骨器等があり、他の 2つの窯場に比べ器種は豊富であり、

作りが丁寧で釉層も厚い高級品が生産されている。白色の

胎土を用い、箆削り・箆磨き調整を施し、素地は匝に人れ

で焼くこともあり、かなり高温で焼成した素地に比較的厚

く施釉する。釉掛けには、白釉緑彩・緑釉緑彩法があり、

単なる斑点ではなく、花紋などの文様を描く例もある。ま

た、椀・皿類や瓶に陰刻文様を施すもの、透かし彫りを施

す香炉もみられる。

椀には大・中・小の 3種あるが、口縁部が小さく外反す

る一般的な椀の他に、口端部を薄く外方に挽きだす椀、後

者の口作りで、口に刻みを数か所入れ、対応する内面に両

端が尖った隆起紋を貼り付け、外面の中ほどに縦方向に沈

線をいれ花弁状にあしらう椀がある（輪花椀）。内面に花や

蝶・草紋を陰刻した椀（陰刻花紋椀）は輪花椀と共に、尾

張の特産品となっている。 1II1は2種ほど見られるが、前代



,~J-/: ~17 
文 I~ 3 

• 2 

II~_J~\_~ ノ ~-d:7
~• ./5 ~I ✓ 7~---t -~ 

盲 9

Ill~1-~✓ 
~L~11 

,, 10 

IV~L/,~ ン
叉ー 」ーノ• 15 .. 12 ~7~4 ~ .. -戸干--=:.J ~... 16 

V ~] 7, 一ノ
0 ,~. - _ __: . —ー"ロ／ '" 

図 1

~ 
防長産緑釉陶器椀皿類の編年（高橋照彦編年）

□二~-:I:'

20 

21 

_,  

~2 

@J 
\~」;

m
 

5
 

0
ニ

゜

、ヽ
、‘

,‘
 

(It1ー
1ー1¥1、¥、

I
I
 

ー

／
ー

／

ー

1
ー

1
ー

1

7
 

2
 

。一ーーー、
J

/J̀
”

り
1111"

り“りーー

―

-

＿

 

図 2 防長産緑釉陶器のその他の器種

古代後期の士器 57 



□ 
二： ー一ーし

! ¥ ¥ 9 

栗栖野窯13号窯

~_ =/ 
本山官山窯

ー 11

ニーノ。
二

21 

二こン7'9
妙満寺窯

て 2

~3 

ロニン4

~" 

,マ-----7------7;,

‘、~、/3‘・‘

~ 

ロニ~

~ 

~ 

=三
三

ー， 一

栗栖野 3号窯

ー二~

文

文

天

~ 

文

文

こミニ~5

文

~ 

マー8

ー 2

31 

゜

ー

ミ ~6

文~— 7 

20cm 

図3 山城洛北地域の緑釉陶器の変遷

58 古代の士器



支

＼
 
文

文

石作 1・2号窯

'!  
マーノ----~ 

尺 13

~ 
ミー15 

マ
16 

大向 1・2号窯

支

｀ 

：ふ＇
ヽ嚢露障詞雌

て

一

＼ 

又一

ン
二．

~ 
．．．ーニー

19 

1 

ロニ~。

胃

~ 

~ 

嘉
之 3

~ 

`三('\~『

▽ f7, こ
｀`二／

゜
20cm 

図4 山城洛西地域の緑釉陶器の変遷

古代後期の土器 59 



ロニ／て3 ミ 5 ミマ，(---、、、

~ 
こ~~□ 

- 2~I I I I I I I 2i°cm 茫：
前山 2・3号窯

ロ。~-~ こ
黒岩 1号窯

図 5 丹波地域の緑釉陶器の変遷

□ コ □了ー7
~\フ~
□口~

又。文

~~ 

¥―  

゜
20cm 

山の神窯 (1・2・4・9・11・14)、梶田窯 (3)、十禅谷窯 (5- 8・10・12・13) 

口ー、口戸'~
15~ ニ~20~4~

□ こ~'~~
19 文 ミニー22

作谷窯

~~ ニ7,,~~
口二;~

~"~~ 
夕 ,~I~

ロンニ:, ノ
峰道窯

図 6 近江地域の緑釉陶器の変遷

60 古代の土器



NN265号窯

~ 
豆、 3

文二~ニー こここ重~

文一

~.~ 

~ 

~ 
15 文こ二~

愛知県黒笹14号窯緑釉素地とそれより若干先行する時期の緑釉陶器

＝ニ 16 ¥ご

ー

- 17~2 一＼ 

w クノ三；
~3 

19~~-=====, 111 7 
ー 34

35 

20cm 

黒笹90号窯式の緑釉陶器

図 7 東海地方の緑釉陶器の変遷 1

古代後期の土器 61 



胃

/、二：" 

愛知県黒笹90号窯その他の緑釉素地

ー ー ロ

ミ

こ 6

／三~
ー、"~/[ 

□ 18 

二
し

F7  
~ ~ ミ―-「 ーノ

~ 
~ 
戸一

／／塁戸＼

((~~ 
三 2

-----------------------------、¥

29 

愛知県亀ヶ洞1号窯釉陶器 ・素地

゜
20cm 

図8 東海地方の緑釉陶器の変遷 2

62 古代の土器



□

p
 

愛知県熊の前1・4号窯緑釉陶器 ゜
図 9 東海地方の緑釉陶器の変遷 3

¥、

＼ ＼  

20cm 

古代後期の土器 63 



＼こニー

□ 三
三:~ニノ

愛知県NN278号窯緑釉素地

胄 。

愛知県東山72号窯緑釉素地

~- i—~ 
~-=-」=- "~

~~ 主 3

愛知県NN282号窯緑釉・緑釉素地

\]7~~ こン／

三三~、

ロコ 文 8 ~ ーー~2

、「=~~g

I - 1•-. 
40 

文、＼-戸

ここ
岐阜県東濃北丘15号窯緑釉素地

三言。こう

三―、

------------------- 45 

゜
20cm 

図10 東海地方の緑釉陶器の変遷 4

64 古代の土器



二 1

~2 

八
／ ニニ=-1....i

3
 

j)Q),, 

1~4 

I-ニ.....5 

<f>(u, 

13 

~ マ／
ロL
ド、

‘‘、 15

~
 

22 

ミこ二し<

文

口

;::!, 
三 35

＼
い

33

二

34 

~ マ
＼、,~~ー

-
—— 

-， -- -
I 
二：：二―~こここ

愛知県黒笹14号空

¥[；面

• □□ 
~ 
ロニン:,
□ ,s 

'' '' 
38 

゜
尾張猿投山窯の灰釉陶器の変遷 1 (自然降灰利用段階）図11

古代後期の土器 65 



のそれと比べると、いずれも小形で大皿はない。皿にも口

縁部が小さく外反するものの他に、輪花1IIlや内面中央を円

形に窪めた段皿があり、これにも輪花風にあしらうものも

ある。また1IIlの口縁を両側から内側に折込み、端部を襲状

にした耳1IIlがある。椀・ 1IIl類の高台は、底の中央を小さく

円形に窪ませる形態（蛇ノ目高台）もごく少量認められる

が、ほとんどが貼り付けによる輪高台である。また蛇ノ目

高台も貼り付けによる。この他、獣足形の脚を貼り付けた

1IIlも知られる。尾張の椀皿類の形態は、唐の金銀器とよく

似ていることから、それを手本にして作られたと考える人

もいるが3)、唐においても金銀器を模した陶姿器が普遍的

に存在し、必ずしもそうとは言えない。

食器類の器種以外には、把手付き瓶・合子・香炉．唾

壺•四足壺・脚台付き壺など唐の器形に由来するもの、前

代から知られていた鉄鉢型• 平瓶等がある。

尾張の灰釉陶器 尾張では初期緑釉陶器と共に灰釉陶器

が、主として新型の椀類が併焼されているが、人工灰釉で

はなく、窯内での自然降灰を利用した灰釉陶器である。

洛北の緑釉陶器 洛北の緑釉陶器窯では食器の専業生産

が行なわれ、食器以外の器種はほとんど見られない。また

広い階層を供給対象とする量産型緑釉陶器と精良型緑釉陶

器の 2種が生産されている。黄色味を帯びる白色胎土を用

い、当初は、低火度で焼成したものが多い。次第に素地を

須恵器の窯で焼成するようになり、灰色系の胎土に転ずる。

当初のものは箆削り・箆磨きを丁寧に施している。施釉は、

刷毛塗りで薄く施し、底部外面を塗り残すものが大半を占

める。これらは、 トチンを使わず直接重ね焼き焼成する。

釉を厚く掛けたものや全面に釉を掛けるものも少量あり、

これらについてはトチンを使っで焼成する。白釉緑彩・緑

釉緑彩の手法の緑釉陶器も見られる。椀皿類の底部形態に

は、開の姿器（白磁・青磁・黒釉・黄釉）に一般的な平底

（平高台）と削り出しによる蛇ノ目高台の両種があるが、

前者が圧倒的に多くを占め、長門・尾張のような貼り付け

高台はほとんど見られない。

以上、洛北・尾張・長門で始まった新生緑釉陶器と灰釉

陶器の生産開始当初の状況をみてきた。次に、この時期の

が必須条件で、鉱山開発と機を一にして進行したものとみ

られる。量産化の第一歩は素地を須恵器の窯で量産するこ

とであり、長門の場合は定かでないが、既に前代に達成さ

れている。この時期に始まる量産化は、技術を拡散して窯

場を増やす方式が採られた。山城では洛北窯場を維持する

と共に洛酉に新たな窯場を設けている（小塩窯）。尾張で

は当初生産が始まった猿投窯では管内で緑釉・灰釉陶器窯

場を増やすと共に、尾張北部に窯場を設けている（篠岡窯）。

量産化に伴う施釉陶器の変化 当然のことながら、量産

化は技術低下を導き、粗製品を生むことになる。しかし、

官に貢納するものについては、品質保全と技術温存のため

に、洛北の窯場にみたように、供給対象により製品を作り

分けたり、官専用の窯を別に設定するような措置が当然と

られたとみてよい。この時期の緑釉陶器の場合には、製作

技術を合理化し量産化を図ろうとする動きは認められない。

ただ、山城の場合、食器類の形態に大きな変化が認められ

る。前代にみられた平高台や蛇ノ目高台の椀．皿は次第に

姿を消し、削り出しによる輪高台の椀・ 1lI1が出現する。灰

色の須恵器質の硬い素地が一般的で、窯詰めに際してはト

チンを介さず直接重ね焼きする。そのため底部外面に施釉

せず、釉層を薄くしている。焼成に際しては、恐らく口を

下にして積み上げる伏せ焼き法によったと思われる。

灰釉陶器の量産化の第 1段階は、人工灰釉施釉法の開発

による製品の鼠産化とトチンを挟んで製品を積み重ね大量

に窯詰めする工夫である（黒笹14号窯式一黒笹 5号窯期）。

そして、量産化の第 2段階は、窯詰めに際し、 トチンを介

さず積み重ね、それを窯一杯に充填して焼成するようにな

る。窯内で器物同士の融着を防ぐため、椀皿類の高台接地

面をできるだけ小さくなるようにエ夫する（三日月型高台）。

この時期には灰釉を口縁内外面と内面底部に施釉するよう

になるが、釉層をできる限り薄くし、上の器物を受ける底

部内面には一箪程度の刷毛塗りで無釉部分を残す工夫がと

られる（黒笹90号窯式）。

このような量産化を背景にして、 9世紀後半から10世紀

にかけて施釉陶器は大いに普及し、官術・寺院はもとより、

集落跡からも出土し始める。

緑釉陶器がどの程度普及していたかをみることにしよう。 施釉陶器の終末 緑釉陶器部門では10惟紀に入ると、箆

平安京では、この時期、須恵器食器が激減すると共に、 削りや箆磨き調整を省き急速に粗悪化が進行すると共に器

京域ではどこでも緑釉陶器が出土するようになる。南都の

寺院もいち早く新生緑釉陶器の恩恵に浴しているが、地方

には未だ普及していない。唐式の作法をより広範な地域。

階層にまで普及させるには、更なる量産化が必要であった。

施釉陶器の変容 洛北の窯場では当初から量産化の方向

性がみられたが、 9憔紀後半以降、長門・尾張でも贔産化

が始まる。緑釉陶の量産化には、釉薬素材の鉛の安定供給

66 古代の土器

種も減少する。一部仏器も見られるが、椀1IIl.が主体で前代

見られた唐様式の器形は姿を消す。この時期には尾張猿投

窯系緑釉技術は、東山道の東美濃地域（恵那市周辺）、三河

地域（豊川市二川窯）、近江地域に拡散する。東海地方の場

合には灰釉陶器の技法と共に緑釉技法が伝播するのが特徴

であり、生産の主体は前者に置かれている。長門の場合に

も、周防地域に技術が拡散するようである。



三 ー:4

~ 

~'~ 
―—ニ□-;z 

愛知県黒笹35号窯

-- 24 

~~~ 三;,

▽ ピ"マ;,三ロー,,.--:―, 

~27• ~ 

',,~ 

l
 

f',~ 40 

＼ごー／

42 

愛知県黒笹90号窯

゜
20cm 

図12 尾張猿投山窯の灰釉陶器の変遷 2 (人工灰釉段階）

古代後期の士器 67 



史一

支ー2

マ
=ご~三ア~

ロニ

一ゴー~
~ 

文 6

~ 三~7

‘‘、 I ,, ~;:4 

~ 

□ 。

口 一

~ 
ー

゜

~ 
~31 

支~2

ー ~3

冒 4

~38 

~ ニに~

てロゴー?ss

~~ 

全~1

、こ:

ご
三 8

~9 

▽。

□ 了愛知県NN282号窯

固13 尾張猿投山窯の灰釉陶器の変遷 3

双,,~: 
言 7

ロニン~

~ 
戸

~ 
~ 

~' 

~ 
~9 

68 古代の土器



゜

2
 

~5 

¥_ 
d.==1三三

ニニ土ニ ーー＝一

← , 

3
 愛知県NN282号窯

~
 
~
 

~: 

マ ー一
~ 
言戸~
ミ ー4

ニー

8
 

7
 

｀ 
~ 

~~~ 県東山72号窯

20cm 

図14 尾張猿投山窯の灰釉陶器の変遷 4

古代後期の土器 69 



輸入陶磁器 唐様式の国産陶器が出現する 9世紀前半代

には、平安京でも唐からの将来品はさほど多くなく、主と

して食器類である。器種及び出土量が増加するのは 9世紀

中頃以降であり、国産陶器の器種の増加と呼応する。この

時期の舶載陶磁器は、遣唐使など公的交渉を通じてもたら

されたものもあるが、航海技術の発展を背景に海外に進出

した新羅や唐の而人から入手したものが、量的には多くを

占め、貿易陶磁という名にふさわしい。

輸入された陶磁器には、浙江省東部越州窯、同南東部温

州窯系の青姿、河北邪窯、定窯系白姿、湖南省長沙窯の釉

下彩の黄釉褐彩姿器、その他、黒姿器、低火度焼成の晩唐

→玉壁底（蛇ノ目高台）→玉環底（幅広圏足高台）→圏足底

（幅狭い輪高台）へ、体部は匝線的なものから弯曲形態へ、

さらに深椀へと変化を遂げる。

古代後期の土師器の様相 当初は奈良時代的な器種が生

産されているが、 9世紀前半には前代とは違った製作法に

よるものが現れる。杯1IIl類は粘土紐を巻き上げ手の平にの

る程度の厚めの素胎を作り、手のひらにのせ、片方の指で

上に引き伸ばして成形し、口縁部上端をヨコナデし、内面

をナデ調整した後、外面全面を箆削り調整で仕上げる。し

たがって器厚は薄く軽いが、手のひら上で作る制約から底

部は狭く口縁部は外開きの器形になる。 9但紀中頃以降は

三彩、白釉緑彩陶等もある。このうち量的に多くを占める 次第に箆削り調整を省くようになり、外面に指で伸ばした

のは、海洋に面し輸送に有利な浙江省越州窯産の青姿であ 跡が残る粗製品になる。 9枇紀後半代には新しく鍔釜が出

る。内陸に位置する長沙窯では、釉下彩装飾（詩文・彩 現するが、器種も次第に少なくなり、皿・甕・釜の限定生

絵・褐班）、貼花装飾を駆使した独特な黄釉姿を生産し世 産化の歩みを始める（図19)。

界に名を博したが、次第に海岸地域の窯場に商圏を奪われ、 古代後期の須恵器の様相 播磨など一部の地域では施釉

ほぼ 9世紀代に生産を終える。我が国にもたらされた長沙

窯製品には椀類も少量あるが、多くは、黄釉褐彩貼花紋水

注である。また、内陸部の邪窯、定窯系の白姿もさほど多

くない。那窯、定窯産と認識されている白姿についても窯

は発見されていないが、南方で作られた可能性も考慮すべ

きだとの指摘もあるエ

輸入陶磁器の器種 青磁の器種には、椀（輪花椀・陰刻

花紋椀）、皿（輪花皿）、鉢、壺（双耳壺•四耳壺· 三足壺）、

把手付水注、香炉・唾壺・ 灯蓋・ 合子があり、椀類が圧倒

的に多い。 9-11世紀初めの時期には、白磁は、器種も贔

も少なく、ほとんどが食器で椀、皿（輪花llll)、托である。

輸入陶磁器の出土遺跡と分布 土橋理子氏の集計による

と、青磁・白磁• 長沙窯黄釉については、北は秋田県から

南は鹿児島県までおよそ280遺跡から出土している (5)。出

土遺跡は、主として都城、官術、寺院跡であり、中でも、

当時、外国との門戸であった大宰府・鴻騰館の出士量がも

っとも多く、その他の地域出土総量（約2800片）をはるか

に上回る。本州地域では平安京や旧都南都から少しまとま

った贔が出士するが、その他の遣跡では 1-2点しか出土

していない。九州地域では、出士遺跡数、出土量ともに多

く、 10世紀に入ると集落跡からも少なからず出土するよう

になる。

輸入陶磁器の分類と変遷 主として贔の多い椀類を対象

に分類研究がなされている。研究者によって分類基準が異

なり、幾つかの試案が提起されている。分類の研究史につ

いては、土橋氏の論考を参照されたい。各分類は異なるが、

変遷に関しては大きな違いはない。胎土は細から疎に、釉

掛けは全面施釉から部分施釉さらに全面施釉に、日痕の位

置は畳付きから高台内側に、高台形態は餅足形（平高台）

70 古代の土器

陶器の様式の食器類も生産されているが、多くの地域では

9世紀代も前代の器形を踏襲した生産がおこなわれている。

また、緑釉陶器の生産地に近い平安京周辺地域では、須恵

器質の素地が製品として出回っている。 10戦紀に入ると奈

良時代的な器種は姿を消し、底部円柱作りの平高台椀と交

替するようである（図20)。 （巽 淳一郎）

〔注〕 (1) 巽淳一郎「古代窯業生産の展開」『奈良国立文化財研

究所創立30周年記念論集 文化財論叢 I』奈文研、 1983年。 (2)

高橋照彦「防長産緑釉陶器の基礎的研究」『国立歴史民俗博物

館研究報告』 50、1993年。 (3)前川要「平安時代における東海

系緑釉陶器の使用形態について」『中近世土器の基礎研究Ill』

H本中世土器研究会、 1987年。吉田恵二「唐の金属器と日本の

陰刻花文」『国学院大学考古学資料館紀要』 5、1989年。 (4)

長谷部楽爾・今井敦『中国の陶磁12 日本出土の中国陶磁』平

凡社、 1995年。 (5)土橋理子「日本出土の中国陶磁」『貿易陶

磁ー奈良• 平安の中国陶磁ー』奈良県立橿原考古学研究所附属

博物館、 1993年。

〔参考文献〕楢崎彰ー「猿投山須恵器の編年」『枇界陶磁全集 1』

河出書房、 1958年。楢崎彰ー『陶器全集31 猿投窯』平凡社、

1966年。愛知県教委『愛知県猿投山西南麓古窯跡分布調査報告』

1980年。斎藤孝正［灰釉陶器の研究 II」『名古屋大学文学部研

究論集104』史学35、1989年。平尾政幸 9緑釉陶器の変質と波

及」『古代の土器研究ー律令的土器様式の酉・東 3 施釉陶

器ー』古代の土器研究会、 1994年。上村和直「平安京周辺の施

釉陶器生産」『古代の土器研究一律令的土器様式の西・東 3

施釉陶器ー』古代の土器研究会、 1994年。小森俊寛「平安京の

土器・陶磁器の概要」『平安京提要』角川書店、 1994年。堀内

明博「平安京の土器・陶磁器」『古代学研究報告第四輯 平安

京出土土器の研究』 1994年。尾野善裕「猿投窯編年の再構築J
『須恵器生産の出現から消滅』東海土器研究会、 2000年。
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II -3 陶製の枡・油杯

陶製枡 古代には、木製や銅製枡（大安寺資財帳）のほ

か、陶製の枡が知られている。何れも須恵器であり、平底

あるいは平底に高台を付し、口縁部がほぼ真っ直ぐに立ち

上がる筒状コップ形の形態で、底部外面に容量の単位を墨

書 したものである。器種分類では椀A ・椀Bと称している

が、椀類の中では、細身で最も法量が小さい。今のところ、

平城京から 3点出土 している。

図 1-1は、平城京右京五条ー坊十五坪の井戸跡から出

土。ほぽ完形の椀Aであり、口径8.0cm、底径5.8cm、器高

8.2cmを測り、底部外面に「三合ータ」と墨書されている 叫

奈良時代末頃の土器類と共伴。メスシリンダー計量平均値

252ml。

図 1-2は、唐招提寺経蔵近辺から出士した奈良時代後

半期の椀Bで、口径7.8cm、底径5.1cm、器高7.8cmを測る 。

1に比べやや小振りで、「二合半」と墨書する (2)。メスシ

リンダー計量平均値251ml。

もう 一例は、平城京左京八条三坊十坪から出士した糸切

り底の椀Bであり、復原すると図 1-1とほほ同法量であ

り、底部外面には、「三合ニタ」の墨書がある 叫

図 1-1・2の計量値は篠原俊次氏の計測によるが、それ

らの一升の換算値は、前者が812.9cm3、後者が848c面となり、

氏の想定する律令基準量値 (1升枡）に近似する値という 叫

『養老律令』雑令第三十の用度量条には、「凡そ度量権
ためし つく

用いる官司には、皆様給へ、その様には皆銅をもって為

れ。」(5) とあり、度量権衡に関係する官司（大蔵省、左・右

京職、東・西市司、摂津職、諸国司）には、銅製の度量衡測定

原器が配布されたことが知られる。また、関市令第二十七

の官私権衡条には、「凡そ官司の権衡度量は、年毎の二月

に、大蔵省に詣いて平校せよ 。京に在らずは、所在の国司

に詣いて平校せよ。然うして後に用いること聴せ。」(6) とあ

り、定期的に官私使用の度量衡器の検査がおこなわれたこ

とが知られ、 言うまでもなく度量衡の統一と運用は律令国

家体制の根幹に関わる重要施策であったことが理解される。

陶器の場合には、焼成の際に収縮し、たとえ様（ためし）

があったとしても、それと同じ容量のものを作るのは極め

て困難である。そして前述の量銘墨書椀の場合にも、切り

の良い数値ではなく、半端な数量になっていること、また

篠原氏の研究成果から見ても、公認の枡で計測し、その値

を墨書で銘記し、枡として使用したものと思われる。

油杯 『正倉院文書』「造仏所作物帳」には「姿油杯」、

長屋王家木簡にも「油杯」の記載があり (7)、当時、灯明専

用器の存在したことが知られる。前者は釉薬を掛けた焼き

76 古代の土器

物、奈良三彩の灯明器であることは記載内容から明らかで

あり、口径 8寸の三彩鉢 4口と口径 4寸の油杯3100口を焼

くための材料が記載されている。実際に、興福寺旧境内

（旧一乗院跡）、法華寺跡、大安寺跡では、口径11.5cm、器

高2.5cmの二彩、三彩の灯明器が出土しており、まさしく

これが文献に見える姿油杯と考えられる（図 2-1 •2) 。

須恵器や土師器にもこれと同じ法量の小皿、それよりも小

さい法量の皿がある 。灯心の焦げた痕を残すものがあり、

これらも灯明専用の油杯とみてよい（図 2-3~8)。

当時、油は高価なもので、天平11(739)年の油（胡麻油）

9合 6勺の値が、稲 8束 6把 4分であり、 1升あたり米 4

斗 5升に相当する 叫 灯明器として食器を転用することも

多い。先に見た専用器とともに転用灯火器も、主と して官

術や寺院、上級貴族の邸宅で使用されることが多く、その

存在に注目する必要がある。大量の灯明器が一括して投棄

される場合もあり、臨時の儀式、仏会の万灯供養等に使用

された可能性が極めて高い。 （巽 淳一郎）

〔注〕 (1)奈良市教委 『奈良市埋蔵文化財調査概要報告書昭和62

年度』 1985年。 (2)奈良県教委・建築研究会『唐招提寺防災施

設工事・発掘調査報告書』唐招提寺、1995年。(3)奈文研 『平

城京左京八条三坊発掘調査概報 東市周辺東北地域の調査J

1976年。(4)篠原俊次「V 日本古代の枡」 「京都文化博物館調

査研究報告第7集平安京右京五条二坊九町・十六町』京都文化

博物館、 1991年。(5) (6)釈文は、『日本思想大系 律令』岩

波書店、 1976年、による。(7)奈文研 「平城宮木簡概報23ー長

屋王家木簡2-」1990年。(8)関根真隆『奈良朝食生活の研究』

吉川弘文館、 1969年。
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m-1 瓦葺建物の復元

瓦葺建物の復元 官衝建物に瓦葺が採用されるのは 7世

紀末の藤原宮からで、地方では 8惟紀前葉以降、国府・国

分寺造営に際して葺かれるのが一般的である。都城を除く

と、 8世紀以前に官術建物に瓦を葺くことは少ないが、 7 

世紀末~8世紀初頃に瓦葺を採用した地方官術として、群

馬県入谷遺跡（上野国新田郡術か新田駅家の倉）• 宮城県名

生館官術遺跡（陸奥国玉造郡術.II期郡庁正殿）（図 1). 岡

山県勝間田遺跡（美作国勝田郡術 ・郡庁建物）がある。 例は

少ないが、奈良時代以前の瓦が出土しても寺院にならない

こともあるので、建物配置などを総合的に吟味しなければ

ならない。性格不明の遺跡から瓦が出士する場合、すぐ寺

院とするのではなく官術関連遺跡の可能性も考慮して調査

にあたるべきである。

瓦が瓦葺建物からの落下状態で出士している場合は、屋

根構造の復元も可能となるので一点ずつ位置を記録して取

り上げることになる（写真 1・2)。奈良県山田寺跡では東

同廊が倒壊した状態で埋没し、瓦が建築部材 ・壁士といっ

しょに出土 し回廊の復元が可能となった。ただし瓦は割れ

た状態で大量に出士することが多く、瓦溜（廃棄土坑）あ

るいは二次的に動いて見つかる例が多い。その場合、一点

ずつ図化して取り上げることは困難な場合が多く、 二次的

に動いていると判断できる破片はグリッド単位で取り上げ

ればよい。そのデータを基に分布が集中している部分など

を検討して（図 2)、瓦葺建物を特定することになる。瓦

葺建物が特定できない場合でも地点毎に瓦を記録して取り

上げ、瓦葺建物の位置を検討する作業が必要である。なお

郡術では近接して寺院が建っていることが多いので、官価

地区から瓦が出士しても量が少ない場合は官術建物に葺か

れた瓦か、 二次的に寺院の瓦が運ばれたものか、慎重に吟

味すべきである。

瓦葺建物は普通、礎石建物であるが、掘立柱建物で瓦葺

の例が千葉県大塚前遺跡・三重県ヒタキ廃寺などの小規模

な仏堂で確認されている。官衛では下野国府跡（政庁.II 

期脇殿）• 宮城県大畑遺跡（刈田郡術正倉か）• 宮城県南小林

遺跡（倉）で瓦葺の掘立柱建物が確認されており、例外的

ではあるが掘立柱建物にも瓦は葺かれることがある。

築地塀も瓦葺の場合があり、築地塀本体が残っていなく

とも瓦の出士状況から築地塀を復元できることがある。

出土した瓦の年代を考える際には、製作年代と供給年代

・廃棄年代を区別し、伴出する土器より製作・供給・廃棄

までの年代幅が大きいことを考慮する必要がある。同じ遺

゜
30m 

゜
15m 

図1 宮城県名生館官面遺跡郡庁院平面図および出土瓦
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構から一括で土器と瓦が出土する場合でも、土器の示す年

代より瓦の製作年代は古くなることが多いので、瓦の年代

ば慎重に検討する必要がある。やはり瓦自体を型式学的に

分析して製作年代を把握しておくべきであり、あくまでも

土器などの共伴遺物が示す年代は廃棄年代の一端を示すこ

とを念頭におくべきである。

屋根構造の復元 官而建物の屋根は、切妻造• 寄棟造・

入祉屋造を採用し、方形造は仏教施設（仏堂）になること

が普通であり、屋根の違いは遺跡の性格を知る上で重要な

手がかりとなるので屋根復元は重要である。瓦虹建物は何

度も補修が行われることが多いので、落下状態の瓦につい

ては創建期のものばかりか、補修期のものがどのような出

土状況をしているのかなど、間題意識を持っで慎重に位置

を押さえる必要がある。取り上げる際に特に注意する点は、

軒瓦• 平瓦・丸瓦の数量比から屋根構造がわかることから、

軒瓦だけを取り上げるのではなく、平瓦・丸瓦を含めすべ

ての瓦を取り上げることである。また同じ建物屋根に無段

式・有段式の丸瓦がいっしょに葺かれることもあり、出土

状況から無段式・有段式の丸瓦を同じ列に使用したか、さ

らに建物正面と背面で出土する瓦に違いがあるかなども検

討すべきである。

軒瓦• 平瓦・丸瓦・道具瓦（炭斗瓦・面戸瓦・鬼瓦・隅木

蓋瓦）の出士比率は、屋根の形によって違いが生じるので

屋根を復元する上で瓦の数量分析は必要である。車f瓦に対

する平瓦・丸瓦数の比率は切妻造よりも、寄棟造・入母屋

造・方形造が大きくなる。恭仁宮（山城国分寺）では屋根

形態差を反映し、大極殿（金堂）地区より塔地区で軒瓦数

に対する平瓦・丸瓦数の比率が小さいことが確認されてい

る叫瓦の枚数を算出する方法は、総重量を平瓦・丸瓦各

型式それぞれの完形品（平均重量）の重最で割って枚数を

求める重最計測法や、平瓦・丸瓦各型式の四隅の総数を数

え総隅数を 4で割って型式毎の枚数の算定を行う隅数計測

法などがある

道具瓦についても注意が必要である。平瓦の広端部（軒

平瓦では狭端部）の隅を切り欠いた瓦が隅切瓦（隅軒平瓦）

で（図 4)、これは寄棟造・人母屋造・方形造の屋根傾斜

面が降棟に接する部分に使用される。隅切瓦（隅軒平瓦）

が出上した場合、建物は展斗棟ではなく総瓦葺になる。長

屋王邸では隅軒平瓦の出土から、邸宅内に総瓦葺建物が建

っていたことが指摘されている。屋根の隅木にかぶせる隅

木蓋瓦が出土することがあり、この内幅から隅木幅を推定

できることもある。ただし平瓦の狭端部を三角形に欠いて

隅木にかけたものもあるので、焼成後に打ち欠いて作った

隅切瓦（隅軒平瓦）・面戸瓦などの道具瓦を含めて、出土し

た平瓦・丸瓦破片を観察する必要がある。

80 瓦類

平城宮・平安宮などでは建物の移築が行われたことが文

献史料• 発掘成果から判明している。地方官術では、建物

の移築を示す史料は少ないが、瓦の再利用を明らかにする

ことによって建物の移築などを明らかにできる可能性があ

るので、その点の配慮も必要である。

遺跡から出土する瓦は創建期のものだけではなく、補修

期の瓦も含まれる。創建期の瓦を認定するには、もっとも

多く出土している軒瓦の組合せを創建期にあてる方法が一

般的であるが、軒瓦だけを扱うのではなく大量に出土する

平瓦・丸瓦を含めて扱う必要がある。特に建物の補修に際

しては、差し替える瓦が少鼠のために軒瓦が出土しない場

合もあり、軒瓦だけを扱っていると補修の実態が不明なま

まになってしまうことがある。栃木県多功遣跡（河内郡術

正倉）において、軒瓦は創建期 (8世紀中頃）のものだけ

が出土しているが、出土したすべての平瓦・丸瓦の分析か

ら8世紀末から 9枇紀中業にかけて何度も平瓦・丸瓦を差

し替え、補修を行っている実態を明らかにしている (3)。

甍棟、畏斗棟 屋根の棟だけを瓦葺とすることがあり、

平瓦を縦に半裁した炭斗瓦だけを載せる棟を腱斗棟、軒丸

瓦・軒平瓦を下段に込めた棟を甍棟と呼ぶ（図 5・6)。平

安京の貴族邸宅や寺院などに採用されている。官術建物に

おいても軒丸瓦・ 軒平瓦の占める割合が平瓦・丸瓦に比べ

て高い場合、甍棟の可能性も考えるべきである。恭仁宮で

は隣接地の瓦敷遺構から出土した瓦を接合した結果、幅が

½ までしかない平瓦破片が大半を占めほとんどが割炭斗

瓦となり（図 3)、周辺に甍棟の官術建物を推定している叫

千葉県日秀西遺跡（相馬郡術正倉）でも瓦の出土量が少な

いことから、炭斗棟・甍棟建物を想定している。ただし焼

成前に平瓦を半裁した切炭斗瓦は容易に識別できるが、焼

成後に平瓦を縦に半裁し、割炭斗瓦として使用する場合が

多いために炭斗瓦を抽出することは容易でないので、出土

した平瓦破片を丹念に観察する必要がある。

（大橋泰夫）

〔注〕 (1)上原真人『恭仁宮跡発掘調査報告 瓦編』京都府教委、

1984年。 (2) 京都大学考古学研究室『丹波周山窯址』 1982年。

(3)秋元陽光・保坂知子『多功遺跡II1』上三川町教委、 1996年。

(4)加茂町教委『恭仁宮（京）跡発掘調壺概要ー平成10年度加茂

町内遺跡発掘調査概報ー』 1999年。

〔参考文献〕上原真人「平安貴族は瓦葺邸宅に住んでいなかっ

た」『高井悌三郎先生喜寿記念論集 歴史学と考古学』 1988年。
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図 3 京都府恭仁宮跡出土奥斗瓦

炭`` 図 6 奥斗棟と甍棟
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皿ー 2 瓦の製作と分布

瓦の製作と分布 官術から出土する瓦を分析する場合、

瓦の製作年代を検討するだけではなく、どのような生産体

制や造瓦組織によって官術の瓦が製作されたかを吟味する

必要がある。

平城宮 ・平安宮では造宮省などの官司が主体とな って、

官営工房として造瓦所を設けて、宮内の所用瓦の生産を行

っている。京都府上人ヶ平遺跡（写真 1)・市坂瓦窯は、そ

うした官営の瓦工房の一つであり、一体となって平城宮へ

瓦を供給していた。一方、地方においては在地の窯業生産

の実態に応じて、官術の瓦生産・供給が行われていたとみ

られるので、地域ごとに官術の瓦がどのように生産、供給

されたかを検討すべきである。

分析の視点としては、国術が直接、瓦作りに関わった国

術工房の製品（国府系瓦）であるのか、 在地（郡な ど）に生

産させた瓦（郡系瓦）かなど、官術がどのように瓦の生

産・調達に関わったのかを検討すべきである。まだ性格が

不明な遺跡を考える場合にも、瓦がどのような生産体制に

よったかを明らかにすることによって、その遺跡が官面に

なるのか、寺院になるのか、遺跡の性格を究明できる場合

がある（図 1)。

官面の瓦を生産した瓦工房は、大きくは国面が瓦生産に

関わる国術工房（国府系工房）と在地の豪族層（郡領層など）

が関与する在地系工房（郡系工房）に分けることができる。

ただし国術工房と在地系工房は画然と分かれるものではな

いことば注意が必要である。地方においては国術工房とい

っても、臨時的な工房であることが一般的であり、在地系

工房を利用した形で国術工房とする場合もある。国術工房

のエ人の編成についても多くの場合、在地系工房に頼った

とみられる。

ただし出士する、すべての瓦の生産窯がわかっているこ

とは稀である。こうした場合でも、瓦自体の分析から同じ

特徴を持つ同一の瓦工房製品を抽出する作業を行うべきで

ある。藤原宮出士瓦の分析では、軒瓦の瓦当紋様・製作技

術・胎土の検討から奈良盆地縁辺の日高山瓦窯・高台瓦

窯・峰寺瓦窯・酉田中瓦窯などの他に、讃岐宗吉瓦窯・淡

路士生寺瓦窯・近江などの遠隔地からも供給されているこ

とを解明し、藤原宮への瓦生産の実態を明らかにしている叫

特定の瓦工房で生産された瓦の分布については、一郡内

だけに分布するのか、郡域を越えて数郡に広がるのか、他

写真 1 京都府上人ヶ平遺跡全景 （上空から）
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の郡にも分布する場合には官衝・官寺だけなのか、氏寺も

含むのかなどを吟味すべきである。同一郡内だけで分布す

るならその郡術などが主体的に運営した瓦工房の製品であ

り、郡域を越えて複数郡の官術に使用される場合は国術が

関与した瓦工房製品の可能性が高まる。山陽道の駅家では、

国司の管轄下にあった官術（国府）や寺院（国分寺）に国

府が関わったとみられる国府系瓦が主体的に用いられ

(VIll -1参照）、山陽道沿いに帯状に分布すること、隣国等

にはまたがって分布しないことなどから、こうした瓦が用

いられた遣跡は国司管轄下の建物群であり、遺跡の立地・

残存地名・文献史料から駅家の復元に成功している (2)。

瓦工房の組織・運営などの分析も必要である。特に瓦エ

人の編成と在地の窯業生産との関係を明らかにし、瓦エ人

がどのように編成されたかを検討すべきである。瓦エ人が

郡域を超えて移動しているのか、国を超えて移動している

のかなどを、軒瓦の箔・叩き板の移動などから検討するこ

とによって、その生産窯が国術工房であるのか、在地系エ

房であるのかが明確になっていくはずである。

また地方官術の軒瓦の瓦当紋様が、平城宮・平城京出士

例に類似している場合、官からの強い関係・援助などに直

接、結びつける意見もあるが、紋様の類似性だけを持って

平城宮との関係を論じることは避けるべきである。奈良時

代において平城宮・京と同笛の軒瓦の分布から、国分寺・

国府所用瓦の多くが在地の瓦エ人によって瓦生産が行われ、

平城宮の追瓦組織を各地の国分寺・国府造営に際して派遣

へ供給されることがある。そこで作られた在地系瓦（郡系

瓦）は地域ごとに生産を行っているために、軒瓦の瓦当紋

様・製作技法に統一性・規格性がない特徴があり、国府・

国分寺から出土する場合は郡などから貢納された瓦とみる

ことができる。

下野国でみると、国分寺に先行して国府や那須官術跡

（那須郡術正倉）、多功遺跡（河内郡術正倉）、国府野遣跡

（足利郡術正倉）などの官術で瓦葺建物が造営される（図 z)。

この時期の郡術正倉の瓦は自郡内で生産され、郡ごとに軒

瓦の瓦当紋様は異なる。一方、国府に葺かれた瓦は各郡の

瓦工房から供給された瓦である。匡分寺創建期にも、国府

と同じように各郡生産の瓦が供給され、軒瓦紋様に統一性

がなく、平瓦・丸瓦も規格性を欠いている。瓦生産に国而

が積極的に瓦生産に関わった形跡をうかがうことはできず、

郡が生産した在地系瓦（郡系瓦）を国府・国分寺に貢納し

たとみられる。

その後、国分寺の造営が本格化すると供給される瓦は一

変する。軒瓦の瓦当紋様がそれまでの在地系と異なり統一

化され、平瓦の製作技法も一枚作りに、丸瓦も有段式に統

ーされ瓦の規格性が高くなる。下野国分寺式瓦の成立であ

る。生産窯も集約化して、国分寺・国府・郡術建物の補修

用に同じ瓦工房の瓦が供給される体制になる。この段階は

国術が瓦生産に関わった国術工房とみられる。

下野国の瓦生産のあり方は、官術・国分寺用の瓦を各郡

で生産させていた方式から国衡が各郡のエ人を編成して国

していないことが指摘されている (3)。やはり宮都との関係 衛工房としてーか所で生産する方式へ移行しており、郡が

を瓦から論じる際には、軒瓦の瓦当紋様の類似だけでなく、 運営する郡系工房から国術工房への変化とみられる。下野

軒瓦の製作技法、平瓦・丸瓦などを含めて総合的に吟味す 国府跡から、「遥瓦倉所解J「都賀郡瓦倉」と記された 8世

べきである。

瓦の運搬についても考える必要がある。平城宮では瓦進

上木簡から一回毎の運搬量や、瓦が瓦窯から直接それぞれ

の造営場所に運ばれたことが明らかにされている叫

国分寺系と在地系 国ごとに軒瓦の瓦当紋様に統一性が

現れるのは、地域差はあるが国分寺創建を期にしている国

が多い。その場合、国分寺出士の軒瓦は創建期だけでなく

補修期にいたる長期間にわたって瓦当紋様が統一性を持ち、

同時に国ごどの違いも大きく、国名を冠して某国分寺系

（式）と呼ばれることがある。特徴として、在地に系譜が

辿れない瓦当紋様・製作技法を持ち、分布が国分寺だけで

なく国府・郡術・駅家などの官術に継続的に供給される例

が多い。こうした瓦は国面が運営に関わった国術工房の製

品（国府系瓦）と考えることができる。

一方で、国府・国分寺の整備前から在地の豪族層（郡領

層など）が関与した在地系工房があり、国術が直接、運菅

に関わっていないが、その製品も国府・郡術・国分寺など
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紀末頃の木簡が出土しており、国術が「造瓦倉所」という

組織を設けて国内の瓦葺倉庫の造営に関与していることが

うかがえる。

ただし国ごとに国府・郡術・国分寺の整備状況（礎石・

瓦葺化）は異なっており、具体的な瓦生産のあり方につい

ては、それぞれの地域で瓦を総合的に分析し、どのような

生産体制・組織で瓦を供給したかを解明すべきである。

（大橋泰夫）

〔注〕 (1)花谷浩「寺の瓦作りと宮の瓦作り」『考古学研究』 40-

2、考古学研究会、 1993年。 (2)高橋美久二「古代の山陽道」

『考古学論考 小林行雄博士古稀記念論文集』平凡社、 1982年。

(3) 山崎信二「平城宮・京と同箔の軒瓦および平城宮式軒瓦に

関する基礎的研究」『1993年度文部省科学科学研究費補助金一

般研究(C)』1994年。 (4)寺崎保広「瓦進上木簡小考」『奈良

古代史論集』奈良古代史談話会、 1985年。

〔参考文献〕上原真人『歴史発掘11 瓦を読む』講談社、 1997

年。大橋泰夫『下野国分寺跡XIl 瓦・図版編』栃木県教委、

1996年。同『下野国分寺跡XII 瓦• 本文編』同、 1997年。



表 1 下野における国府 ・国分寺 ・郡面の瓦

下野国府下野国分寺 多功遺跡 国府野追跡

国分寺創建前 郡系 郡系（河内郡式） 郡系（足利郡式）

1 -1期前半 郡系 郡系 ,(l, ~ 

1 -1期後半 国分寺式 国分寺式 郡系＋国分寺式

1 -2期 ~ <), 国分寺式 国分寺式

2 -1期 ,), .[l, ,!!, 

2 -2期 .[l, .[!, ,!), 

3期 ,!1, ,!). 国分寺式

国府・国分寺の造瓦体制
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図2 下野における瓦の供給体制の変遷
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皿ー 3 瓦の観察

瓦の観察 軒瓦は紋様があり、平瓦・丸瓦よりも製作の

手間が多くかかっており細かな属性を検討し易い利点があ

ることから、これまで瓦研究の主たる対象となってきた。

もう一つの特徴は箆を使用して製作することであり、同箔

瓦の分布を読み取ることによって多くの成果が挙がってい

る。ただし同箆の軒瓦でも同時期であると即断できない点

に、注意が必要である。箔は長期間にわたって使用される

場合があり、同節であっても製作技法の変化、笛傷進行・

彫り直しを段階的に追う必要がある。また笥が瓦工房間を

移動している場合があり、胎土・焼成の違いなどにも注意

が必要である。その上で製作技法を検討し、同じ瓦エ人の

製品か、箆だけが移動して別の瓦エ人が製作したかなどの

検討を行うことになる。

しかし軒瓦だけでは、屋根構造の復元・瓦生産がどのよ

うに行われたかを検討する上には不十分であり、もっとも

大量に出土する平瓦・丸瓦を含めて総合的に分析すべきで

ある。共通する胎土・焼成・製作技法の特徴などから、同

じ瓦工房で同時期に作られた平瓦・丸瓦を認定する作業が

必要となる。

平瓦の観察点としては、まず桶巻作りか、一枚作りかを

みるべきである。大きくは桶型に粘土板を巻付けて粘土円

筒を作り 4分割して平瓦 4枚を作る桶巻作りから、平瓦を

一枚ずつ作る一枚作りへ変わる。平城宮では平城宮第 I期

なる。下野国分寺跡では短期間に阿ーの叩き板で作られた

平瓦が桶巻作りから一枚作りに変わり、その後、桶巻作り

に戻ることや、文字を記名する時期としない時期があるこ

となどが確認されている。

奈良県山田寺跡の四重弧紋軒平瓦では、製作に使用され

た桶・布袋の痕跡から桶の復元にまで成功している (2)。特

徴が少ないとみられる丸瓦についても、布の綴じあわせや

製作技法、有段式であれば段部の特徴など、さまざまな属

性を検討すべきである (3)。

瓦の観察にあたっては、軒瓦だけを扱うのではなく、出

土したすべての平瓦・丸瓦・道具瓦をふくめて、さまざま

な視点から型式学的・数量的に分析することが望ましい。

葺足 平瓦・丸瓦は上下に瓦を重ねて罫いており、見え

る平瓦・丸瓦の長さを葺足と言う。葺足の長さは、建物に

使用された瓦の枚数を明らかにする有力な材料である。茸

足は長い年月、風雨にさらされた平瓦の凹面、丸瓦の凸面

に風化して残る場合がある。丸瓦は玉縁部分だけが重なり

丸瓦の胴部長がそのまま葺足となり、平瓦よりも枚数が少

なくなる。平城宮第 2次大極殿院では平瓦の葺足は15cmで、

平瓦全長に対する比率は0.38~0.40になっており、そのデ

ータを基に瓦の枚数（軒丸瓦3,600、軒平瓦3,600、丸瓦47,700、

平瓦121,200) を推定している (4)。平瓦・丸瓦の風化が不明

な場合でも、有段式丸瓦の場合は重複するのは玉縁部分で

葺足は胴部長と一致し、平瓦・丸瓦の枚数比率を算出すれ

ば葺足を推定できる。奈良県頭塔では重量計測法から平

瓦・丸瓦の出土比率を算出し、通常の瓦葺建物と異なり平

(708-721) には桶巻作りが一般的であり、平城宮第 II期 瓦の葺足が65%と長いことを明らかにしている (5)0 

(721-745) になってから一枚作りに変わる (1)。地方におい 軒平瓦の顎面観察 軒平瓦の顎面（凸面）に、横方向の

ては一枚作りの技法の採用は多くは国分寺創建頃である。 丹線（ベンガラ）が観察できることがある。これは瓦を受

しかし一枚作りへの転換が遅れる地域・場合もあることか ける瓦座（茅負）に瓦を載せた際に、外側に出た軒平瓦の

ら、桶巻作りの平瓦が出土しているからといって、一概に

年代を国分寺創建前に限定することは避けるべきである。

すべての瓦を検討しで慎重に時期を検討すべきである。興

福寺へ瓦を供給した奈良県梅谷瓦窯においては、平瓦の製

作技法が一枚作りから桶巻作りに変わっており、桶巻作り

の平瓦が新しいと言えない場合もあることは念頭におくべ

きである。

平瓦の分析にあたっては、凸面に残る叩き板の痕跡（型

押文）の同定も行うべきである。縄叩きの場合、同じ道具

で作られた製品の認定は難しいが、格子を刻んだ叩き板の

痕跡の同定は可能である。軒瓦の同節との違いは、第が長

期間にわたって使用されることが多いのに対して、叩き板

の場合は使用頻度が高いために傷みが早く、より短い製作

年代幅を押さえられる特徴がある。この利点を生かすと、

同時期に製作された平瓦・軒平瓦を抜き出すことが可能と
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顎面に建物を彩色する刷毛の丹（ベンガラ）が及んだ痕跡

である。丹線を持つ軒平瓦が出土する場合は、その瓦が許

かれた建物は柱が丹塗りされた総瓦葺になる。稀に平瓦の

凸面に横方向の丹線が観察できることがあり、この場合は

平瓦を軒平瓦として葺いたことがわかる。兵庫県小犬丸遺

跡（布勢駅家駅館）（写真 3)。栃木県那須官術跡（那須郡栃

正倉）（写真 4) などでは、顎面（凸面）に丹線が付いた軒

平瓦が出土しており、国府・郡術の政庁建物だけでなく山

陽道の駅家や、東国の郡術正倉も丹塗りしていることが明

らかになっている (6)。

補修期の軒瓦の顎面に丹線が付いている場合は、その時

期に瓦を差替えただけではなく建物全体の塗り直しを含め

た大きな改修も行われたとみることができる。山田寺金堂

・塔では軒平瓦顎面の丹線の位置から、軒平瓦の茅負から

の出が15cmから12cmに縮んでいることを確認し、奈良時代



図 1 『天工開物』にみえる桶巻作り 固2 『江戸名所図絵』にみえる凹型台 図3 『江戸名所図絵』にみえる凸型台

→ 

図4 平瓦桶巻作り叩き締め順序 2種

写真 2 平城宮大極殿出士平瓦

~ 

写真 1 奈良県山田寺跡出土平瓦の凹面

上：平瓦の葺足38%

下：平瓦の葺足65%

図5 瓦の葺足推定図
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の補修にあたり瓦全部を下ろして葺替え、建物の塗り直し

をおこなっていることを明らかにした。また創建（淡赤色）

と奈良時代の補修（濃赤色）では丹線の色調が異なり、分

析によれば同じベンガラ（酸化鉄）であるが、微最成分の

含有量が違うことを指摘している叫 （大橋泰夫）

〔注〕 (1)花谷浩・毛利光俊彦「屋瓦」「平城宮発掘調壺報告XIII」

奈文研、 1991年。 (2)花谷消「軒平瓦」 I山田寺発掘調査報告j

奈文研、 2002年。 (3)大脇潔「丸瓦の製作技術」『研究論集JXJ
奈文研、 1991年。 (4)佐川正敏「屋瓦」『平城宮発掘調査報告別J
奈文研、 1993年。 (5) 岩永省三9頭塔の屋根」『史跡頭塔発掘調

88 瓦類

査報告』奈文研、 2001年。 (6) 高橋美久二「古代の山陽道」

『考古学論考 小林行雄博士古稀記念論文集』平凡社、1982年。

大橋泰夫「古代の瓦倉について」 『瓦衣千年』森郁夫先生還暦

記念論文集刊行会、 1999年。 (7) 前掲注(2)参照。

〔参考文献〕上原真人「瓦の見方について」『富山市考古資料館

紀要』 3、1984年。

写真 3

小犬丸遺跡（布勢駅家）

瓦葺建物と出土瓦

写真 4

那須官面遺跡（那須郡術）

瓦葺正倉と出土瓦
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N-1 腰帯具 1 銭貨。印章

位階と腰帯 律令官人は、衣服の色だけでなく、頭巾、

履、笏など身に付けるさまざまなものまで、位階にしたが

って規定されていた。腰帯もその一つである。「養老衣服

令」によると、礼服の場合は「條帯」、［綺帯」と称される

組紐の帯を用いていたが、朝服・制服の場合は、一品以下

五位以上は「金銀装腰帯J、六位以下は「烏油腰帯」を着

けることになっていた。発掘調査で銅製の帯金具がしばし

ば出土するが、これを付けた革製の帯が「烏油腰帯」に当

たることは、まず間違いないところである。

跨帯 帯の金具を跨といい、跨で飾られた革製の帯を鈴

帯と称す。『日本後紀』によると、鈴帯は延暦15(796)年に

その使用が禁止され、その後、大同 2(807)年から弘仁元

(810)年にかけて再び採用されている。このように使用時

期が限られた跨帯は、それを出土する遺跡の時期を特定す

る有力な手がかりとなる遣物でもある。

鈎帯の細部名称については、研究者の間でも用語が異な

り、統一する必要があるが、帯に取り付ける金具類は、バ

ックル部分の絞具と帯先端の蛇尾、それらの間にあって帯

を飾る巡方・丸鞘の鈴からなる。絞具に付く板金具で帯の

基部を挟み込んで鋲で留め、帯の先端には蛇尾を取り付け

る。蛇尾や跨の表金具の裏面には、銅鋲を鋳掛け、帯の内

側からあてた裏金具の鋲孔まで鋲を貰通させて留める。な

お、これら鈴帯金具のうち、巡方・丸輌は跨帯に固有のも

のであるが、絞具・蛇尾は、馬具の革製の帯等にも見られ

るものである。したがって、絞具や蛇尾だけでは、跨帯、

馬装のいずれに伴うのか、区別できない。

鈴の素材は、銅製黒漆塗としたものが大半である。しか

し、極めて稀ではあるが、金銅製や銀製の出土が知られて

いる。それらは、先の記述にしたがえば、五位以上の「金

銀装腰帯」にあたる。また、木製の丸鞘や蛇尾も出士して

おり、なかには、黒漆を塗っている例もある。ただ、これ

ら木製の例が実用品として普及していたのか、あるいは、

型見本としての「様（ためし）」であったのかは明確でな

い。また、跨には、ごく稀に鉄製の例がある。なお、正倉

院に伝わる玉帯は、天皇が着装するものであるから、令の

規定には見られないのであろう。

跨の規格 発掘調在では、帯の状態で出土することは稀

であるため、鈴の数や配列に関しては、不明な部分が多い。

正倉院には、 20条近い銅製の鈴帯が伝来している。楽装束

用ではあるが、奈良時代の跨帯を知る上での貴重な資料で

ある。それらを分析した結果、一条の帯に装着された巡方

と丸鞘の横幅は同じで、それは、帯輻と等しく、したがっ
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て、蛇尾基部の幅と鮫具板金具の輻とも一致する。すなわ

ち、巡方・丸鞘横幅＝蛇尾基部輻＝絞具板金具輻＝帯幅と

いう事実が指摘されている。つまり、鈴の寸法の違いは帯

幅の違いと言い換えることもできる。また、遺跡から出土

した跨を分析すると、その寸法が 1分（約 3mm) ごとの差

をもってグループ化でき、これが位階の差に対応するとの

指摘がある。鈎の大小、すなわち、帯幅の太い細いは、位

階の違いを示しているということになる。鈎帯金具の寸法

に、このような厳格性を求めるならば、先述した木製の例

は、製品の統一性・規格性を保持する上で必要な「様」と

して理解すべきであろう。

これに対し、 9衣服令」では、五位以上と六位以下を区

別しているだけであり、また、位階の差は、跨帯のみで示

すものではない。さらに、わずか 3mmの差をもって、視覚

的に位階の違いを明確に表示できるのか疑問であるといっ

たことなどから、鈎寸法の位階表示機能に対して否定的な

見解もある。ただ、鈎に大小があることも事実であり、こ

うした点については、今後、位階によって鈴数が異なる中

国の服制との関係も含めて、検討していかなければならな

いであろう。先の正倉院に伝来する鈴帯においても、鈴数

は12-10と、帯により異なっている。

なお、跨の垂孔は、本来、そこから1凧飾を垂下するため

の孔であったが、次第に形骸化し、細長くなっていく。時

期差を反映していると考えられている。

石帯 延暦15(796)年に鈴帯の使用が禁止された背景に

は、銅素材の枯渇という間題もあったが、それに替わるも

のとして石帯が存在していたこともある。長岡京から銅跨

を凌駕する数の石製の巡方・丸輌・蛇尾が出土している事

実は、当時、すでに、石帯が普及していた可能性を示唆す

るものでもある。石帯に用いられた石材は、当初は黒色系

のものであった。これが文献に記すところの「烏犀帯Jに

あたり、石帯が鋼製黒漆塗の鈴を用いた「烏油腰帯」の系

譜につながっていることを示している。その後、平安時代

になると、各種多彩な色調の石材が用いられるようになる。

石帯においても石の色により、五位以上と六位以下で区別

されていたと考えられる。

石鈎の帯への装着には、いくつかの方法がある。石跨に

は、表面から穿孔があるものと、裏面に潜り穴と呼ばれる

2孔 1対の穴が穿たれているものがあり、前者の場合は、

穿孔に鋲を挿入し、銅跨の場合と同様に、裏板を用いてか

しめて留め、後者の場合は、金属線の一端を潜り穴に絡ま

せる。とくに、潜り穴のあるものについては、石跨の裏板

の出土例が稀であることから、裏板を用いず、金属線など

で帯に直接綴じ付けていたと考えられていたが、山口県見

島ジーコンボ古墳出土例のように、裏板を用いている例が
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明らかになった。いずれの方法も、長岡取出土例に認めら

れるものであるから、時期差を示すものではない。

なお、長岡京では、石製跨で金属製の裏金具をともなう

例があるため、裏金具の存在だけでは、金属製の跨である

か石製の跨であるかは、決定できない。

銭貨 銭貨を鋳造し、貨幣経済を確立することは、度量

衡の統一とともに国家としての形を整える上で必要なこと

であった。 8憔紀から10世紀にかけて、和同開弥から乾元

大宝まで、 12種の鋼銭（皇朝十二銭）が鋳造された。文献

史料によると、河内、近江、播磨、大宰府、長門、山城に

鋳銭司を置いて鋳造しているが、平城宮跡や平城京跡から

鋳型（銭箆）が出土することがあり、大阪府細工谷遺跡で

は、枝銭やバリ銭が出土していることから、宮都でも鋳造

していたと考えられる。

出土点数は和同開弥が圧倒的に多く、かつ、各地から出

土している。和同開称には、銭文の特徴から、銭笛にいく

つか種類のあったことがわかる。種銭を粘土に押し付けて

数多くの銭砲をつくった。鋳上がった銭は、冷えると縮小

するので、一回り大きい銭は、種銭であった可能性が考え

られる。また、私鋳銭は禁止されていたが、そのことは、

私鋳銭が作られていたことを示している。現在、発掘調在

で出土した銭貨の真贋を確実に判断する方法は確立されて

いない。

和同開弥は銀銭も作られたが、皇朝十二銭に先行して、

無文銀銭と富本銭があった。富本銭は奈良県飛鳥池遣跡で

鋳型が出土したことにより、天武朝の鋳造であることが判

明した日本最初の銭である。貨幣として流通した、あるい

は流通を H論んだとする説と、厭勝銭とする説がある。

また、奈良時代中頃には、萬年通宝とともに、金銭開基

勝宝、銀銭大平元宝を鋳造した記録がある。これらの金

銭・銀銭は、実際に貨幣として流通していたのではなく、

厭勝銭として鋳造されたと考えられている。銅銭も含め、

銭貨は、地鎮具、鎮壇具をはじめとする様々な祭祀にも用

いられた。

印章 印も国家としての形を整える上で必要なものであ

った。大宝令の頒布とともに、新印様を頒布し、慶雲元

(704)年に諸国の印を鋳造し、印章の使用がはじまった。

印には官印と私印があるが、官印はすべて鋳造の銅印で、

印面の形は正方形または正円形、印文は陽刻の策書体であ

る。天皇の印である内印が方 3寸、外印が方 2寸 5分で、

次第に大きさを減ずる官印の制度であった。ただし、郡印

には大きさの規定がない。

官印は郡印、郷印を除き、すべて宮内省の鍛冶司で鋳造

し、中央政府から頒布された。他に軍団や社寺の印もある

が、天平宝字 2(758)年の恵美家印にはじまり、次第に普
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及したのが私印である。私印は家印と個人印にわかれる。

平城宮・京や平安京からは、例は少ないが木印も出土し

ている。「木」「道」「里」といった 1文字を刻み、後 2者

が陽刻であるのに対し前者は陰刻である。なお、「道」は

押印すると左字になる。「木」「里」は、それぞれ木工寮、

修理職といった役所と関係し、日常業務で認印のような用

い方をされたのであろうか。また、平城宮造酒司で出土し

た銅印は、その印文から、封泥に押した可能性もある。

このほか、土器や瓦には「郡」「修」「里」等の押印があ

り、国名を刻んだ陶印も知られている。印そのものは残さ

れていないが、文書、絵図、典籍等に押印されて残ってい

る印文（印影資料）は、多くの場合、年紀を伴うので、こ

れらによって、印章の種類や規格を知ることができ、また、

年代を明確にしえない出土印を検討する上での比較参考資

料となる。 （小林謙ー）

〔参考文献〕木内武男編『日本の古印』二玄社、 1964年。同『日

本の官印』東京美術、 1974年。伊藤玄三「末期古墳の年代につ

いて」『古代学研究』 14-3・4、1968年。佐藤興治「金属器」

『奈良国立文化財研究所学報第23冊 平城宮跡発掘調査報告VI』

奈文研、 1975年。阿部義平 9跨帯と官位制について」『東北考

古学の諸問題』東北考古学会、 1976年。亀田博「跨帯と石帯一

出土鈴・石鈎の研究ノートー」『関西大学考古学研究室開設参

拾周年記念 考古学論叢』 1983年。松村恵司「鈴帯の復原的研

究」『 H本考古学協会第53回総会研究発表要旨』日本考古学協

会、 1987年。田中広明「律令時代の身分表象一帯飾具の生産と

変遷ー (I)」『土曜考古』 15、1990年。田中広明「律令時代の

身分表象ー腰帯をめぐる人々の奈良• 平安時代ー (II)」『土曜

考古』 16、1991年。木村泰彦「長岡京の跨具」『長岡京古文化

論叢II』三星出版、 1992年。田中広明 9腰帯の一考察」『（財）埼

玉県埋蔵文化財調査事業団研究紀要』 10、1993年。木村泰彦

「長岡京の帯飾り」『考古学ジャーナル』 402、ニュー・サイエ

ンス社、 1996年。国立歴史民俗博物館『日本古代印集成「非文

献資料の基礎的研究一古印ー」報告書』 1997年。奈文研『跨帯

をめぐる諸間題』 2002年。



皇朝十二銭 初鋳年

和同開称 和銅元 (708)

萬年通宝 天平宝字4(760) 

神功開宝 天平神護元 (765)

隆平永宝 延暦15(796) 

富寿神宝 弘仁 9(818) 

承和昌宝 承和 2(835) 

長年大宝 嘉祥元(848)

饒益神宝 貞観元 (859)

貞観永宝 貞観12(870) 

寛平大宝 寛平 2(890) 

延喜通宝 延喜 7(907) 

乾元大宝 天徳 2(958) 、i“賃
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図 3 皇朝十二銭一覧と拓影
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図 4 各種出土印 (1-3;木印 4; 銅印）
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W-2 武器。武具

律令制の時代にあっても、武器・武具の種類は、基本的

には、古墳時代と大きな違いはなく、主要な攻撃用武器は

弓矢・刀であり、防禦具は鎧であった。このことは、出土

遺物のみならず、「衣服令」に見られる衛府や兵衛等の服

装の規定や「軍防令」にある各兵士が自ら備える武器の内

容からもうかがえる。そのなかで、最近、宮城県伊治城で

「機」の部分が出土した弩は、古墳時代には未確認の武器

である。当時の軍は集団として組織化されており、その装

備も定められていた。弓矢、大刀、刀子（小刀）は、兵士

自らが具えたが、弩は一隊 (50人）に 1基具えることにな

っていた。また、軍器はすべて「様」によって製作するこ

とになっていたので、全国的に統一された規格での製作が

可能であった。奈良県飛島池遺跡からは、鉄鏃や工具類の

「様」が出士し、平城宮・京からは鉄鏃や刀装具の「様J

が出土している。さらに、各国の正税帳には、侮年上納す

る武器が記載されているだけでなく、損失した器使に関す

る記載からは、鉛は官が管理していたと考えられるのであ

る。このように、武器・武具は官によって製作・管理され

ていたとみられることから、遺跡からこれらの遺物が出土

した場合は、鉄素材として再利用の可能性を否定するもの

ではないが、まず、官術あるいはそれに付属する施設、官

営工房といった官との関係を考慮すべきであろう。

攻撃用武器 これらの武器のなかで、刀については、文

献史料や正倉院の伝来品から、いくつかの形式のあったこ

とが知られるのであるが、把頭の形態によって分類された

古墳時代の刀の呼称とは異なる。とともに、刀は武器であ

りながら、位階によって作りや外装が異なっていた。正倉

院には、装飾豊かな金・銀・螺釧の大刀のほかに、木鞘を

革で包み、黒漆を塗って仕上げた実用的な作りの「黒作太

刀」もあり、これが「衣服令」にある烏装横刀にあたるの

ではないかと考えられている。なお、正倉院伝来の「黒作

太刀」には、現在ならば剣とすべきものも含まれているこ

とから、古代においては、刀と剣の区別はなかったと考え

られている。直線的な刃部を有す刀は、機能的には「斬る」

よりも「突 <J攻撃に適しているといえよう。槍と矛につ

いても、同様に、その区別はなかった。しかし、考古学的

には、刀と剣、槍と矛は、それぞれ区別すべきである。

ところで、発掘調査で出土する刀の多くは、埋葬に伴う

ものである。そのなかで、蕨手刀と呼ばれる特徴のある刀

は、時期的に、奈良時代から平安時代前期に限られるもの

把頭が早蕨の芽のような形をしており、一般の刀に見られ

るような木製の把と外装を伴わない。正倉院に伝来する例

では、樺を巻いて把としている。短い把で、刀身も数十cm

に満たないものがほとんどで、片手で扱う武器である。な

お、蕨手刀のなかで、刃部に反りをもつものは、時期的に

降ると考えられている。

武器のなかで、もっともよく出土するのは、矢の先端に

つける鉄鏃である。ただし、弓矢は、人に対して矢を射れ

ば武器であるが、動物が対象となると狩猟具である。これ

を鉄鏃の形式のみで区別することは不可能であるが、正倉

院に残る矢が、武器矢の参考となるであろう。特に嗚鏑や

鏑矢に装着する雁又鏃は、武器矢に固有のものとして差し

支えないであろう。なお、矢を携行する道具には、靭と胡

籍があった。

これに対し、弓の出土は素材の関係もあってそれほど多

くはない。『東大寺献物帳』には、梓弓、槻弓等、樹種に

由来する名がついた弓があり、正倉院には長さ 2m前後の

漆塗の丸木弓が残っている。なお、「水牛純角御弓一張長

二尺九寸無弓把」という記載もあり、実物は残されていな

いが、これは、長さからみて彎弓で、水牛の角を用いた合

せ弓であった可能性が高い。

鎧 防禦具としては、『東大寺献物帳』の記載によれば、

当時、鎧に短甲と桂甲があったことが知られる。また、文

献史料からは、鉄以外の素材を用いたものとして、革甲、

綿襖甲、綿甲などがあった。古墳時代では、鉄板を革紐や

鋲で留めて組み上げて上半身を防禦するものを短甲、小札

と呼ばれる小さな長方形の鉄板を革紐や組紐を用いて上下

方向に可動性を有するように綴じ、腰から上を防禦するも

の桂甲と呼んで区別している。ところが、『献物帳』に記

載するそれらは、短甲には冑・付属具が伴うのに対し、桂

甲には伴わないという違いがあるにすぎないのであり、さ

らに、短甲は古墳時代の短甲の系譜につながるものではな

く、小札を用いた甲の可能性が高く、短甲と桂甲で、構造

上の明確な差を認めることはできないとの指摘がある。事

実、現在までに明らかにされた資料では、古墳時代の短甲

の系譜につながる例は見いだせないのであり、いずれも小

札を用いた甲である。これに従えば、出土した小札だけで

は判断できないのであり、加えて、資料的にも、古墳時代

と比較して極端に少なく、かつ、全形を知りうる例に乏し

い。小札を用いた甲としては、これまで、正倉院に残る資

料のほか、東大寺大仏殿の鎮壇具にある小札や平城宮跡、

茨城県鹿の子C遣跡等から出土した小札が知られている。

それらは、いずれも古墳時代の胴丸式桂甲の小札を継承し

で、住居址等からの出土が皆無というわけではないが、そ た形態をしている。小札については、 7憔紀以降、次第に

の多くが東北地方から北海道にかけての墓から出土する。 その輻が細くなり、 8肌紀中菓に最も狭くなり、その後は、
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写真 1 鉄鏃（平城宮 ・京出土）

写真 2 木鏃（平城宮・京出土）
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逆に幅が広くなっていくことが指摘されている。付属具も

含め、甲のどの部分に用いられた小札なのかにもよるが、

時期を知る上での手がかりとなるものであろう 。

最近、秋田城政庁域の南東隣接地における調査で、廃棄

されたエ房跡から、ほぽ 1領分に相当する小札が、比較的

まとまった状態で出土した。有機質を素材とした漆塗りの

小札で、 9世紀前半のものと推定されている。有機質であ

る点は、『続H本紀』宝亀11(780)年に記載する、勅により

甲冑の素材を鉄から革に変更することとの関係が注意され

るのである。秋田城では、これとは別に、 8世紀後半の竪

穴住居址や 9世紀初には廃絶していたと考えられる工房跡

からは、鉄製小札が出土しており、 8憔紀末から 9世紀に

成立した国術工房とされる鹿の子C遺跡においても、鉄製

小札が出土している。これらの小札は、甲の全形を知りう

る資料ではないが、甚本的に、古墳時代桂甲の小札と同じ

系譜にあることから、古墳時代の胴丸式桂甲のような甲を

構成した可能性が想定されるであろう 。また、 『続日本紀』

延暦 9(790)年と延暦10(791)年には、鉄製甲修理の記載が

あり、 一方、天平宝字 6(762)年には、綿甲冑の記載もあ

る。このように、 8~9世紀代には、素材を異にする甲が

並存していた。

時期は降って、平安京の法住寺殿跡では、 12世紀中葉～

13世紀初頭と考えられる土城から、複数の、おそらく 5組

と推定される冑と鎧が弓矢や馬具等とともに出土した。こ

の土壊は、中央に0.5mX2.5m前後の大きさの木箱の痕跡

が確認された墓であり、これらの遺物は、埋葬に伴って埋

納されたものである。鉄札と革札を併用した鎧も含まれて

いるだけでなく、出士した小札は、上述してきた小札と趣

を異にする 。小札にいくつかの種類はあるが、いずれも、

基本的に左右非対称の形をしているのが、従来の小札に見

•̂’ 

．．
 ~, •• 

濯

写真 3 鉄小札 （平城宮出土）

られなかった特徴の一つである。また、小札の穿孔位置に

大きな変化が認められるとともに、三つ目札が存在するこ

とも新たな要素である。穿孔位置の違いは、小札相互の横

綴じゃ上下方向の可動性とも関係してくる鍼しの方法に影

響してくる。同様の小札は、青森県古舘遺跡や神奈川県西

ノ谷遺跡でも出土している。法住寺殿跡では、他に、胸板

や脇盾構造を示す壺板、さらには、栴檀板や鳩尾板等を伴

っており、これらの鎧が大鐙であることを示している。冑

も鉢こそ残されてはいないが、鍬形を飾るものである。

大鎧の成立については、三つ目札が出現する11世紀とさ

れているが、十分に解明されたとはいい難い状況にある 。

そのなかで、 9世紀前葉の岩手県志波城跡から、大鎧の栴

檀の冠板と推定される鉄板が出土している。 1点のみの出

上のため、鎧としての全容はまったく不明であるが、大鎧

の成立時期を知る上では看過できない資料である。

（小林謙ー）

〔参考文献〕末永雅雄「日本上代の武器j弘文堂書房、 1941年。

末永雅雄『増補 日本上代の甲冑」木耳社、 1944年。宮崎隆旨

「文献からみた古代甲冑覚え書一「短甲」を中心として 一」「関

西大学考古学研究室開設参拾周年記念 考古学論叢」関西大学、

1983年。津野仁「桂甲小札と国術工房ー茨城県石岡市鹿の子C

遺跡をめぐって一」「太平壼史窓』 13、1995年。津野仁「東大

寺出土甲と古代小札甲の諸要素」「（財）栃木県文化振興事業団埋

文センター 研究紀要第 6号』（財）栃木県文化振興事業団埋文

センター、 1998年。秋田市教委・秋田城跡調査事務所 『秋田城

平成10年度秋田城跡調査概報』 1999年。宮内庁正倉院事務所

『正倉院の刀剣』1974年。宮内庁正倉院事務所『正倉院の大刀

外装J1977年。（財）古代学協会「法住寺殿跡」 「平安京跡研究調

査報告 第13輯』 1984年。（財）横浜市ふるさと歴史財団埋文セ

ンタ ー 「西ノ谷遺跡」『港北ニュータウン地域内埋蔵文化財調

査報告 23』 1997年。盛岡市教委『志波城跡一昭和56年度発掘

調査概報ー」1982年。

写真4 刀装具 （左；平城宮出士）と様（右；平城京出土）
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N-3 祭祀具 材を切り欠いて人の正面全身像の形に作ったもので、側面

形や立体的なものは少ない。病気治癒を始めとする肉体

的・精神的苦痛の解消、欲望達成の手段、呪謁等に用いら

科学が未発達な時代において、異常な状態や現象を解消 れた。祓においては、罪・械等を人形に移し、流れに投じ

するのは、人間の力の及ぶところではなく、これを常の状 たとされる。人形代は、呪阻を目的としたものや招代と推

態に戻すために、ことあるごとにまじないが行われてきた。 定される大型人形代といった特殊な目的を除けば、このよ

律令制の時代には、病気や厄災、さらには日常の安全を脅 うに身代わりとして用いられ、多くの場合、馬、鳥等の他

かすものを外に追い払う、また逆にそれらが入り込むのを の木製形代類とともに出土する。馬や鳥は、罪・械を負っ

防ぐため、国家的規模から個々人にいたるまで、さまざま た人形を根の国に運んだと考えられた。舟についても、も

な祭祀があった。特に、律令的祭祀が成立した天武・持統 とは、航海安全を祈願したとも考えられるが、これらと同

朝以降は、木製形代を中心とした祭祀具が宮都をはじめ、

各地の官術遺跡等に広がる。また、地鎖や鎖壇に伴う祭祀

具も確認されている。祭祀具には、形代と実物があったが、

基本的に、律令的祭祀には形代が、地鎮等には実物が用い

られた。素材としては、金属、木、土、石、紙等があるが、

紙等については、文献史料に記載されてはいるものの、遣

存しにくいため、考古遺物としては確認されていない。

形代の種類 形代には、時期や祭祀の内容の違いにもよ

るが、それぞれ、祭祀における使い分けがある。具体的な

祭祀と祭料については、出土遺物のみならず、『延喜式』

「神祇式」の記載からも、一応を知ることができる。なお、

形代の多くはすでに古墳時代から存在しているが、ここで

様の使われ方をした可能性がある。

祭場の舞台装置 こうした祭祀の場を区画したのが、以

前は削り掛けとも言われた斎串である。斎串が結界を示す

のに対し、刀、剣等の武器形は、外部からの悪気を防ぎ、

祭場を神聖に保つために用意されたのであろう。また、金

属製形代である鏡にも、祭場浄化の機能があったのであろ

う。人形が直接祓ものであるのに対し、これらは、祭場

（祓所）の舞台装置と言えるのであり、鈴もこれに含まれ

るであろう。

土器・土製品の祭祀 これらを代表するのは、墨書人面

土器と土馬である。ユーモラスともいえる人の顔を描いた

墨書人面土器は、大和・山城ではそれ専用の甕を使用する

は、律令的祭祀の成立にともなって、木製の人形代、馬形 が、他地域では日常使用する実用の土器を用いる。疫神の

代や金属製人形代が出現した 7世紀後半以降を対象とする。 侵人を防ぐ、あるいは、追い出すための饗宴の道具とも、

形代の種類は多岐にわたる。最も代表的といえるのは人 罪・械を気息とともに封じ込めるためのものとも言われて

形であるが、その他にも馬、鳥等の動物、刀、剣、矛、鏃 いる。なお、ミニチュア土器は饗応具と考えられている。

等の武器、刀子、鎌、斧等のエ具、琴、鐸等の楽器、舟、 一方、土馬は、祈雨のための動物犠牲として生馬の代わり

陽物、さらには梢、刀抒、紡錘等の紡織関係、下駄、玉、 に用いた、あるいは、馬が疫神の乗物であることから、そ

鋭等の装身・化粧具といった形代がある。また、ミニチュ の猛威を事前に防ぐため投棄した等、意見が分かれる。完

ア土器も、実用の土器を極めて小さく作った祭具である。 形で出土することがまずないので、破壊することに意味が

ただし、武器形代や工具形代等にあって、実物を忠実に模 あったと考えられ、この点で、木製馬形代とは異なる。

したとしうるもののなかには、「様」である可能性を考慮

しなければならないものもあり、鏃にいたっては、木鏃の

こともありうるので、注意を要する。しかし、これらを区

別することは困難と言わざるをえない。

形代を使った祭祀 これらの形代がどのような使われ方

をしたかは、山形県俵田遺跡のように、祭祀具が祭場（祓

所）に配置された状態で発掘される例が稀有のこともあっ

て、研究者の間で、意見の分かれる部分もあるが、基本的

には、個人にあっては、内にある悪しきもの、つまり、病

を始めとする械、罪などを外（別の戦界）に追い出す、地

域にあっては、厄災をもたらす疫神を追い出す、あるいは、

その侵入を防ぐために行われたのである。

数多くある形代のなかで、人形代は、個人との関係とい

う点で、他の祭祀具とは同一に扱えない。多くは、薄い板

98 その他の遣物

このほか、陽物形代は、井戸からの出土が多いことから、

豊かな水を願うものであったとされる。なお、金属製の人

形代は、天皇家に関わるものであり、その出土は宮都及び

その周辺や国家が関連する施設に限られる。 （小林謙ー）

〔参考文献〕田中勝弘「墨書人面土器について」『考古学雑誌』

58-4、1973年。水野正好「祭礼と儀礼」『古代史発掘第10巻

都とむらの暮し』講談社、 1974年。金子裕之「古代の木製模造

品」『奈良国立文化財研究所学報第38冊 研究論集V[』奈文研、

1980年。水野正好「馬・馬・馬ーその語りの考古学」『奈良大

学文化財学報』 2、1983年。山形県・山形県教委「山形県埋蔵

文化財調査報告書第77集 俵田遣跡第2次発掘調査報告書』

1984年。金子裕之「平城京と祭場」『国立歴史民俗博物館研究

報告』 7、1985年。巽淳一郎『まじないの枇界 II (歴史時代）

日本の美術』 361、至文堂、 1996年。
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写真 1 鉄人形（平城京出土） 写真 2 銅人形（平城宮 ・藤原京出土）

写真 3 土馬（平城京出土）
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写真 4 墨書人面士器 ・ミニチュア土器 （平城京出土）

゜
図 1 墨書人面士器（平城京出土）
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W-4 工房関係遺物

製鉄関連遺物 製鉄炉の周囲から出土する遣物には、炉

壁片、送風管片、炉の中で鉄と粘土と木炭が反応して生じ

る黒鉛化木炭、木炭、鉄滓（スラグ）、鉄塊系遣物、原料

（鉱石• 砂鉄）等がある。鉄滓と鉄の素材である鉄塊系遣物

は、見ただけでは区別が付き難く磁石を用いてメタル度の

確認が必要となる。作業場では、微細な砂鉄が残存するこ

とが多く、方眼メッシュを切り、土ごと取り上げ、水で洗

浄して採集しなければならない。

鍛冶関係遺物 鍛冶には滓混じりの素材から鉄の純度を

高め、炭素分を調整する精錬鍛冶と粗鉄塊を鉄挺状に加工

したり、鉄器そのものを鍛造する鍛造鍛冶の両種がある。

鍛冶は覆い屋のある工房内でおこなわれるが、工房の作

業内容・作業工程の復原のため、炉周辺だけでなく、エ房

全体の床面直上の土砂をメッシュ毎に採取し、微細遺物の

検出に心がけねばならない。鍛冶に伴う遣物としては、送

風管（羽口）、羽口台、ルツボ、鉄塊系遣物、叩き台石、

鉄鉗、鉄槌、鉄砧、鉄杓子、木炭、炉底に形成する椀型鍛

冶滓、粒状滓、鍛造薄片がある。粒状滓は精錬鍛冶の鍛打

の際に飛散した微細な玉状遣物である。鍛造剥片は両種の

鍛冶に伴い、やはり鍛打の際に飛散したものである。両滓

ともメタル度が高く、磁石で容易に採取できる。

銅製錬関連遺物 山口県美東町長登製銅所遣跡の出土品

から関連遺物をみてみよう。シャフト炉壁片、ホゾ炉片、

羽口、選鉱用の石槌・要石、銅片、銅滓（からみ）、鉱石、

石灰石（溶媒剤）が出土している。銅の付札木簡では単位

が「枚Jとなっていて、板状にして貢納していたと考えら

れ、現物は出土していないが槌と台の存在が予想される。

鋳造関連遺物 鋳造の最も基本となる道具は、金属を溶

解するルツボと鋳型であり、その他に、鋳型の湯口に溶湯

鋳造がおこなわれた痕跡を示す遣物には、鋳堕片、真土、

湯口や湯道に溜まった溶解金属塊（鋳悼）、鋳張り片、敲

石、ルツボ、 トリベ、鉄鉗、炭がある。

鋳型は製品を取り出す際に破壊されることが多く、特に

鋳上げ品の内側に残る中子は、細かく砕かれ形状を留める

ことは極めて稀である。また鋳型土は、砕いて再利用され

ることも多い。

ルツボは、それぞれ金属の溶解温度により、胎質、大き

さ、形状が異なるが、肉眼で見えるほどの金属痕を留める

例は極めて少ない。そのため、溶解金属の特定のためには、

ルツボ器墜の洗いすぎに注意し、被熱温度の測定、器面の

顕微鏡観察、蛍光X線分析法などによって検証する必要が

ある。一般的には、砂粒を混ぜた粘土を使用するが、土師

器の甕や椀の破片の内外両面に粘土を貼り付けて作ったル

ツボも存在する（図 2~4·5) 。

金属器加工道具 金属製品加工にかかわる道具には、鉄

槌、鉄砧、ヤスリ、鉄鉗、鉄鋏、砥石などがある。砥石に

は、石の他に瓦を利用した砥も知られている（茨城県鹿の

子C遺跡、奈良県飛烏池遣跡）。瓦砥は、金属製品の研ぎ出

しのほか、漆器を研ぎ出しにも使われる。

様 様は製品見本であり、飛鳥池工房跡では、様々な木

製の様が出土している。中には製品の注文者もしくは供給

先や数量を墨書した例もある（図 5)。

ガラス製作関係遺物 ガラス生産、主としてガラス玉の

生産は弥生時代以来の伝統を持つが、 7枇紀以前において

は中国や朝鮮半島から輸入したガラス製品、ガラス塊を素

材とし、再加工していた。我が国の材料を使ったガラス生

産は、 7世紀末に飛鳥の国党工房（飛鳥池工房跡）におい

て開始する。それは、鉛ガラスであり、工房跡からは以下

のような遺物が出土している。先ず材料となる方鉛鉱• 石

英・長石、扁平な菟を伴い、乳頭状に先端が尖った砲弾型

のルツボ、楕円形あるいは隅丸方形を呈する陶製平板で、

を流し込む際に使う湯樋、片口取瓶（図 3-1・2・5-8)、 上面に多くの小円形孔が穿たれた鋳型、上面に浅い方形の

それを挟む鉄鉗（図 I-1~3) がある。

鋳型は外型（雌型）と中型（中子）から成り、その間の

間隙に熔湯を流しこんで鋳物を作る方法で、真土（まね）

と呼ばれる特殊な土を用いることから「真土型鋳追法」と

呼ばれている。真土は耐火度ある川砂と粘土を混ぜ、 700

度前後で素焼きした鋳物土の総称であり、この真土を紛砕

して、鋳型の使用部分に応じて介籠い分け、さらに砂を加え、

粘土を溶かした泥水と混ぜ合わせたものを鋳型士とする。

真土型鋳造法には、蝋の原型（金銅仏• 仏具）を鋳物土

で包んで鋳型を作る蝋型法、原型（箆）から鋳型を写し取

る込型法、挽型用の板を回転させて直接鋳型（釜．梵鐘）

を作り出す惣型法が知られている。
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槽を持つ石製品、砥石等がある。ガラス玉は、一旦ガラス

板あるいはガラス塊を作った後、それを細かく紛砕した紛

抹を前述の鋳型の小孔に詰め加熱して作る。鋳型の円孔の

底には、玉孔を開けるための鉄針を受ける小孔がある。

石製槽はガラス板を作るための鋳型と見られる。砲弾型

ルツボは、内型作りによる規格品で 3種ほどの容量の違う

ものがある。外面に叩き痕を留め、やきものの釉薬と同様

に、内面や口端の器表に溶解したガラスが付着残存する。

（巽淳一郎）

［参考文献〕たたら研究会編『日本古代の鉄生産』六興出版、 19

91年。松井和幸『古代日本の鉄文化』雄山閣、 2001年。美東町教

委『美東町文化財調壺報告書第5集 長登鋼山跡 1I』1993年。
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写真 1 さまざまな銅製品を鋳造した鋳型（飛鳥池工房跡出土）

写真 2 鍛冶工房の遺物 （飛鳥池工房跡出土）
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N-5 柱根

柱・柱根の樹種 低湿地に築造された建物跡からは、柱

根が腐らないで発見される場合が多い。当時、どういった

種類の木が選択されて柱に使われていたのであろうか。こ

れを知るには柱根から、木口、柾目、板目の 3断面の切片

を採取し、生物用顕微鏡で木材組織を観察すれば、種のレ

ベルまでわかることが多い。

樹種の同定にあたっては、針葉樹の場合は木口面で垂直

樹脂道の有無、樹脂細胞の有無、早材から晩材への移行具

合を見る。柾目面ではらせん肥厚の有無、放射仮道管の有

無、分野壁孔の形状、樹脂細胞の有無を見る。また、広葉

樹の場合は、木口面で、環孔材、散孔材、放射孔材、紋様

孔材かを見定める。環孔材では、晩材部道管の大きさや分

布、柔細胞の分布、柾目面では、放射組織の細胞高や細胞

幅などを拠にして樹種の同定をおこなう。なお、樹種の同

定は、専門家にゆだねるのが無難である。

地域別に使用傾向をみてみると地方では平城宮跡の出土

例からヒノキが多く、ついでコウヤマキが使われていたこ

とがわかる（表 1)。東海地域の静岡県御子ヶ谷遺跡では、

ヒノキが主要樹種で、ついでイヌマキが使われている。ヒ

ノキの生育していない東北地方では、秋田県史跡払田柵跡

ではスギ、宮城県の史跡多賀城跡ではクリ材が主要樹種で

あったことがわかる。このように、使用樹種の傾向は、地

域侮の植生を反映した樹種構成となっている。

柱そのものが発掘調査で出土することは稀であるが、奈

良県桜井市に所在する山田寺跡の発掘調査では、南面回廊、

東面回廊が倒壊した状態で発見された。

出上した柱は、東面回廊18本、南面回廊 2本である。柱

の樹種は 1本がヒノキで、残りはすべてクスノキであった。

この時代の柱にはヒノキを使うことが一般的であったが、

どういう理由か山田寺の回廊の柱には、広菓樹のクスノキ

が使われていた。ちなみに飛鳥・白鳳時代の木彫仏には、

ほとんどすべてクスノキが使われている。

柱の加工 官術遺跡で検出された柱根の多くは面取りが

してあり、辺材（白太）部分を残すものは少ない。例外的

に、滋賀県宮町遺跡（紫香楽宮）から出土した柱根のなか

に樹皮つきのものが何本か確認されている。取りあげられ

た柱根が最もよく残っている部分は柱下面である。まず底

面を観察して、手斧によるハツリ仕上げか、鋸引きかを確

認する（写真 1)。総じて鋸挽きのものは少ない。つぎに、

柱下面に墨線が引かれているかどうかに注意を払う（図 1)。

墨掛けは、原木から円柱を作るときに、まず十字に柱の中

心を決める墨線（心墨）をうち、心を定めたのち円を墨書
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きし、その周囲に 8角、 16角等の割り付墨をうつ。この墨

線に沿って手斧ではつって円柱に仕上げる。このように下

面に引かれた墨線は円柱を仕上げる際の手順を示している。

筏穴 平城宮跡から出土した柱根の基部には、筏穴の残

るものが多い。これは、木材を伐採地から筏に組んで流す

ためのものであり、陸揚げしたあとも、建築現場まで運ぶ

ために空けられた穴である。鼻繰りともいう（図 1)。

柱根の径 出土した柱根の径は保存状態の良し悪しにか

かわらず、正確に計測しておく必要がある。保存状態の良

いものは、柱の径から建物の規模等を推測する手掛りにも

なる。たとえば、身舎の柱に対して廂の側柱はやや小さい

数値を示している。これは柱の掘りかたにもあらわれるこ

とがある。入側柱の掘りかたに対して、側柱の掘りかたが

やや小さいことからも判断できる。こうした視点は発掘現

場における建物遺構の解釈に役立つ。普通、宮殿では直径

30~50cm、寺院の主要堂塔では直径40~60cmの柱が使用さ

れている。

腕木、枕木の挿入孔 掘立柱には、建物の重みで柱が不

動沈下するため、しばしば柱根の下に礎板、石、薄、瓦な

どを敷いている場合がある。また、柱の下部で安定を計る

ため枕木を組んだものもある。さらに、平城宮東院地区の

隅楼で検出された柱根には柱底から約40cm上がったところ

に長141cmの腕木がとおり（図 2)、この腕木の両端下部に

枕木が設けられていた。

柱の転用 当初、柱に使われていたものがその後再び他

の建物の柱として利用されることがある。あるいは他のも

のに再利用されることはしばしば見受けられる。一例とし

て、平城宮跡の第41次発掘調査で検出されたコウヤマキの

木樋 2本は（図 3)、もとは藤原宮の大垣の柱であったこ

とが判明した。それは木樋に残る仕Dの痕跡からであった。

仕口を詳細に検討したところ、上部側面に約78cm間隔に10
まわたし

cmx 8cmの間渡穴が残るほか、上端から75cmのところに36

cm x 12cmの埋木した仕口が両面にあり、貰通されていた証

左とみたからである。宮都が藤原宮から平城宮へ遷都した

時に藤原宮の建築部材がそのまま移送され、様々に形を変

え再利用されていたのである。 （光谷拓実）

［参考文献〕島地謙・伊東隆夫『日本の遣跡出土木製品総覧』雄

山閣、 1988年。奈文研『創立50周年記念奈良文化財研究所学報

第63冊 山田寺発掘調査報告』 2002年。村上訪ー「平城宮の造

営技法」『H本建築学会大会学術講演梗概集』 1971年。



表 1 都城出士柱根の樹種
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N-6 建築石材

石材 岩石は、石器石材をはじめ建築石材など遺構構築

部材として広範囲に利用された素材の一つである。そのほ

とんどは、単純な成形・加工がなされているのみで、岩石

自身の特徴を残しており、岩石種の同定や産地の推定がし

やすい物質でもある。石材の種類やその特徴が明らかにな

れば、材質の歴史的変遷や石材の移動・転用などについて

の考古学的考察なども可能となる。

ここでは、平城宮跡とその近辺地域および飛烏藤原地域

の宮殿や寺院跡で見られる礎石などの建築石材について、

その種類と特徴等について整理した。

岩石の分類について 岩石は、金属やガラスのように化

学組成にもとづいて分類されることもあるが、成囚による

分類が一般的である。大きくは、火成岩、堆積岩、変成岩

に分類されている。

火成岩はマグマが冷却して固化した岩石であり、地下の

深いところで固化したものを深成岩（花尚岩、閃緑岩など）、

浅いところで固化したものを火山岩（安山岩、玄武岩など）

と言う。火成岩は、岩石全体の化学成分のうち二酸化珪素

(SiO砂が66wt%以上のものを酸性岩といい、 52-45wt%

のものを塩基性岩という。酸性岩と塩基性岩の中間は中性

岩で、塩基性岩より二酸化珪素の含有量が少ないものを超

塩基性岩という。一般に、二酸化珪素が多くなる酸性岩は

優白色で、塩基性岩になると優黒色を呈する。

堆積岩は各種の岩石が風化・分解して礫や砂、粘土など

になったものや、生物の遺骸などが陸上や水中で堆積して

固化した岩石をいう。よく見かけるものとしてチャートや

砂岩、頁岩、石灰岩などがある。

地殻内部で熱や圧力の影響を受け、もとの岩石に含まれ

ている鉱物が変化して新しい鉱物が生成したり、性質の異

なる岩石になったものを変成岩といい、熱と圧力の作用が

広範囲にわたる造山運動などに伴って生じる岩石を広域変

成岩、マグマの熱による影響で生じたものを接触変成岩と

いう。片麻岩や結晶片岩、粘板岩やフォルンフェルスなど

である。しかし、これらの分類では、火山活動に伴い火山

灰が降下して堆積・固化した凝灰岩類は火成岩と堆積岩の

両方の成因が関与することになるので、これらの岩石を総

称して火山砕屑岩（火砕岩）という。いずれにしても遣跡

から出土する遺構構築石材は、肉眼によって、構成鉱物種、

岩石組織などからその特徴を読みとって岩石種の同定がな

され、さらに周辺の地質調杏をおこなって類似する岩石を

探して、その特徴を整理して産地の推定がおこなわれてい

る。
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平城宮跡とその近辺地域 平城宮跡をはじめ近辺の寺院

などから出土する石材の種類は少なくない。礎石は基本的

に、領家花岡岩類が多く使用されているようである。主な

ものは黒雲母花岡岩、両雲母花岡岩、アプライト質花向岩、

ペグマタイト質花箇岩、石英閃緑岩、花岡閃緑岩、角閃石

黒雲犀花岡閃緑岩、黒雲母片麻岩、両雲母花岡片麻岩など

で、粗粒から細粒に至り中粒のものが最も多い。花尚岩類

の多くは奈良市東部地域周辺に分布するものが多いようで、

南部地域や西部地域のものと思われるものも出土しており、

多くの地域から集められているようにも考えられるが、遠

くからの礎石は再使用されていることも推定される。

これらの平城宮跡および近辺の遺跡から出土する領家花

岡岩類の多くは風化が進んでいるものは少なく、片麻岩や

ペグマタイト質花岡岩の一部のものは鉱物間の結合力が失

われて砂礫状になっているものも見られるが、当初は堅牢

にして十分な強度を有していたと考えられる。

片麻岩類やペグマタイト質花岡岩は、建築部材以外に庭

園の景石として多く使用されている例が発見されている

（東院庭園、大乗院、宮跡庭園など）。特に片麻岩は変成前の

堆積構造を残し、白と黒の美しい縞紋様を呈しており、結

晶片岩類などとともに庭園の景石として珍重されたと推定

される。

平城宮跡から出土する花尚岩類礎石の多くは、近辺の奈

良市域に産するものであるが、石英閃緑岩類、花岡閃緑岩

および変斑レイ岩（角閃石黒雲母閃緑岩か）の礎石が出土

しており、平城京近辺地域に産出しない岩石である。これ

らのなかで、石英閃緑岩、花岡閃緑岩の礎石には特徴的な

塩基性シェリーレンを含んでおり、藤原京およびその近辺

で多量に出土している礎石・石像物などと同じ特徴を有し

ている。この特徴をもつ閃緑岩類（飛鳥石などとも呼ばれ

ている）は、薬師寺、恭仁京大極殿跡などの礎石にも見ら

れ、竜門山地に分布する石英閃緑岩類と酷似していること

から、飛鳥• 藤原京およびその近辺の寺院等で使用されて

いた礎石などが再利用されたか、飛鳥地域で採取された石

材を平城京方面へ運搬していたのかもしれない。

また、平城京跡の阿弥陀浄土院跡の発掘調査では、花岡

岩類の礎石に混じり変斑レイ岩（角閃石黒雲母閃緑岩か）

で作られた礎石が発見された。その礎石表面は角閃石が表

面に突出して、特徴的な風化痕跡を示していた。このよう

な特徴を示す岩石は、生駒山に分布する変斑レイ岩ー閃緑

岩や神野山一帯に分布する閃緑岩ー斑レイ岩に見られる。

採取のし易さなどから考えると、神野山山麓の鍋倉渓谷に

は閃緑岩ないし変斑レイ岩大礫の転石が多量に分布してい

ることから、これらの大礫が持ち込まれたのかも知れない。

しかし、なぜこの 1点だけ特別な岩石が使われたのかは不
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明である。

一方、平城宮跡からは領家花尚岩類で作られた礎石以外

にも少量ではあるが姫路酸性岩類の礎石が発見されている。

この岩石は“竜山石..の石材名で知られている流紋岩質溶

結凝灰岩で、表面は風化して淡黄褐色になっているものが

多く、その表面は発泡したような痕跡を残すものもある。

凝灰岩としては比較的堅牢であり、古墳時代には石棺材と

して多量に使用されていが、奈良時代の遺構からの出土例

は少なく、当時採取されていたかについては明らかではな

い。平城京近辺地域では、平城宮跡羅城門礎石、西大寺

（石垣に破砕されたものが見られ、どの部材が砕かれたかにつ

いては不明）や恭仁京大極殿礎石（および石塔の台石になっ

ている礎石）、大和郡山城天守石垣の下部辺縁部（平城宮跡

の礎石に使われていたものが転用されたと言われている）など

から発見されている。奈良時代の宮殿や寺院礎石のほとん

どは、花岡岩類が利用されているにもかかわらず、“竜山

石”が使用された理由は明らかではないが、巨大な礎石石

材を採取する石切り場が近辺地域に開発されていなかった

ため、すでに開発されている竜山石の石切り場から求めた

のか、藤原宮などに使用されていた竜山石の礎石が平城宮

に運ばれて再利用されたのかもしれない。

平城宮やその近辺の寺院などから飛烏石の礎石などが出

土していることなどを考慮すると、再利用された可能性が

充分考えられる。同様に、恭仁京大極殿跡から発見されて

いる閃緑岩の礎石（飛鳥石）や竜山石の礎石は、藤原京も

しくはその近辺で使われていた礎石が平城宮で再利用され、

さらに恭仁京へ運ばれたと推定される。

また、平城宮および近辺の寺院などでは、少量ではある

が、俗称「榛原石」と同様な特徴をもつ流紋岩質溶結凝灰

岩も礎石などの石材として利用されていた。この凝灰岩は

ガラス質のマトリックスに、石英、長石、黒雲母、柘楷石

を斑晶とし、溶結構造は顕著である。極めて堅牢で、黒雲

母石英安山岩と記載されていたこともあった。この岩石は

平城宮近辺では、室生層群地獄谷累層（奈良市東部）に分

布している。

平城宮跡や近辺の寺院などから出土するこの岩石は、 2 

種類のタイプに分類される。細粒で軟弱なタイプと緻密で

堅牢なタイプがある。両者は奈良市東部の地獄谷地域に産

出するが、緻密で堅牢なタイプは榛原や都祁近辺に産出す

るタイプと酷似しており、産地の特定は困難である。

平城宮跡から多量に出土する石材の一つに二上山からド

ンズルボーにかけて分布する流紋岩質凝灰角礫岩（水中火

砕流堆積物もある）がある。この凝灰岩はもともと固結度が

低く加工しやすいため、古墳時代の石棺材として多量に使

用され、平城宮跡をはじめ近辺の寺院では基壇の化粧石・
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側溝壁などに多用された。この岩石は各種類の礫を多く含

むことが特徴で、その礫種により採取地の特定が可能であ

る。黒色の溶結凝灰岩礫を多く含むものは二上層群のなか

でも下部ドンズルボー層に多く、灰色の流紋岩礫や石英安

山岩礫を多く含むものは上部ドンズルボー層のもので、数

か所の採取地から平城宮へ運ばれたことがわかる。

平城宮跡やその近辺では上記石材以外に、三笠山周辺に

分布する両輝石安山岩（三笠安山岩）が使用されていた。

平城宮跡の礎石としては数少ないが、興福寺などでは礎石

として溶結凝灰岩とともに使われていた。平城宮跡から出

土する両輝石安山岩の大半は石敷き遺構からチャート礫・

花尚岩礫などとともに発見され、大きいもので10~20cm大、

小さいものは 5cm大の円礫ないしは亜円礫状を呈し、礫層

もしくは河川から採取されたと推定される。

飛鳥•藤原京とその近辺地域 飛鳥• 藤原京およびその

周辺の寺院跡などの遺跡から出土する石材も変化に富んで

いる。

建築部材のなかで礎石として利用された岩石は、竜門山

地一帯に分布する領家花岡岩類が最も多い。主なものは、

角閃石黒雲母花尚閃緑岩、石英閃緑岩などで“飛鳥石”と

いう石材名で知られており、少量ではあるが変斑レイ岩、

変輝緑岩がある。

角閃石黒雲母花岡閃緑岩は、石英、カリ長石、斜長石、

黒雲栂、角閃石を主要造岩鉱物とし、チタン鉄鉱など鉄鉱

物を少量含み、弱片麻状構造を呈する。石英閃緑岩は花尚

閃緑岩に比べるとやや全体が灰黒色優勢で、斜長石、角閃

石が一定方向に配列した片状構造を示すものが少なくない。

しばしば細長くのばされたレンズ状の塩基性シュリーレン

（変輝緑岩質の包有岩）が観察できる。特に明日香村細川谷

に分布するものは顕著である。主要造岩鉱物のうち有色鉱

物は、角閃石、黒雲屈とわずかに輝石を含む。無色鉱物は

斜長石と少量の石英で、副成分鉱物として磁鉄鉱とわずか

にカリ長石を含むものもある。

いずれにしても、これらの閃緑岩類は、礎石をはじめ飛

鳥• 藤原時代の遺構から相当な量が発見されており、また、

飛鳥の石像物に見られるように、加工技術の高さなどから

石材の採取・運搬・ 加工に関する技術が整備されていたこ

とを物語っている。なお、これらの岩石の石切り場は発見

されていないことから、山を切り開いて石切り場から採取

されたというより、むしろその大半は飛鳥川やその支流に

転石として存在する巨礫を採取したとも考えられる。

礎石のなかには領家花岡岩類以外に特異なものとして、

結晶質石灰岩に珪灰石を伴う岩石が使われた例がある。白

色の漉瑞のようにも見えるが、瑠璃とは産状が異なり、明

らかにスカルンである。川原寺の中金堂の礎石は、滋賀県
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平城宮朱雀門礎石（片麻岩）
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奈良県興福寺礎石（流紋岩質溶結凝灰岩）

滋賀県石山寺境内の露頭に産出する珪灰岩（天然記念物）
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石山寺境内に分布する珪灰石と産状が一致する（石灰岩体

中にチャート円礫が取り込まれ、熱変性を受けている）こと

から、石山寺から運ばれたものと考えられる。珪灰石の産

出地は洞川（奈良県）、五別所（京都府）、綿向山（滋賀県）

などが知られているが、これらの産地の珪灰石は川原寺や

石山寺のものとは産状が明らかに異なる。このような珪灰

石を含む結晶質石灰岩が礎石に使用された例はなく、特別

な意味を有するものと考えられる。

このような数少ない例として、飛鳥寺の花岡岩類の礎石

があげられる。この礎石は、飛鳥産の閃緑岩ではなく、葛

木地域の花尚岩類が使用されていると考えられており、石

材の使用は単に採取や運搬のし易さだけではなく、当時の

政治的な要因もあったようである。

縛椰式石室に用いる板石や基壇化粧石などには火砕岩類

が多量に使用されている。主なものは、曽爾層群に分布す

る室生火山岩類、姫路から三田にかけて分布する姫路酸性

岩類、二上層群ドンズルボー累層に産する火砕岩類である。

室生火山岩類は斜長流紋岩質溶結凝灰岩で、白溶岩と黒溶

岩の 2種類がある。柱状節理や板状節理が発達しており、

このうち碑椰式石室には板状節理の発達したほとんど加工

の手間のかからない石材が使用された。

これらの石材は、溶結構造が顕著なものが多く、石基は

ガラス質で、斑晶は石英、斜長石、黒雲屈、ときにシソ輝

石、石楷石、ジルコンである。透明感の強い石英が特徴的

で、高温型でかつ溶食形を示す。平城宮跡近辺では、この

ような板状摂理の発達した溶結凝灰岩の使用例はほとんど

見かけない。

姫路酸性岩類は、飛鳥寺（石垣に破砕されたものが多数見

られるが、部材は不明） • 本薬師寺（部材は不明）、山田寺

の礼拝石などに見られる。大半は風化しており、淡黄土色

を呈するやや固い流紋岩質の溶結凝灰岩である。

姫路酸性岩類のうち兵庫県高砂市宝殿竜山付近で産出す

る岩石は、石基部分はガラスないし微小な珪長質である。

班晶は石英、斜長石、カリ長石、ときに黒雲母、角閃石で、

礫には流紋岩など火山岩礫や泥質の堆積岩礫などを含む。

姫路酸性岩は岩相変化が大きく、兵庫県加西市高室付近で

は、礫を多饂に含むものや、礫をほとんど含まず、溶結構

造が明確でない流紋岩質の凝灰岩も分布する。

飛鳥• 藤原近辺の遺跡からは、この石材が発見されるこ

とは少ないが、大半のものは竜山系に推定できるが、竜山

系以外のものも存在するようである。

基壇化粧石に使用された流紋岩質凝灰角礫岩は二上層群

ドンズルボー累層のものが発見されている。平城宮などで

見られるものと同質で、飛鳥• 藤原地域でも多くの遺跡か

ら発見されており、大量に使用されていた。
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建築部材として、堆積岩類や火山岩類も少量ではあるが

利用されていた。堆積岩が使用された例として、亀石が発

見された酒舟石西遺跡の石積み遺構で藤原層群豊田累層

（天理市）に分布する凝灰質砂岩が多量に使用されていた。

この岩石は、細粒の石英、長石、火山ガラスと少量の雲

母類で構成され、それらの間隙を珪質ないし粘土質の膠着

物質が充填している。貝化石を伴うものも石積み遺構から

発見されている。

飛鳥• 藤原地域で建築部材に火山岩が利用されるのはご

く稀である。川原寺の塔跡の礎石は、角閃石紫蘇輝石安山

岩で風化して一部は暗赤色に変じている。この岩石は、ニ

上層群に分布する畑火山岩で、石基はガラス質、斑晶は斜

長石、紫蘇輝石、角閃石でわずかに黒雲恩、わずかにガー

ネットを含んでいる。 （肥塚隆保）
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立文化財研究所学報第45冊 薬師寺発掘調査報告書』奈文研、
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V-1 宮室
また25kmあまり北の奈良に遷る。

この飛鳥の谷は極めて狭檻な地域である。飛鳥を冠する

宮・寺社などの地名を検討した岸俊男説では、古代史の舞

平行関係の京と諸国 古代の地方組織である国は都であ 台となる飛鳥は、飛鳥川右岸の地で南が橘寺付近、北が香

る京と一体であり、その成り立ちを述べるには都から語る

必要がある。古代の行政組織に関する岸俊男説は京と地方

諸国が平行関係にあるとした叫

すなわち、大宝令以降の制度では都の京一条ー坊の組織

は、諸国の国一郡一里に対応し、行政も前者が京職ー坊

令ー坊長が担い、後者は国司ー郡司ー里長が担う。地方組

織の国が成立する時期について諸説は、 7世紀後半の天

武・持統朝とみる。これは694年に遷都する藤原京 (694-

710)の建設過程とも通底する。

宮室・都城・都宮 本格的都城藤原京が成立する以前、

5・6抵紀代の王権は奈良盆地南部にあり、次いで飛鳥に

遷った。王権所在地を探る方法には、諸天皇の宮号がある。

宮とは通常、天皇の住いを意味し、宮の所在地が都であ

った。『日本書紀』は「みやこ」に都城の語を充てた。天

武12(683)年11月条、難波宮造都の詔には、「凡都城宮室非
款ところみとこら

具山の南、東が岡の丘陵、西が甘樫丘である。地図上に計

測すると僅か南北1.5km、東酉0.5kmほどの範囲である。

岸説では飛鳥川左岸の小墾田（小治田）を飛鳥から除いた

が、近年は小墾田を飛鳥以前の古地名とし、現山田道の北、

飛鳥川左岸から奥山久米寺がある奥山付近に広がるとの見

方がある。この説では、飛鳥は岸説よりさらに狭くなる。

宮殿と寺院の地域 飛鳥は宮と寺院が集中する特殊な地

域である。北には飛鳥寺 (6世紀末創建）と饗宴施設とも

いう石神遣跡が、南には橘寺 (7冊紀初頭創建）があり、

東には酒船石遣跡や岡寺 (7世紀後半創建）が、西には川

原寺 (7世紀後半創建）がある。近年、雷丘の麓説が有力

になった推古小墾田宮を別にすると、以降の宮々は大半が

明日香村岡の飛鳥京跡周辺にあった（図 2)。

ここの最上層、飛鳥浄御原宮跡（天武・持統）比定地に

は、掘立柱の遺構群である内郭と外郭、エビノコ郭があり、

ー処、必造両参。故先欲都難波」とある。都は 1か所で さらに苑池遺構（白錦後苑か）等がある。そして下層には

はなくニ・三か所を造るべきとした複都制の詔であるが、 飛鳥岡本宮（舒明）、飛鳥板蓋宮（皇極）、後飛鳥岡本宮（斉
みやどころ

都城を宮処の意味に用いる。都城の原義は中国の諸侯、卿、

大夫の羅城を巡らすまちのこと。古代の実情に合わせ、宮

都や都宮の語を用いる場合もある。

歴代遷都 宮号は主に地名＋宮号からなり、王権所在地

の手懸かりである（表 1)。たとえば、崇神宮は「磯城瑞

垣宮（記は師木水垣宮）」、垂仁宮は「纏向珠城宮（記は師木

玉垣宮）」とあり、宮号には宮を囲む瑞垣（崇神紀）や玉垣

（垂仁記）の形容もみえる。諸宮のうち発掘調査は長谷朝

倉宮（雄略天皇）推定地など一部に留まり、実態は不明で

ある。しかし、莫然とではあるが地名から宮の所在が推定

できる。

地名には「磯城J(崇神宮）、「纏向・師木」（垂仁宮）、「泊

瀬・長谷朝倉」（雄略宮）、「伊波礼・磐余」（履中宮、継体宮）、

「石上」（安康宮）などがあり、現地名にあてると、奈良盆

地中央部の磯城、南西部の桜井市巻向、盆地南東部三輪山

麓の長谷、香具山東北部の磐余となり、代ごとに宮が遷っ

ている。これを歴代遷都ともいい、先帝の死械を避けるた

めとか、父子別居の慣習によるなどの説がある (2)。王権の

支持機構が未発達だったことも一因であろう。

飛鳥への収敏 初期王権は、奈良盆地の中央部付近から

東南部の三輪山周辺に移動し、仁徳の難波（大坂）高津宮の

ような例外を除けば、次第に南部の飛鳥に収敏する。王権

は古代国家の誕生までの約 1粧紀を飛鳥の谷で過ごし、つ

いで南の平野部である藤原の地に移動し、僅か16年でこれ

116 宮都

明）が推定される。飛鳥川左岸の川原宮（斉明）ぱ罹災に

よる臨時の宮であるから、前代の歴代遷都とは違って宮を

同一場所に造営したのである。恒久的な藤原宮の前段階で

あり、宮周囲には苑池・饗宴などの諸施設も充実している。

7世紀後半期の宮殿や石神遣跡は主軸を真南北に揃える。

飛鳥寺など寺院は創建時からこの方位をとるが、宮殿など

は7世紀中葉以前は主軸が大きく西偏した。地形に合わせ

たのであろう。石神遺跡の発掘からみて、これを寺院と同

方位に揃えたのは斉明朝である。土木工事を好んだ斉明女

帝の大変革は、飛鳥の谷全体に及んだのである。

国際関係の反映か なぜ飛鳥がなのか。地名から判明す

る飛鳥以前の宮は比較的広闊な地にあるから、 7世紀初頭

に王権が飛鳥に籠る原因は当時の国際情勢であろう。

つまり、この地域は北がやや開けた状態であるが、南半

部には尾根が迫る。殊に東と南は天然の羅城ともいうべき

多武峯から延びる山塊によってす厄された天険の地であり、

6世紀代の王権が位置した初瀬や、磐余とは環境が異なる。

こうした地理的環境に加えて、飛鳥の王権が親近感を抱

いた朝鮮半島の百済国が高句麗の圧迫によって父祖の地か

ら熊津（公州）へ、ついで扶余へ南下遷都したことと関わる

のではあるまいか。 （金子裕之）

〔注〕 (1)岸俊男『日本古代宮都の研究』岩波書店、 1988年。 (2)

八木充「古代日本の都』講談社、 1974年。



表 1 宮と歴代遷都

天皇 古事記 I 日本書紀

神武 畝火之白榛原宮 I I畝傍橿原宮
緩靖 慈城高岡宮 慈城高丘宮
安寧 片塩浮穴宮 片塩浮孔宮
斃徳 軽之境岡宮 軽曲峡宮
孝昭 慈城披上宮 披上池心宮
孝安 慈城室之秋津嶋宮 室秋津嶋宮
孝霊 黒田鷹戸宮 黒田鷹戸宮
孝元 軽之堺原宮 軽境原宮
開化 春日之伊邪河宮 春日率川宮
崇神 師木水垣宮 磯城瑞緬宮
垂仁 師木玉垣宮 纏向珠城宮
景行 繹向之日代宮 纏向日代宮
成務 志賀高穴穂宮

仲哀
詞志比宮

応神 軽嶋之明宮 明宮
仁徳 難波之高津宮 難波高津宮
履中 伊波礼之若桜宮 磐余稚桜宮
反正 多治比之柴垣宮 丹比柴緬宮
允恭 遠飛鳥宮
安寧 石上之穴穂宮 石上穴穂宮
雄略 長谷朝倉宮 泊瀬朝倉宮
清寧 伊波礼之甕栗宮 磐余甕栗宮
顕宗 近飛鳥宮 近飛鳥八釣宮
仁賢 石上広高宮 石上広高宮
武烈 長谷之列木宮 泊瀬列城宮
継体 伊波礼之玉穂宮 磐余玉穂宮
安閑 勾之金箸宮 勾金橋宮
宣化 檜桐之鷹入野宮 檜隈鷹入野宮
欽明 師木嶋大宮 磯城嶋金刺宮
敏達 他田宮 訳語田幸玉宮
用明 池辺宮 磐余池辺曖槻宮
崇峻 倉椅柴垣宮 倉梯宮
推古 小治田宮 小墾田宮

表 2 古代宮都略年表

天皇 大 和 摂津 ・河内 山 城 近 江

593 推古 豊浦宮→小墾田宮

舒明 飛鳥岡本宮→田中宮→

厩坂宮→百済宮

皇極 小墾田宮→飛烏板蓋宮

645 孝徳 （飛烏川辺行宮） 難波長柄竪碕宮

斉明 飛鳥板蓋宮→飛鳥川原

宮→後飛烏岡本宮

天智 近江大津宮

672 天武 島宮→岡本宮→飛烏浄 難波京

御原宮

持統 飛烏浄御原宮→藤原京

697 文武 ↓ 

707 元明 平城京

元正

724 聖武 →難波京 →恭仁京 →紫香楽宮

749 孝謙

淳仁 →（呆良宮

称徳 →由義宮

光仁

781 恒武 長岡京→平安京

平城

嵯峨 平↓城宮

823 淳和

図2
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V-2 京の成立 を指揮し、 1名が4坊を監督した (P令）。その定員は左京

職12名。大宝令を境に京が左右が分かれ合計24名となり、

12条 8坊の京域が復元できる。平城京は遺存地割から 9条

画期は 7世紀後半 古代都城の画期は持統 9(694)年12月、 8坊であるから、これは藤原京のこととなる。これらは喜

大和三山の中央に遷居した藤原京である Ill。特徴は 3点。 田の着想であり、岸説はその修正版といえる。

①天皇の居所である宮城周囲に条坊制の京が成立する。 岸説藤原京と大藤原京 岸説の提唱後、藤原京の外郭か

それまで意識の上で京域はあっても、街割りの実態はない。 ら条坊道路の発見が相次ぎ、広大な京域が確実になった。

②宮城には天皇起居の場である内裏に、国家的行事に用 大藤原京である。現在は復元案に種々があり、最大案には

いる大極殿、朝堂院、行政を行う諸官衝を簡潔に配置する。 10条10坊説がある。このうち白眉は阿部義平説で、早くに

大極殿・朝堂院を中心に朝儀、朝政、朝参が恒例化する。 岸説を否定し、坊の面積は藤原・平城京ともに等しく、両

③死者と生者を峻別し、京の外周部に死者の楽園を設け 京の規模も大差がないとした（図 5)(5)。現在は京域を最初か

た。天・地・地下を相似形とする世界観の浸透である。 ら大藤原京の規模とみる当初説(6)、藤原京を内・外城の二郭

これらは推古朝に胎動を始めた都城制への動きが、 7恨 とみる説、大宝令を契機とする拡大説と縮小説がある（図 5)。

紀後半に大展開したことを示す。 しかし、藤原京は王都の標準とはならず、それを担った

方形の都 藤原京は条坊制都城ともいう東西（条）・南 のは 9条 8坊制の平城京であり、その基本規模は平安京に

北（坊）の道路が交わる方形（碁盤目）の都である。坊 受け継がれる。中国では王都と郡県の間には格差がある (7)0 

（街衛）は 1里（約530m) 四方。ほぼ中心に 2里（約1.06km) 諸国国府にも同様のことを考慮すべきであろう。

四方の藤原宮がある。方形都城には回字型と北闊型がある。 条坊建設は天武初年から 藤原京の条坊建設は遷都を遡

宮城の位置によるもので、京中央にあるのが回字型、中央

北寄りが北閥型である。藤原京は回字型説が有力である。

方形の都は天上但界に由来する。古代中国では天子は天

上世界の付託によって地上（天下）を支配し、それに伴い

地上の形も天上憔界に似せた。しかし、半球状の天上を写

る10余年前、天武10(681)年前後に始まる。その根拠が藤

原宮下層での運河や条坊道路（先行条坊）、建物、塀など

の遣構や、天武 9(680)年創建と伝える藤原薬師寺（本薬師

寺）跡の遺構である。藤原京直前の飛鳥京には条坊はなく、

宮殿や寺院を直線道が繋ぐのであり、それも 7世紀後半代

す地上はなぜか、方形であった。「天円地方」である。 に下る Is)。それ故、飛鳥• 藤原京域での条坊建設はそれ以

地上の規模は言語や風俗習慎が共通する三千里四方であ 降のことで、天武天皇が新都建設に挫折した記事（天武 5

り、これを 9等分した九州の中心、千里四方を天子の県 (676)年）は、条坊建設の上限を示す可能性がある。

（畿内）とし、畿内を 9等分にした中心に天子の王宮を置き、 難波京は 7世紀後半か 条坊の起源で論議になるのが前

さらに81等分した中心に先祖の廟を配した(2)。冬至に天帝 期難波京である。難波宮跡（大阪市東区）には 7・8世紀代

を祀る北京の天壇は、今日に遺る天円地方の具体例である。 の上下二時期があり、孝徳朝説がある前期難波京の存否が

回字型の都城は「周礼J考エ記が述べる理想の都に通じる。 課題である。京域の調壺成果は前期難波京に否定的である。

中国では南北朝を境に回字型から北罰型に移行するとい 朱雀大路にあたる前期難波宮「朱雀門」南には谷がある。

う。事実、唐長安城や平城京は北罰型であるから、藤原京

が回字型を採用した経緯が課題となろう。

条坊は京内の宅地規模や宮城との位置関係を視覚的に表

す装置である。平城京では北極星が周囲に有力な星々を従

える天上を模すように、宮城固辺に貴族・皇族の大邸宅が

蛸集し、下級官人の宅地はその外郭にある。

12条 8坊説の提唱 藤原京復元における画期は岸俊男説(3)

である。要旨は、①藤原京は下つ道、中つ道、横大路等に

画された東酉12条南北 8 坊である。②藤原京の基準長は½

里 (265m) 、一坊の面積は平城京の¼であり、平城京は朱

雀大路を基準に藤原京を 2倍にしたもの。こうして藤原京

から平城京への発展過程を考えた（図 4)。12条 8坊説の

根拠は「養老令」京職条である (1)。京職は都の行政・治安

などを担い、末端組織に坊令・坊長が属した。坊令は坊長

118 宮都

その整地は 7世紀後半に下り、条坊はあってもその頃で天

武 8(679)年11月条「初難波築羅城」と関わるかという (9)0 

朱雀大路以前は西ー坊大路相当の道が機能した。次の焦点

は天智朝の大津京 (667~672) の状況である。 （金子裕之）

〔注J(1)狩野久「日本古代の国家と都城』東京大学出版会、 1990

年。 (2)渡辺信一郎「宮憫と園林」『考古学研究』 47-2、2000年。

(3)岸俊男 9緊急調査と藤原京の復元」「朝堂の初歩的考察」「日

本に於ける「京」の成立」『日本古代宮都の研究』岩波書店、

1988年。 (4)喜田貞吉「帝都」「喜田貞吉著作集』 5、平凡社、 1979

年。 (5)阿部義平「新益京について」『千菓史学』 9、1987年。 (6)

黒崎直「藤原宮・京の範囲とその性格J『奈良国立文化財研究

所学報第60冊研究論集XI』奈文研、 2000年。狩野久、注(1)に

同じ。 (7)宿白「隋唐都城の類型」『橿原考古学研究所紀要 考古

学論孜』 10、1984年。 (8)木原克司「古代難波地域の景観復原に

関する諸問題」『大阪の歴史』 48、1996年。 (9)相原嘉之「飛烏の道

路と宮殿・寺院・宅地」『条里制・古代都市研究』 15、1999年。
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図 4 藤原京 ・平城京関係図 図5 藤原京域の復元諸説
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V-3 大極殿・朝堂院

大極殿とその機能 藤原宮以降の宮城は 2里四方（約

1.06km)、宮中枢部には内裏、大極殿・朝堂院、曹司などが

ある。大極殿は朝堂院の正殿で、即位や元日朝賀儀などに

用いる殿舎である。名前は太極（北極）星に由来して中国

に始まり、藤原宮で始めて確認できる。これは礎石立ち瓦

虹き桁行 9間・梁行 4間の四面廂建物である。宮殿の殿舎

規模、構造、間数、装飾などは「大宝令」以降、格式が明

確になり大極殿は最高格の殿舎であった。なお、平安宮の

大極殿は桁行11間・梁行 4間（「大内裏図考証」）という。

大極殿には高御座があり、最重要の国家儀式には天皇が

御した。大極殿｛義式には平安時代、大・中・小の区分があ

るが (927年『延喜式』）、その基本は 8世紀に遡る。大儀は

元日朝賀や即位が、中儀は元日の宴や蕃客の迎接が、小儀

は告朔や授位があたる。こうした儀式の他に御斎会、仁王

会など仏教行事があり、その比重は平安期に培していく

大極殿は、南の朝堂院と一体で機能した。

朝堂の三機能 朝堂は長大な殿舎群で、藤原宮では瓦葺

き礎石建ちの12堂があり、中央には広大な庭（朝庭）があ

る。この朝堂院は朝賀などの儀式（朝議）や朝参、朝政の

場であった。朝政は朝堂における政務であり、朝参は朝庭

に会集し賀意などを表すること。朝堂は官司毎に座るべき

座（朝座）が固定しており、朝堂院の外郭にある曹司と相

まって機能した。朝堂、朝政など「朝」字を冠するのは、

日の出から正午頃まで執務したことに由来する

朝参などでは朝堂院中央の朝庭に位階を記した版位を配

し、官人が整列した。平安時代には官人を代表した奉賀・
きさ` はし

奏瑞使が東階を経て龍尾壇に昇る（『貞観儀式』他）。龍尾

壇の成立は平安宮であり、それ以前の大極殿は回廊によっ

て院を構成し、正面に閤門が開く。平城宮第二次大極殿院

では閤門の東側に階段がある。東階の前身であり、同じ構

造は藤原宮に遡るのであろう。朝座や朝参における官人群

の序列は、北極星を中心とした天上の模倣といえよう。

朝堂の始め 朝堂の初期形態を考える上に重要なのが推

古朝小墾田宮 (603-628) と、前期難波宮である。岸俊男

は朝堂が小墾田宮に起源すると説く。『日本書紀』推古16

(608)年、同18(610)年条には、小墾田宮を隋使装憔清や新

羅使が訪れる記事がある。岸説はこれをもとに、宮の構造

を「禁省（大殿）ー閤門・大門ー朝庭（庁）一宮門・南門J

とし、天皇の坐す大殿がある一域の南に、朝庭があり大

臣・大夫らの座位する朝堂があるものと推定した。

難波宮跡では 8枇紀代の聖武朝難波宮朝堂院の下層に上

層と中軸線を合わせた広大な「朝堂院」があり、内部に14

120 宮都

堂 (16堂説があるが未確認）の「朝雌」が並ぶ。これらは掘立

柱建物であるが構造は藤原宮朝堂院と類似する。この「朝

堂・朝堂院」をめぐっては、宮の比定と絡んだ論争がある。

すなわち白雉 2(651)年に竣工した孝徳朝難波長柄豊碕宮説

と、朱鳥元(686)年に焼亡した天武朝難波宮説である。

大庭から朝堂へ 孝徳朝説批判の主眼は、藤原宮以前の

大津宮や浄御原宮では朝堂が不明確であるのに、それを遡

る孝徳朝に14朝堂があることは不審とする。つまり、浄御

原宮説が有力な飛鳥点跡上層遺構では、内郭南のエビノコ

郭に大極殿と 4堂の朝堂を考える説がある。しかし、前者

は掘立柱建物と大極殿の要件を欠く上に（大安殿か）、朝

堂は未確認である。次に、令制下の朝堂は官司毎に朝座が

あるが、その成立は天武末年であろう。それ故、八省の官

制が成立する「大宝令」以前の孝徳朝に多数「朝堂」の必

然性はないが、天武朝なら不合理ではないとする。

近年、前期難波宮西北隅や外郭の調査では 7世紀中葉の

遣構・遣物、「戊申年」 (648年）銘木簡などの発見が相次

ぎ、孝徳朝難波長柄豊碕宮説が有力化しつつある。

他方、多数朝堂の解釈には、［大宝令」以降とは別の、

口頭伝逹による執政形態に求める説がある (3)。すなわち、

文書主義が基本となる令制朝堂にあっても、文書を必要と

しない官司がある。令制下では内廷系の官司には朝座がな

いが、その理由は内廷官人は天皇に侍候するために意志伝

達に文書は要せずしI)、必然的に朝座、延いては朝堂も不要

という。これには文書と口頭伝達は相互補完との批判もあ

るが、右説に従うと、「朝堂」は文書主義が未確立の天武
おおは

末年以前には遡らないことになる。この段階は大庭・庭と

呼ぶべきで、その正殿は大安殿であろう。藤原宮朝堂の祖

形は前期難波宮であるが、原理は大きく異なる。

朝堂の数と首都副都 朝堂の数は14、12、 8、4があり、

令制下では12と8が基本である。中国の朝堂は東両 2堂が

基本であるから、古代朝堂の来歴が課題である。鬼頭説は

新羅の影聾を示唆するが(51、今のところ独自色が強い。

平城宮には朝堂院が 2区画あり、平安宮豊楽院と八省院

の原型をなす。他方、藤原宮朝堂院は 1区画であり、 8世

紀以降 1系列の藤原宮型と 2系列の平城宮型に分れる。平

城京の陪都、難波宮やそれを移す長岡宮朝堂は 8堂である

が首都、藤原・平城・平安各宮の朝堂は12堂である。朝堂

の数は首都・副都の系列で明確な格差がある。（金子裕之）

〔注〕 (1)奈文研『平城宮発掘調壺報告XN 第二次大極院の調査』

1993年。 (2)岸俊男「緊急調壺と藤原京の復元」「朝堂の初歩的考察J
「日本に於ける「京」の成立」『日本古代宮都の研究』岩波書店、1988年。

(3)早川庄八「前期難波宮と古代官僚制J『日本古代官僚制の研究］岩

波書店、 1986年。 (4)吉川真百］「難波長柄豊碕宮の歴史的位置」『日本

国家の史的特質古代・中枇』思文閣出版、 1997年。 (5)鬼頭清明「日

本における朝堂院の成立J『古代木簡と都城の研究』塙書房、2000年。
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V-4 三部世界観の成立 古墳や草壁皇子説がある束明神古墳は昭穆制とは左右が逆

転するが、父子の関係であれば一致する。これは平城京北

方にある、元明陵以下の陵でもほぼ同様である。これには

京外の葬送地 藤原京では葬送地を都の固辺に設定した。 女帝を父子の関係に含められるか否かや、墓誌がなく陵墓

「喪葬令」皇都条には「凡皇都及道路側近。並不得葬埋」 の比定は確証を欠く点など課題も残る。

とある。皇都への埋葬を禁止した本条は、生者と死者を分

けることを明確に規定したもので、大宝令(701年）に遡る。

中国の仙（倦）と人と鬼（死者）の世界を分ける思想にも

とづくものであり、さらに、令制への進展によって古墳の

構造や規模、埋葬位置などにも明確な格差が生じた。

最も重要な葬送地は、京の南西にある南西古墳群である。

その範囲は東西約 2km、南北約 3km。これに次ぐのは東方

の初瀬山、西方の葛城・ニ上山東麓である。墓誌によって

天武・持統・文武三代に出仕したことが判明する威奈大村

墓は二上山東麓（奈良県香芝市）にある。

逆転する北と南 平城京 (710-784) や平安京 (794-

1185) では、天子南面の原則によって北方の葬送地が最も

重要であったから、藤原京では南西を重視した理由を明ら

かにする必要があろう。これには前代からの恨習を受け継

いだとする説、道教思想による説などがある。前者は、こ

の地が 7槻紀前半から中葉にかけて天皇陵など重要な古墳

群が集中する段丘などに接することを根拠とする。また後

者は、天武天皇が壬申の乱 (672年）では戦況を道教的方
おきまひと

法によって占ったこと、道教の高位者名を謡号「濠真人」

とすることなど道教思想に造詣が深いこと、道教経典の

『真詰』には貴人が死後の昇仙に備え都の南方にある朱火

宮で錬成すると説くことを理由とする叫

大内山陵が起点 いずれにしても、南西古墳群の成立が

天武・持統合葬陵（檜隈大内山陵・野口王墓）の築造を契機

（持統元(687)年10月）とする点でほぼ一致し、南西古墳群

全体を天武・持統の陵園区とする見方もある (2)。唐では亡

き皇帝のために陵前に神遊殿、献殿、寝宮など巨大な施設

を建て、その周囲に広大な陵園区を設け、近親や功臣など

特別の事情がある者に限って造墓を許した。この制度を南

西古墳群にあてるのである。これとは別に、高松塚古墳を

文武陵説が有力な中尾山古墳の陪葬墓とみる説もある。天

皇ごとに陵園区を考えるのであろう。

昭穆制による解釈 いかなる原理に基づき南西古墳群内

では陵墓を配置したのであろうか。昭穆制による解釈があ

る。昭穆制とは天子七廟。三昭・三穆の制ともいい、中同
みたまや ぽく

古代の祖先をまつる廟の順位を示す名である。左昭右穆

制とも呼び、太祖の廟を中央に置き左側に二世• 四冊• 六

世と並べて昭といい、右側に三世・五世・七枇とならべて

穆という。この制では太祖が問題で、前漠の章玄成注は基

本を父子とする。天武・持統合葬陵を太祖とすると中尾山

122 宮都

なお、南西古墳群を陵園区とみる時、域内にある檜隈寺

の位置づけが必要であろう。陵募と寺院の関わりについて

は指摘があり (31、唐二代皇帝の昭陵は「陵側建佛寺」(『|日

唐書』巻 4) とある。檜隈寺が充実するのは藤原宮期である。

都城に対して、仏教伽藍を浄土という小宇宙になぞらえ

ることもあった。二上山東麓の加守寺では、寺域西側の一

郭に金銅製蔵骨器を埋納している。平安時代の経塚造噛に

も一脈通じる行為であろう。ただし、年代が 7世紀代か 8

世紀に下るのかは課題である。

国々との関わり 7世紀末から 8世紀にいたる王権の姿

は、諸国の動向にも反映しているようである。因幡国（鳥

取県東部）では、因幡国府がある法美平野（鳥取県岩美郡国

府町）には大和三山に対比される面影山、今木山、大路山

がある。因幡国府推定地はその中央付近、中郷地区にある。

推定規模は方約800m。調壺は国府の一部に留まるために

詳細は明らかにし難いが、規模を別とすれば国府推定地と

それを囲む情景は持統天皇の藤原京さながらである。

藤原京の縮尺版 これに関連して注目すべきは、初期の
いふきべとこたりひめ

募誌として有名な「伊福吉部徳足比売」の埋葬地である。

墓誌によると、徳足比売は伊福吉部氏の一族で文武朝に出

仕。慶雲 4(707)年 2月に従七位下を受け、翌和銅元(708)

年 7月に卒した。和銅 3(710)年に火葬の上、この地に葬

るとある。釆女として文武朝に出仕した有力豪族の子女が

官位を受けた例としても著名な徳足比売の墓は、国府町宮

ノ下の無量光寺の背後、稲莱山群の一支峰、宇倍野山にあ

る叫ここは国府域の東南北に従える峰々の北東側にあた

る。方位はやや異なるとはいえ、国府域の外郭丘陵上に葬

送地がある姿は、徳足比売が女官として出仕した藤原京の

葬送地を想わせる。

さらに、因幡国府推定地の東南、岡益には寺院説が有力

になった岡益石堂、終末期古墳である史跡梶山古墳などが

ある。いずれも 7冊紀代であり、この姿は飛鳥と藤原の関

係に類似するようにもみえる。国府についても今後、こう

した観点からの検討が必要であろう。 （金子裕之）

〔注J(1)福永光司『道教と古代日本』人文書院、 1987年。 (2)河

上邦彦「凝灰岩使用の古墳」『末永先生米寿記念戯献呈論文集」

奈良明新社、 1985年。 (3)藤澤一夫「墳墓と墓誌」『H本考古

学講座第 6巻 歴史時代（古代）』河出書房、 1956年。 (4) 鳥

取県教委『因幡国府遺跡発掘調査報告書 I-VIII』1973-88年。



固 1 藤原京条坊復原図 (1/125000) 図 2 唐長安城復原図 (1/200000) 図3 平城京条坊復原図 (1/125000)

写真 1 終末期古墳
（奈良県石のカラト古墳全景）

写真 2 称徳山荘の火葬墓
(9世紀）

写真 3

／
 

に

図4 藤原京と平城京の葬送地
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V-5 宮内の曹司

曹司とは 曹司は行政実務や諸雑務を分掌した官術であ

り、宮内の各所や京内の一部などに設置された。ここでは

主に平城宮内の諸曹司（図 1ー①・②）について紹介する。

平城宮の曹司 発掘調壺で所在位置が特定されている曹

司には、内裏東方の造酒司、佐伯門付近の左右馬寮、東区

朝堂院南方の式部省（奈良時代前半および後半）と兵部省

（奈良時代後半）、神祇官（奈良時代後半）がある。

また、確証はないがほほ間違いないとされている曹司と

して、「寺請木簡」や墨書土器「羹所」が出土した中央区

大極殿院北方官術地区の大膳職、墨書土器「内裏盛所」が

出土した内裏北方の内膳司、西宮兵衛の食料関係木簡が出

土し、兵衛の詰所と推定される内膳司推定地東隣の官術地

区U)がある。

木簡や墨書土器などの出土遣物から、付近にその所在地

が想定できるものとして、東区大極殿院東隣の陰陽寮、東

院酉部の縫殿寮・主水司や東宮坊、若犬養門付近の雅楽寮、

建物が復元されている内裏東方官術地区の宮内省(2)がある。

宮内省推定地東方の通称塘積官術地区（現在遺構展示館と

して公開）では、「公事」および「私事」とヘラ書きされ

た塘が出土し、太政官に比定する説がある。しかし、奈良

時代の太政官院は、平安宮の太政官曹司のような官術ブロ

ックを構成する（図 4右）のではなく、朝堂院そのものを

指していたことが明らかになってきており (3)、平安宮との

対比では、位置的に中務省かその被管官司である可能性を

指摘する説もある (4)0 

曹司の構造 平城宮内の各曹司の建物構成は、廂付の主

要殿舎を中心として、その前後左右に短舎や長舎を配し、

掘立柱塀や築地塀で周囲を囲饒するのを基本とする。二官

八省などの宮の中枢部門を担う曹司と現業部門に属す曹司

とでは、その建物配置に差がみられる。各曹司の職掌に応

じた建物構成が採用されたのであろう。

前者の例に、兵部省と式部省がある（図 1ー⑥ ・⑦）。両

曹司は、東区朝堂院地区の南、壬生門を入った両側に位置

し、同規模で同様の建物構成をとっている。 250尺（約74

m) 四方に築地塀をめぐらし、北から80尺の位置で東西塀

によって敷地を南北に二分している。区画内の建物は全て

礎石立ちであり、北側では東西棟が 3棟並び、南側では南

北に廂をもつ建物を中心にコの字型に殿舎が配置されてい

る。ここで注意しておきたいのは、このような建物配置が

現れてくるのは、平城宮遷都当初からではなく、奈良時代

後半になってからという点である。奈良時代前半のこの地

はほぼ空閑地であり、奈良時代前半の式部省はさらに東隣
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（式部省東官術地区）に存在していた(5)0 

一方、現業部門の曹司では、正殿を中心とする整然とし

た建物配置をとらず、造酒司のように何らかの作業スペー

スど考えられる空閑地が比較的広く存在している点に特徴

がみられる（図 2左）。

墳積官街下層遺構 前述の通称埠積官術は、埠を積み上

げた基壇外装を伴う特異な曹司であり、前述したように太

政官に比定する説もある。この曹司の下層では、掘立柱建

物群（奈良時代初期）が検出されており、正殿・前殿・東

西の両脇殿からなる左右対称のコの字型配置が復元されて

いる（図 1-⑧） (6)。この下層遺構の建物配置と国庁配置

（長舎型： VI-3参照）との系譜関係を想定する説もあるが爪

この下層建物群の配償復元案に対する疑義や同じ配置が継

続する国庁配置との違いが指摘されており (8)、この曹司の

建物配置復元やその性格については今後の検討を要する。

藤原宮・平安宮の曹司 平安宮では数種類の宮城図によ

って宮内の曹司の位置が復元されており（図 4左）、基本

的には平城宮のそれが踏襲されていたことが知られている。

したがって、平城宮内の未知の曹司を平安宮の宮城図を使

って、ある程度推測することができる。

平安宮へ継承されていった平城宮の曹司配置は、奈良時

代後半の段階のものであった。前述のように、規格的な左

右対称のコの字型配置をもつ曹司が現れてくるのは奈良時

代後半であり、それ以前の様相はかなり異なっていた可能

性が高い。 8世紀後半にこのような変化が生じた要因はい

ったい何であったのか、今後の調査の進展が期待される。

藤原宮内の曹司の様相はあまりよくわかっていないが、

西方官術地区は長大な建物で構成される特徴や平城宮との

類似性から馬寮に比定されている（図 3右）。この藤原宮

の曹司には長舎が多用されている。初期の地方官術の殿舎

にも長舎が多く、共通した特徴が認められる。今後、政庁

はもちろん、曹司ブロックについても、宮城と地方官術と

の比較検討を進めていく必要がある。 （志賀 崇）

〔注〕 (1) 図書寮の可能性もある。 (2)物的証拠がなく、また建

物や門の規模から、宮内省本体ではなく、宮内省被管官司のい

ずれかの可能性が指摘されている。 (3) 「太政官院」でおこな

ったとされる大嘗祭の遺構が、東区朝堂院地区の朝庭部分から

5時期分検出されている。 (4)渡辺晃宏『平成12年度～平成14

年度科学研究費補助金基盤研究 (C)(2))研究成果報告書 日

本古代宮都の官術配置の研究』 2003年。 (5)奈文研『1992年度

平城宮跡発掘調査概報』 1993年。同『奈良国立文化財研究所年

報 1997一皿』 1997年。 (6) 町田章『平城京』ニュー・サイエ

ンス社、 1986年。 (7) 阿部義平「国庁の類型について」『国立

歴史民俗博物館研究報告』 10、1986年。 (8) 山中敏史『古代地

方官術遺跡の研究』塙書房、 1994年。
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平安宮推定復元図 （左） と

裏松固禅『大内裏図考証』による太政官図
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VI 国府

VI-1 国府の空間的構成

VI-2 国府跡調査の手がかり

V[-3 国庁

VI-4 曹司

V[-5 国司館

V[-6 国府の景観



VI-1 国府の空間的構成

国街 地方の上位行政単位である国にはそれぞれ回の役

所がおかれた。この役所の諸施設を指す学術用語の概念や

用語法は研究者によって異なる点がある。また、文献史料

にみえる用語についてもその語義が限定的に用いられてい

るわけではない。そこで、ここでは以下で用いる用語の概

念を整理しておく。

まず、国の行政執行機関ないし政庁（国庁）およびその

周辺に設けられた実務的官術（曹司）やそれらの施設の汎

称として国術の語を用いることにする。これは郡術（郡家）

の用語に対応する。

国庁 国1面の中枢をなす政庁の一院を国庁と呼ぶ。「仮

寧令外官及使人聞喪条」「儀制令凶服不入条」や『日本三

代実録』貞観14(872)年正月乙酉条などの史料にみえる「匡

庁Ji磨事Jに相当する。郡術の政庁である郡庁の語に対

応する。国庁は儀式や饗宴あるいは政務の場として用いら

れた。

遺構の上では、周囲を塀や溝などで囲饒した方形の院を

形成しており、大型の建物群が左右対称のコの字型または

品字型に配置されるという共通点がみられる (N-3参照）。

すなわち、国術では最も特徴的な施設であり、その遣跡を

国の役所と判断する上で最も有力な指標になる。

曹司 国庁とは別に、国術の行政実務や役所の機能の維

持・運営に関わる業務などを分掌する機関およびそれに伴

う施設群を曹司と呼ぶ (N-4参照）。この語は宮城の諸官

術の呼称法に対応する。

『扶桑略記』天延 4(976)年 6月18日条に「近江国分寺

大門倒、二王悉破損、国府庁井雑屋川余宇顛倒」とみえる

「雑屋」がこの曹司の施設に相当すると考えられる。遺構

の上では、周囲を塀や溝などで囲繰した院、または建物群

がひとまとまりになった官術ブロックが各曹司に対応する

と推定しうる。ただし、部分的な発掘成果では、曹司か後

述する国司館かの識別が容易でない場合が多い。

『続日本紀』天平11(739)年 6月癸未条にみえる「国府

兵庫」や「上野国交替実録帳」記載の「府院諸倉」などの

収納施設や、 VI-4で述べる近江・伊勢国術の例にみられ

るような饗宴・儀礼など特殊な用途に用いられたと推定さ

れる施設もここでは仮に曹司に含めておくことにする。

曹司には、国庁の付近に設けられたものと、遠く離れた

場所に別置されたものとが存在した。前者には、諸曹司全

体を国庁とともに溝や築地塀などで囲続するもの、各曹司

を国庁とは別に集中的・計画的に配置しているもの、各曹

司が独立・分散的に設けられているものとがある (VI-4参

128 国府

照）。

国司館 中央派遣官である国司（四等官・史生）らが宿

泊滞在する施設を指す。国司らはそれぞれ別の国司館を設

けていたことが『万葉集』などから知られる。国司館は、

饗宴や執務の場としても利用された (VI-5参照）。

国府 国術、国司館(1)、国術で労役に従事する條丁らの

宿所、国術を守備する軍団兵士の宿所、国学の学校(2)、市、

民家13) など、国術関係の諸施設が営まれた地区を示す。旧

来の慣例に倣い国府の語を用いる。

国府は京に対応する。しかし、国府にはいくつかの主要

街路が設けられているが、条坊制的方格地割が確認されて

いる例はない。また、この国府概念は、旧来考えられてき

た方八町というような外郭線が定められた特定の領域の存

在を前提としておらず、京のような独自の行政的単位を指

す概念ではない。ただし、ある範囲が国府域と意識されて

いた可能性はある (VI-6参照）。

この国府の範囲に関連して、木下良氏は「国府域とその

外側の国分寺など国府に密接な関連が予想される遺跡群を

含めた範囲」を「国府（関係）地域」と呼称している (4)0 

こうした国府地域というエリアを明確に指し示す文献史料

や考古資料が存在するわけではないが、国府と周辺地域と

の関係を把握するうえでは参考になる概念である。ただし、

国府の範囲自体を把握することが容易でないので、国府の

範囲と国府地域とを明確に区別できない場合が多い。

（山中敏史）

〔注〕 (1) 『令集解』公式令諸司奏事条には「（略）為府内有館也J
とあり、国府内には数か所に国司館が設けられていたことがう

かがえる。 (2) 『三代実録』元慶 2(878)年9月28日条には「紀

伊国言、今月廿六日亥時、風雨晦瞑、雷電激発、震於国府庁事

及学校井舎屋、被破官舎廿一宇、縁辺百姓四十三家」とあり、

国術の近くに学校があったことがうかがえる。下総国府の一角

を占めるとみられる千葉県須和田遣跡では「博士館」の墨書土

器が出土しており、同学博士の宿泊施設も国術周辺に設けられ

ていた可能性がある。また、山口県天田遺跡からは、国学でお

こなわれた儒学者を祀る儀式を示す「繹莫Jの墨書土器が出土

している。この遺跡は周防国庁推定地から1.3kmほどの距離に位

置している。これらの考古資料も、学校が国府またはその近く

に置かれていたことを示唆する例である。 (3)注(2)所引の

『三代実録』の史料にみえるように、官舎の緑辺に百姓の民家

が存在したこともあった。 (4) 木下良「地方都市 国府ー総

論ー」『講座考古地理学 2 古代都市』学生社、 1983年。

〔参考文献〕山中敏史「古代地方官術遣跡の研究』塙書房、

1994年。
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VI-2 国府跡調査の手がかり

文献史料 10憔紀中頃編纂の『和名類緊抄』には、国府

所在郡が記されている。これによってどの郡内に国府が置

かれていたかを絞ることができる。ただし、移転後の国府

所在郡を記したとみられる例もある。

地名 国府の具体的な位置比定の手がかりの一つとされ

ているのが地名である。それにはまず「国府（コウ・コク

フ）」「古国府（フルコウ）」「庁（チョウ）」「国庁（コクチョ

ウ）」「国術（コクガ）」などの地名がある。また、中世以

降の府中が古代の国府跡を踏襲することも多く、「府中

（フチュウ）」の地名も国府関連地名である。

国衝行政が変質した平安後期以降には、国政執行の必需

物であった国印や鍮は単に律令的権威の象徴にすぎないも

は、国府と国分二寺とは 6km以上離れている場合もあり、

また国分寺の比定自体が確実性に欠ける場合もあるので、

一つの参考資料として扱うのが無難であろう。

また、大光寺（大興寺）の寺号や地名の存在も注目され

ている。隋代には国都を大興城と呼び、地方官寺を大興国

寺と称した。大光寺はこれに関わる寺名とみられ、その近

くに国府が所在したことを示唆する資料とされている。伊

豆国府や能登国府の推定地には国分寺に転用された大興寺

があり、若狭国府推定地には太興寺跡があり、遠江国府に

近接する大宝院廃寺も別名大光寺と呼ばれていたらしいIll。

総社 11世紀後半以降になると、国司は神社を巡行して

おこなっていた神拝から、諸神を一か所に合祀してそこに

神拝するようになる。この諸神合祀の神社が総社であり、

平安後期の国府付近か国府内に設けられた可能性が高いこ

とから、この神社所在地も国府跡推定の手がかりとされて

のとなり、神格化されて神社に祀られることもあった。 いる。三河国府跡では、この総社のすぐ東脇で国庁が検出

「印鍮•印役•印薬（インヤク・インニャク）」地名や印鍮神

社などはそれに由来するもので、国府の所在地を示す可能

性が高いとされている。ただし、古代末以降の状況を示し

ており、 8憔紀以来の国府所在地と直結するとは限らない。

また、山口県周防国府跡の「朱雀（シラカ）」や讃岐国

府推定地の「青龍Jは、国府に伴う主要街路にちなむ地名

と考えられている。高知県土佐国府跡に残る「ダイリ」の

地名は、宮城の内裏との関連が考えられ、国術が「大君の

遠の朝廷Jと歌われた（『万葉集』 4112) ことと結びついた

地名と推定されている。

このほかに、下野国庁の正殿推定地や武蔵国庁推定地な

どの神社名として残る「ミヤノベJ「ミヤノメ」も、国庁

跡地を示すものとしで注目されている。

上記のような地名は国府跡比定の有力な手がかりとなる

が、たとえば周防国府跡に残る地名をみると、宝暦年間に

はなかった地名が明治期の字名に登場したり、以前の地名

が別の場所に付けられている例がみられる（『官術 I』IX-

1参照）。このように、地名には後憔において改変・創作

がおこなわれたり、場所が移動したりしたものもある。し

たがって、その地名がいつまで遡るものかを探るとともに、

他の手がかり．となる資料とあわせて国府比定地の根拠とす

ることを心がける必要がある。

国分二寺・大光寺（大興寺） 各国に置かれた国分寺• 国

分尼寺は国家によって造背された仏教施設であり、国内統

治の精神的な支柱として、行政の拠点である国府の近くに

造常されることが多かった。この国分二寺は、出土瓦や基

壇等の遺存、法灯を継ぐ現国分寺などによってその所在地

の判明している例が多いので、この匡分二寺の所在地が国

府跡比定の手がかりともされている。ただし、国によって
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されている。このほかに、国庁神・府中神・六所神社など

も国府比定の際に注目されている。

地割・交通路 従来、国府の比定では、条里地割や道路

などの地割や河川の人為的な流路変更のみられる場所など

も注Hされてきた。それは、主に、国府が都城の縮小版と

しての方格地割を伴うものとする旧説により、条坊道路の

痕跡や方八町の国府域を囲続する施設の痕跡を見いだそう

として着目されてきたものである。しかし、後述するよう

に、これまでの発掘調査例では、国府には条坊制的方格地

割を見いだせず、また、条里地割に基づいて設定されたと

みられる国府域の確例も検出されていない。したがって、

旧来のような視点から地割を検討し国府域を推定するよう

な方法はあまり有効とは言えない。

ただし、国府にもいくつかの主要な道路が存在し、また、

築地塀などを巡らした国）ずや曹司・館の院もみられるので、

そうした道路や囲饒施設の痕跡が現存あるいは古地図上の

地割として遣存している可能性はあろう。また、国府は駅

路と水上交通に利用された河川との結節点など交通の要衝

に設けられていることが多い。したがって、駅路に比定で

きる古道の位置も国府の重要な比定材料となる。

考古資料 遺物や土壇・礎石• 土塁などの遺構の分布は、

上記の歴史地理学的な資料による比定をより確かなものと

するうえでも大きな意味を持つ資料である。とくに国庁で

は瓦葺が採用されている例が多いので、瓦類の分布集中地

点などは極めて有力な候補地となる。 （山中敏史）

〔注〕 (1) 山中敏史「国府郡家の構遥と機能」『静岡県史 通史

編1』静岡県、 1994年。

［参考文献〕藤岡謙二郎『国府』吉川弘文館、 1969年。木下良

『国府』教育社歴史新書、 1988年。



図 1 三河国府とその周辺
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VI-3 国庁の構造と機能

建物構成 国庁跡は、これまでに陸奥（宮城県多賀城跡）

・出羽（秋田県秋田城跡・山形県城輪柵遣跡）・下野・三河・

美濃・伊勢・伊賀・近江・伯者・出雲・美作・筑後・肥

前・肥後・日向などの諸国で検出されている。この国庁の

建物配置には次のような特徴がみられる。

中枢殿舎である正殿、その前方の前庭、左右の脇殿、正

殿正面の門、周囲を囲続する塀を主要な構成要素とする。

後述する大宰府政庁型では脇殿は 2棟ずつで構成される。

正殿の前後には準構成要素として前殿・後殿が配されて

いる例が多い。しかし、ほとんどの国庁では 9懺紀以降に

は前殿を伴わない。このほか、伯著国庁のように脇殿の前

後に楼閣か高床倉庫とみられる総柱建物を伴う例、多賀城

政庁などのように後殿の左右に建物を配す例もある。

建物配置 国庁は周囲が塀や溝で囲続された一院を形成

している。その北寄り中央に正殿を設け、その前面の前庭

を挟んで左右に脇殿を配置した左右対称の整然とした建物

配置をとる。中には伊勢・近江国庁のように、高度の地割

計画にしたがって建物が配置されている例もある。また、

前殿を伴う国庁では、後述する国庁院のほぼ中心位置に前

殿を配置するという計画性が認められる例が多い。

国庁の建物配置は次の 3類型に大別できる。

長舎型；脇殿が長大な建物でコの字型配置をとる。最も

一般的なタイプである。下野・三河・美濃・伊勢・近江・

伯苦国庁などの例がある。中には、伊勢・近江国庁のよう

に、正殿・後殿・脇殿を軒廊で結んだ構造や規模の点で酷

似している例もある。ただし、本類でも、脇殿と正殿との

位置関係、正殿・後殿の規模等、細部には違いがみられる。

大宰府政庁型（脇殿4棟型）；脇殿を左右 2棟ずつ配置し

たコの字刑配置をとる。大宰府政庁に類似した構造をとる。

肥前国庁・伊賀国庁の例があり、筑後枝光国庁(1) も同様の

配置が推定されている。筑後朝妻国庁は長舎型に含めうる

が、脇殿を 2棟ずつ配置しているのは本類の変化形として

造営されたことによるものかもしれない。

城柵政庁型；正殿と桁行の短い両脇殿が品字型に配置さ

れる。陸奥国庁、出羽国庁（城輪柵遺跡）の例があり、美

作国庁も 7X 4間の片廂付東西棟を南北に向い合わせに配

置した東向きの品字型配置とみられる (2)。

陸奥・出羽国庁のように南門外側左右に建物を配置して

いる点も本類型の特徴として注目されている (31。ただし、

大宰府政庁型と雅定されている筑後枝光国庁にも同様の建

物が見られるので、城柵政庁型以外にも門外の建物を設け

た例があるのか否かの検証が今後の課題となる。
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上記のように国庁の建物配置には 3類型がみられるが、

いずれの類型でも主要な殿舎や囲饒施設はほぱ同じ位置で

建て替えられる例がほとんどで、多賀城政庁例などを除き、

基本的に同じ建物配置が長期にわたって踏襲されている。

したがって、柱穴や礎石据え付け痕跡などがほぼ同じ位置

で重複して検出されることが多く、各時期の遺構を峻別す

る詳細な調査が必要となる。

8世紀前半以来存続してきた国庁は、 10世紀頃に廃絶ま

たは移転し、構追が大きく変化するという傾向がある。

国庁院の向きは、東向きの美作国庁を例外として、他は

すべて南面している。そして、肥前国庁例がやや西偏する

以外は、ほぼ真北方位で造営されている。

国庁院の規模 国庁院の規模は、東西70~90mほどの例

が一般的である。この規模は、方半町程度の規模を有する

郡庁院に対して、上級官庁としての国庁の格式を反映した

ものと考えられる。ただし、筑後朝妻国庁のように一辺

130mを超える例や、東西40mほどで小規模な郡庁の規模

と変わらない伊賀国庁の例まで、ばらつきもみられる。

こうした国庁院の規模の差は、大国・上国は三等官庁、

中国・下国は四等官庁とされていること、『令集解』元日

国司条には中・下国の守にあたる六位長官は「止受郡司賀」

とあること、伊賀国庁は下国の例であることを勘案すると、

国の等級をある程度反映している面があったかもしれない。

しかし、下国とはいえ伊賀国庁が郡庁と同レベルの規模で

あること、一方、中国の日向国庁は上国の国庁に似た規模

を備えている (1) ことなど問題が残る。

主要施設の構造と変遷 国庁の主要建物は国府の中でも

大型の部類に属するものが多い。正殿は身舎桁行 5間でほ

とんどの例が廂付建物である。しかし、廂構造には四面廂

（三河・伊勢国庁）、片廂（陸奥・伯者回庁）、三面廂（伊賀国

庁）など各種があり、構遁は一様ではなく、また変化して

いる例が多い。近江・伊勢国庁では、正殿の方が脇殿より

一段高い基壇を伴っていたと考えられており、伊賀国庁で

も、掘立柱建物段階の正殿・脇殿の柱掘りかたの深さの差

から、正殿が脇殿より高い基壇を伴う建物であったと推定

できる。このように、正殿は中枢殿舎として脇殿より格の

高い構造になっていたとみられる。

脇殿は、長舎型国庁では桁行が10間以上に及ぶような長

舎構造をとる点に特徴がある。脇殿の多くは側柱建物とみ

られているが、建物の構造はその使われ方とも関わるので、

城柵型政庁の脇殿にみられるような間仕切や床束の有無、

馬道の有無などを十分に調壺検討する必要がある。

『令集解』儀制令凶服不人公門条によると国庁の門は公

門とされている。その門形式は、下野II期国庁のようにや

や変則的な五間門とされている例もあるが、八脚門を基本
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〇国術推定位置

●検出された国術

番号は上記国庁
追構例と対応

；`；；； 

①美濃国庁 ②伯者国庁 (ill期） ③下野国庁 (II期） ④近江国庁 ⑤伊勢国庁 ⑥三河国庁 (I期）

⑦大宰府政庁 (II期） ⑧肥前国庁 (IIB期） ⑨筑後枝光国庁 ⑩日向国庁 ⑪伊賀国庁（奈良後半）

⑫美作国庁 (I期） ⑬秋田城政庁（出羽国庁） (II期） ⑭多賀城政庁（陸奥国庁） (I期）

⑮城輪柵政庁（出羽国庁） ⑯筑後朝妻国庁

図 1 国庁の諸例
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形式としていたとみられる。

国庁の主要建物は創建時には掘立柱建物構造をとってお

り、礎石建物に変わる時期は 8戦紀後半ないし 9恨紀代に

下る例が多い。囲続施設も当初は掘立柱塀で後に築地塀に

造り替えられる傾向がある。ただし、伊勢国庁のように掘

立柱建物が存在しない例や、陸奥・筑後国庁のように当初

から築地塀とされている例もある。また、下野国庁の脇殿

のように、 9冊紀後半以降に再び掘立柱建物に変わってい

る例がある点にも留意しておきたい。

こうした礎石建物化に伴って、下野・伯昔国庁のように、

前庭あるいはその一部が舗装整備された例も確認されてい

る。これは前庭空間が拡げられ、儀礼空間としてより重視

されるようになったことを意味し、前殿消滅とも関わる。

旧地表が遺存していない場合には舗装の確認は容易でない

が、柱掘りかた・抜取穴や溝の埋め土などの状況から砂利

敷などの舗装を推測できる場合もありうる。

国庁の主要建物は、当初は非瓦葺であるが、 8世紀巾葉

から後半以降に正殿・脇殿などで瓦葺が採用されている例

が多い。したがって、瓦の分布状況は国庁位置推定の有力

な手がかりとなる。ただし、陸奥国庁のように瓦葺が 8冊

紀前菓に遡る例もあり、瓦虹採用の契機や造瓦体制など瓦

の受給関係については国ごとに実態を分析する必要があろ

う (III-2参照）。また、瓦葺は礎石建物化と一体的に進め

られたわけではない点にも注意を喚起したい。

儀礼・饗宴空間としての国庁 上記のように、国庁には

細部に違いがみられるが、郡庁と比較すると、各国共通し

た建物配置が採用されていたことがわかる。その建物配置

には、大極殿・朝堂院や内裏内郭といった宮城中枢施設、

あるいは大宰府政庁との類似性が認められるので、国庁の

構造はそうした施設を祖型として省略・変形・合成して造

り出されたものと考えることができよう。そこには中央政

府の強い関心• 関与がうかがえ、天平宝字 3(759)年に頒

下された「国分二寺図」（『続日本紀』天平宝字 3年11月甲子

条）と同様、「国庁図」のような形での規格の指示や技術

指導がなされていたことも推定しうる。

上記のような類似した構造が各国の国庁に採用されてい

るのは、固庁がそれぞれの国情に即した行政実務にふさわ

しい施設として造営されたというよりも、宮城中枢施設に

似た儀礼・饗宴空間としての画ー的な利用に対応する施設

として設けられたことを示すものであろう。すなわち、天

皇のミコトモチノッカサとして赴任した国守が、国家権力

の威信を在地の郡司層以下に誇示する儀礼の場、あるいは

「化外民」や「蕃客Jに対する外交・饗宴の場としての国

庁の機能が最も重視されていたことを誰定できる。

この儀礼・饗宴の場としての国庁のありかたは、儀制令
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元日国司条にみえる元日朝賀の儀式にその一端をうかがう

ことができる。すなわち、この儀式では、宮中の元日朝賀

に準ずるような形で、①国守が属僚・郡司らを率いて朝廷

への服属を誓うための拝礼、②天皇のミコトモチとしての

国守に属僚や郡司らが拝礼、③国司と郡司ら地方豪族との

饗宴、と続く。この儀式では正殿は大極殿に相当する施設

として機能したと推定できる。この儀式と結びついた饗宴

は、郡司ら地方豪族の服属儀礼の一環としても位置づけら

れていた。

こうした儀礼の内容を直接復元できる考古資料は少ない

が、国庁やその周辺から出土する食器群には饗宴に伴うも

のが含まれているとみられ、その器種構成などの分析によ

って、饗宴の実態や変化を復原することも可能となろう。

そして、国庁での饗宴と VI-5で述べる国司館での饗宴と

の違いや相互の関係などについても今後検討が深められる

ことを期待したい。

このほかに、回庁は吉祥悔過の法会などの場としても利

用されたことが知られる（『延喜式』巻21玄蕃寮）。

政務の場としての国庁 上記のように国庁は儀式・饗宴

の場としての利用を第一として設けられたが、同時に政務

の場としても機能していた。多賀城政庁や筑後枝光国庁な

どで陶硯類が検出され、下野国庁酉外側の土坑から多数の

木闇が出土していることは、国庁において文書作成を含む

政務が執行されていたことを示している。間仕切された脇

殿、後殿やその周辺の建物などが曹司の正庁的な機能を果

たしていたことも考えられよう。

今後は、政庁と曹司地区とにおける陶硯類のあり方の違

い、国庁から廃棄された木簡のあり方などから、国術曹司

での実務と国庁での政務のあり方との異同などについて分

析を深めていくことも課題となる。

このほかに、国庁の前では笞打ちの刑罰も執行された

（『日本文徳天皇実録』仁寿 3(853)年3月壬子条）。

（山中敏史）

〔注〕 (1) II期国庁とされているものであるが、 I期とされる国

庁は国庁と言えるか疑間も残るので、ここでは所在地を付して

表記し、 m期同庁とされているものは朝妻国庁と呼ぶことにす

る。 (2) 秋田城政庁も脇殿位置が未調壺であるが、本類に含ま

れると推測できる。 (3) 阿部義平「国庁の類型について」『国

立歴史民俗博物館研究報告』 10、1986年。 (4) 日向国庁の場合

は辺境国との政治的関係から上国同等の規模が採用されたとも

考えうる。

〔参考文献〕山中敏史『古代地方官術遣跡の研究』塙書房、

1994年。
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VI-4 曹司

曹司の占地形態 国庁の周辺部に設けられた曹司群の占

地形態は次の 3類型に大別できる。

〔I類〕 諸曹司が国庁の周囲に一イ本的に整然と配置され、

全体を溝や築地塀などで囲饒した明確な国伽域を形成して

いるもの。中枢部に国庁を置き、その周囲を溝や塀で仕切

るなどして各曹司の区画が設けられるという構造で、宮城

内や大宰府の曹司の占地形態に似ており、宮城型とも言い

うる。これまでの検出例では、この国術域は一辺200~300

m程度の方形を呈している。

滋賀県近江国栃跡では、築地塀を巡らした東酉 2町・南

北 3町の国術域が推定されている。この内部に国庁や諸曹

司群が整然と配置され、南辺には門が存在したとされてい

る。鳥取県伯者国術跡では、大溝を巡らした東西273m・

南北227mの方形区画の東南部に51mの東張り出し部のあ

る国術域が確認されている。内部には、国庁をほぽ中央に

して、その周りで方形の曹司区画が検出されている（図 1)。

ただし、 I類の場合でも、国術域内の曹司だけで国術の

諸機能が果たされていたわけではなく、国術域周辺部にも

数か所の曹司ブロックが設けられている。

〔Il類〕 国庁とは一体的に配置されてはいないが、曹司

が計画的な地割に従って集中配置されているもの。

伊勢国庁の北方では建物群が120m四方の方格地割に従

ってそれぞれ院を形成し配置されていたとみられている。

しかし、これら曹司群全体を囲続する施設はなかったらし

い。ただし、この建物群中には国司館が含まれている可能

性もある（図 3)。

〔m類〕 各曹司は溝や塀で囲続された院を形成したり、

囲饒施設を伴わない場合でも建物がひとまとまりの群をな

しているが、各曹司は独立・分散的に設けられており、 I 

類のような国庁・曹司群を囲む明確な囲続施設はなかった

とみられるタイプである。散在型とも言いうる。下野・筑

後・肥前国術跡などの例がある。

国庁周辺の主要街路に沿うような形で設けられている例

もあるが、必ずしも統一された地割計画のもとには配置さ

れておらず、肥前国術のように曹司ブロックごとに建物方

位が異なっている例もある（『官術 I』15頁図 2)。

このm類の場合には、国而の範囲は官術施設がまとまり

をもって分布する範囲という形でしか把握できない場合が

多く、その範囲は I・Il類の国術域の規模をはるかに上回

り、数百mから 1km以上の長さに及ぶ場合もある。

また、このタイプの場合には、国庁や諸曹司が他の施設

の分布域から空間的に分離されたあり方を示しているとは
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かぎらない。すなわち、国庁と曹司、曹司と曹司との間に、

国司館やf畜fらの居所あるいは民家などが介在していた場

合もありうる。筑後国術では、風祭地区の曹司と介の館と

みられる国司館とが並置されている状況が明らかにされて

いる。このように、国庁・曹司と国司館あるいは民間施設

とが混在し、国術の範囲と国府の範囲とが重なり合い、両

者を空間的に分離できない場合も少なくない。したがって、

国庁、国術、国府は、都城にみられる「大極殿・朝堂院」

「宮城」［京」に対応するような三重の枠組み・範囲を示す

とはかぎらない。

このように、国術跡の調壺に着手する場合には、宮城の

ような方形区画のイメージを一元的に思い浮かべるのでな

く、各国面の立地する地形や歴史的環境などに制約された

多様なあり方を示す可能性も念頭に置いた調壺計画を立て

なくてはならない。

城柵型の国街 宮城県多賀城跡や岩手県城輪柵遺跡の場

合には、国庁にあたる政庁を中央部に置き、周辺に曹司が

配置され、その国庁・曹司群全体を柵木や築地塀などで囲

む構造になっている。その規模は、多賀城跡では一辺約

700mから1000m以上の不整形、城輪柵遣跡では一辺約720

m以上の方形で、他の国術域の数倍に及び、国府の範囲に

匹敵する規模となっている。

これらの曹司のあり方は 1類に含まれるともいえる。し

かし、多賀城では内部には兵舎とみられる竪穴建物群など

も設けられている点で、城柵型の国術としての特徴を示し

ている。おそらく蝦夷との緊張関係に対応して、他国では

国術域外に置かれた曹司や曹司以外の諸施設の多くも郭内

に取り込んだ形になっていたのであろう。

曹司の構造 全体像が明らかな曹司の例は少ないが、曹

司は複数の建物群で構成されているのが一般的であったと

みられる。曹司によって方位が異なる国術でも、これらの

各曹司ごとの建物群は、方位を揃え、計画的な建物配置を

とる様相がうかがえる。中には、福岡県筑後国府跡風祭地

区や島根県出雲国府跡国庁北側地区の曹司のように、 40

尺・ 10尺単位の高度な地割計画が復原されている例もある。

また、伯苦国術では曹司地区からも廂付建物が検出されて

いるように、各曹司では中核となる殿舎を設け、複数の建

物でおこなわれていた下部組織の実務をそこで統括する形

をとっていた可能性が高い。

『朝野群載』巻22「国務条々事」には 9税所」「大帳所」

「朝集所」「健児所」「国掌所」「政所」などがみえ、国術行

政は多くの「所」で遂行されていた。下野国府跡出土の 8

世紀前半の木簡にも「藤所」とあり、「某所」の出現は国

術成立期に遡ることが知られる。ただし、上記の「某所J

が、それぞれ独立した曹司にあたるか、またそれぞれ独立
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した官舎を伴っていたか否かについては検討を要する。

曹司の変遷 伯苦国術域内の曹司には、 4期の変遷がみ

られるが、 8匪紀末から 9世紀にかけて、国庁の整備と一

連の改作がおこなわれている。これらの曹司はその位置か

らみて国庁と直接的な関わりを持っていたと考えられ、そ

のため国庁と一体的な改作がおこなわれた可能性がある。

こうした曹司の変遷のありかたも、その曹司の機能を考え

る上で重要な手がかりとなりうる。

上記の伯者国術の例は建物配置が比較的踏襲されている

手がかりとなるが、その分析作業はまだ緒についた段階と

いってよい。

次に、租税の徴収・管理・貢進、国術の運営・維持に関

する諸物資・経費の調達やその出納事務などの実務をあげ

ることができる。

但馬国府跡出土の（表）「式部卿J(裏）「口文」と書か

れた題箋木簡は、式部卿の封戸を管轄していた曹司の存在

を示す資料である。

静岡県藤井原遣跡や御幸町遺跡は調煮堅魚の加工センタ

例であるが、出雲国術の国庁北側地区や筑後国術の風祭地 ー的な役割を担っていた集落跡と推定されている (X-5 

区の曹司のように、建物構成や建物配置が大きく変化し、 参照）。駿河国の調煮堅魚荷札木簡に国術公文様書風がみ

国庁に比べて踏襲性や継続性が希薄な例が一般的である

（図 5)。筑後国術の例のように、造常方位が時期によって

変化している例もある。こうした曹司の変化は実務内容の

変化や機構改革等に対応して施設の改変がおこなわれたこ

とを示すのであろう。

この曹司の変遷は、国によって、また曹司によって多様

であるが、一般的に 8世紀前半期の曹司の施設は少なく、

8恨紀中頃以降に官舎が新設・増築され拡充されるという

傾向が認められる。たとえば伯替国術の例では、 s-1:!1: 紀末

ないし 9憔紀以降に建物数の増加や礎石建物への変化がみ

られる。

このような曹司の変遷は、国栃機構の拡充と実務の独立

分化が 8世紀後半ないし 9世紀以降に進行したことを示す

ものと考えられる。前述した「所」にもこの時期に成立し

たものが多かったと推測される。裏返せば、 8匪紀中頃ま

では、国術を構成する曹司あるいはその下部組織の数が相

対的に少なかったことを示唆している。前掲 I類のような

明確な国術域を伴う例が少ないのは、多くの国術の場合、

当初から国術域が確保され諸曹司が分化し整備されていた

のではなく、 8世紀後半以降の国術行政の整備拡充に伴っ

て、曹司の諸施設が、街路沿いなどの適当な場所を選びな

がら、順次新設・増加されていった過程を物語るものであ

ろう。

曹司における行政実務 曹司でおこなわれた行政実務と

られるように、そうした調庸物の調製や合成、税物の勘検

には国術も関与していたことが知られ、国司の指揮の下に

実務を担当した曹司が存在したとみてよかろう。

近江国術域から南東に400mほど離れた滋賀県惣山遺跡

では、 7 X 4間の礎石立ち瓦葺の大型総柱高床倉庫12棟以

上を直列に配置した官術ブロックが検出されている（図 2)。

正倉とは異なり、その性格は判然としないが、このように

物資出納に関わる曹司も存在した。ただし、このような特

異な倉庫群は近江国だけの特殊例かもしれない。

また、鳥取県不入岡遣跡 (II期）では、並列配置された

長大な建物群が検出されている（図 8)。これらは建物の

格式や構造、出土遣物が寡少なこと、河川に隣接した立地

などからみて、輸京する調庸物などを一時的に集積・保管

した施設であったと推定しうる。この地は伯者国術から

1.5km離れているが、徴税関係曹司にはこのように国術か

ら別僅された施設も存在したとみられる。

工房を伴う曹司 発掘資料によって判明している曹司の

業務内容には鉄製品などの物品製作がある。周防・近江・

美作・筑後・相模国府跡などでは鍛冶工房跡が検出されて

おり、鉄製品製作にあたる曹司が存在していたことを示し

ている。伯者国術跡からは鏡の鋳型、下野国府跡では漆箆

とみられる木製品が出土しており、銅製品鋳造や漆関係の

工房も存在したことが知られる。

こうしたエ房を伴う曹司には、天平 6年度「尾張国正税

してはまず第一に文書・帳簿作成をあげることができよう。 帳」にみえるような年料器仕の生産にあたっていたものも

天平 5(733)年の「出雲国計会帳Jによると、各種の文書 存在した（史料 1)。「買進甲料皮」と記された下野国府跡

が中央政府に申送されていたことがみえる（史料 3)。曹

司にはこうした多数の帳簿や文書の作成を業務としていた

ものがあったと考えられる。兵庫県但馬国府跡からは、

「官稲」「造寺米残J「租未進」「田租」「佐須郷田率」「田公

税帳」などと記された平安前期の題箋軸の木簡が出土して

いる（図 9)。これらは、「税所」「田所」「収納所」「検田

所」などで作成された帳簿類とみられている (1)0 

各部署における文書作成実務の実態解明には硯も有力な
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出土木簡は、甲の材料である皮を国術に貢進させていたこ

とを示すものである（写真 2)。弘仁13(822)年閏 9月20日

の太政官符（『類従三代格』巻 6所収）には「造年料器使長」

や「造年料器使丁」がみえ、これらのエ人を国術工房に集

めて武器製作等に従事させていたとみられる。茨城県鹿の

子C遣跡は、常陸国術の管轄下で年料器使の製作などにあ

たっていた曹司の実態を示す好例である。

この鹿の子C遣跡は、エ房や工人らの宿泊施設とみられ
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る竪穴建物群と、生産量の管理や工人らの監督にあたった

国司あるいは雑任らの執務棟、製品の収納倉庫とみられる

掘立柱建物群とで構成されている。また、「矢作家」「鞘作」

の墨書土器（図10) から、分業生産がおこなわれていたこ

ともうかがえる。物品製作の現業を担当する曹司では、こ

のようにエ人組織や諸施設がある程度分化していた可能性

がある。したがって、工房群が検出された場合には、管理

部門にあたる施設の有無確認や作業内容による組織分化の

実態解明も重要な課題となる。

工房を伴う曹司には国術から離れた場所に置かれたもの

もある。陸奥国1面直営の製鉄工房跡と考えられている宮城

県柏木遺跡は、多賀城の東方約 4km離れた場所に位置して

いる。また、栃木県三嘉窯は下野国術の官営瓦窯とみられ

ている (III~2 参照）。こうしたエ房関係の曹司は、その原

材料などを入手しやすい場所などに別置されることが多か

ったとみてよい。また、下野国府跡出土木簡に「造瓦倉所」

「造厨口」がみえるように、官術施設の造営を担当する臨

時的な曹司が設けられることもあった。

このほかに、製紙や紡織を担当する曹司も存在した（史

料 2)。これらを遣構として識別する指標や方法はまだ得

られていないが、静岡県御殿・ニ之宮遺跡から出土してい

る「綾生」の墨書土器は、遠江国府内またはその近くに紡

る。ここでは製塩や漁業がおこなわれていたことが判明し

ており、塩や海産物を大宰府に貢進していたものと推察さ

れている。

この大宰府の場合と同様、国術で消費する食料の調達に

あたっても、別置された国厨家の下部組織が大きな役割を

果たしていた可能性が高い (X-4参照）。

交易 国内の行政や官術の日常的な維持運営に必要な物

資を調達する手段として交易は重要な位置を占めていた。

国府市や国府津はその交易活動の主要な場であった。

周防国府跡では、古代の海岸線に近い「浜ノ宮」や「船

所」地区で、港湾施設とみられる掘立柱建物群や舟着き場

状の護岸施設が検出されている。岡山県百間川当麻遣跡も

備前国の国府津などの可能性が指摘されている遺跡である。

こうした交易活動の拠点にも物資の調達・輸送などの業務

を担当する曹司が置かれていたとみられる。

非実務的曹司 このほかに、近江国庁東側、伊勢国庁西

側、下野国庁南側などでは、基壇を伴う大型の礎石建物を

配した一院が検出されている（図2・3、129頁図 1)。近江・

伊勢国の例では国庁に準じた規模の院を形成し瓦葺建物を

伴っている。これらの官樹ブロックは、行政実務を分掌し

た通常の曹司とは異なる様相を示しており、饗宴あるいは

儀礼のような特殊な利用を目的とした施設であった可能性

織関係曹司が存在していた可能性を示している。 が高い。とすれば、国庁での儀式とこの官術ブロックでの

国厨家 国術には食事の供給にかかわる曹司も存在した。 饗宴または儀式との施設の分化を意味することになるが、

下野、三河、相模、周防、薩摩国府跡などで出土している その性格究明は今後の課題である。今後、他の国府跡でも

墨書土器の「国厨」は、国術の厨家の備品であることを示

している。この厨家を国厨家と仮称する。国厨家は、郡厨

家と同様、食膳準備や食糧・ 食器の調達・管理を職務とし

ていた曹司であったとみてよい。

国厨家の業務としては、元日朝賀などの公式行事に伴う

饗宴などの食膳準備をまずあげることができよう。また、

『万葉集』 (4250) には越中国の介の館で大帳使大伴家持を

送る「国厨之f巽」が催されたことがみえ、『朝野群載』巻

22「国務条々事」には「新任之吏。著殴之日。以後三箇日

之間。必有—調備供給—。」とあるように、国司館での宴に

も国厨家が動員されることがあった。

この国厨家は下部組織を備えていた。秋田城跡出土の墨

書土器 9厨上」「酒所」、下野国府跡出土の漆紙文書にみえ

る「炊所」は、国厨家に上・下の組織や、いくつかの「所」

があり、それらが業務を分割しておこなっていたことをう

かがわせる資料である。

また、国厨家は、国術域の一郭を構成する施設のほかに、

出先施設も備えていた。大宰府の場合には、主厨司が出先

機関として津厨を置き、厨戸396姻を抱えていた。福岡県

海の中道遣跡はその厨戸の集落と考えられている遣跡であ
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こうした官術ブロックが検出される可能性があろう。

曹司は上記のように各種の職務を分掌している。その実

務内容の違いなどに起因して、各曹司の建物群の構造・規

模や配置は多様であり、国庁のような定型的な建物配置を

見いだすことは困難である。したがって、工房跡など特殊

な遣構や遺物が検出される曹司以外では、限定された発掘

区の検出遺構だけから国術の曹司を識別することは容易で

ない。また、国術行政に伴う諸業務は、国庁周辺の曹司で

遂行されるばかりでなく、国術から離れた場所に別置され

た曹司によっても国術機能は維持されていた。その意味で

は、国庁、国司館、他の国庁周辺の曹司との関係、別置さ

れた曹司との関係、出土遺物の特徴などを総合的に検討し

て初めて、その曹司の性格付けが可能となると言ってよい。

（山中敏史）

〔注〕 (1) 寺崎保広「但馬国府の木簡」『日高町文化財講演会記

録』 1、1989年。

［参考文献〕山中敏史『古代地方官術遣跡の研究』塙書房、

1994年。
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VI-5 国司館

国司館の構造 国司館の遣構は、陸奥・下野・三河・筑

後国府の例などわずかしか知られていない。

下野国府跡の例では、 8世紀後半から 9冊紀代にかけて、

東西約70m・ 南北約100mの敷地を掘立柱塀で囲饒し、東

西に直列する 2棟の片廂建物を中心にして、その前後にニ

面廂建物や無廂建物数棟などを配した一院が検出されてい
噌［力〕

る（図 1―①)。「介口」の墨書土器が出士しており（図

1ー②）、介館と推定されている。主要殿舎は高度な地割

計画に従って配置されている。 9世紀代には廂付建物や南

仁 5(814)年 6月23日太政官符などによると、囚司が旧館

に住まず新館を造ることを禁止している。上記のIヽ^ 野国の

例は、こうした禁令を遵守した例かもしれない。しかし、

他の例では存続期間が短かったり、建物配置が大きく変化

するといった様相がみられる。こうしたことは、新任日司

が1日館の改築や館の新築をおこなっていた実態を反映する

ものであろう。

国司館の機能 国司館は中央派遣官である国司の宿舎で

あったが、『万策集』巻17・18・19には国司館における四

度使送迎の饗宴のことがみえ、『土佐日記』には国司交替

の際に守の館で送別の宴が催された様子が記されている。

筑後国府や山王遣跡の例では、供膳形態の土師器、緑釉陶

門は礎石立ちとなる。 監・灰釉陶器・青磁・白磁などが多数出上しており、そう

福岡県筑後国府跡の風祭・ギャクシ地区では、築地塀で した国司館での饗宴を裏付けている。

区画された東西約80m・ 南北約110mの一院内で 9冊紀代 また、『続日本紀』天平宝字 5(761)年 8月癸丑朔条には、

の長大な掘立柱建物などが検出されている（図 1―⑥)。 美作介が「恣行国政。独自在レ館。以印公文。」とみえ

「介」の墨書士器や緑釉花蝶文香炉（図 1―⑥)などが出 る。また、『朝野群載』巻22「国務条々事」によれば、新

土しており、介館と推定されている。

宮城県山t遺跡千刈田地区では10憔紀前半頃の大型の四

面廂建物を中心とする掘立柱建物群や井戸が検出されてい

る（図 1 —⑤)。施釉陶器・磁器、「厨J 墨書土器、「右大

臣殿／餞馬収文Jと書かれた題簸木簡などから、陸奥国守

の館と推定されている。

また、鳥取県因幡国府跡では、平安末か鎌倉時代に下る

例であるが、中島のある楕円形の池と掘立柱建物が検出さ

れている。池殿を伴う国司館であったとみられる (1)。

上記のように回司館とみられる建物の構造や配置は多様

である。しかし、方一町近くの院を形成し、廂付建物、そ

の前面の広場、副屋・雑舎とみられる複数棟の建物で構成

されるという基本構造を見いだすことができる。有廂建物、

礎石建物、築地塀、あるいは苑池を伴う例があることは国

司館の格式の高さを示している。また、中枢殿舎の前面の

広場は、後述する国司館での儀礼的行為の場として璽要な

構成要素であったとみられる。

ところで、秋田城跡出土の漆紙文書には、「介御館」の

「務所」宛に差し出された手紙がある。これは国司館に務

所という事務を執りおこなう家政機関的な部署が存在して

いたことを示している。下野国の例のように中枢建物 2棟

を東西に並置するのは、そうした国司館内部での組織分化

に対応した姿の一端を反映しているものかもしれないし21。

国司館の変遷 下野国の介館の例では、 8恨紀後半から

10世紀初め頃にかけて 4期の変遷をたどるが、 2棟の中枢

建物や囲饒施設は各期を通じてほぼ同位置・同規模で建て

替えられている。

『続日本紀』天平15(743)年条、『類緊三代格』巻 7の弘
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任国司の着任に際して、新司の館にて印鑑の受領がおこな

われたり、新任国司の着館の日に、見参に訪れた「所々雑

人等」が庭中に列立し「其職其位姓名」を述べたりしたこ

とが記されている。このように、国司館は政務や儀礼的行

為の場としても利用されていた。

山王遺跡の例や下野国）『東北部のブロックでは、国庁の

衰退期である10世紀前半代に人規模な有廂建物が造営され

ている。こうした事例は、国司館が国庁に代わる儀礼や政

務の場として大きな役割を担うようになってきたことをう

かがわせる。

また、国司館には、国術を離れたところに設置され、稲

の出挙や職分田経営など、経済活動の拠点としての役割を

呆たした例もあったと椎定されている

この国司館については、傍証となる出土遣物がみられな

い場合や他の官舎群の検出が進んでいない場合には、曹司

と識別することは容易でない。そのため、まだ遣構として

確定できる例が少ない。したがって、今後は、曹司や貴族

邸宅などとの比較検討も進め、国司館としての特徴を抽出

する作業がまず必要となる。また、四等官のランクによる

国司館の格差の有無、国司館における組織分化と国司館の

構造との関わりの分析など、国司館についてはこれから取

り組むべき調脊研究課題が多い。 （山中敏史）

〔注〕 (1) 下野国府跡からは「池殿」の墨書t器が出：tしている。

(2) この配置は長屋王邸など平城京の貴族邸宅の中枢部と類似

しており、興味深い。 (3) 鬼頭清明「国司の館について」『国

立歴史民俗博物館研究報告』 10、1986年。
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VI-6 国府の景観

旧説への疑問 国府の形状については、 1933年、現畦畔

などに基づいて周防国府の復元プラン（図 2) を示した三

坂圭治らの歴史地理学的研究以来、次のような通説的見解

が示されてきた。すなわち、国府は一般に、周囲を土塁や

濠• 河川などで囲んだ条里の四～九町ほどの方形域を形成

しており、京の条坊制方格地割と同様に、条里一町単位に

朱雀大路などに準じた街路が碁盤日状に施工された人為的

地方都市・文化的都市というものである。そして、この都

城ミニチュア説が前提とされ、現存条里地割や道路あるい

は古地図の地割、地名等から諸国のいわゆる方八町域が線

引きされてきた。

しかし、局防国府跡の発掘調壺では、いわゆる方八町域

の囲饒施設とされてきた土手が、中憔末期の天井川によっ

て形成されたものであったこと、古代の国府関係施設とみ

られる遣構が推定方八町域外に広がっていること、一町方

格地割の街路推定線をまたぐ形で建物が造営されているこ

となどが判明した。また、近江国府でも、前述した惣山遺

跡で、いわゆる方八町の東南辺推定線をまたぐようにして、

8槻紀代創建の高床倉庫列が検出されている (137頁図 2参

照）。

このように各国府の発掘調壺では、旧来の都城ミニチュ

ア説を覆す遣構が検出されている。したがって、方八町説

に代表される従来の国府域の想定は再考をせまられている

といえ、それに固執した調査計画は有効性に欠けると言わ

ざるを得ない。

国府地割の実態 国府の地割についてこれまでの発掘調

在で明らかになっているのは次のような点である。

①中心的な街路の存在。下野国府では国庁前面から 9m

輻の南北道が延び、筑後国府では枝光国庁の南側に西海道

と推定される道が検出されている。これらの道路は、京の

朱雀大路や二条大路などと同様、国府を荘厳し、また儀礼

的行為などをおこなう空間として機能していたとみてよか

ろう。

②計画的な地割の存在。下野国府では道路側溝の肩や塀

が条里 1町ないし半町単位の地割計画線に揃えられている

例があるとされており、周防国府で検出されている溝・道

路・塀などにも条里 l町に近い間隔で設けられている例が

ある。また、伊勢国庁の北方では120m (400尺）四方の方

格地割が推定されている (137頁図 3)。また、多賀城南側

の宮城県山王遺跡・市川橋遺跡では多賀城南門から延びる

大路とこれに斜めに交差する大路とを基準とした菱形の方

格街路が展開している (IX-1参照）。このように、国府に
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は地割の計画性が認められる。ただし、上記のように国府

の地割は多様であるので、国府の地割遺構の検出や地割復

元に際しては、独自の地割単位、令小尺あるいは地方独自

の実長の物差し使用の可能性、非均等地割、地割線と施設

の施工方式などを考慮した柔軟な調査・検討が求められる

と言える。

③主要街路を基準として国司館や曹司などを配置（図 6. 

7)。武蔵国府跡でも掘立柱建物群や竪穴住居群に方位の

統一性が認められる例があり、建物造営に際しての規制が

存在したことを示している。宮城県山王遺跡の調査では、

東西大路沿いに国司クラスの邸宅が並び、そこから離れた

ところに中下級の役人などが居住していたことが判明して

おり、階層によって居住区に規制が及んでいたことも明ら

かにされている (1)。しかし、他方では、筑後・肥前国府の

ように地区によって建物の方位が異なっていたり、同じ地

区でも建物の方位が変化している例も認められ、複合的な

地割が存在したり、地割が変化したりする場合もあったこ

とがうかがえる。

④方格地割の部分的施工。計画的な地割が認められる下

野・周防国府の場合でも、国府全域が均等地割されていた

わけではない。前掲の多賀城南側の変則的方格地割は、多

賀城創建時から存在したものではなく、 8冊紀末以降に

徐々に整えられるという過程をたどっている (206頁図11)。

また、条坊制的方格地割が推定されてきた大宰府でも、 8

世紀代では部分的に道路が認められるだけであり、 10世紀

代になってから方格地割が展開することが明らかにされて

いる (2)。このような事例からみて、国府における道路や溝

などの地割関係の施設は、国府創設当初から一貫した市街

区画として設けられていたとは言いがたい。おそらく、初

期の国府には、国司が国内を支配していくうえで不可欠と

された最小限の都城の要素（国庁・一部の曹司• 国司館・儀

礼的空間としての主要街路など）が導人された程度であり、

それらの諸施設の位置や方位が規制されたり、また曹司や

国司館と国庁とを結ぶ街路が設定された状況であったので

はなかろうか。そして、その後の国術機構の充実などに対

応して、国府域が拡大したり、道路や溝による区画などが

付加・改変され、国によっては方格地割が整備されるとい

う過程をたどったものと推定できよう。したがって、地割

遺構の造営時期や廃絶時期などをおさえながら国府景観を

復元する必要がある。

⑤国府域内における国庁・国術の位置関係の多様性。平

城京においては、京中央北端部の宮城の位置が京域設定と

京内の条坊制地割計画の段階で決定されている。これに対

して、肥前国庁は国府の西寄り、武蔵国庁は南寄りという

ように、国府内における国庁の位置には共通性は見いだせ



]三二
0

＝ロ

〕ニニ□

ロロ

」ロニ
□

ロロロロロロ

-LJlO

ロニ□□

ロロロロロ

ロロロロロロロロ

□

闘
ニ
ロ
已
ニ
ロ
[

三ニロロロロロロロロロ

工
三

□

ロニロニ
00
ニ00

一
牟
礼
村
一

固 1 平城京と旧来の周防国府復元域 図 2 三坂圭治による周防国府の復元

図3 周防国府 7~10世紀建物分布図

国府の景観 147 



ない。このようなあり方は、当初から明確に定められた国

府域内の特定の場所を選んで国庁・国術の位置が決められ

たのではなく、むしろ、まず匡庁や国術が設定され、その

後、その周辺地域に曹司や国司館などの諸施設が増築され

国府が形成されていった過程を拙定させるものである。

国府の境界 しかし、ある範囲が）関辺とは区別される国

府域として意識されていた可能性は高い。下総国府跡や武

蔵国府跡から出土している「右京」「京」の墨書土器は、

国府が京に対応するものと意識されていたことを示唆して

いる。また、万葉歌の研究によると、武蔵野は、夕占．摘

み雌の場であり、武蔵国府の周縁部を指すものとして歌わ

れていたことが明らかにされている

この国府域の具体的な範囲の推定にあたっては、武蔵国

府の酉端を通る東山道などの道、下野国庁の北方 4町や東

方2.5町で検出されているような大溝、あるいは曹司• 国

司館や待丁・兵士などの居所などの分布範囲、また、埋葬

地の規制の及んでいる範囲が手がかりとなりうる。また、

但馬国府や遠江国府推定地で検出されているような人形や

斎串などの祭祀遣物は、四角四境祭や御霊会などと同様の

祭祀に伴うもので、械の侵入を防ぎ国府の安寧を守る防御

ラインと意識された境界線や境界点が存在したことをうか

がわせる。こうした国府の境界が人為的な囲続施設として

把握できる可能性は少ないが、祭祀遺物の分布状況や地

形・地物などは、外と区別されるべき空間と意識されてい

た国府域を見いだす糸口となるであろう。

また、中惟の多賀国府や周防府中では、方八町をはるか

に超える都市領域の存在が指摘されていることを考慮する

と、古代の国府でも国庁や散在する曹司・国司館などを包

含する数キロの範囲にも及ぶような国府域が意識されてい

たケースがあった可能性についても念頭に置きたい。

しかし、いずれにしても、国府は京の縮小版のような特

別の行政的領域にあたるものではなく、また、方八町のよ

うに常に固定された外郭線を伴なっていた可能性も少ない。

長期間存続した国府の場合には、国府として意識された範

囲は時期によって流動的であった可能性もある。したがっ

て、時間軸を考慮し、各時期ごとの国府域やその構造の変

化を復元・ 検証する作業が必要であろう。

国府景観と人的構成 上記のように、国府は、周囲と区

別される地区として意識された範囲を有し、道路や地割計

圃、建物造覚における規制を伴っていた。そして計画的な

建物配置をとる掘立柱建物や礎石建物群で構成される国

庁・曹司・国司館などの存在は、周辺地域とは異なる国府

の景観を作っていた。

この国府構成員としては、国司四等官や史生、権任。擬

任国司、国博士、国医師、学生・医生、国書生、雑掌、郡
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散事、同掌、外散位、国師、術丁などが知られている。

係丁は本来は雑係として短期間労役に服するものであっ

たが、條丁の中には、国府に長期間集住し、国術行政の雑

務といった非生産部門や、国伽必需品や中央への貢進物の

•部の生産などの手工業生産部門に携わる者もいた。武

蔵・相模国府では少なくとも 1000軒ほどの竪穴建物が同時

存在しており、居住人口は数千人に達すると椎計されてい

る(4)。武蔵国府跡出士土器には各地の様相が認められるこ

とから、国内から人々が国府へ徴発されてきたことが拙察

されているように (5)、竪穴建物は官伯施設や街路などの遮

営に駆使された係丁らや兵士らの居住空間、エ房などにあ

たるとみられる。この竪穴建物群の分析は、術丁らの居

住・労働形態や術丁徴発単位などを明らかにする手がかり

となろう。

このほかに、国府には上番した軍団兵士や国司の従者も

居住していた。また、武蔵国府のように郡栃が国価と併置

されていたとみられる例もあり、郡術の構成員である郡司、

郡術に勤務する係丁なども存在していた場合もある。また、

国府には寺院が存在する場合もあり、｛曽侶やその維持経背

にあたる者も活動していた。

このように、国府は虹接的な農業生産からは切り離され

た者が多数集住していた場であり、その意味で地方の政治

的都市としての様相を呈していたと言える。国府の調査は、

こうした政治都市としての実態を明らかにしていくという

役割も担っている。 （山中敏史）

〔注〕 (1)千葉孝弥「多賀城から府中へ」『中世都市研究』 2、

1995年。 (2)金田章裕「大宰府条坊プランについて」『人文地

理』 41-5、1989年。狭川真一「大宰府条坊の復元」『条里制研

究』 6 、 1990年。 (3) 小野—-·之「古代＜武蔵野＞の展開ー国府

の固縁ー」『府中市郷土の森縛物館紀要』 10、1997年。 (4)荒

井健治「武蔵国庁周辺に広がる集落」『国史学』 156、1995年。

明石新「相模国府域の様相」『考古論叢 神奈河』 4、1995年。

(5) 山口辰ー「武蔵国府と奈良時代の土器様相」『東京考古』

3、1985年。

〔参考文献〕国立歴史民俗博物館『共同研究「古代国府の研究」

同立歴史民俗1専物館研究報告』 10、1986年。山中敏史「古代地

方官術逍跡の研究」塙書厨、 1994年。
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VH 郡街

Vl[-1 郡面の諸施設

VJI-2 郡面遺跡調査の手がかり

Vl[-3 郡庁

W-4 正倉の建築構造

VlI-5 正倉の規模と収納量

W-6 正倉の建物配置

VJI-7 正倉火災

V1I-8 館・厨家



w-1 郡面の諸施設

郡庁 地方行政単位である郡を統治する役所を郡術（郡

家）という。その中枢施設が郡庁である。『令集解』儀制

令五行条古記や儀制令凶服不人条、『令義解』儀訓令[XI服

不入条にみえる「郡院」、長元 3・4(1030・1031)年頃の

「上野国交替実録帳」（以下、実録帳と略す）の諸郡瑣に記

された「郡庁」がそれにあたる。

実録帳には「庁屋」「公文屋」などの建物がみえ、『常陸

国風土記』行方郡条には「馳庭Jの記載があるように、郡

庁は複数の殿舎と広場を備えていた。この「磨庭」の存在

は、郡庁が殿舎と前庭とを主な舞台とした政務や儀式の場

として用いられていたことをうかがわせる。郡庁遣構でも、

中心殿舎の前面に空間が設けられていることが判明してお

り (VII-3参照）、大勢の人が列立する儀礼の場、あるいは

饗宴などの場として利用されたことがうかがえる。

前掲の『令集解』儀制令凶服不入公門条によると、郡庁

の門は、「倉庫院」や「厨院」などの門とは異なり、国庁

の門とともに公門と位置づけられている。このことから、

当時、郡庁は一院を形成しており、門を伴うものとみられ

ていたことが知られる。発掘調査でも郡庁院の南門として

八脚門が検出されている例があり (VII-3参照）、国庁に準

じた格式の高さを示している。郡庁院の規模は50m前後の

例が多く (VII-3参照）、郡庁の候補地を比定する場合の参

考となる。

この郡庁には、正倉などより高所に位置し、立地のうえ

でも郡術の核となる場所に占地している例がみられる。た

とえば、広島県下本谷遣跡（備後国三次郡術）では、正倉

は丘陵斜面に配置されているのに対して、郡庁は尾根上の

平担部の高所に位置しており、岡山県宮尾遺跡（美作国久

米郡術）でも郡庁は遺跡内のほぽ中央北端部の高所に遥常

されている。倉庫令で「高燥処」に置けとある倉より郡庁

の方が高い位置に存在する事例は、郡術中枢施設としての

郡庁を景観的にも際立たせ、郡庁が郡内支配の核となる施

設として位置づけられていたことを示唆する。

こうした点は、郡術における諸官術ブロックの配置を探

る上で一つのヒントとなる。

正倉 天平期の諸国正税帳や前掲の実録帳などに記され

た「倉庫院」「正倉」も郡術を特徴づける施設である。

正倉は主に穎穀を収納保管した倉庫である。正税脹によ

ると、正倉は収納物によって穀倉・穎倉・穎屋・義倉・椅

倉などに区別されている。穀倉は主に田租の穀稲（稲籾）

を貯蔵する倉であり、穎倉・穎屋は出挙雑用の穎稲（稲穂

の束）を保管する倉・歴である。義倉は、貧窮民の救済を
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たてまえとして徴収された粟等を収納した倉であり、椅倉

には、米を蒸して乾燥させた保存食料である椅が袋詰めに

して納められていた。

主に田租として収取された穀稲は、多くが不動穀や動用

穀として蓄えられた。前者は、和銅元(708)年の不動倉の

制定以来、もっぱら「遠年之儲、非常之備」として不動倉

に蓄えられた。後者は、賑給などごく限られた用途に支出

されるだけであり、やはり備蓄を基本とし、主に動用倉に

貯積された。天平年間の田租蓄積量は、年間田租収人の10

~30倍の情にのぼっていたとされており (1) 、 10棟以上の穀

倉が存在した郡が少なくない。

穎稲は種籾や食糧用として農民らに出挙され、その利稲

は、中央政府に貢進する物資の一部を調達する費用や、国

司の部内巡行や伝使などの往来に関わる経費、国術や郡術

の維持活動諸経費などの財源とされた。延暦17(798)年 9

月17日官符（『類緊三代格』巻八 不動々用事）で貸付．返

還とも穀の形でおこなうように規定される以前は、出学は

穎稲での貸付．返還が基本であった。

返済された出挙本利稲は、 ＾部が脱穀されて穀倉に収納

されたが、それ以外は、穎稲の状態で穎倉や穎屋に収納さ

れるのが普通であった。この穎倉や穎屋は天平年間で20棟

以上に及ぶ郡もあった。

倉庫令の規定と実態 倉庫令には、 9凡倉。①皆於＿ー＿高燥

処ー置之。②側開ー池渠。③去レ倉五十丈内。不レ得

レ置—館舎＿」（①②③は筆者注）と規定されている。

まず、①の規定は、穎穀の保管のための湿気防止策で、

正倉には台地上や段丘上に位置している例が多い。しかし、

福島県関和久遺跡（陸奥国白河郡術）や兵庫県吉田南遺跡

（播磨国明石郡術）などのように、低丘陵が隣接しているに

も関わらず低地に正倉域を設け、河川交通などによる穎穀

輸送の便を優先したとみられる例もあるので注意を要する。

②の「池渠」は水を溜めた防火用施設を意味していたと

考えられる。東京都御殿前遣跡（武蔵国豊島郡術）では、

正倉域を囲饒する大溝内で枡と木樋の痕跡とされる遺構を

検出しており（『官術 I』V-4参照）、他の正倉院の調在

においても慎重な調壺が望まれる。ただし、これまでの正

倉院囲饒大溝例の多くは空濠とみられ、正倉群を他の官舎

から隔てて類焼を防いだり、正倉域への出入りを規制する

ための施設であったと考えられる。「池Jにあたる遺構は

未発見であるが、郡衛遣跡の近くに存在していた池などは

要注意であり、今後の発見が期待される。

③の規定については、正倉が他の官舎群とは別の一院を

形成している例や地区分けされている例に反映されている。

しかし、正倉と他の官舎とを50丈以上離して設置していた

と推定できる例はほとんどない。
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この正倉院あるいは正倉域の敷地面積は、前掲の御殿前

遺跡のように50000団（東西約200m、南北約250m) に及ぶ

広大なものや、滋賀県岡遺跡（近江国栗太郡術）のような

7000111 (東西約110m、南北約60m)程度のものもあり、郡

によって広狭がみられる。この面積は郷の数や、正倉を郡

術の正倉域に集中的に造営したか、正倉別院を設けて分散

したかによっても異なる。

館・厨家 前掲の史料にみえる「厨院」「館」「厨家」も郡

術の主要な施設である。館は宿泊施設、厨家は食膳準備や

食糧・食器の調達管理などのための施設である。実録帳に

みえる館や厨家の建物名から、それぞれ数棟以上の建物で

構成されていたことがうかがえる。実録帳ではそれぞれ画

ー的な建物構成であったかのように記されているが、発掘

遣構ではそうした画ー的な施設は見いだせず、多様なあり

方をとっていたとみられる。

栃木県那須官術遺跡（下野国那須郡術）• 福島県泉廃寺

（陸奥国行方郡術）や岡遺跡では館院とみられる官術ブロッ

クが検出されている。また、前掲の『令集解』儀制令凶服

不入公門条から厨家も院構成をとっていた例があったこと

がうかがえる。しかし、館・厨家には遺構として明確に把

握できる塀・溝などの囲続区画施設を巡らした院を形成し

ている例は少ない。その占地状況は多様であるが、厨家の

場合はその機能から井戸など水の得やすい場所に占地して

いた場合が多かったと考えられ、地形状況の観察が厨家ブ

ロックを推定する判断材料となりうる場合がある。

その他の施設 『日本書紀』天武14(685)年11月丙午条

にみえる「郡家」への武器収公記事や『続日本後紀』承和

2 (835)年 3月条の甲斐国の「不動倉二宇、器使屋一宇J

の焼失記事などから、郡術には武器を収納した兵庫が存在

した場合もあったことが知られる。また、下野国府跡出土

木簡にみえる「郡雑器所」のような実務的曹司、金属製品

などのエ房や、性格を特定できない官舎群も検出されてお

り、上記以外の実務的施設（曹司）群が存在したことも知

られる。また、係丁らの宿泊施設などが設けられていた可

能性もある。ただし、これらの諸施設には、郡術に集中的

に造営されている集中型と、一部が他所に分置されている

分散型とが存在した。

このほかに、『常陸国風土記』行方郡項に「郡家南門

有ー大槻其北枝 自垂触地還聾空中」とみえ、『続日

本後紀』承和14(847)年 6月21日条には「左相撲司伐葛野

郡郡家前槻樹作大鼓、有祟」と記されているように、郡衝

の門前などには槻の大木が従えていた例も知られる。『続

日本後紀』承和 4(837)年 2月 1日条には「遣唐使祠天神地

祇於当国愛宕郡家門前」とあるように、門前などには祭儀

などの空間があり、槻の木はそうした広場を象徴する聖樹
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であったとみられる。また、郡術の戌亥（西北）隅には内

神と称す神社が祀られることもあった (2)。発掘調査では、

空閑地におけるこうした巨木の痕跡や、神社の遣構・祭祀

遺物などにも留意する必要がある。

官街ブロックの院 上記のように、発掘調査例では、各

官術ブロックがそれぞれ明確な院の構追をとっていたわけ

ではないことが判明している。しかし、官舎群は各部署ご

とに他とは空間的に区別されたまとまりをもっている傾向

がみられる。この点は居住施設・収納施設・厨房施設など

が近接し一体的に造営されていることの多い豪族居宅や集

落とは異なっている。

この各部署が形成する官術ブロックは、同時期の場合、

官揺ブロックごとには諸施設の方位が統一され、基本的に

は方形域が意識されている場合が多い。しかし、那須官術

遣跡の各ブロックのあり方に典型的にみられるように、ブ

ロック間では地形や地割・道路等に制約されて方位を異に

する場合もある。また、一つの官術ブロックでも各辺の囲

続施設が直角に曲がり整った方形を呈するとは限らず、上

記の那須官術遺跡例のように、いびつな形になっているも

のも少なくない。したがって、院の外郭線を明らかにする

ことを目的とした調査では、地形などを勘案しながら溝な

どの延びをトレンチや探査などによって見つけ、その屈曲

点と屈曲方向を確認する方法も有力である。

外郭施設 上記の郡術の諸施設全体あるいはその多くを

囲饒する施設（外郭施設）が確認されている遣跡例として

は、宮城県東山官術遺跡（陸奥国賀美郡術）、仙台市郡山遣

跡（陸奥国名取評稲yC3l)、関和久遣跡などがあげられる。

これらのうち、東山官術遺跡では築地塀、仙台市郡山遺

跡では柵木・溝が確認されており、周囲から遮蔽する施設

をともなっていたことが判明している。今のところ、遮蔽

施設を伴う外郭施設は、対蝦夷の緊張関係などが存在した

城柵分布地域や北関東以北に顕著に認められることを考慮

すると、政治的軍事的な緊張関係の強かった郡において多

用された構造であった可能性もある。これに対して、関和

久遺跡・岡遣跡では溝のみで区圃されていたとされている。

しかし、これからの調査では、大溝内の埋め土状況や大溝

脇における同時期の遺構分布の粗密状態の観察などを踏ま

え、士塁の有無確認を十分おこなうことが必要であろう。

一方、上記のような明瞭な外郭施設が確認されていない

郡術遣跡もある。それには、栃木県那須官術遺跡（下野国

那須郡術）や福岡県下鳥橋遣跡（筑後国第二次御原郡術）の

ように、各官術ブロックごとに囲饒施設を伴い一院を形成

するものと、福島県根岸遺跡（陸奥国磐城郡術）、茨城県神

野向遺跡（常陸国鹿島郡術）、神奈川県長者原遺跡（武蔵国

都筑郡術）、鳥取県上原遺跡群（因幡国気多郡術）などのよ
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うに、正倉院や郡庁の院はみられるが官術ブロック全体を

囲む施設が検出されない例とがある。この後者のうち、根

犀遺跡や長者原遣跡の場合は、丘陵上に位置しており、丘

陵斜面で周囲が区画される形になっている。このように、

自然地形を外郭施設のかわりに利用した場合もある。上原

遺跡群の場合は、東西250m以上、南北500m以上の範囲に

おいて、空閑地を挟みながら複数の官衝ブロックが多核的

に分散するような様相を示している。

このように郡術には必ずしも全域を囲饒する施設が伴う

とはかぎらないので、郡術としての内容がまだ判然として

いない遺跡における範囲確認の際には、そうした囲続施設

の存在を前提として外郭施設の探索から調壺を進めること

は賢明ではない(4)。むしろ、まず官術ブロックの中枢部の

様相をある程度明らかにし、そこから周囲に向かって遺構

群の広がりを追いながら各ブロックの囲饒施設の有無を確

認し、その上で地形的条件などを考慮しながら郡術全体の

外郭施設の有無を調壺検討していく方法が有効であろう。

前掲の『常陸国風土記』行方郡項や『続日本後紀』承和

4 (837)年条、承和 5(838)年11月18日太政官符（『類緊三代

格J巻18) には「郡家南門」や郡家の門がみえ、『衛禁律』

第三の越垣及城条には「郡垣杖七十」とみえる。これらの

史料は郡面全体を囲饒する遮蔽施設やそれに取り付く門に

あたるとも解しうる。しかし、上記のように郡栃全体を取

り囲む垣などの遮蔽施設が無いとみられる例もあるので、

これらは、郡庁院や正倉院などの院に伴う施設を指した可

能性が高いであろう

郡街域の形状と規模 上記のように明瞭な外郭施設が存

在しない郡術の場合には、その郡面域を確定することは極

めて困難である。また、官術施設が分散的に存在している

郡術例では、官術施設と民間施設との区別が容易でない場

合もあり、官術ブロックと官術ブロックの間に集落など民

間施設が介在している可能性もありうる。したがって、諸

曹司が一まとまりに集中配置されだ宮城のような方形の郡

術域を前提とした機械的な調査はできないし、また、どこ

までを郡術域と判断するかという点についても大きな間題

が投げかけられている。

しかし、囲続施設や地形条件、あるいは各官衝ブロック

の広がりなどによって、郡術域をある程度把据しうる例も

ある。その形状には関和久遺跡や栃木県上神主。茂原官術

遺跡（下野国第一次河内郡術）のように方形域がある程度

意識されていた例がある。平坦地の場合にはいびつではあ

っても基本的には方形が志向されていたようである。

それに対して、東山遺跡のように丘陵上に立地する郡術

の場合は、外郭施設が地形にそって屈曲する不整形な形状

を示す例が多い。また、根岸遺跡や長者原遺跡などのよう
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に、外郭施設を伴わず丘陵や段丘地形に制約されて不整形

となっている例も多い。このように、郡術域には正方形ま

たは長方形といった画一性は認められない。また、外郭施

設を伴わない官術ブロック分散型の郡術の場合も、各官術

ブロックはそれぞれの地形的条件や相互の有機的な関係な

どに制約を受けながら立地していたとみられ、方形域を前

提として配置されたわけではない。

郡術域の面積は、関和久遺跡はgoooom、長者原遺跡で

は43000m、岡遺跡ではnooom以上、上原遺跡群では

1sooorrl以上というように、郡によってばらつきがある。

郡術規模にばらつきが見られるのは、地形条件による敷地

面積の制約、郡術諸施設が集中型か分散型かによる違い、

時期による官術ブロック設置場所の移動の有無などの要因

が考えられる。しかし、いずれも40000m以上の面積を有

する傾向があり、郡術域は、かつて想定されていたよりは

るかに広域に及ぶことを確認しておきたい。

郡街周辺の関連施設・出先施設 郡術遣跡の調査では、

明瞭な外郭施設が検出された場合、あるいは官術ブロック

の分布域が把握できた場合、それで一応一段落となる。し

かし、郡術の日常的な機能維持等においては、径丁らの活

動が欠かせず、彼らの中には郡術近辺に宿泊滞在していた

者もありうる。また、近辺には郡司の居宅や正倉・曹司の

一部が分置されていたり、郡術の活動に関連する民間施設

が設けられているケースもありうる (X-5参照）。また、

郡術には出先施設も存在した (X-4参照）。

こうした郡術関連施設についても注意を払うことによっ

て、郡術の在地社会の中における活動の実態をより具体的

に明らかにしていくことができよう。 （山中敏史）

〔注〕 (1)寺内浩「田租の運用法について」『日本政治社会史研

究』上、塙書房、 1984年。 (2)平川南「古代の内神について一

胆沢城跡出土木簡から発して一」『国立歴史民俗博物館研究報

告』 45、1992年。 (3)大宝令制定以前の評の支配拠点官樹を指

す場合には評術と呼ぶことにする。 (4) ただし、縁辺部と思わ

れる地区に開発の手が迫ってくるおそれのある場合には、問題

が生じる以前に遺跡の保存域と開発との調整を早く進める目的

をもって、そうした外郭線の検出を絡めた調査から着手するこ

とも必要であろう。 (5)阿部義平『考古学ライブラリー50 官

術』ニュー・サイエンス社、 1989年、参照。

［参考文献〕山中敏史『古代地方官術遺跡の研究』塙書房、

1994年。
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VlI-2 郡面遺跡調査の手がかり 江戸時代に好字が当てられた可能性が考えられている (2) も

のなどもあり、また、後世の改変や本来の場所から移動し

て別の場所に付けられている地名などもある。また、瓦が

地名・伝承 国分寺跡は、その伽藍の跡や法灯を継ぐ現 出土することから寺院跡と伝えられているところもある。

在の国分寺の所在、出土瓦、国分寺の地名などによって、 したがって、地名や伝承の情報を無批判に鵜呑みにして郡

その所在地の多くが明らかにされている。これに対して、 術比定材料にすることぱ慎まなくてはならない。

各郡の郡而の所在地を直接的に示す資料はほとんど無い。 考古学的な手がかり 考古学的資料としては遣物の分布

そのため、郡術遺跡には開発行為に伴っていわば偶然に発

見されたものが多い。

しかし、郡術の所在地を知る手がかりが全くないわけで

はない。その手がかりの一つとして注目されているのが

「こおり（こほり）」地名である。律令国家の地方行政単位

である郡は古くは「こおり」と呼ばれ、その役所である郡

術は「郡家」（こおりのみやけ）と称された。「こおり」地

名はこの郡・郡家の古称に由来しており、かつて「こおり

のみやけ」の所在地であったために、この地名が遺存した

場合が多い。

それは最初に郡術として確認された茨城県古郡遺跡（常

陸国新治郡術）の「ふるごおり」の地名に代表される。こ

の「こほり」地名には、ほかに「郡（こおり）」、「郡山（こ

おりやま）」などがあり、郡術遣跡名にもいくつかみられ

るとおりである。

次に、郡術や正倉別院の遣跡の比定にあたって有力な手

がかりの一つとされているのが「長者屋敷J「長者原」な

どの地名や長者伝説の存在である。郡術や別院には税の田

租や出挙稲を収納した正倉が多数おかれていた。かつてそ

うした多数の稲倉が建ち並んでいたことが長者がいたとい

う伝承となり、長者地名が遺った一因であったとみられる。

また、この正倉はしばしば火災（放火）に遭ったことが知

られている (VII-7参照）。そのため、焼けた稲が採集され

ることが多い。そうした炭化米の存在が長者伝説と結びつ

いたこともあったとみて良い。事実、長者地名や長者伝承

がある。とくに前述した炭化米の出土地は有力な手がかり

となる。また、瓦類の出土地も寺院や瓦窯以外では官術施

設にあたる可能性が大であり、重要な情報である。

遣構面では、礎石や土埴• 土塁の残存などがてがかりと

なる。また、クロップマークやソイルマークも貴重な情報

となることもある。前掲の古郡遺跡の調査でもすでに土の

乾燥状態の違いなどのソイルマーク情報が注目され、正倉

の掘込地業遺構検出の手がかりの一つとされている。

上記のような情報も、前述したように、古老などからの

聞き取りによって得られることが少なくない。

歴史地理的環境 郡術は租税の集散の場であり、公的な

使臣の宿泊供給の場でもあったから、その所在地は交通の

要衝に位置することが多かったとみてよい。そうした点で、

古く遡る古道や河川交通の考えられる場所、その水陸交通

の結節点などは郡術比定を求める場合の有力な候補地とな

ろう。ただし、郡術は駅路が通過する郡でも駅路沿いにあ

ったとは限らない点にも注意しておく必要がある。

また、倉庫は高燥の地に設けるべきことが倉庫令にみえ

るように、正倉院の場所として丘陵や台地上が選ばれてい

ることが多いので、そうした小高い平坦地の得られるよう

な場所も候補地となる。ただし、発掘調在例ではその地区

では他所より相対的に低平な場所に設けられている福島県

関和久遣跡（陸奥国白河郡術）の正倉院のような例もあり、

柔軟な考え方もまた求められる。

また、郡術遣跡の近隣には 7但紀後半ないし 8憔紀初め

の遣るところでは炭化米が出土していることが少なくない。 頃に創建された寺院跡や終末期の古墳が存在していること

また、郡術遣跡名にもこの長者地名がみられる。 が多い（図 1・表 1)。こうした寺院跡や古墳所在地の周

また、「八並（やつなみ）」「八ツ並」の地名も注目され、 辺地域も郡術遺跡を比定する上で注Hされる場所となる。

正倉が建ち並んでいた様子にちなむ地名と考えられている叫

また、「郡家（こうげ）」「郡家（ぐんげ）」地名が遣るとこ

ろもある。

上記のような地名や伝承が遺存している場所は郡術所在

地の有力な比定地となる。このような地名は字名などとし

て残されていることもあるが、そうした地名ではなく田畑

一筆ごとなどに地元で通称されている地名もあるので、耕

作者や古老などからの聞き取り調査も重要な作業となる。

しかし、地名には、たとえば「郡家（こうげ）」地名の

ように、「水の乏しい草生地」に由来する「高下」地名に
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いずれにしても上記のような手がかりが複数見いだされ

るほど郡術所在地の比定はより蓋然性が高まる。

（山中敏史）

〔注〕 (1) 木下良「律令制下における宗像郡と交通」『宗像市史

通史編第二巻 古代・中懺・近世』宗像市、 1999年。

(2) 中林保「古代因幡の交通路について」「伯葉』 1971年。



図 1 茨城県古郡遺跡 （常陸国新治郡街）とその周辺

表 1 郡面と周辺寺院

国名 郡名 郡栃遺跡名 寺 院跡名 国名 郡名 郡街遺跡名 寺院跡名 国名 郡名 郡術遺跡名 寺院跡名

陸奥 賀美 東 山 名切谷廃寺 下総 埴生 大 畑 I 龍角 寺 跡 河内 安宿 円 明 円明廃寺

玉造 名生館官術 伏見廃 寺 武蔵 榛沢 中 宿 岡 廃 寺 摂津 嶋上 郡家 川 西 芥 川 廃寺

名取 （仙台）郡 山 郡山廃寺 豊島 御 殿
則．． 

゜
丹波 何鹿 青 野 南 綾中廃寺

伊具 （角田）郡 山

゜
都筑 長 者 原

゜
因幡 八上 万 代 寺 土師百井廃寺

安達 郡 山 ムロ 郡 山台廃寺 幡羅 幡 羅 西別府廃 寺 寺内廃 寺

白河 久 借宿廃寺 橘樹 影 向 寺跡
気多 上 原遺跡群

関 和 千年伊勢山台北 上原南遺跡

標葉 郡 山 五番

゜
相模 鎌倉 今小路西 千 葉地遺跡 伯者 八橋 大 高 野 斉尾廃寺

行方 泉（泉廃寺） 植松廃 寺 足下 下 苗自 我 千代廃寺 坂中廃 寺

磐城 根 岸 夏井廃寺 高座 下寺尾西方 A 下寺尾廃寺
会見 長者屋敷

大 寺 廃 寺

常陸 新治 古 郡 新治廃寺 甲斐 山梨 国 府 寺 本廃寺 美作 英田 吉向 本 江見廃寺

筑波 平沢官術 中台廃寺 信濃 伊那 恒 JII 

゜
勝田 勝間田・平

゜久慈 長者屋敷

゜
駿河 益頭 郡

゜
久米 宮 尾 久米廃寺

那珂 ムロ 渡 里 台渡 里 廃寺 志太 御子ヶ谷

゜
備中 英賀 小 殿 英賀廃寺

河内 金田西・西坪B 九重東岡廃寺 遠江 敷智 城 山 ・伊場

゜
伊予 久米 久米官術 来住廃 寺

下野 那須 那須官術 浄法 寺 廃寺 三河 渥美 市 道

゜
筑後 御原 小 郡官術 井 上廃 寺

芳賀 ,ill. 呈 法 田 大内廃寺 美濃 武義 弥勒寺東 弥勒 寺 跡 豆曲→ 月lj 上毛 大ノ瀬官術 垂水廃 寺

上野 新田 天良七堂 寺 井廃寺 近江 栗太 岡

゜
下毛 長者屋敷 相原廃 寺

上総 海上 西 野 今富廃 寺 久 世 廃寺 肥後 玉名 jL ． 願 寺 塔の尾廃 寺
山城 久世 正 道

武射 嶋 戸 東 真行寺廃寺 正道廃寺 託麻 神 水 水前寺廃 寺

注；〇は瓦 ・墨書士器などにより仏教施設の存在が推定可能なもの。
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珊— 3 郡庁

一般的特徴 郡庁に一般的にみられる共通点として次の

ような点をあげることができる。

①官舎群の中で大別の部類に属す建物数棟で構成される。

②中核的殿舎である正殿とその左右ないし前面左右に配

した脇殿とを主たる構成要素とする Ill。ただし、脇殿等は

省略されることもある。

③正門（後述）または主たる入口からみると、正殿は基

本的に正面の奥まった位置に存在する。

④正殿または前殿の前面に前庭 (1噸庭J) を設ける。

⑤他の官舎群とは区別される方形を基本とした郡庁域を

形成している。ただし、必ずしも周囲を塀や溝で囲続した

明瞭な一院を形成しているとは限らず、長舎(2)等の外壁が

遮蔽施設を兼ねているような例もある。

⑥郡庁域の規模は方54mほどが平均的規模であり (3)、あ

る程度の規制があったとみられる。この規模は国庁の．＾般

的な規模より一回り小さく、国佃と郡樹との官術の等級序

列を反映するものであろう。

⑦交通路や地形による制約を受けた場合を除くと南面す

るのを基本としている。

⑧ほとんどが非瓦葺の掘立柱建物で構成されている。

上記のような郡庁の特徴は、官術政庁としての特徴を示

すものであり、①～⑤は国庁などと類似した使われ方がな

されていた郡庁の一面を反映しており、国庁における政

務・儀式・饗宴と同様の行為が、その形を変えながらも郡

庁でも実施されていたことを物語るものであろう。

郡庁の類型 しかし、郡庁は、建物配置に焦点をあてて

分類すると、次のような類型に分けることができる

〔I類ーロの字堕〕 殿舎が左右対称を意識した整然とし

た方形に配置されたもの。正門の両脇にも回廊か殿舎が配

置されるのが特徴である。この I類は四辺に配された建物

構造によって次の 3類に細分できる。

IA類（長舎連結應）；長舎を口の字形状に近接して並べ

るか、各辺の長舎を塀で結んで方形の一院を形成するもの。

福島県泉廃寺（陸奥国行方郡術） I・II期、滋賀県岡遺跡

（近江国栗太郡栃） III -1期などの例がある。「上野国交替実

録帳J新田郡項に「東口屋壱宇 西長屋壱宇 南長屋壱宇

ロロロ壱宇 公文屋壱宇 厨壱宇」とある郡庁も本類に

あたると推定できよう。これまでの例では、郡庁院の内部

に正殿が独立して設けられている。

I B類（短舎連結型）；短舎を口の字形状に近接して並べ

るか、各辺の短舎を塀で結んで方形の一院を形成するもの。

IA類の変化型とみなすことも可能である。烏取県戸島遣
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跡（因幡国気多評術支所か）の例があるが、郡庁の確例は

まだ知られていない。

I C類（回廊型）；匝廊がガ形に巡って一院をなすもの。

宮城県名生館官術遣跡（陸奥匡玉追郡栃）小館地区、茨城

県神野向遺跡（常陸国鹿島郡術） II・III期などの例がある。

これまでの発掘例では、郡庁院の内部に正殿が独立して設

けられている。名生館官衝遺跡の例は、短舎の脇殿も伴っ

ており、 IC類と 1II類とを合体したような構造である。

〔II類ーコの字型） 数棟の殿舎が口の字形状に並べられ、

左右対称の方形の一画を形成しているもの。脇殿などを塀

で結んだり、正殿・両脇殿の外回りに塀を巡らして一院を

形成するものもある。

II A類（正殿隔絶型）：正殿が廂付建物などの構造をとり、

脇殿などとは連ならず独立しているもの。神野向遣跡 I期、

栃木県上神主・茂原官而遣跡（下野囚第一次河内郡衝） II 

期、岡遣跡III-2期、鳥取県万代寺遺跡（因幡国八上郡術）

II期、広島県下本谷遣跡（備後国三次郡術） II期などの例

がある。

II B類（正殿非隔絶型）；正殿が脇殿と同様の長舎構造を

とり、方形域の一辺を構成しているもの［岡山県宮尾遣

跡（美作国久米郡術） I・II期の例があり、万代寺遣跡 I

期の例も本類に含まれる可能性がある。

〔III類ー品字型〕 正殿。脇殿が左右対称形の品字形に配

置されているもの。脇殿が長舎ないし長舎に準じた構造を

とらず、正殿前方左右に位置する。宮城県東山官術遣跡

（陸奥国賀美郡栃）、岐阜県弥勒寺東遺跡（美濃国武義郡術）

の例(6)がある。

[N類ーロの字省略変形刑） 1類の口の字型建物配置か

ら片方の脇殿を省略。変形したような左右非対称の建物配

置をとるもの。神奈川県今小路西遣跡（相模国鎌倉郡栃）

II期の例がある

[V類ーコの字省略変形型〕 II類のコの字型配置から片

方の脇殿を省略ないし変形したような左右非対称の配置形

態をとるもの。名生館官術遣跡城内地区上神主・茂原官術

遺跡 I期、福岡県大ノ瀬官術遺跡（豊前国上毛郡術）の例

がある。

〔VI類ー品字省略変形型〕 III類の品字型配置から片方の

脇殿を省略・変形したような左右非対称の建物配置を伴う

もの。東山官術遣跡 II期の例がある。茨城県古郡遣跡（常

陸国新治郡衝）中央部の建物群は東の脇殿を欠き正殿の東

や北に殿舎を付加したような配置で、郡庁であるとすれば

本類に含まれる。正道遺跡11I期も山背国久軌郡術であると

すれば、やはり 1II類の変形例となる。

〔VII類ー両脇殿省略型〕 明瞭な脇殿を伴わないもの。泉

廃寺w期や鳥取県上原遺跡群（囚幡国気多郡術） I区B群
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⑯神野向遺跡（常陸国鹿島郡術） I期

⑰岡遺跡（近江国栗太郡栃）皿ー 2期

⑱下本谷遺跡（備後国三次郡術） II期

⑲有田遺跡（筑後国早良郡術）

⑳根岸遺跡（陸奥国磐城郡術） II期

⑳山宮阿弥陀森遺跡（因幡国気多郡術）

⑫久米官術遺跡（伊予国久米郡衝） I期

⑬長者原遺跡（武蔵国都筑郡術） b期

⑳御殿前遺跡（武蔵国豊島郡術） W期

⑮吟小路西遺跡（相模国鎌倉郡術） I期

⑳下本谷遺跡（備後国戸次郡術） W期

⑰宮尾遺跡（美作国久米郡栃） I期

⑱万代寺遺跡（因幡国八上郡術） I期

⑳古志本郷遺跡（出雲国神門郡術） I期

⑳久米官術遺跡（伊予国久米郡術） II期

⑳東山官衛遺跡（陸奥国賀美郡術）皿期

⑫東山官術遺跡（陸奥国賀美郡術） W期

⑬根岸遺跡（陸奥国磐城郡術） II1期

⑭弥勒寺東遺跡（美濃国武義郡術）

⑮名生館官術遺跡（陸奥国玉造郡術）城内地区

⑯泉廃寺（陸奥国行方郡術）皿期

⑰上神主・茂原官術遣跡（下野国河内郡術） I期

⑱大ノ瀬官術遺跡（豊前国上毛郡術）

⑲今小路西遺跡（相模国鎌倉郡術） II期

⑩東山官術遺跡（陸奥国賀美郡術） V期

⑪三十ご間堂遺跡（陸奥国亘理郡術）

⑫泉廃寺（陸奥国行方郡価） W期

⑬東山官術遺跡（陸奥国賀美郡術） II期

⑭古郡遺跡（常陸国新治郡術）

⑮長者原遺跡（武蔵国都筑郡術） a期

図 3 郡庁の諸類型 3
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の例がある。これには、泉廃寺w期や東山官術遺跡V期の

ように正殿以外には顕著な建物を伴わないものと、後殿や

その左右の脇殿を設けるものとがある。

[ VIII類ーその他J 上記の 7類に含まれないもの。岡遺跡

II期では長舎 2棟がL字形に並ぶ配置をとると考えられて

いる。これは造営過程における仮説的な段階を示すとも考

えられるが、郡庁初期段階には明確な正殿を欠く構追も一

タイプとして存在したかもしれない。

このように、郡庁の構造には多様な類型があり、他の官

術施設などとの相互関係が明らかにならないと、その官樹

ブロックを郡庁と確定できない場合も少なくない。とくに

VI~VIII類は、周囲を囲饒する施設の確認や周辺地区の調査

が進んでいない段階では、この建物ブロックだけから郡庁

と判断することは容易でない。

郡庁の門 前述したように郡庁の門は国庁の門とともに

公門とされている (Vll-1参照）。この門の格付けから、郡

庁は行政実務を専らとする施設であったのではなく、儀礼

的行為を執りおこなう場としても位置づけられていたこと

を推察できる。この郡庁の門には、福島県泉廃寺（陸奥国

行方郡術） m期や岡遺跡など八脚門形式の例がみられ、公

門とされている郡庁門の格式の高さを反映している。

しかし、名生館官術遺跡小館地区や大ノ瀬官術遺跡の例

は四脚門であり、東山官栃遣跡の例は棟門の可能性があり、

泉廃寺 I・II期の例は長屋門とみられる。また、上神主・

茂原官術遺跡例のように門とみられる明瞭な遺構が検出さ

れていない例も少なくない。

このように郡庁の門の形式には郡庁の殿舎構造や配置と

同様に多様性がみられ、公門と位置づけられていても必ず

しも統一された形式や規格に従って造営されたわけではな

く、各郡やその時々の諸状況に応じた構造が採用されるこ

とが多かったことを示している。

郡庁の変遷と機能 郡庁の場合は、名生館官術遣跡・泉

廃寺。東京都御殿前遺跡（武蔵国賎島郡術）のように、建

て替えごとに構造が大きく変化したり、郡庁の設置場所が

移動したりしている例があり、国庁にみられるような踏襲

性・連続性は相対的に希薄である。また、郡術の所在地自

体が移転している例もある。こうした郡庁の非連続性は、

地域の実情に即した実質的な人民支配を遂行する実務の中

枢施設として位置づけられていたこと、また、郡庁で実施

される儀式・饗宴の多くの部分が各郡ごとの独自の方式に

委ねられていたこと、そして、それらが在地の諸条件など

によって影響を受け変容し易かったという側面を反映する

ものであろう。

一方、弥勒寺東遺跡のように基本的に同じ構造が長期間

踏襲されている郡庁も例外的にみられる。今後は、こうし
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た郡庁の踏襲性が強い郡と変化の大きな郡とを比較対照す

ることによって、郡庁の機能や郡司の動向を含めた在地社

会の動向を浮彫りにできるかもしれない。

ところで、上記の郡庁類型とその出現時期との関係を整

理すると、 7世紀後半代の郡庁創設期から IB・IC・IIA

・IIB・V類がみられ、 8冊紀後半以降に IA類が出現し

ており、弥勒寺東遣跡では 11I類が踏襲されているように、

各類型を時期差と捉えることはできない。

しかし、郡庁を全体として眺めた場合には、 IA・IB 

・II・V類など長舎やそれに準じる構造の建物を多用した

ロの字・コの字型配置やそれらの省略変化型の郡庁は古い

段階に多く認められ、 IC・III・Vll類はやや後出して普及

するという変遷の傾向があった可能性はある。

前者の長舎を伴う構造は、宮中枢施設の構造や長舎主体

で構成されている藤原宮の曹司などと類似しており、後者

の品字型配置は平城宮兵部省や宮内省などの曹司配置との

類似性が認められる。郡庁の構造はそうした宮城施設の構

造の影響も受けて創出されたスタイルであった可能性があ

る。また、 VII類の郡庁は、脇殿などでおこなわれていた実

務の一定部分が、分化独立した曹司など郡庁の外部でおこ

なわれるようになったことや、大型の正殿と前庭をより重

視した儀式構造への変化を反映するものかもしれない。

今後の調在では、個々の殿舎の構造や規模、郡庁内の出

土士器の器種構成などを踏まえ、郡庁の使われ方について

も検討を加え、その構造の違いや変化の意味についても解

明していく作業が必要である。 （山中敏史）

〔注〕 (1)神野向遣跡の郡庁では長大な脇殿を配した構遣から回

廊への変化がみられるので、回廊構造は長大な脇殿や後殿等の

変化型とみておきたい。 (2) 以下、桁行 7間以上の細長い平面

形の建物を長舎、これより桁行の短い建物を短舎と仮称する。

(3)方300尺ほどの特異な規模を示す鳥取県万代寺遺跡（因幡

国八上郡術） II期郡庁を除くと、東西54m・ 南北55mの平均値

となる。 (4) 本稿では筆者のかつての類型区分を一部修正した。

(5) これらの例では、独立した正殿が、礎石立ちなどであった

ために失われ、検出されなかった可能性も皆無ではない。とす

ればこれらも IIA類に含まれることになる。ただし、 7世紀中

葉以前とされる愛媛県久米官術遣跡政庁 I・II期は本類の一種

に含まれるかもしれない。 (6) 弥勒寺東遣跡例は脇殿が桁行 6

間と短いが、北側にも脇殿が並ぶ時期があることを考慮すると、

コの字型IIA類の一種に含めるべきかもしれない。 (7)今小路

西遺跡 I期も同じ場所で建て替えられた II期との連続性を考え

ると本類に含めることが可能であるが、独立した正殿が存在し

ない点が他と異なる。

〔参考文献〕山中敏史『占代地方官術遺跡の研究』塙書房、

1994年。



郡衛遺跡名 国名 郡名 AD. 700 800 900 1000 備 考

東 山 陸奥 賀美 -不--明 1
VI 皿 I 皿 VII 

名 生館
V (城内）I 不明

-.......... 

玉造 喜疇一

IC (小館） -..... -
Vllヵ

三十三間堂 亘理 ．．．． ..... -.. 
泉（泉廃寺） ．旱 I A I 

行方
V I VII .. .. -.. 

根 岸 --罰磐城
1 IIB I III 

古

..... --................. - - .. ■ 塁

郡 常陸 新治 .. -......... - VI 
...... --... 細....... 

神野向 鹿島
IIA 1 IC IC 

上神主・茂原 下野 河内
V I IIA I 移転ヵ . --

嶋戸東 上総 武射 -- IA• VIIヵ

御殿前
I ヵ1不明 l 

闇鵬 ■ ―.. -鵬 各類型の時期は不明

武蔵 豊島
珊ヵ IIBヵ 1 IC 

長者原 都筑
VIII I IIB 不明 --

今小路西 相模 鎌倉 --IIB I N 移転ヵ --
下寺尾西方A

II二
高座

弥勒寺東 美濃 武義
ill ill 

-_-_-_―--- -.. .. ... -

岡 近江
VIII I I A I I A I 

栗太
不明

万代寺 因幡 八上
IIBヵ l IIA 

IIBヵ-(-Illa[)1 
--

上原遺跡群 気多
不明 VII (I区）

.. -----.. -.. .. — 

古志本郷 伯者 神門

__ ... IIB I 不明

宮 尾 美作 久米
II B1 IIB 1 不明 ..、..........

下本谷 備後 三次 -_-_ - IIA•IIA-+IIB 

久米官術
IIB I IIB 不明

- - ... 鴫 各類型の時期は不明

伊予 久米 .. ---
有 田 研訊→ 月l j 早良

IIB 
-- -.. -履..-園糧....-

小 郡 筑後
II 1 VIヵ

御原 ——―ー・・
___ .., ...... 

大ノ瀬官術 豊前 上毛
V --

注；破線は、存在が不確定な期間。波線は郡街とは異質な性格と考えられる期間。郡庁類型が判明するものを掲載。

図 4 郡庁類型の変遷

表 1 郡庁の規模

郡術遺跡名 国名 郡名 東西長 (m) 南北長 (m) 郡術遣跡名 国名 郡名 東西長 (m) 南北長 (m)

東山官術 I-V期 陸奥 賀美 57 52 下寺尾西方 A前期 高座 66 40以上

名生館官術（城内地仄） 玉遮 53 61 下寺尾西方 A後期 62 40以上

名生館官術（小館地区） (55) 58 弥 勒 寺 東 美濃 武義 47-50 60~64 

三十三間堂 日理 50 60 岡 III -1・2期 近江 栗太 52 50 

泉廃寺 I 期 行方 43 50 （花 園 鷹 司） 山城 給野 (40) (50) 

泉廃寺 II a 期 44 51 （正 道 II 期） 因幡 久恨 42以上 (30) 

泉廃寺 II b期 44 52 （正 道 III 期） (40) (50) 

泉廃寺 1II 期 55 68 万代寺 I 期 八上 35以上 51 

根 岸 II 期 磐城 (66) 25以上 万代寺 II 期 92 91 

根 岸 III 期 (63) (43~50) 以上 山宮阿弥陀森 出雲 1=双タ夕 (50) 26以上

神野向 I 期 常陸 鹿島 53 52 （ 戸 島 ） 美作 45 56/33 

神野向 II・ill期 53 51 古志本郷 I 期 備後 神門 (48) 42以上

上神主・茂原官術 下野 河内 70 45 宮尾 I・II 期 伊予 久米 45 40以上

嶋戸東前期 上総 武射 (53) (40) 下本谷 II・III期 三次 53 43以上

御殿前 I b期 武蔵 豊島 25以上 34以上 久米官術 I 期 訊,..,..~則、 久米 (35) 33 

御殿前 W 期 38以上 64 久米官術 lI期 筑後 (45) 45 

御殿前 V 期 33以上 68 有 田 早良 (40) 31 

長者原 b 期 都筑 (50) (58) 小郡官術 II 期 御原 (56) 63 

今小路西 I 期 相模 鎌倉 50 50 小郡官術 II1期 32以上 40以上

今小路西 II 期 46 48 大ノ瀬官栃 豊前 上毛 53 59 

注：数字は四捨五入してm単位にした。（ ）内の遺跡は参考例。（ ）内の数字は推定値または概数。不整方形の場合は平均値の概数。戸島

遺跡の南北長 33mは南郭部分の長さ。山宮阿弥陀森遺跡は上原遺跡群の一部。
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W-4 正倉の建築構造

倉と屋 正倉の建物には倉と屋とがあり、文献史料や正

倉院の調査例から、倉は総柱建物構造の高床倉庫、屋はほ

とんどが側柱建物構造で無廂の土間ないし平地床の倉庫で

あったことが知られる。総柱高床倉庫には、側柱の柱穴が

内部より一回り大きい側通柱構造とみられるものと、内外

ともに均一の規模の掘りかたを伴う総束柱構造とみられる

ものとがある（『官術 I』VI-3参照）。

天平期の諸国正税帳にみえる正倉の内訳では、倉が約

94%、屋が約 6%の割合であり、穎穀の湿気防止に適した

高床倉庫が多用されている。とくに穀稲（稲籾）倉庫では、

倉が約98%を占め、屋（穀屋・穀借屋）は約 2%で動用穀

収納施設のごく一部に採用されているにすぎない。この傾

向は10世紀初めの「越中国官倉納穀交替記」においても変

わらず、永年貯積を目的とする穀稲収納施設の特徴をよく

示している。このように、総柱高床構造の正倉遺構のあり

方は、不動穀制の変遷を考古学的に検証できる有力な指標

となる。

穎稲収納施設の場合も、天平期の正税帳では倉が約88%

を占めており、やはり高床倉庫が主体となっていた。しか

し、屋総数の約86%は穎屋や穎借屋であり、屋は主に穎稲

壁の据付痕跡が含まれている可能性もあろう。

穀倉と穎倉 正倉の高床倉庫に総柱構造が採用されてい

るのは、稲の葡重を支えるために束柱が欠かせなかったか

らである。とくに穀倉の場合は、穎稲の約 2倍強の比重を

有する穀稲が収納されるため、穎倉より大きな加重がかか

る。そして、穀稲はバラ積みで貯積される。そのため、穀

倉には荷重に耐える堅固な構造や計量に適した平滑な内平

面をもち隙間がない壁・床構造、塞等の設備が欠かせず、

その造営には穎倉より高度な建築技術が必要とされた。し

たがって、穀稲収納用として造営された倉に穎稲を収納す

ることはできたが、穎稲用として造営された倉には、強度

や床・壁の緻密度などの制約で穀稲を貯積することは困難

であったとみられる。

一方、穎稲の荷重は穀稲に比べて軽く、穀倉ほどの強度

ば必ずしも要求されなかったとみられる。民間施設である

倉が借倉として穎稲収納用に利用されることが多かったこ

とや、和泉監の正倉分析によって、不動倉・動用倉の存在

形態が各郡を通じて画ー的であるのに対して、地域差が顕

著であるとされている (J) ことなどは、穎倉の遣営には穀倉

のような建築技術が不可欠ではなかったことを示しており、

穎倉には多様な存在形態をとりやすい面があったことを物

語っている。そうした点では、初期正倉の穎倉には、一部

に、弥生。古墳時代にみられるような平面正方形に近い側

収納用倉庫として用いられたことが判明する。そして、 柱構造の古いタイプの高床倉庫が利用されたケースもあり

「越中国官倉納穀交替記」では穎屋が穎稲収納施設の約 うるかもしれない

40%-80%を占めている。また、宮城県東山官術遣跡（陸 上記のような点を考慮すると、柱径や柱筋の通り具合な

奥国賀美郡術） ・茨城県平沢官術遺跡（常陸国筑波郡正 ど遺構の上にも穀倉と穎倉との差が現れている可能性もあ

倉） ・栃木県中村遣跡（下野国第二次芳賀郡術）などでも新 り、今後の遺構の詳細な観察・分析によって両者を識別す

しい時期には側柱建物の数が増え、時期が下るにしたがっ

て穎屋の占める割合が増加した可能性が高い。

このように穎稲収納施設として倉の代用施設ともいえる

屋が利用されたのは、穎稲が種籾や食糧としての出挙や官

術運営経費などとして運用され、出納頻度が高く新稲とも

る糸口を見いだすことが課題となる。

正倉建物の基部構造 天平11年度「伊豆国正税帳」では、

「正倉」 85棟のうち、「在礎」 7棟と記されており、礎石建

物の倉は 8%とわずかであったことが知られる。栃木県那

須官術遣跡（下野国那須郡術）・埼玉県中宿遺跡（武蔵国榛

入れ替わる稲であったため、屋でも湿損の心配が少なく、 沢郡衛）・岐阜県弥勒寺東遣跡（美濃国武義郡術）などの正

また出納の便が考慮されたためであろう。 倉院でも、掘立柱の倉が礎石立ちの倉より相対的に先行し

ただし、正倉地区で検出される側柱建物の中には、穎穀 て造営されており、 8世紀半ば頃までは掘立柱が主体をな

の出納事務用や正倉管理用の官舎などが含まれていた可能

性もある。兵庫県吉田南遺跡（播磨国明石郡術。 Vil-8、図

1参照）の総柱高床倉庫群と並ぶ廂付建物はその一例であ

ろう。したがって、側柱建物が屋なのか他の官舎にあたる

かは、高床倉庫群との配列状況や建物の格式や構造などか

ら総合的に判断する必要がある。

倉下 このほかに、高床倉庫の床下を二次的な収納空間

として利用したとみられる「倉下」もわずかにみえる。総

柱建物の側柱筋に伴う柱筋溝状遺構には、この「倉下」の
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していたことがうかがえる。

しかし、 8懺紀後半以降になると礎石立ちの倉の比率が

増す正倉院がみられるようになる。そして、関東以北では、

総地業・坪地業・布地業など各種の礎石下基礎地業を伴う

倉が数を増す。正倉の屋や他の官舎では 9憔紀以降もほと

んどが掘立柱の構造をとっているのに比べて、正倉の倉で

は礎石建物が採用されている割合が高くなる。それは、穀

稲の荷重に対する地耐力を高め、穀稲の永年貯積を目的と

した倉の耐用年数の長期化が意図されたこと、不動倉や動
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用倉を高質化し国家の威信や支配の正統性の誇示が図られ

たことによるものであろう。

この礎石立ちの倉は先行する掘立柱の倉をほほ同位置で

建て替えたものである場合が多いので、礎石建物倉庫を検

出した場合には下層遺構の有無確認をおこない、正倉院の

変遷を明らかにする作業が欠かせない。

ところで、この掘込地業などを伴う正倉の確例は現状で

は中部地方以西では検出されていない。一方、福島県根岸

遺跡（陸奥国磐城郡術）や宮城県角田郡山遺跡（陸奥国伊具

郡価）などでは掘込地業を伴う正倉が 7世紀末ないし 8世

紀初め頃には造常されている。今後の正倉遣構の調壺にお

いては、こうした基礎地業の有無あるいは礎石下基礎地業

方法の違いが、正倉造営土木技術の地方差・時期差や倉の

性格の違いを示すか否かなどを十分意識した検証作業が求

められよう。

壁 正倉の壁体構造には、丸木倉・甲倉（構木倉・格

倉） ・板甲倉・板倉・土倉・塗壁屋・草屋などがあったこ

とが正税帳などから知られる。丸木倉は丸太による校倉組。

甲倉は東大寺正倉院宝庫の南倉・北倉に代表される断面三

角形状の角材を井桁に組み上げた校倉造。板甲倉は厚板に

よる校倉組。板倉は板材を柱の溝に落しはめる構造で、東

大寺正倉院宝庫中倉にみられる。土倉・塗壁屋は土壁構造、

あるいは防火の手法として甲倉や板倉の表面に壁土を塗っ

たもの(3)。草屋は茅壁など構造とみられる。

このうち、和泉監諸郡にみられる丸木倉は、桁行20尺以

下の小規模なもので、収納物のわかる例がすべて穎稲であ

ることから、穎稲収納専用の倉であったと考えられている。

丸木倉は、壁面構造や強度から稲籾バラ積みには適さない

構造であったとみてよかろう。このほかに、草屋もバラ積

みした稲籾の圧力に耐える壁構造ではないので、穎屋とし

て用いられたとみてよかろう。

屋根葺材 瓦葺の正倉は、中部地方以酉では丸• 平瓦が

わずかに検出されている福岡県下高橋官術遺跡（筑後国第

二次御原郡術）などがみられる程度で、現状では関東以北

に集中しており (1)、地域的な特色を示している。この瓦葺

正倉は、いずれも高床倉庫の例であり、瓦葺の屋とみられ

る例は知られていない。

福島県関和久遣跡（陸奥国白河郡術）や前掲の角田郡山

遺跡などでは 7世紀末ないし 8世紀初頭に遡る瓦葺の倉が

確認されており、那須官術遣跡などでは 8世紀中葉、中村

遣跡では 8世紀後半に瓦葺が採用されている。このように

瓦葺が採用される時期は郡によって異なるが、 7世紀末か

ら8世紀中葉頃までの例が一般的である。

しかし、瓦葺がみられる正倉院でも瓦葺は特定の倉に限

られており、圧倒的多数が非瓦虹建物であった。また、瓦
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葺きが認められる例でも瓦の出土鼠がわずかである場合が

少なくない。したがって、瓦葺については、出士瓦の種類

や出土鼠の分析によって総瓦葺か甍棟か髪斗棟かを明らか

にする必要がある (Ill-1参照）。

また、軒平瓦顎部の朱線の有無確認も重要で、那須官術

遺跡や栃木県多功南原遺跡（下野国河内郡術）、上神主・茂

原官術遺跡（ド野国第一次河内郡価か）などでは、その観察

によって瓦葺の倉が丹塗りの建物であったことが判明して

いる。こうした丹塗りの倉は一般の倉とは区別され、法倉

と呼ばれた特別の倉であった可能性が高い (Ill-3参照）。

瓦葺の正倉の造営には国面が 9造瓦倉所」という造営組

織を設けるなどして直接的に関与していたことが判明して

いる。「都賀郡瓦倉 x」、「造瓦倉所解 x」と記された下野

国術跡出土の木簡はそれを示す資料である。その一端は瓦

の製作技法の分析や瓦窯との関係などを通じて解明されつ

つある (Ill-2参照）。

非瓦葺屋根の葺材の検出例には前掲の東山遺跡がある。

ここでは総柱礎石建物倉庫の雨落ち溝から炭化米とともに

炭化した萱が出土しており、萱葺の穀倉であったと推定さ

れている (5)。火災にあった正倉の場合には、炭化材の観察

からこうした屋根葺き材を復元できる場合もある。

このほかに、正倉の屋根葺き材には板・桧皮も存在した

とみられる。また、『貞観交替式』（「応早作土屋及被焼損官

稲填納事」延暦 5(786)年8月 7日）によると、屋根に防火

用の土をのせた「土屋」の造営が奨励されている。その

「土屋」の泥土の上には、土が雨で流れ落ちないように草

や板が葺かれた。焼失した正倉ではこうした屋根虹きの土

が遣存している場合もありうる。 （山中敏史）

〔注〕 (1)舟尾好正「古代の稲倉をめぐる権力と農民（下）ー和

泉地方を中心として一」『ヒストリア』 74、1977年。 (2) これ

までに正倉院で検出されている側柱建物は、桁行の大小を間わ

ず矩形を呈しており、史料にみえる屋の平面構造と符合してお

り、高床の倉と判断すべき例は今のところみられない。 (3) 富

山博「正倉建築の構造と変遷J『日本建築学会論文報告集』 216、

1974年。 (4)志賀崇「瓦葺建物の比率と時期」『古代の官術遣

跡 I遣構編』奈文研、 2003年を参照。 (5)萱は璧材に用いら

れることもあるが、この例では穀倉とみられる総柱礎石建物に

伴うので、壁材とは考えられず、屋根葺き材とみなしてよかろう。

〔参考文献〕富山博「律令国家における正倉建築の機能」『日本

建築学会論文報告集』 214、1973年、同 9律令国家における正

倉建築の規格と実態J『日本建築学会論文報告集』 215、1974年。

山中敏史「古代地方官術遣跡の研究』塙書房、 1994年。
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大鳥郡
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東第二板倉

東第三板倉

東第四板倉

不動穀倉

動用穀倉

動用穀倉

空倉

他に不動穀倉 7棟，穎稲倉 5棟，借納放生稲 1棟，

空倉10棟，穎稲屋 2棟が存在

和泉郡

南院北第一法倉 動用穀倉
------------------------. 
南院北屋 穎稲屋
------------------------. 
南第一板倉 不動穀倉

南第三板倉 不動穀倉
•• 一------------------------
西第一板倉 不動穀倉

西第二板倉 穎稲倉
--------------------------
西ー屋 穎稲屋

西第二屋 穎稲屋→空屋（出挙尽）
--------------------------------------. 
東第一丸木倉 空倉

東第二丸木倉 空倉

束第三丸木倉 空倉

東第四丸木倉 空倉
-----------------------・ 
??????  動用倉

他に不動穀倉 7棟，穎稲倉 2棟，借納義倉 1棟が

存在

日根郡

南第一甲倉

南第二丸木倉

南第三丸木倉

南第四板倉

不動穀倉

穎稲倉

穎稲倉

空倉

西第一丸木倉 穎稲倉

西第二甲倉 穎稲倉
------------------------. 

北第一丸木倉 空倉

北第二丸木倉 穎稲倉→空倉（出挙尽）

北第三板倉 穎稲倉

北第四板倉 不動穀倉

北第五甲倉 不動穀倉

北第六法倉 動用穀倉

------------------------------------―ー・東院北第一丸木倉 空倉

東院北第二丸木倉 穎稲倉
--------------------------------------. 
東第一屋 穎稲屋

東第二屋 空屋

注：天平9年度和泉監正税帳による
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VJI-5 正倉の規模と収納量

倉・屋の平面規模 史料や正倉遺構について正倉の桁行

と梁行の寸法を整理すると、倉では桁行約 4~22m、梁行

約 3~9mほどの範囲に分布している（図 1)。屋は、桁

行約 6~2lm、梁行約 4~7mの間に分布している。遺構

例では桁行約25m以上に及ぶ長大なものもある。

倉の構造と規模の点では、丸木倉は、ほとんどが桁行 6

m以下、梁行 3~4.8m、収納部分の高さ（倉高）も2.4m

以下で、正倉の中では最も小規模な倉である。甲倉は、桁

行約 5~6m、倉高2.7~3.6mである。したがって、丸木

倉や甲倉は、桁行 2・3間のものがほとんどであったとみ

てよい。丸木倉や甲倉に長大な例がないのは一丁材として

調達できる丸木や校木の長さに制約されたものであろう。

板倉は桁行 5m以上の例がほとんどで、倉高は約2.3~6 

mと幅がある。史料上では桁行 6m以上のものはすべて板

倉となっているので、桁行 4間以上の高床倉庫遺構の多く

は板倉であった可能性が高い。

穀倉の規模と収納量 正税帳等にみえる穀倉(1) は、ほと

んどが桁行約 5~22m、梁行約 4~9m、平面積は約25~

140rrl、倉高は約 3~6mの間に分布している。

穀倉の可能性が高い島根県山代郷正倉跡（団原遺跡）の

倉SB05は桁行7.48m・ 梁行5.61m(平面積42.4111)、SB012は

桁行7.48m・ 梁行6.69m(平面積so.om)であり、福島県郡

山台遺跡（陸奥国安達郡術）のSB06A・Bは平面積70rrl・

86rrlほどの倉であったと推定でき、いずれも上記の諸国正

税帳にみえる穀倉規模の分布範囲に収まる。

図2は穀倉・穀屋の平面積と実際の収納鼠との関係を示

したものである。倉高や塞面積や委高状態が収納量を左右

するが、平面積と穀量には相関性が認められ、穀量分布の

平均的なラインを基準として、平面積に対応した満倉時の

穀量概数を推定しうる。

図3は、史料にみえる穎倉・穎屋の平面積、穎稲容積を

0.9立法尺とした場合の収納可能量、実際の収納量とを示

したものである［これによって、倉屋の平面積と満倉状

態の穎量とのおよその対応関係を把握できる。

穀倉・穎倉の比較 上記のように、正倉の規模は、豪族

居宅や集落の高床倉庫の平面積が25m以下に集中している

のに比べて、総体として大規模な倉であった。また、穎屋

は全般的にみて穎倉より平面積が大きく、穎稲多量収納施

設としての役割を果たしていたことが知られる。

穀倉・穎倉の比較では、一部の例外的な事例を除くと、

穀倉は平面規模・倉高ともに穎倉より大きな規模であった

ことが知られる。とくに、桁行が Sm以上で平面積が50m

を超える倉はほとんどが穀倉として造営されたとみて大過

ないであろう。

この大型の穀倉の中でも最大クラスの倉は法倉と呼ばれ、

「凡倉」と区別された。正税帳によると、法倉は平面積が

100m以上の倉であり、天平期には各郡に 1~3 棟ほどが

設置されていた。遺構においても、平面積100面以上の総

柱高床倉庫が正倉院ごとに 1棟ないし数棟ずつ認められる

傾向があり、これらは法倉にあたるとみてよかろう。ただ

し、法倉の規模に一定の基準があったとは考えがたく、各

郡の正倉において最大級の倉が100団未満であっても法倉

とされていたのであろう。

この法倉は、賑給など民衆を救済する名目で支出される

動用穀が収納されている例があるように、君主有徳思想や

民衆扶助の律令法理念を象徴的に示す存在であった。「伊

豆国正税帳」では法倉のみが「有礎」であること、北関東

の例ではこうした大型の倉に瓦葺き丹塗り柱が採用されて

いたり、栃木県上神主・茂原官術遺跡（下野国第一次河内

郡術）のように溝で囲んだ一院を形成している例があるこ

ともこの法倉の性格を示唆している。

一方、桁行 5m未満、平面積20m以下の小規模な正倉の

場合は穎倉であった確率が高い。

穎倉・穎屋の規模と収納量 穎倉では、大多数が桁行約 しかし、穀倉・穎倉の平面規模が重複している桁行 5~

3.3~8.lm、梁行約 3~6m、倉高約1.8~3.7mの間に分布 8mクラスの総柱式高床倉庫遺構については、平面規模だ

している。平面積では、 ism前後、 2s~3om、36~44mの けから穀倉か穎倉かを判別することは困難である。

辺りに集中しており、 1棟平均では約28.8団となる。また、 倉の平面形式 倉の平面形式をみると、 2X 2間の小型

正倉遺構の例ではないが、穎倉であることが判明している

石川県横江庄遺跡のSB2512iは、 3 X 3間 (4.95X 4.5m)で

平面積22.2srnと推定できる。

史料で規模が知られる屋は、桁行約8.4-14.lm、梁行約

4.9-6.9m、倉高約 3-3.3mの間に分布しており、平面積

は40rrl以上となっている。屋とみられる側柱建物遣構でも

桁行10m以上、平面積?Orn以上の大規模な例が多数を占め

ている。
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のものから、上神主・茂原官術遣跡にみられるような14X

4間に及ぶ超大型の倉まである。しかし、そのうちでも、

4 X 3間、 3X 3間、 3X 2間のものが多く、特に各郡術

に共通してみられる 4X 3間の倉は正倉を代表する形式の

倉として位置づけることができる。

これに対して、居宅や集落にみられる総柱高床倉庫の場

合は、 2X 2間の例が大半を占めており、 3X 3間の平面

形式をとる例も正倉に匹敵する床面積を備えていない。ま
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た、 4X 3間の例はみられない(4)0 

このように、郡術正倉は、平面形式の点でも集落の倉に

比べて相対的に大型であったと言える。

正倉の規格 『続日本紀』和銅 7(714)年 4月26日条の

太政官奏によると、大（四千附入） ・中（三千削入） ・小

（二千朋入）の三等級の穀倉規格が定められている。これ

らの収納鮒量に対応する穀倉の平面積は、 70rrl前後、 55rrl

る丸木倉のように、平面積が20m以下で集落や居宅の倉と

変わらない小規模なものもある。福島県関和久遺跡（陸奥

国白河郡価）、栃木県那須官術遺跡（下野国那須郡価）、御殿

前遣跡、兵庫県吉田南遺跡（播磨国明石郡術）などでもそ

うした小型の高床倉庫が検出されており、これらも穎倉と

みなしてよかろう。

上記の小型正倉のうち、関和久遺跡、那須官術遣跡、御

前後、 40面前後と推定できる（図 1)。 殿前遺跡例は、 7冊紀第 4四半期頃から 8世紀初め頃の評

この規格について正倉遺構の規模をみると、必ずしもこ 術ないしは初期の郡栃に伴い、また和泉監の丸木倉もその

れらの平面積の辺りに分布の集中が見られるわけではない。 並名記載からみて早い時期に造営された倉であったことが

したがって、穀倉が実際に建造されるにあたっては、この

規格は目安とされた程度であり、全国画ー的な様相をもた

らすほどの規制力はなかったと言える。

しかし、東京都御殿前遣跡（武蔵国豊島郡術）の正倉院

では、総柱高床倉庫のほとんどが 7尺等間の 3X 3間で平

面積40rrlの同一規格で造営されており、上記の規格の小型

に相当する規模となっている叫したがって、正倉の造営

にあたっては、各郡で各時期ごとに規格が定められている

場合もあったことが知られる。

上記の穀倉規格は、小型でも40rrlほどの平面積を有する

ものであり、居宅や集落の倉よりはるかに大規模なものが

正倉の穀倉の有るべき姿として国家によって意識されてい

たことを物語る点でも興味深い。

穀倉の大型化 次に正倉の規模を時期別に概観すると、

古郡・那須官術（梅曽）・塔法田・中村・長者原などの遺跡

例では、 8枇紀後半以降の総柱高床倉庫群に桁行10m以上

の大型のものが多く含まれている。また、正税帳や「越中

国官倉納穀交替記」などの史料からも、時期が下るにした

がって倉の規模が大型化するという傾向がみられる。そう

した正倉の大塵化は、和銅元(708)年の不動倉制の実施や

前掲の和銅 7年の穀倉規格の制定などを契機として普及し

ていったものと思われる。

ただし、正倉の中には、福岡県小郡遺跡（筑後国御原郡

衝）のように、 7世紀第 4四半期から60面前後の大きな倉

が造営されている例もある。一方、「越中国官倉納穀交替

記」意斐村の正倉では、正倉の大型化する時期に小規模な

倉も造営されている。これは居宅や集落の倉が穎倉として

移築されたケースなどが考えられる。これらの例は、各地

域における歴史的環境や諸情勢が正倉の造営に大きく関わ

っていたことを示唆している。また、穎倉の場合には必ず

しも穀倉のように大型化が進んだわけではないことを示し

ており、前述したように、多量の穎稲収納施設としては大

型の屋が利用されることが多かったと推定することができ

よう。

小型の穎倉 一方、穎倉には、「和泉監正税帳Jにみえ
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判明している。

次に、天平 6(734)年の官稲混合以前の郡稲倉 1棟当た

りの平均規模は、正税帳記載のその収納穎量からみて最小

20rri'以下と推定できる。この規模は豪族居宅にみられる高

床倉庫の規模と近似している。このことは、郡稲が天平期

になっても郡司の私倉に収納されていたとする説(6) とも関

わり、豪族居宅の倉がそのまま、あるいは移築されて郡稲

倉とされたケースが多かったことを示すものかもしれない。

上記の点を考慮すると、郡稲倉以外の小型の穎倉につい

ても、集落や居宅の倉を移築したり、あるいは集落や居宅

の倉庫と同質の建築土木技術や労働力徴発方式によって造

営されていた可能性があろう。

8世紀前半以前の正倉に小型の倉が目に付く背景には、

田租の穎納、個別分散的に運営されていた雑色官稲の存在、

建築資財や工人・労働力確保における限界などが考えられ

る。正倉遣構の調査では、倉の造酋技術に関わる諸属性の

詳細な分析や集落・居宅の倉との比較によって、上記の正

倉造営の実態や変化、正倉の造営における地域的な特徴を

解明することも重要な課題となる。 （山中敏史）

〔注〕 (1)動用穀と永年保管の不動穀を収納した倉を穀倉と呼び、

出挙稲などの穎稲を収納した穎倉と区別する。 (2)松任市教育

委員会『東大寺横江庄遣跡 1I』1996年。 (3) 史料にみえる穎

倉・穎屋の容積と実際の収納量との関係から、穎稲 1束を収納

するのに必要とした容積（穎稲容積）は0.9-1立方尺ほどと推

定できる。 (4)井上尚明「古代集落における掘立柱建物につい

て一八・九冊紀の北武蔵国を中心として一」「土曜考古』 10、

1985年。 (5) ただし、これらの倉が穀倉か穎倉であったかにつ

いては確証がない。 (6)不破英紀「郡稲倉の管理形態よりみた

官稲混合」『日野昭博士還暦記念 歴史と伝承』永田文昌堂、

1988年。私倉が利用されていたとしても、郡稲と郡司の私稲と

が未分化な状態で収納されていたのか否かについては不詳である。

〔参考文献〕松村恵司「古代稲倉をめぐる諸間題」『文化財論叢』

奈文研、 1983年。山中敏史『古代地方官術遺跡の研究』塙書房、

1994年。同「正倉の規模と穎穀収納量をめぐる若干の間題」

『文化財論叢m」奈文研、 2002年。
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W-6 正倉の建物配置

正倉院と正倉群の位置 正倉群は、通常、他の官舎群と

は区別された正倉院を構成している叫千葉県日秀西遺跡

（下総国相馬郡術正倉院）の例では、正倉院内の中央部に広

い空閑地を設け、それを囲むように、北・南• 西・東に倉

庫 2棟から 7棟ずつが直列に並ぶ。このように、正倉群は

数棟ずつの倉や屋からなる小群に分かれており、複数の小

群が空閑地を挟みながら配置されて正倉域を形成している

という一般的な特徴が認められる。したがって、正倉の場

合は、一部を検出できると、その後の調査方針を比較的立

てやすい。

この正倉小群間の空閑地は、火災による倉屋の類焼防止

や穎穀の出納作業、穎稲の脱穀や籾摺、あるいは穀稲の虫

干しなどの作業場として設けられたのであろう。

後述するように、遣跡にみられる正倉群の姿は増築過程

の結果できあがったものであるが、地形に制約されない場

合には、正倉院の敷地は、その将来の正倉の数や配置があ

る程度見込まれて、それに応じた面積が早期の段階から広

く確保されることが多かったとみられる。正倉群と他の官

舎群との重複関係がほとんどみられないことはそのことを

よく示している。ただし、大溝など囲饒施設の造営につい

ては、茨城県平沢官術遺跡（常陸国筑波郡術正倉院）例の

ように 8枇紀中菓頃に下るとみられる例もあり、正倉創建

当初から存在したか検討の余地がある。

正倉の建物配置 地形による制約や囲続施設の方位にあ

わせて、小群単位で方位が異なる場合もある。しかし、造

このような正倉配置の特徴は、正倉が当初からの配置計

画に従って造営されていったことを示している。また、正

倉にはほぼ同一位置で建て替えられている例が多く、その

配置形式が長く踏襲される傾向がある。こうした特徴は各

郡の正倉院に顕著に認められる。したがって、正倉遣構は

郡術認定のもっとも有効な指標となる。

上記のような特徴は、「和泉監正税帳」「越中国官倉納穀

交替記」や実録帳などの倉屋呼称、すなわち「東第壱板倉J

「東第弐板倉」「西壱屋」「酉第弐屋Jのような方角＋順

番＋倉の種類による倉屋の表記法と一致する。この表記は、

正倉群が東・西・南・北というような小群単位からなり、

各小群ごとに直列ないし並列配置をとって整然と並んでい

たことをうかがわせる。

これらの史料と遺跡例とを考え合わせると、 9冊紀初め

頃までは、多くの郡において直列を基本とした整然とした

正倉配置が踏襲されていたとみてよい。そこには正倉の造

営・管理に対する国家権力の強い関与と関心が反映されて

いると言えよう。

しかし、那須官術遺跡の西部正倉ブロックや栃木県中村

遺跡（下野国第二次芳賀郡衝か）の礎石建物倉庫の配置例に

みられるように、 8世紀末-9憔紀初め頃からは、整然と

した配置が乱れる例も現れる。こうした変化は、正倉の計

画的な配置形態自体に表現されていた国家権力の象徴性が

徐々に喪失し始めていたことを意味している。それととも

に、正倉数の増加により、計画当初の正倉配置では敷地面

積が足りず、小群の列を乱す形でその前面や背後に、ある

いはそれまでの小群の倉と倉の間に入れ込むような形で増

築がおこなわれたことも正倉配置の乱れを促進したと思わ

営時期が大きくかけ離れている場合を除くと、小群ごとに れる。

は方位を揃え直列に整然と配罹されるのが一般的である。 正倉小群の構成 正倉小群は、各倉庫の平面規模や平面

そして、福島県関和久遺跡（陸奥国白河郡術）や東京都御 形式の点から、次の 3類に大別できる。

殿前遺跡（武蔵国豊島郡術）• 福岡県小郡官術遺跡（筑後国 A類：すべて同じ平面形式• 平面積をもつ同規格の倉庫

第一次御原郡術）例のように、各倉庫間の棟間距離も 10尺

単位や倉の桁行・梁行の長さを基準とした数値、あるいは

等間隔などをとり、計画的に設定されていることも多い。

また、小群どうしも並列・縦列やコの字型 ・L字型・ロの

字型といった整然とした配置をとっていることが多く、小

群どうしの距離にも計画的な数値がみられる場合もある。

逆に、こうした計画的な配置を見いだすことによって、正

倉群の造営時期を区分できることもある。栃木県那須官衝

遺跡（下野国那須郡術）の中央ブロックで検出された礎石

立ちの高床倉庫群は、棟間距離30丈で直列に配置されてお

り、延暦10(791)年2月12日太政官符「新造倉庫相去必須十

丈以上」の規定に従って造営された正倉であったことが判

明している。
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群で構成されているもの(2)。御殿前遺跡や小郡官樹遣跡 I

期の例がある。いずれも場合も棟間距離が等間隔とされて

いる。本類は、各倉が同時ないしはあまり長い期間を置か

ずに次々に造営され、短期間に小群が形成されたと考えら

れるタイプである。

B類；小群を構成する倉庫すべてが同規格ではないが、

隣合う複数の倉庫に同規格のものが見られるもの。関和久

遺跡で東寄りに南北に直列配置をとる 3棟の総柱高床倉庫

(SBOl・02・03)の例がある。このうちSBOl・02の2棟は、

同平面形式・同規模であり、桁行総長を両棟の棟間距離と

していることから、同時ないしは近接した時期に造管され

たとみてよい。これらとは規格が異なるSB03は、追営の

時期・状況、あるいは用途が他の 2棟とは異なっていた可
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能性が高い。

c類；平面規模や柱間寸法あるいは平面形式などが相互

に異なる倉庫数棟で構成されているもの。日秀西遺跡・弥

勒寺東遣跡の各小群など多数の例がある。この C類の各倉

庫は、後述するように造営時期あるいは造営状況や用途な

どがそれぞれ異なっていたことを示している。また、「和

泉監正税帳」日根郡正倉の南群の場合には、「南第壱甲倉」

「南第式丸木倉」「南第参丸木倉」「南第四板倉」とみえる

ように、倉によってその建築構造が異なっていた。

このように、正倉小群には 3類があるが、これまでの発

掘調査例においては、 A類はわずかしか検出されておらず、

B類 ・C類が一般的である。

次に、収納された穎穀の種類が判明する文献史料による

と、正倉小群は甲類と乙類とに分けられる。

甲類；共通した用途の穎穀を収納した倉庫だけから構成

る［それによると、倉庫が増築されて一つの小群ができ

あがった後に次の小群の造営が開始されたのではなく、造

営順がたとえば東・南• 西・北というように小群間で移動

し、各小群全体にまたがって増築が進んでいくケースがあ

った (VII-4の図 5参照）。こうした正倉の追加新営・改築

に際しては、先行する倉庫の規模や構造にならって同様の

規格が採用された場合もあろう。しかし、 B・C類が多い

実態をみると、その時々の造営技術や労働力の徴発状況、

郡術の穎穀管理・財政運営などの諸条件にしたがって、規

模や構造などに違いが生じた可能性が高い。

これらに対して、前掲A類の例では、郡衝正倉造常以前

から蓄積されていた多量の穎穀を正倉に収納するため、小

群を構成する全ての倉庫が一度に造営されたり移築された

りした場合を想定できる。

このような正倉配置の多様性は、正倉の造営や管理に地

されているもの。古郡遣跡の13棟からなる東群の例がある。 域差が存在したことを物語るものである。そこからは、田

この東群は並列する 3つの小群からなり、各小群は直列す 租や出挙稲の徴収・出納・管理の方式などが各郡必ずしも

る4ないし 5棟の倉で構成されている。『日本紀略』弘仁

8 (817)年10月癸亥条の「焼不動倉十三宇Jの記事による

といずれも不動倉であった。

乙類：用途の異なる穎穀を納めた倉庫が混在するもの。

「和泉監正税帳J日根郡正倉の北群の例がある。この小群

では穎稲倉・不動倉・動用倉が混在している。

文献史料にみえる正倉院では、いずれにも甲・乙の両類

がみられ、いずれかだけで構成されている例はない。

正倉小群の形成 上記のように小群を構成する各倉の規

格・構造や用途などにはばらつきがあり、また郡によって

小群構成のありかたに違いが認められる。それは、次のよ

うな正倉群の形成事情を反映しているとみられる。

第一は、穎稲か穀稲かという収納稲の形状の違いや田租

（不動穀・動用穀）・出挙稲（正税・雑色官稲）などの税目の

違いによって、倉庫の規模や構造が変えられていた場合で

ある。和泉監諸郡の穎倉・穀倉の両者を含む正倉小群で、

穎倉には丸木倉などの相対的に小型の倉が利用されている

ことはその一例である。

第二には、造営を担当した各集団の技術や労働力編成な

どの違いを反映している場合である。居宅や集落の倉を移

築したケースもありうる。

第三には、小群の各倉がすべて同時に造営されたのでは

なく、 1棟ないし数棟が順次追加造営されたり、あるいは

改築されたりして小群が形成された場合である。尾張・駿

河・越前・長門・薩摩の諸国の正税帳にみえる「新造倉」

や「新造屋」の記載例はそうしたことを示す史料である。

また、「越中国官倉納穀交替記」意斐村の正倉院の例では、

納穀年代や並名記載順から、倉庫の造営順が復原されてい
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一様ではなかったことがうかがえる。このように、正倉は

画ー的な特徴を有する反面、各郡の実状に対応した姿をも

反映しているといえる。

今後各小群のそれぞれの倉庫の柱掘りかたをはじめとす

る遺構のあり方を詳細に観察することによって、上記のよ

うな正倉の二面性を浮かび上がらせることができよう。

（山中敏史）

〔注〕 (1)溝や大溝などで囲饒していなくても、他の官舎群と明

確に区別された敷地が確保されているのが一般的であり、ここ

ではこれらも正倉院と呼ぶ。 (2) ただし、平面形式と平面積が

等しくても倉高や壁構造の違いはありうるから、ここで述べる

同規格とは、各倉庫の建築構造・規模全てが同一であることを

必ずしも意味しない。 (3)渡邊晃宏「平安時代の不動穀」『史

学雑誌』 98-12、1989年。

〔参考文献〕山中敏史『古代地方官術遺跡の研究］塙書房、

1994年。
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VJI-7 正倉火災

神火 『続日本紀』天平宝字 7(763)年 9月庚子朔条を

はじめ、 8 戦紀後半以降、陸奥・常陸・武蔵・下総• 上

野・越中・甲斐などの諸国における正倉火災記事が頻出す

る。この正倉火災は「神火」と呼ばれ、律令政府によって、

当初は神への不恭による祟りと理解されていたが、次第に

郡領職争奪をめぐる抗争や穎穀虚納の隠蔽工作による放火

であると把握されるようになる。そしてまた、神火には国

郡司の無道に対する農民らの抵抗を背景とした放火もあっ

たと考えられている叫

正倉火災例 正倉火災は、考古学的には炭化材・焼土・

炭化米・火熱を受けた礎石などによって確認することがで

きる。

これまでに正倉火災の確認されている例は、関東以北の

郡術遣跡例に多く（表 1)、正倉火災記事が東国に集中し

ていることと符合している。それは、関東以北の正倉院の

発掘事例が多いことにもよるが、「神火」が東国で頻発し

ていたことを裏付けており、すでに指摘されているように、

蝦夷征討に伴う厳しい負担増への抵抗があった東国固有の

社会情勢に起因した(2) ものも少なくなかったであろう。た

だし、正倉火災痕跡は美濃・近江・伯著・出雲・筑後・豊

前・肥後の諸国でも確認されており、「神火」が、穎穀収

納にからむ郡司層の動向や在地豪族間の政治的抗争、農民

や伴囚の抵抗など、全国的な社会的動向に伴う放火事件で

あったことを示唆しているエ

炭化米の出土状況 正倉遺構の発掘調査においては、こ

の炭化米の有無確認が欠かせない。その炭化米は、火災に

より元の形状が失われ、炭化した米粒状を呈している場合

がほとんどである。そのため、少量しか遺存していない場

合や攪乱を受けている場合は見逃すおそれもあるので、遺

構検出の際には十分な精在が必要である。

前述したように、正倉に収納された稲は主に稲籾（穀稲）

か稲穂（穎稲）の形状であり、一部に柿が収納されている

場合もあった。炭化米からこれらの形状を判別することは

容易ではない。穎稲は籾粒が穂先に付いた状態であるので

籾粒が一定方向に並ぶ。岐阜県弥勒寺東遺跡（美濃国武儀

郡術）の調壺では、ブロック状に固まった炭化米の粒群が

一定方向に揃っている様子を確認し、それが穎稲であった

可能性が指摘されている (4)0 

また、正倉焼失後、最初に掻き出された炭化米は穀稲、

後でその上層に掻き出された炭化米は穎稲というように、

炭化米の堆積状況には不動倉の底敷穎稲と穀稲との関係が

逆になったケースがあることも推定されている (5)0 
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また、炭化米の分布状態によって、焼失した倉庫を特定

できることも少なくない。一方、焼失していても炭化米が

全く検出できない場合には空倉であった蓋然性が高くなる。

この空倉には、穎稲が出挙し尽くされていた場合や、全く

の虚納屈しの放火であった場合などを推定でき、正倉遣構

から出挙運用の実態や郡司らの動きを知る手がかりが得ら

れる可能性もある。

このように、炭化米の出土状態やその出土地点・層位の

観察は重要な意味を持っている。

炭化米の分析 採取した炭化米については、形状・大き

さ等の微細な分析が必要である。穎皮部分が付いている場

合には穀稲か穎稲、穂茎部分が遺存している場合は穎稲と

判断しうるし、胚芽残存の有無は穀稲か穎稲か椅か玄米か

を識別する情報ともなる。また、長粒・短粒の比率などは、

複数品種の稲が一緒に収納されていたのか、区別されてい

たのかなど、稲の収納。貯積形態のあり方を探る手がかり

ともなる。したがって、炭化米を水洗する際などには、も

との形状を失なわないよう慎重な作業が求められる。

また、滋賀県西河原森ノ内遺跡の調査では、イネの部位

によって異なる機動細胞プラント・オパールの分析によっ

て、稲の籾殻堆積層が穎稲からの脱穀・ 脱秤によって形成

されたものという結果も報告されている (6)。今後、こうし

た科学分析の進展によって、炭化米を含む土から穀稲か穎

稲かを識別できるようになることも期待される。

（山中敏史）

〔注〕 (1) 佐伯有清「神火と国分寺の焼失」「新撰姓氏録の研究

研究篇』吉川弘文館、 1963年。 (2)塩沢君夫『古代専制国家の

構造」御茶の水書房、 1960年。 (3) 出雲国の正倉火災例は、弘

仁年間の史料（『類緊国史』巻84) などにみえる倅囚の乱との

関わりも考えられ、伯苦国の例についてもそうした動向との関

係を検討する必要があろう。福岡県小郡遺跡の 8世紀前半に遡

る火災例は、天平12(740)年の藤原広嗣の乱との関わりも想定

できるかもしれない。 (4) 関市教委『関市文化財調査報告第21

集 弥勒寺東遣跡』 1999年。ただし、不動倉は底敷穎稲を伴う

から、穎稲の検出はその倉が穎倉であったことを直ちには意味

しない。しかし、その倉庫が側柱建物の屋である場合や小型の

高床倉庫である場合などは穎稲収納倉庫である可能性が極めて

高くなるし、また、穎稲が検出されれば、その倉を穀倉とした

場合にも不動倉に限定できる確率が高いことになる。 (5) 佐藤

敏也「山代郷正倉跡の炭化米」『史跡出雲国山代郷正倉跡』島

根県教委、 1981年。 (6)外山秀一「滋賀、西河原森ノ内遣跡の

立地環境」『皇學館大学紀要」 31、1993年。このほかに、収納

品種の分析にはDNA分析の適用も期待されるが、蒸し焼き状

態になって炭化したイネにおいて適用が可能かまだ研究は進め

られていない。

〔参考文献〕佐藤敏也『考古学選書 1 日本の古代米』雄山閣、

1971年。



表 1 正倉遺構検出遺跡と正倉火災

国名 郡名
正倉

備 考 国名 郡名
正倉

備 考
火災 火災

南 小 林 陸奥 未定

゜
中 宿 武蔵 榛澤

東山官術 賀美

゜
茅葺炭化材出土 幡 羅 幡羅

仙台郡山 名取 8世紀初頭以前 入間 △ 
神護景雲 3年火災
（『寧楽遺文』）

角田郡山 伊具 御 殿 月ヽ I・J 豊島

゜里 塚 黒川

゜
郡街か正倉別院か 長 者 原 都筑

三十三間堂 日理 殿舎火災有り 千年伊剪山台 相模 橘樹

大 畑 苅田 下寺尾西方A 高座 8世紀前葉以前

郡 山 ムロ 安達

゜
穎稲かとみられる炭化米含む 越中 嘱波 △ 

正倉別院が昌泰4年火災
（「越中国官倉納穀交替記」）

清 水 台 安積 △ 古記録に「炭化米」出土とあり 国 府 甲斐 山梨

゜関 和 久 白河

゜
遠江 ？ △ 

元慶 5年火災
（『日本＝代実録』）

泉（泉廃寺） 行方 △ 
炭化米出土。宝亀5年火災

掛 之 上 山名
（『続日本紀』）

根 岸 磐城

゜
市 道 三河 渥美

郡 菊多

゜
弥勒寺東 美濃 武儀

゜
炭化穎稲出土

長者屋敷 常陸 久慈 △ 炭化米出士 久 留 倍 伊勢 朝明 朝明郡街か正倉別院

台 渡 里 那珂

゜
長者山地区 狐 塚 河曲 8世紀中葉以前

神 野 向 鹿島

゜
岡 近江 栗太

゜
多量の炭化物出土

東 平 茨城

゜
正倉別院か。安侯駅家周辺 正 道 山背 久世

古 郡 新治

゜
弘仁 8年火災（『日本紀略』） 吉 田 南 播磨 明石

平沢官術 筑波

゜
馬 場 因幡 気多 気多郡術支所・正倉別院

西 坪 河内

゜
大 両． 野 伯者 八橋

゜那須官面 下野 那須 長者屋敷 会見

゜堂 法 田 芳賀 団 原 出雲 意宇

゜
山代郷正倉別院（山代郷）

中 村 芳賀

゜
正倉別院か第二次芳賀郡街 安来市市沢町 意宇 △ 

舎人郷正倉別院。
穎稲かとみられる炭化米出土

長者ケ平 芳賀

゜
芳賀郡術支所・正倉別院か 後 谷 出雲

゜上神主・茂原 河内 第一次河内郡街か 高． 本 美作 英多

多 功 河内

゜
宮 尾 久米 殿舎の火災有り

千駄塚浅間 寒川

゜
下 本 谷 備後 三次

国 府 野 足利 久米官術 伊予 久米

天良七堂 上野 新田

゜
有田・小田部 筑前 早良

緑野 △ 宝亀4年火災（『続日本紀』） 小郡官術 筑後 御原

゜
第一次御原郡街

日 秀 西 下総 相馬

゜
下高橋官術 御原 第二次御原郡街

嶋 戸 東 上総 武射 長者屋敷 豊前 下毛

゜狡嶋

゜
神護景雲 3年火災

惣 座 肥前 佐賀 あるいは肥前国街の倉院か
（『続日本紀』）

夷漏 △ 
弘仁 7年火災

Ji. 一 願 寺 肥後 玉名

゜
（『類衆国史』巻84)

〇：正倉火災痕跡がみられるもの。 △ ：火災にあった正倉遺構は未確認だが史料等で火災が知られるもの。
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VJI-8 館・厨家

館の構造 「上野国交替実録帳」の諸郡項には、無実・

破損の官舎として「一館」から「四館」が掲げられ、各館

に「宿屋」「向屋」「副屋」「厨Jまたは「厩」が記されて

いる。ここに示された館の画ー的な構造は、後述するよう

に実態を反映したものとは言いがたく、館諸施設構成の典

型例などと対照して机上で作成されたものとみられる。し

かし、この史料や館を利用したとみられる公的な使臣や部

内を巡行する国司の身分などを勘案すると、館が宿泊所や

食事の提供を受ける施設など複数で構成され、民屋とは区

別できる規模・構造・格式を備えた建物を伴っていた場合

が多かったと推定できよう。

しかし、館の遺構については、郡司居宅との識別など多

くの問題を抱えており、また各郡に共通する館の建物構

造・規模や配置形式などの特徴を把握できず、館と認定で

きる確たる指標がまだほとんど得られていないのが現状で

ある。したがって、館の遺構については、郡術遺跡の中で

郡庁や正倉などとは区別される建物群の中から、上記のよ

うに推測される館の構造を念頭に置いて、消去法的に抽出

するという方法が必要となる。

これまでの調壺例で館と考えうる遺跡例には、福島県泉

廃寺（陸奥国行方郡術） 8次調査区、福島県関和久遺跡

（陸奥国白河郡術）北区の西院、栃木県那須官術遣跡（下野

国那須郡術）南東ブロック（図 2)、神奈川県長者原遣跡

（武蔵国都筑郡術）東南部建物群、静岡県御子ヶ谷遺跡（駿

河国志太郡術館・厨家） II期東南部建物群（図 4)、滋賀県

岡遺跡（近江国栗太郡術）南西ブロック、兵庫県吉田南遺

跡（播磨国明石郡術）東南部建物群（図 1)、広島県下本谷

遺跡（備後国三次郡術）郡庁北側地区などがある。

吉田南遺跡例は、床束・間仕切をともなう主屋があるこ

と、塀で敷地を区画していること、北半部の井戸を備えた

厨家とみられるブロックに隣接していることの諸点から、

宿泊施設または居住施設にふさわしい様相を示している。

御子ケ谷遣跡例も床束を伴う廂付建物や井戸を伴う厨家と

これらは公的旅行者の宿泊・給食施設にふさわしい構造を

示しており、こうした特徴が館の一部を抽出する一つの手

がかりになるかもしれない。

複数の館 館が複数存在したことを示唆する資料に次の

墨書土器がある。静岡県伊場遣跡（遠江国敷智郡術）の

「上館J「東口」は上・下や東・西というような複数の館が

8世紀代から存在したことを示唆する資料である。吉田南

遺跡や下本谷遺跡の館推定地区に認められる 2区画は、こ

うした複数の館に対応するものかもしれない。また、鳥取

県上原遣跡群（因幡国気多郡術）山宮阿弥陀森遺跡北地区

出土の『郡家一」、静岡県井通遣跡（遠江国引佐郡術）の

「引佐一」「引佐二」、福岡県長野A遣跡・寺田遺跡出土の

「企救ー」「企戴」などの 8世紀ないし 9世紀初め頃の墨書

土器は、一館、二館の備品であることを示している可能性

がある。秋田城跡から出土している 9世紀前菓頃の墨書士

器「濱継 ー館」は、郡術遺跡の例ではないが、上記の推

定を傍証する資料といえるかもしれない。

今のところ「実録帳Jにみえるような 4館構成を示す資

料はないが、上記のように 8冊紀代から複数の館が存在し

ていた可能性がある。今後の調査でその検証と使用実態な

どが明らかにされることを期待したい。

館の用途 館は宿泊や食事提供の場としての機能を有し

ていたが、その用途については、郡司官舎説(1) と、公的使

臣や部内巡行国司などの旅舎説(2) とがある。後述するよう

に、茨城県神野向遣跡（常陸国鹿島郡術）の厨家推定遺構

からは「介」の墨書土器が出土していること、赴任国司な

どの伝使や文書逓送使らへの郡術による給食活動が正税帳

などからうかがえることを考慮すると、館が後者の用途で

使用された蓋然性は高いと言える (3)。郡術が交通の要衝に

立地しているのは、税物などの輸送の便によるばかりでな

く、右のような宿泊供給施設としての館の役割も考慮され

たと結果であろう。

しかし、館の発掘資料からはまだその用途を確定できる

資料は得られておらず、郡司宿舎としての機能も備えてい

たか否かについては今後の課題として残されている。

厨家の比定 厨家の施設名も「上野国交替実録帳」の郡

みられる建物群と隣接している点で吉田南遺跡例に類似し 術項の記載にみえ、「寵屋」「納屋」「備屋」「酒屋」などが

ている。下本谷遣跡例は、塀で囲饒した敷地内に一棟しか 掲げられている。この 4棟を基本形とする斉ー的な厨家構

設けられていない点が間題として残るが、多鼠の土器が出 成の記載も、館の記載と同様、そのまま実態を反映したも

土していること、厨家とは考えがたい構造であることから、 のとは言いがたく、典型例などをもとに机上で作成された

二つの館が並置されていたと推定しうる。 ものであろう。しかし、その施設名からみて調理場や食糧

上記の遺跡例はそれぞれ異なった建物構成や配置をとっ 品・食器類を収納管理する施設を主体として構成されてい

ており、館の構造は郡によって多様であったことがうかが たと推定できる。「実録帳Jによれば、館にも「厨」と記

える。ただし、これらの中では間仕切・床束を伴う建物や された建物が記されている例がある。この「厨」も厨房施

有廂建物を伴う例や厨家推定施設との関連性が目に付く。 設とみてよいが、厨家は、そうした館に付設されたような

184 郡術
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図 1 兵庫県吉田南遺跡（播磨国明石郡術）
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図 2 栃木県那須官街遺跡（下野国那須郡術）館推定遺構
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厨房施設とは異なり、郡術全体の諸機能にかかわる食料供

給や食膳に饗すべき食糧品・食器の調達・管理を掌る曹司

であり、いわば宮内の大膳職にあたるような機関であった

ともいえる。

この厨家の比定にあたっては次のような点が手がかりと

なろう。

まず、正税帳などによると、酒や酢・ 醤などは甕に貯蔵

されており、酒や酢が醸造されていたこともうかがえる。

平城宮の造酒司や大膳職といった厨房関係官術などでは土

間に大甕を並べた側柱建物が検出されているように、甕据

え付け痕跡のみられる側柱建物遺構（『官術 I』Vlll-4参照）

の存在は酒屋などの有力な指標となる。

天平10年度「駿河国正税帳」に「塩倉鍮ー勾」がみえる

ように、塩は高床倉庫に収納されていた場合もあった。し

かし、「実録帳」の厨家の欄には「倉」の記載がみられな

いので、厨家の一角に小規模な高床倉庫が設けられていた

ことはありうるとしても、多数の高床倉庫群が並ぶような

状況は考えがたい。給食米も納屋など側柱建物に保管され

ていたのであろう。そして、厨家の施設は厨房関係の作

業・収納空間であったから、中小規模の建物群で構成され

ることが多かったと推定しうる。

また、神野向遺跡のように竪穴建物が寵屋として利用さ

れたとみられる例もあり、掘立柱建物群で構成される官舎

群中にあって竪穴建物が検出される場合には厨家の可能性

を考慮する必要があろう。

御子ケ谷遺跡、吉田南遣跡、福岡県小郡官術遺跡（筑後

国第一次御原郡術） II期東南部などの建物群のように、井

戸周辺や湧水地点に近接した位置関係にある官術ブロック

も、調理場としての機能にふさわしく、厨家の有力候補と

することができる。

遣物の点では、食膳具や大甕などの貯蔵具、製塩土器、

食物残滓などが多数出土する地区は厨家の有力な候補とな

る。また、後述する厨家関係墨書土器の出土も重要な手が

もに、館の場合と同様に、郡術の検出遺構の中から郡庁・

正倉など他の性格に比定できる官術ブロックを消去しなが

ら、厨家の候補となりうる遺構を絞り込み、遣物の特徴と

絡めて検討を深めていくという作業が必要となる。

厨家の組織 厨家は複数の組織に分化していた可能性が

ある。富山県美野下遺跡出土の墨書土器「｛専厨」は、伝使

らに対する供給を担当した厨家で、『類緊三代格』弘仁13

(822)年閏 9月20日太政官符にみえる「伝使厨人」らが所

属した組織であったとみられ、他の公的使臣らに対する供

給などを業務とする厨家の部署とは分化していたことを示

唆している。

また、宮城県東山官術遺跡（陸奥国賀美郡術）の「上厨」、

御子ケ谷遺跡の「志厨上」、伊場遣跡の「下厨南」、岡山県

津寺遺跡（備中国都宇郡面）の「上厨Jなどの墨書土器も、上・

下の厨家組織が 8枇紀代に存在した可能性を示している。

また、関和久遺跡出土の墨書土器「水院」は、井戸水など

を管理する厨家の下部組織の存在を示すのかもしれない。

上記のような複数の組織が厨長によって郡厨家として統

括されていたものとみられる。今後の発掘調壺では、この

ような厨家の組織が複数の官術ブロックとして分化してい

たのか否かの検証も課題となる。

また、郡栃とは別に「伝馬所」が設けられた場合も推定

でき、そこには「伝厨」の施設が別に置かれていたと推定

できる。また、滋賀県斗西遺跡（近江国神埼郡）の「厨田」

や大阪府円明遺跡（河内国安宿郡術）の「郡田」などの墨

書土器から、厨家の機能維持運営に関わる田地が存在して

可能性も考えられ、そうした経営に関与した厨家の出先組

織が存在していたことも推定しうる (X-4参照）。

厨家による給食対象 厨家からは次のような者が給食を

受けたと推定される。

〔巡行国司（国師）〕 『続日本紀』和銅 5(712)年 5月甲申

条や天平期の諸国の正税帳などに部内巡行国司への食料支

給の記載がみえる。神野向遺跡出土の「介」墨書土器は、

かりとなる。 その供給が郡厨家によってなされたを示すものであろう。

しかし、これまでの発掘例からは各郡に共通した厨家の 〔郡司〕 郡面遺跡で出土する「大領」「少領」などの郡司

建物構造・規模や配置形式などを抽出することは難しい。 官職名記載の墨書土器が示すように、郡司らも給食対象者

岩手県胆沢城東方官術の「府庁厨屋」とされている官術ブ であったとみられ、公的使臣や巡行国司などに対する饗応

ロックでは、平城宮大膳職と同様に、中央部に中枢殿舎、 の場での供膳などが考えられる。正税の支出項目には郡司

その左右前面に脇殿風に長舎を配し、前面に井戸を設けた に対する日常的な食料支給の経費はみえないので、郡司ら

コの字型の配置が認められるが (IX-1、図10参照）、郡術 の日常的な食事の経費は別途用意されていたとすべきであ

では今のところそうした構造をとる曹司ブロックは検出さ ろう (4)が、そうした非公式の食膳準備も厨家で一括してお

れていない。 こなわれていた可能性があろう。

したがって、厨家の官舎ブロックの比定には、上記の特 〔係丁〕 伊場遺跡出土の「郡鍮取」「馬長」「竹田成継」

徴を検出するのが現状では有効であり、それが複数確認さ や静岡県郡遺跡（駿河国益頭郡術）の「口厨長」などの郡雑

れることによって蓋然性が増すと言える。また、それとと 任職掌名を記した墨書土器や人名・郷名墨書土器などから、
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図3 静岡県御子ヶ谷遺跡（駿河国志太郡街厨家 ・館）と周辺1日地形 図4 御子ヶ谷遺跡遺構変遷図
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図5 御子ヶ谷遺跡出土墨書土器
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術丁らに対する給食もおこなわれていたことがうかがえる。

ただし、本来は係丁には給根はなされないから、雑径日数

以上に恒常的に郡衝等で勤務する雑任らに対して根食が支

給された場合や、経費は自前で用意し厨家で一括調理支給

を受けた場合が考えられる。

〔軍毅〕 伊場遺跡の「竹田二百長」、静岡県城山遺跡（遠

江国敷智郡術）の「少毅殿」の墨書土器から、郡術での行事

や政務などに参加した軍毅に対して給食がおこなわれたこ

とを推定しうる。

〔郷長〕 千葉県平木遺跡（匝瑳郡術出先施設か）の「玉長J

（玉作郷）、兵庫県山垣遺跡（丹波国氷上郡術出先施設）から

は「春里長」の墨書土器が出土している。これらは、郡術

での供給例ではないが、郡面の出先施設における行事・政

土しており、曹司や係丁らの居所や勤務場所でも給食がお

こなわれていた可能性がある。また、『万菓集』 4250によ

ると、越中国射水郡大領が門前の林において宴を催してお

り、郡庁や館とは別の饗宴の場でも郡厨家が供給に従事す

ることがあったとみてよい。

厨家は郡術以外の場所でも給食をおこなう場合があった。

福岡県野瀬塚遺跡（筑後国三瀦郡出先施設か）の 「三万大

領」「三万少」などの墨書土器は、郡術の出先施設などで郡

司らに対する供給がおこなわれたことを示し、集落遣跡出

土の「厨」墨書土器の中には国司や郡司らによる税物調達

などの部内巡行に際しての供給に伴うものが含まれていた

可能性もある (X-4参照）。

また、御子ケ谷遺跡の「益厨」、郡遺跡の「安厨」の墨

務などに参加した郷長への供給を意味するものであろう。 書土器は、益頭郡・安倍郡の厨家がそれぞれ隣の郡術で給

〔伝馬使・伝使〕 伝符を支給され伝馬を利用して旅行す 食活動にあたることがあったことを示している。また、栃

る伝馬使に対する供給は郡術の重要な役割の一つであり、 木県下野国府跡から出土している「寒川厨J「塩屋」の墨

前掲の美野下遺跡出土の墨書土器「｛専厨Jからも裏付けら

れる。伝符を所持しない公的往来者である伝使に対しては、

郡厨家が供給にあたっていたのかもしれない。

〔外国使節・帰還者・「帰化」人〕 戸令没落外蕃条には

「凡没二落外蕃ー得還。及化外人帰化者。所在国郡。給二衣

根。」とあり、『続日本紀』天平宝字 6(762)年10月丙午条

や宝亀 7(776)年12月乙巳条には、渤海使らの来朝記事が

みえ、「於越前国加賀郡安置供給」とあるように、郡がその

供給にあたったことが知られる。また、『類緊三代格』天

長 5(828)年正月 2日官符には、但馬国に漂着した渤海使

らを郡術に安置し根米を給すべきことが記されている。
〔壱ヵ〕

〔駅長〕 伊場遺跡では「栗原駅長」や「駅長口」の墨書

土器も出土している。栗原駅家は浜松市馬郡町近辺に比定

され、郡術とは離れた場所に置かれていた可能性があるの

で、この「駅長」墨書土器は郡術に出仕した駅長に対する

給食に伴うものであろう。

〔その他〕 後述するように、郡厨家は国府や隣郡をはじ

めとする他の郡内でも供給活動をおこなう場合があり、国

府や他郡での饗宴参加者への給食も担当することもあった

ことが知られる。

厨家の活動場所 厨家による給食活動の場としては、ま

ず郡庁や館が考えられる。神野向遺跡の郡庁出土の「口／

般今厨」や厨家の寵屋出土の「館」の墨書土器は、郡庁や

館における饗宴準備にも郡厨家が関わったことを示してい

る。御子ケ谷遣跡と隣の秋合遣跡からは「志大領」「志厨」

の墨書土器が出土しており、「志大領」の土器墨書には同

一筆跡と認められる例もあり、厨家から食膳が運ばれたこ

とを示唆している。

また、伊場遺跡群では広範囲から人名墨書土器などが出

188 郡術

書土器は、国庁での饗宴などに際して、寒川郡や塩屋郡の

厨家が関与していたことを示している。こうした郡厨家の

備品の移動は、国府と郡猜］や郡術間における供給分担シス

テムや業務遂行の補完関係、政治的服属関係などを示すも

のとしで注目される。

上記のように、厨家については墨書土器などの文字資料

が重要な情報を提供しているが、食器の器種構成などの分

析を踏まえ、食器の管理供給形態などを追究する作業や、

郡栃とその出先施設や集落との関係なども視野に入れた厨

家の活動の実態を明らかにする作業も欠かせない。

（山中敏史）

〔注J(1)竹内理三「郡面の構造ー上野国交替実録帳について

ー」『史淵』 50、1951年。 (2)吉田晶「評制の成立過程」『日本

古代国家成立史論』東京大学出版会、 1973年。原秀三郎「郡家

小考」「日本政治社会史研究』中、塙書房、 1984年。大日方克

己「律令国家の交通制度の構遥一逓送・供給をめぐって一」

『日本史研究』 269、1985年。 (3) ただし、 X-4で触れるよう

に、伝馬使が各郡術を経由して往来したとされてきた点につい

ては再検討の余地があろう。 (4) 原秀三郎、前掲注(1) 論文。

〔参考文献〕山中敏史「古代地方官術遺跡の研究』塙書房、

1994年。平川南「『厨』墨書土器論」「山梨県史研究」創刊号、

1993年。田中広明『地方の豪族と古代の官人』柏書房、 2003年。

奈文研『古代官術・集落と墨書土器』奈文研、 2003年。



゜
200m 

A
 

ヤ
叫
里 \ ~

日

゜
~ \ 

』

合＊同一人物

• >

ヨ亡＝
仁 ‘、

b 釦
城山遺跡

。ジ

-＿ー

灼
)
o

古紅＿

lil

ー

／

／

／

―

―

 

亘
t
 

三
ヽ_-

賓
矯

、つ
I

-_-― 

―― 
／
 

図6 静岡県伊場遺跡群（遠江国敷智郡衡）と墨書土器

館・厨家 189 



1 9 0  芸 宝

供 給 対 象 者

（ 欠 失 ｛

山 梨 郡 散 事 小 長 谷 部 練 麻 呂

（ 欠 失 ）

下 総 国 印 波 郡 采 女 丈 部 直 広 成

部 領 使 左 弁 史 生 少 初 位 下 文 忌 寸 奈 保 麻 呂

依 病 下 下 野 国 那 須 湯 従 四 位 下 小 野 朝 臣 老

覚 珠 玉 使 春 宮 坊 少 属 従 七 位 下 大 伴 宿 禰 池 主

従 上 総 国 進 上 文 石 使 大 初 位 下 山 田 史 広 人

従 陸 奥 国 進 上 御 馬 部 領 使 国 画 工 大 初 位 下 奈 気 私 造 石 嶋

従 甲 斐 国 進 上 御 馬 部 領 使 山 梨 郡 散 事 小 長 谷 部 麻 佐

巡 行 部 内 国 師 明 喩 お よ び 沙 弥 一 人

検 校 正 税 下 総 国 下 兵 部 省 大 丞 正 六 位 上 路 真 人 野 中

下 総 ・ 常 陸 等 国 国 師 賢 了

下 野 国 造 薬 師 寺 司 宗 蔵 お よ び 助 僧 ― 一 人

旧 防 人 伊 豆 国 一 〇 八 ― 一 人

依 病 退 本 士 仕 丁 ・ 衛 士 ・ 火 頭 等 （ 相 模 国 御 浦 郡 衛 土 ）

依 病 退 本 士 仕 丁 ・ 衛 士 ・ 火 頭 等 （ 匠 丁 宍 人 部 身 麻 呂 ）

依 病 退 本 土 仕 丁 ・ 衛 士 ・ 火 頭 等 （ 常 陸 国 茨 木 郡 仕 丁 日 下 部 友 敷 ）

従 陸 奥 国 送 摂 津 職 伴 囚 ― ― 五 人

事 従 相 模 国 逓 送 官 奴 黒 泰

記 旧 防 人 部 領 使 遠 江 国 少 橡 正 六 位 下 高 橋 朝 臣 国 足

給 防 人 部 領 使 史 生 従 八 位 上 日 置 造 石 足

仕 ” 当 国 倅 囚 部 領 使 史 生 徒 八 位 上 岸 田 朝 臣 継 手

o ． 伴 囚 部 領 使 安 倍 団 少 毅 従 八 位 上 有 度 部 黒 背

ヘ 肥 人 部 広 麻 呂

者 磯 部 飯 足

小 長 谷 部 善 麻 呂

来

矢 田 部 猪 手

往
ぇ 齋 官 符 遠 江 国 使 磐 田 郡 散 事 大 湯 坐 部 小 国

る

小 長 谷 部 国 足

こ 物 部 石 山

み

敢 石 部 角 足

矢 田 部 猪 手

卿
工 齋 省 符 使 遠 江 国 磐 田 郡 散 事 大 湯 坐 部 小 国

税
国 物 部 石 山

河 遠 江 国 佐 益 郡 散 事 丈 部 塩 麻 呂

駿 生 部 牛 麻 呂

税 部 古 麻 呂

1 小 長 谷 部 足 国

表 敢 石 部 角 足

相 模 国 進 上 御 贄 部 領 使 余 綾 郡 散 事 丸 子 部 大 国

当 国 防 人 部 領 使 史 生 従 八 位 上 岸 田 朝 臣 継 手

防 人 部 領 安 倍 団 少 毅 従 八 位 上 有 度 部 黒 背

従 陸 奥 国 送 摂 津 職 伴 囚 部 領 使 相 模 国 余 綾 団 大 毅 大 初 位 下 丈 部 小 山

伴 囚 部 領 相 模 国 大 住 団 少 毅 大 初 位 下 当 麻 部 国 勝

横 田 臣 大 宅

伊 奈 利 臣 千 麻 呂

半 布 臣 子 石 足

丈 部 牛 麻 呂

当 国 使 安 倍 郡 散 事 常 臣 子 赤 麻 呂
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珊— 1 駅家

駅家跡の位置の探求 駅家跡をみつけるには、まず地名

が重要である。『延喜式』の兵部省諸国駅伝馬条に書かれ

た諸道の駅名によって、その駅がどこに位置するかを地名

などから推定して、古代の交通路を推定していく方法がと

られてきた。駅名をあらわす地名や駅（古代には「うまやJ

「むまや］「まやJ「はゆま」などと発音した）の存在を暗示す

るような「馬」「早馬J「馬屋」「厩」などがつく地名が大

きな手がかりとなる。この「うまや」地名は、群馬県の前

橋が古代の駅に由来する「厩橋」が変化してできた地名で

あったり、静岡県の菓山が「早馬」に由来する地名である

など、別の漠字があてられている場合があるので注意を要

する。

次に駅家の遺跡の追究には、山陽道では考古資料の瓦が

重要な資料となる（図 1)。「備後、安芸、周防、長門等国

の駅館は、本蕃客に備えて瓦葺き粉壁」（『日本後紀』大同

元(806)年5月14日条）の記事によって、山陽道では蕃客に

備えて瓦葺の駅家があったとある。このことから、従来寺

院跡と考えられていた奈良時代の瓦が出土する遺跡に再検

討を加えて、駅家跡と推定できるものを選びだすことがで

きた叫それは、国府跡や国分寺に共通する瓦などから国

府系瓦を設定し、その国府系瓦を出土する遺跡の中から、

山陽道沿いに一定間隔で並ぶ遺跡を駅家跡と推定するもの

である。

また、駅家の構造を断片的な史料から推定することもで

きる。山城国山崎駅では、駅家の建物群には駅家全休を取

り囲む中に大きく 2種類の建物群があると想定された。そ

れは、駅館院と呼ばれる一群と、屋とか倉の呼び方で表さ

れる雑舎群である。雑舎群は駅の実務を執行する建物や、

駅の基本財源であった駅田からの収穫を収める倉庫群、厩

舎などからなる雑舎と呼ばれる建物群であろう。駅館院は

院と呼ばれるとおり、駅全体の囲いの中にさらに内側に築

垣などで囲まれる建物群があり、その中心建物は駅使の宿

所などにあてられる寝殿とも呼ばれる建物であった。駅館

院を内郭とし、駅家全体を取り囲む柵などを外郭とするい

わば二重構浩となっていたと想定された(2)。

駅家跡の調査法 考古学的に駅家跡をみつけていく方法

は、播磨国布勢駅と確定した兵庫県小犬丸遺跡などの発掘

成果によって実証されてきた。その遺跡の調脊成果から駅

家の遺跡の調査法をみていこう（図 2)。

小犬丸遺跡は、兵庫県龍野市揖西町小犬丸小字「大道ノ

上」「大道ノ下」などに所在する。かつては、この遺跡は

奈良時代の寺院跡と考えられ、「小犬丸廃寺」と名付けら
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れていたが、播磨国府系瓦を出土することから、布勢駅と

推定されるようになった。古代の山陽道を踏襲する旧県道

はこの大道ノ上と大道ノ下の間を東西走していた。小犬丸

遣跡は1984年以来、継続的に発掘調壺が進められている。

1984年の発掘調査は、この遣跡の中央を横断して走る県道

の拡輻工事に伴うものであったため、遺跡の中心部の東西

幅が約85mで、瓦葺の築地によって囲まれていることが判

明した。さらに、その中に南北方向の瓦葺建物の跡が 4棟

みつかった。いずれも東西幅 6m前後の建物で、東端の建

物は南北の長さ 9m以上あることがわかっだ3)。周辺から

多量の瓦が出土し、軒瓦のほとんどは、播磨国府系瓦の中

で最もポピュラーな［古大内式」であり、播磨国の典型的

な駅家の遺跡として注目された。 1986年の調査は、遺跡の

中心部から東方100mの谷あいで行なわれ、側溝を伴う幅7

m以上の東西方向の道路遺構がみつかった。さらに注目さ

れたのは、南側の道路脇の低地で奈良時代から平安時代の

多量の遺物が見つかったことである。その中には「易翌」、

「布勢井邊家」とある墨書土器や、「布勢駅戸主口部乙公・・・

・・・」とある木簡があった（図 3)。これによって、小犬丸

遺跡が布勢駅家であることが確定するとともに、駅家とし

ての活動の様子まで読み取れるようになった。このほかに

も瓦、土器類などとともに、下駄、容器、斎串、鳥形木製

品、馬形木製品などの多彩な木製品が出土した (4)。1988年

からの調壺は範囲確認の調査で、 1984年からの調奔を追認

するとともに、遺跡の中枢部分の大きさが一辺約85mあり、

その中の建物配置も明らかになっだ5)。典型的な駅家の遺

跡の実例としで注目されている。

同様にして、播磨国府系瓦の研究から「落地廃寺」と呼

ばれていた遺跡が、播磨国の西端の野磨駅跡であることも

判明しつつある。 （高橋美久二）

〔注〕 (1)今里幾次『播磨考古学研究』今里幾次論文集刊行会、

1980年。高橋美久二『古代交通の考古地理』大明堂、 1995年。

(2)高橋美久二「山崎駅と駅家の構造」『長岡京古文化論叢』

同朋社、 1986年。 (3)兵庫県教委『兵庫県文化財調査報告書第

47冊推定布勢駅家跡小犬丸遺跡 I』1987年。 (4)兵庫県教

委『兵庫県文化財調査報告書第66冊 小犬丸遣跡 1I』1989年。

(5)龍野市教委『龍野市文化財調査報告 8 布勢駅家 一小犬

丸遺跡1990・1991年度発掘調査概報ー』 1992年。同『龍野市文

化財調査報告11布勢駅家1I ー小犬丸遺跡1992・1993年度発掘

調査概報ー』 1994年。



図 1 山陽道の駅家遺跡と出土瓦
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図2 兵庫県小犬丸遺跡 （布勢駅家） 遺構復原図 図 3 小犬丸遺跡 （布勢駅家） 出土木簡
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VJII-2 関

関の位置の探求 全国の古代の関がどこにあったか、

『延喜式』の駅家のように全国の関を一覧するような便利

な史料はない。そのために『万葉集』や『風土記』などの

いろいろな史料から古代の関を集める必要がある。それら

が集められて検討された結果、関は国境に設置され、国境

をはさんで都から遠い国側に属すという原則があるとされ

だ 1)。古代の関には「関」と噂j」と呼ばれた 2種類があ

って、「関は検判の処、剖は斬柵の処」とか、「関の左右に

小関あり、亦箋IJと云う可き也」（『令集解』職員令、大国条）

とある。関の中で最も重視されたのが三関で（図 1)、当 およぶ全長112mを確認した。土塁の北東隅近くでは、楼

初は東海道沿いの伊勢国の鈴鹿関、東山道の美濃国不破関、 状の建物跡が確認された。この土塁で囲まれたほぽ中央を

北陸道の越前国愛発関であった（『令義解』軍防令、置関条）

が、のちに愛発関に替わって近江国逢坂関が三関の一つと

なった（『日本後紀』弘仁元 (810)年9月丁未条）。関は山越

えの国境の陰路に設置されることはもちろんであるが、東

山道に設置された不破関が、南東に伊勢街道、北西に北国

街道がのびることから、関は「X状に交差する交通系の交

点」に位置する（図 1) ことが指摘されている (2)0 

また、関の位置を探究するにも、地名が重要である。三

関のうち、鈴鹿関は現在でも三重県「鈴鹿郡関町」に、不

破関は岐阜県「不破郡関ヶ原町］にあったというように関

地名が残っている。ところが、関は中冊や近世にも多く設

けられたことから、関地名だけで古代の関を求めることは

難しい。前記のように関の左右に「小関」があったとある

ことから、逢坂関の近くの「小関」地名が北陸道沿いに設

けられたものであったことが、官道沿いに多い地名「車路J

からも傍証された (31。同様に不破関の北方にある「小関J

地名が北国街道に設けられたものであろう（図 2)。この

ように「大関J「小関」地名は古代の関を探究するには有

効である。 られるようになってきた。また、その追営年代も不破関の

関跡の調査法 考古学的に古代の関跡を見つけていく方 調査成果によって、大津京の時代よりも後の奈良時代にな

法は、不破関跡と確定した遺跡の発掘調査成果(4) によって

実証されてきた。その成果をみていこう。

不破関跡は岐阜県不破郡関ヶ原町大字松尾にある（図 2)。

中山道沿いの民家の一画に古くから「関守の跡」とされる

ところがあって、多くの石碑や歌碑が建立され、ここが不

破関跡として知られていた。不破関は、不破という名にも

かかわらず、荒れ果てた様が興趣をよび、多くの歌にうた

われた。三関は、延暦 8(789)年 7月14日に廃止された

（『続日本紀』）が、それ以後も天皇の譲位、崩御などに際し

て固関使が派遣されて、関が固関された。この固関の儀は

儀式化されて後まで続いた。このように、歌枕として有名

であったことや固関の儀により、不破関跡は後憔まで伝承

地が残った。

不破関跡の調査は1974年から 5か年かけて行われた。調

査開始にあたって注目されたのが、伝承地の北方に地上に

残る長大な土塁遣構であった（図 3)。これが古代のもの

とすれば、関の外郭を把握する上できわめて有効な遺構で

あると思われたからである。その結果、古代の不破関は藤

古川を西限として、左岸側に北・東・南に逆台形に土塁を

めぐらすものであることが判明した。その規模は、北側土

塁が全長460m、東側土塁は北側から50mが地表上に遺構

をとどめ、全長432mにおよぶ。南側土塁は地上に遺構は

とどめていなかったが、発掘調査で東側土塁から藤古川に

東西方向に中山道が走り、これが古代の東山道でもあった

ことが確認された。この道路の北側に築地で囲まれる一画

があり、その範囲は約方一町におよぶと推定され、土塁を

外郭とする内郭と推定されている。その中に掘立柱建物群

が存在するが、その構造規模は判明しなかった。この付近

に瓦が集中することなどから、関の主要施設はここに位置

していたことが推定された。出土遣物のうち瓦には白鳳期

の様式を示す 7世紀末~8恨紀初頭とみられる軒瓦がある。

一方、須恵器の年代は 8世紀以降のものであり、 8冊紀中

葉の土器型式が最も多かった。

かつては、三関は 7戦紀末の大津京の時代に、近江国を

東国の賊から防御するために、設けられたと考えられてい

た。ところが関の位置をみると、それぞれが関を防御する

国の役所（国府）よりも都側にあって、東国からの賊を防

ぐ機能がないこと、また判明した不破関の構造でみると、

藤古川を酉側の防御線にして、都側の防御に重点が置かれ

ていることなどがわかった。三関には、都で異変が起こっ

たときに、都から東国に逃れる賊を防ぐ機能があった考え

ってからであることもわかってきた。平安時代以降の固関

の儀式に関する遺構や遣物は確認されていない。

（高橋美久二）

〔注〕 (1)舘野和己『日本古代の交通と社会』塙書房、 1998年。 (2)

木下良「三関考定試論」『織田武雄先生退官記念人文地理学論

叢』柳原書店、 1971年。 (3)木下良『日本占代律令期に敷設さ

れた直線的計画道の復原的研究』國學院大學、 1990年。 (4)岐

阜県教委・不破関跡調査委員会『美濃不破関』 1978年。
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遁— 3 津・泊

津・泊 古代の津や泊の史料も全国のものを一覧する史

料はない。『延喜式』には、諸国から寄せられた物資が、

都の郊外にあった大津、宇治津、大井津、与等津（淀津）

などで陸揚げされて、車などで都に運ばれることが書かれ

ている（木工寮式 車載条など）。また、同書には各国の津

も書かれていて、越前国の敦賀津、比楽湊、能登国の加嶋

津、越中国の日理津、越後国の蒲原津湊などは津の固有名

詞が書かれているが、山陽道や南海道の国の津は単に国と

のみ普通名詞で書かれている（主税式 諸国運漕雑物功賃条）。

このように、国家の津、各国の津、また「郡津」という地

名から各郡の津など、古代には各官術に所属する津があっ

た。

泊については、三善清行の意見封事には、河尻泊、大輪

田泊、魚住泊、韓泊、樫生泊の五泊が載せられ、これが行

程を計って行基が建置したもの（『本朝文粋」巻 2) として

いる。このように、泊は内海や外海の航路上に一日行程の

距離に設定された停泊地であった。

津や泊の遺跡を探究するには、まず津・泊の固有名詞の

地名や津・泊の地名から探す必要があるが、これも中世・

近世にも使われたことから、古代の津・泊の遺跡を特定す

ることは難しい。

津・泊の遺跡 津や泊は河岸や海岸に位置しているが、

そのような場所は地形の変遷が著しいところであるから、

その遺跡を追究することは難しい。地名や現状地形から港

の遺跡を歴史地理的に追究したもの (1)、発掘成果やボーリ

ングデータから難波津を復原したもの(2)、発掘成果や条里

の復原から泉津を復原したもの(3) などがある。

ここでは、発掘調壺による泉津の様相をみよう（図 1)。

泉津の一部である上津遺跡の発掘調査によって、木津川に

平行して柵列、溝が検出され、その内側に多数の掘立柱建

物群が検出された。溝．柵・建物等の遺構はおおむね方向

を揃えて配置され、東西 2町ないしそれを超える面積を存

すると推定されること、これらの遺構にともなって、瓦、

土器、三彩陶器、帯金具、銭貨、士馬など多彩な遺物が出

土し、それらが平城宮内からの出上品と共通するものであ

ることなどから、泉津の一部でその東方にある上津遺跡は、

官の施設、すなわちいずれかの官司に属する木屋所である

と推定された叫 （高橋美久二）

〔注〕 (1)千田稔 『埋もれた港」学生社、 1974年。 (2)木原克司

「古代難波地域周辺の景観復原に関する諸問題」『大阪の歴史』

48、大阪市史料調査会、 1996年。 (3)高橋美久二「相楽郡条里

と泉津」 「京都府埋蔵文化財論集』 3、(lit)京都府埋文調査研究

センター、 1996年。 (4)木津町教委「上津遺跡第 2次発掘調査

概報」『木津町埋蔵文化財調査報告書第 3集』 1980年。

--------------------------------------------------------------_____ L _____ -! 
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図1 京都府上津遺跡（泉津）発掘遺構平面図
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区— 1 城柵

城柵 『日 本書記』大化 3(647)年の浮足柵の設置を初

見として、 『三代実録』仁和 3(887)年の最上大山郷への出

羽国府の移転不認可記事に至るまで、城柵に関する記事が

散見する。

城柵は蝦夷支配を目的として、越後・出羽・陸奥国北半

の辺境国に設置された軍事・ 行政機関である。辺境国の国

司には、通常の任務に加えて「饗給、斥候、征討」の任務

があり、国郡制と城司制の二本立で行政が執行されている。

城柵とは国府をも包括した蝦夷支配の国家施設という普通

名詞として理解でき、このことは陸奥国府多賀城が天平五

柵（色麻、 玉造、新田、牡鹿柵）の中で多賀柵と記されてい

ることからもわかる。秋田高清水岡の出羽柵が阿支太城に、

多賀柵が多賀城へと呼称を変え、雄勝城・桃生城に柵と城

の混用がみられるのは、天平宝字年間である。城から柵ヘ

の変化は当時の唐風好みの呼称変更とみてよい。

変遷の段階 城柵は立地およびその構造と内容の変遷か

ら3段階に区分して理解できる。

第 1段階は『 H本書紀』に登場する淳足・磐舟．都岐沙

羅柵で代表される 7世紀中頃から 8世紀初頭の城柵である。

信濃・ 阿賀野川河口の沖積地に立地するとされるが、遺跡

は確定していない。一方、表日本では城柵に関する記事が

ないものの、この期の城柵遺跡が調査されている。広瀬川

河口の低位河岸段丘上にある宮城県仙台市郡山遺跡や浜堤

上に立地する宮城県赤井遺跡（牡鹿柵・牡鹿評家と推定）が

それである。

仙台市郡山遺跡は掘立柱建物で構成され、基準線から真

北に30度振れる I期官術と真北方向の II期官術に大別され、

それぞれに数小期の変遷がある（岡 2)。

I期官術は材木列塀で区画された方形の院が連結して東

西3QQmX南北600mの官術全体を構成する。中枢部の院は

90m x 120mで、建物群は塀に連結し、周囲に総柱建物群

が付属する。「名取」のヘラ書き士器の存在から名取評家

か名取柵とみられている。なお、院が連結して官術全体を

構成する在り方は赤井遺跡でもみられる。

II期官術は428m= 4町四方の材木列塀とその外の大溝

で区画された「単郭」構造の城柵である。この構造が「重

郭」構造をとる 8世紀以降の城柵との大きな違いである。

郭の南正面に八脚門、中央北寄りに 6間X 3間の四面廂付

建物の正殿、正殿の北東後方に石敷広場と入水溝・出水溝

を完備した石組池、正殿前面に 2~3棟の東西建物、さら

に、その前方に楼風建物を含む東・西各 4棟の建物を対称

に配置する。特に、石敷広場と石組池は飛鳥の地で蝦夷を

饗宴した石神遺跡の例に似る。方 4町の単郭それ自体が蝦

夷への饗給 ・儀式という城柵の目的を最もシンプルな形で

表した城柵政庁とみられる。南 1町には政庁に付属する数

棟の建物があり、南西には方 2町の寺院が伴う 。この II期

官術を多賀城以前の国府とみる説もあるが、平城遷都以前

の国府については全国的にもまだわかっていない。

第 2段階は 8枇紀に建設された城柵である。立地上の特
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徴は比高30~50mの低丘陵を取り込んで築造されることで

ある。前段階との構造上の変化は、築地などで区画した政

庁域を取り囲む形で実務を司る曹司群を置き、これをも築

地等の明確な施設で区画し、政庁域と曹司域からなる「重

郭構造」の官術域を形成する点である。曹司域の成立に起

因したこの重郭構造は陸奥国府多賀城の成立を画期として

いる。

8世紀後半の桃生城、此治城、小勝城（払田柵跡）など

できる。この時期に前殿と正殿北方の建物が存在するのは、

秋田城政庁と此治城政庁だけである。

8冊紀後半の城柵政庁としては760年築造の桃生城、小

勝城、 760年修追の多賀城政庁 II期、秋田城政庁 II期があ

る。仲麻呂の四子である朝撒が按察使兼陸奥国守として天

平宝字年間に東北一円支配強化のもとに修造、造営したも

のである。また、 767年築造の此治城政庁がある。

このうち、国府多賀城II期政庁だけが特異な配置が採用

一部に三重構造がみられるが、政庁域と曹司域からなる城 される。建物はすべて礎石立ちで再建され、広場も石敷き

柵特有の形態は終焉を迎える10世紀中頃まで一貰して続く。 に改められる。南門の左右に 6間X 2間の翼廊、東・西脇

このことは多賀城の建設を契機に、城柵は蝦夷への饗給を

主目的とした単郭構遥の段階から、これに実務行政の役割

が加わったことを意味する。

第 3段階は 9懺紀初頭を契機とする城柵の内容充実とい

う大きな変換である。具体的には政庁建物配置の変化、曹

司建物の定型化と充実、官術域周囲での方格地割の成立と

展開という事象にあらわれる。

なお、 2003年度の多賀城の調壺で外郭南門から 1町政庁

寄りの位置にあたる南面道路上で掘立柱八脚門が検出され

ている。政庁中軸線上の門としては多賀城から移った鎮守

府胆沢城の政庁前門（殿門）があるだけであり、鎮守府に

殿も東・西築地に、北築地中央に桁行54mの北殿が取付く

など意識的に四至の築地線が飾られる。また、正殿の背後

には近江国府政庁や伊勢国府政庁にみられるような梁行の

広い後殿 (4間X 4間の総柱建物）が新設される。

これらの国府はいずれも天平宝字年間頃の成立とみられ

ている。陸奥国守は朝孤、近江国守は仲麻呂自身の兼任、

伊勢国守は仲麻呂と親交の深い石川名足、藤原小黒麻呂ら

が任官されており、仲麻呂と関係が深い一族の任官国府に

限って認められる点が注目される。

築地に取り付く桁行の長い北殿は 8枇紀後半の下野国府

II期に、 8ill: 紀末（多賀城皿期）の脇殿北に配置する東・

係わる問題として検討すべき課題となっている。以下、政 西楼についてもほぼ同時期の伯菩国庁にみられるので、多

庁、曹司、官術周辺域の順に変遷と特徴について解説する。 賀城政庁II期以降の建物配置の変化は他の国府の同時期の

政庁の変遷 8世紀前半の政庁として多賀城 I期政庁と 類例から説明できる。また、桃生城では、多賀城以前に後

秋田城 I期政庁が調壺されている（図 3)。

多賀城 I期政庁は720年頃から造営を開始し、 724年頃に

はほぼ完成したとみている。建物は瓦葺きの掘立柱式であ

る。中央北寄りに 5間X 3間南片廂の正殿、その東西前面

に対称に配置した東・西脇殿は 7間X 2間の北 2間に間仕

切のある床張り建物で、正殿正面に広場、南辺築地正面に

八脚門の南門を配置する。南門外にも対称に、朝集殿的機

能を持つ東・西南門前殿がある。桁行の短い (5- 7間）

脇殿や南門前殿は他地方の国府では見られない東北城柵固

有の特徴である。 I期の配置は多賀城各期 (II-N期）お

よびすべての東北城柵政庁にみられる基本的な要素であり、

城柵政庁のモデルになっている。

多賀城 I期政庁と同配置の政庁に、払田柵跡 I期 (8世

紀末）、城輪柵跡（出羽国井口国府推定地）がある。

秋田城跡 1期政庁の規模は東西94mX南北77mで、城柵

政庁では唯一の横長プランである。瓦葺きの築地で区画さ

れ、多賀城 I期と同構造の 5間 X 3間の南片廂正殿、 3 

間X 1間の前殿、 6間X 2間の北東建物が検出されている。

横長プランは地形の制約からである。正殿に多賀城政庁と

の共通性がみられるが、前殿の存在（伯苦、三河、下野国

府）や北東建物の出現時期など他の国府からの影響も指摘
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殿が成立しており、 5 X 2間の床張りの東・西脇殿の内庭

側中央 3間に縁が付く。この特徴は志波城、その移転先の

徳丹城政庁、城輪柵 I期西脇殿に受け継がれている。

第 3段階の 9恨紀初頭以降に設置された城柵政庁として、

陸奥国では多賀城 (III・N期）、胆沢城 (802年）・志波城

(803年）、徳丹城 (814年初見）の政庁が、出羽国では城輪

柵、八森遺跡（仁和期の出羽国府）、払田柵遣跡、秋田城皿

-v期の政庁がある。払田柵遺跡外柵 I期の柵木の年輪年

代が801年伐採で「小勝」の墨書士器が数点存在すること

から、 9世紀の小勝城とみられている。

この段階での特徴は正殿の後方東西に掘立柱建物が出現

し、正殿後方の使われ方に変化がみられることである。北

西の建物群については、胆沢城跡の木簡などから戌亥（北

西）を祭る内神に関する建物とする説がある。

また、徳丹城の調査では、志波城からの移転過程が明ら

かになってきた。徳丹城は方355.8m= 1.200尺であるが、

外郭東辺築地と重複しこれより古い一辺150mの大溝で区

画した不正方形の一郭が検出されている。区画内には廂付

建物を中心に 2時期の変遷がみとめられ、機能していたこ

とがわかる。区画に近接する東方の北上川から引いた運河

の遺構も発見されている。調壺者はこの一郭を造営等官樹
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と位置付けている。

陸奥・出羽の結節点に営まれた城柵である志波城政庁は

方150mを築地で囲い、国府政庁を凌ぐ規模をもつ（図 7)。

建物配置も脇殿の前方や正殿北方にも四面廂建物を配置す

るなど特異である。曹司建物は希薄で、政庁南前面に展開

するにすぎない。この現象は第 1段階の郡山 II期官術のあ

り方に極めて似る。最北端の城柵として蝦夷への饗給を主

目的とした城柵とみたい。移転した徳丹城の曹司は方

355.Sm全体を使って濃密に展開しており、弘仁14(823)年

段階で実務中心の施設へ転換したことを物語っている。

曹司 8槻紀の曹司については資料が少ない。秋田城は

断片的な資料であり、多賀城の場合でも 8世紀前半と後半

の変化を知ることは難しい。大畑地区、作貫地区、城前地

区で 8冊紀の掘立柱建物がわずかに発見されている。

城前地区では 8肌紀後半に中央列に廂付東西棟建物を縦

に配置し、これを日隠し塀で 3ブロックに区分し、その東

には南北棟の切妻の建物を直列に配置している。大畑地区

では 4間X15間以上の二面廂付建物 1棟、作貰地区では桁

行10~12間以上の片廂付建物数棟がある。 8世紀段階の曹

司の特徴として、桁行の長い廂付建物が多い傾向がうかが

える。これは職掌分化が進んでおらず、類似する職掌の曹

建物を配置し、これに竪穴が伴うもの

⑤五万崎地区の官術にみられるような、切妻建物を中心

に製鉄・製銅工房が伴い、これらを塀で区画するもの

がある。 10軋紀初頭に充実するなど様々である。張り床下

に暗渠を有する竪穴は例外なくエ尻とみてよいが、他の要

素で居住竪穴と工房竪穴を区別する視点が課題となる。

鎮守府胆沢城では東方官術南、東方官術北、府庁厨、西

方官術が政庁周囲に配罹され、柱列塀で仕切られた院を形

成している（図10)。すべての建物が政庁と方位を揃えて

おり、廂付建物を中心に数棟の切妻建物で構成されるもの

が多い。特に、府庁厨では桁行が長く、間仕切の多い切妻

建物をコの字形に配置し、中央に井戸を有する特徴がみえる。

徳丹城の曹司は方355.Sm全体を使って濃密に展開する。

政庁北東官術、政庁北西官術、政庁南西官術があり、方位

を政庁に合わせ、廂付建物を中心に院を構成するあり方は

胆沢城と共通する。これに対して志波城では政庁東南前面

に数棟の片廂付建物。小規模の切妻建物群、竪穴で構成さ

れる曹司がみられるが、政庁の東と西は極端に建物が少な

く、徳丹城との追いは大きい。払田柵跡、秋田城跡の曹司

については調査成果を待ちたい。

方格地割 8世紀後葉になると多賀城南前面に方格地割

司が合庁的な形で実務をおこなっていたことを示している が成立し、様々な変遷を経て10世紀中頃に終焉を迎える。

可能性がある（図 4)。 地割内には数か所の国司館や城外の公的施設（市や駅家な

此治城は築地で囲った政庁、その外を方形に築地で囲っ ど）、会津郡主政益継の解文案が示すように郡関係の出張

た曹司域、その外の竪穴住居群を土塁で区画した三重郭の 施設、製鉄や漆工房など直接多賀城を支えた行政的色彩の

構成をなす。曹司域では、同規模の建物を北に東西棟 2棟、 強い施設などが展開する。また、四境祭や万燈会など国府

その東と西に各 3棟の南北棟建物を配置するコの字型が成

立している。

9世紀になると、曹司域は建物棟数の増加、これと井戸

や工房、竪穴住居との組み合わせを含めた官術パターンが

成立するなど、曹司域が一段と整備充実されてくる。多賀

城では大畑・作貰・六月坂・金堀・五万崎地区など政庁を

取り囲む独立小丘陵上に、職掌ごとに掘立柱建物を中心と

した実務官術が展開する。そのパターンとしては、

①天長年間に整備された大畑東官衝でみられるような片

廂付建物を主屋として、数棟の切妻建物と井戸や鉄製

品関係の竪穴工房で構成されるもの

② 9世紀後半の大畑西官術でみられるような 6間X 2間

の切妻建物を中心として、これと同規模の建物各 3棟

を東西対称に配置し、井戸や竪穴が伴わないもの

③ 9枇紀の作貰地区の官術でみられるような二面廂付建

物を中心に左右対称に 2棟の切妻建物を対称に配置

し、井戸や竪穴が伴わないもの

④ 9冊紀の六月坂地区の官面でみられるような東・西2

棟の四面廂付建物を中心に地形にあわせた数棟の切妻

202 城柵・山城・神籠石

域の境を祭る遺構や遣物もみられ、視詑的にも国府域が設

定できるようになった（図11・13)。

地割の基準は政庁から南に延びる南北大路とこれに交差

する東西道路である。当初城内で幅員12m、9憔紀に18m、

城外18mから23mに拡輻された南北大路は、その東側溝か

ら170点に及ぶ郷里制段階の木簡が出土しており、創建期

から存在していたことがわかる。外郭南門から南に 5町ま

で延びて、東西大路と交差する。

幅員12mの東西大路は、 8世紀後半の士器を含む土坑を

埋めて作られており、建設時期は 8冊紀後薬頃とみられて

いる。東匝大路は外郭南辺築地と平行し、中軸線と酉で 7

度北に振れるので、この二大路を基準とする幅員 3mの小

路で地割された個々の区画は不正方形をなす。概ね 1町間

隔を意識した地形にあわせた割付けになっている。

東酉大路は南北大路との交差点から西1.3kmの東町浦地

区まで西 1~9道路を、東は東 1~ 3道路までを検出して

いる。したがって、国府域の東西範囲は1.6kmに及ぶ。南

北は南 2道路を南限とするので、外郭南門から 7町=750

mほどになる。地割内には砂押川が時折流路を変えて北か
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固 5 桃生城北半部遺構全体図
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図6 払田柵跡遺構全体図
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ら南に流れており 、南北道路に平行して多賀城へ引いた運

河が随所にみられる。南北大路は胆沢城と志波城が建設さ

れる 9世紀初頭に幅員23mに拡幅整備される。

東西大路にはA~I期の変遷がある。このうち、 A期が

8世紀後葉、 C期が側溝から出土した弘仁11年付札木簡、

F期の側溝に10世紀の30年代に降下した灰白色火山灰が堆

積していること、最終の I期が10世紀後半の遺物に限定さ

れ終焉を迎えていることから推定できる。

方格地割は段階的に行われている（図11)。すなわち、 8

世紀後葉には部分的に地割がみられ、 9世紀前半には東西

大路の北と南に、 9世紀後半段階で最も整備された形となる。

最近、県営圃場整備事業に伴う調査で、宮城県東山官術

遺跡（陸奥国賀美郡家）南前面の壇の越遺跡で、多賀城と

同様の方式すなわち東西・南北道路で区画された方格地割

の存在が判明している。その成立年代も 8冊紀後半とされ、

多賀城よりも若干古い。

地割の基準は東山官術遺跡の外郭南門から南に延びる道

路を碁準として 1町=109m方眼の地割である。現在、南

2~南 7道路まで760m、西には西 1~3、 5、 6道路ま

で650mが検出されている。低位段丘の南 5区西 5区、南

6区西 5区には東西61mX南北64mを材木列塀で囲み、 主

屋と雑舎、倉庫群からなる院がある。賀美郡家の前面に展

開していることを重視すれば、「上野国交替実録帳」に記

す一館、 二館のような館の可能性が考えられる。また、 9 

世紀の段階で、櫓の取り付く築地も西 5南 2付近から西 3

南 6付近まで段丘に沿って確認されている。これについて

は、東山官術が拡大したものか、地割内の特殊事情による

ものかは今後の課題となる。

このほか、 9世紀初めに築造した胆沢城、徳丹城、城輪

柵跡は沖積平野に立地する特徴がある。城輪柵は400尺 x

6 =720mで、多量の人形や人面墨書士器を出土する俵田

遺跡や斗供・長押など多量の建築部材を出土した堂の前遺

跡もこの400尺法眼上に設定されているという。 400尺の地

割単位は平安京条坊単位尺であることから、方格地割の施

行をめざした立地選定が桓武期になされているとも考えら

れる。 9世紀初頭で東北の城柵が大きく拡大整備されてい

ることは確かである。 （進藤秋輝）

〔注〕 (1) 8世紀以降の国府政庁パターンについては、大宰府政

庁をモデルとした西海道国府型、多賀城をモデルとする東北城

柵型、桁行の長い脇殿を特徴とする内国型の 3類型が指摘され

ている。また、その成立年代と起源については和銅元年の平城

遷都を契機とし、太政官院下層の建物配置に祖形を求める説が

ある（阿部義平「国庁の類型について」「国立歴史民俗博物館

研究報告』10、1986年）。

8世紀後葉

9世紀初頭

9世紀後半
-10枇紀前半

..'"-¥ 

図11 多賀城南側の方格地割変遷図
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図12 宮城県壇の越遺跡の館
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図14 宮城県東山官面遺跡と壇の越遺跡の方格地割
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]X-2 山城・神籠石 高相関図（図 2) からは、日本の古代山城の選地に大きく

二つのタイプがあることがわかる。

〔選地 l類（瞼山城類）〕 城壁最低点比隊が30m以上で、周

分類・呼称 酉日本の古代山城はこれまで朝鮮式山城と 長が 2~6 kmに及ぶ。

神籠石の 2つに分類されてきたが、近年の調査成果を受け 〔選地 2類（緩山城類）） 城墜最低点は平地近くまで下り、

て「古代山城」として一括して論じられるようになりつつ

ある。『日本書紀』『続日本紀』などに築城・修築記事のみ

える山城（いわゆる朝鮮式山城）は12城を数え、その築城

契機・築城主体については比較的明らかであるが、遺跡地

や遺構が未判明の城も多い。文献に記載のない山城は、最

近、福岡県で新たに 2城（宮地岳城、唐原城）が発見され

全部で16城となったが、その年代観と築城主体をめぐって

論争が続いている。文献未記載の山城について「神籠石系

（式・型）山城」の呼称が使用されているが「神籠石」と

は本来列石ではなく「岩座」を指した名称であり、現在で

は学史的に使われているにすぎない。文献に記載の有る無

しによる分類も考古学的分類としては実態にそぐわない。

神籠石系山城といってもいくつかの類型に分けられるし、

朝鮮式山城自体多様である。選地・外郭構造などの分析に

よる類型化と編年がこれからの有効な研究方法と言える。

分布 日本の古代山城は北部九州～瀬戸内～畿内までベ

ルト状に分布し（図 1)、特に北部九州には14城が濃密に

分布する。逆に王都である畿内には高安城 1城のみで、大

陸に近い日本海側にも分布をみない。大きくみると畿内を

守る縦深防御体系（侵攻ルートに沿う防衛シフト）と捉えら

れるが、朝鮮諸国のような王都を守る衛星防御体系（環状

の防衛網）を欠いている。最前線の前縁防御体系（国境防

衛線）たるべき北部九州の山城配置は、玄界灘沿岸に薄く

有明海方面に厚い、大宰府を中心とした同心円状の配置と

なっている（図 3)。山城群の分布は一見大陸からの防衛

ラインを為しているが、細部において疑問点も多い。その

分布範囲は 6槻紀後半~7世紀代の倭王権の地域支配施策

地と重なり合うことから、その築城目的が大陸からの防衛

を契機 (663年白村江敗戦）としながらも、西日本主要部の

地域支配に重点を置いたものであったことがうかがえる。

選地（占地） 朝鮮半島の山城では選地形態からみた

「包谷式」と「テメ式（山頂式・鉢巻式）」の分類が広く使

われているが、両者の中間的な山城も多く、実際に分類す

るとなると単純には分けられない。また包谷式でも大規模

なものを「連峰式」と呼ぶこともある。高句麗地域には大

型の包谷式山城が多いが、百済・伽耶など半島南部では大

部分が周長 1km以下の中小規模のテメ式山城である。日本

の古代山城は「百済式」とされているが、山城の規模や形

態は大型の他谷式ばかりで、むしろ高句麗山城を指向して

いる。周長（全周規模）と城壁最低点（水門部）までの比

208 城柵・山城・神籠石

周長は 3kmを超えずほぼ2km前後に集中する。

1類の多くは独立峰に選地し、縄張として「複郭プラン」

をとっている場合が多い。大野城や基雛城が水城のような

遮断城を併設し、大宰府を囲む一種の羅城を形成している

ことはよく知られている。讃岐城山城の低士塁の外郭、鬼

城山城南東麓の小水城状の土塁遺構、屋嶋城の浦生石塁の

ように具体的な遮断線を持たなくても、周辺地形（湾、丘

陵、段丘）を利用して外城ラインとし、城内最低点を背後

の谷盆地側に開く状況は 1類の多くの山城で指摘でき、防

御性を考慮した縄張と評価できる。これに対し 2類は城壁

最低点である水門部が平地まで下り、平野側に正面を向け

て縄張りされている。独立峰でなく主山塊を背後に持つ支

峰に選地し、城域背面側には一部城壁を設けていない場合

もある。谷を多く取り込んでいる割には城内は傾斜地ばか

りで平坦地に乏しい。 1類に比して防御性は著しく劣り、

特殊・様式化された選地と言える。 1類は北部九州～瀬戸

内沿岸に広く展開するのに対し、 2類は北部九州、中でも

有明海沿岸を中心に集中分布している。

土築・石築 日本の古代山城の外郭線は基本的に版築土

塁が多く、全外郭線を石築で構築しているのは金田城、屋

嶋城、讃岐城山城内郭など少数派である。朝鮮半島では石

塁が主流であるのと対照的である。しかし稜線上の城壁線

が土築であっても谷を渡る部分は石塁となり、谷水を排水

するために石塁中に賠渠状の水門（水口）を設けている場

合もある。水門石塁の上に土塁を乗せるタイプが比較的多

い。石塁の石積みには野面積みや若干整形加工した割石積

みと切石積みがあり（図 6)、横に目地が通る布積みある

いは布築崩しと呼ばれる技法がとられている。外壁面角度

は60-80度、切石積みでは90度に近く、土塁外壁もほぼ同

じ角度に復元される。切石積み石塁や水門部を土塁と列石

だけで構築している事例（鹿毛馬城、帯隈山城、杷木城、唐

原城）は北部九朴lに限られる。石塁内部の充填石材は普通

外壁材より若干小さい程度だが、切石積み石塁ではグリ石

が用いられている場合（おつぼ山城、女山城）がある。鬼

城山城では石壁内部が版築の箇所も確認されている。

英築・内托 外郭線の形態については「央築（両壁式）」

と「内托（外壁式）」の 2種がある。朝鮮半島の山城は山

地稜線上に外郭線を設けているため、斜面を利用し城外側

に城壁を設ける内托形となるが、実際は城内側にも低い壁

を造る半央築形が一般的である。これに対し日本の古代山
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表 1 古代山城構造比較一覧

外郭線構造 列石・石材 城門

周長 標面 最低比高 l― 段差 列石前柱
山城名 所在地 (km) (ml (m) 土築・ 塁形折・ 版築水門 列石 石材石材被覆・置き 調整 （有無・ 城門門礎

類型

石築 態曲 加工供給露出方 面 間隔m)

1 播磨城山 兵庫県龍野市・新宮町 1.8 458 350 石？ 内托 折？ 石塁 野面 現地 O? 凹型 選地l外郭1-b
←-
2 大廻小廻 岡山県岡山市・瀬戸町 内托折 ◎ '石塁 -◎ 割石 被覆 衷3.4 198 64土 現地 X X 選地l外郭l-b

3 鬼城山 ，岡山県総社市 2.8 403 230 土・石 央築折 ◎ 石塁 ◎ 割石 現地 蕗出？程 X ◎ 3 0 ◎ 凹O型 選地1外郭1-a

4 讃岐城山香川県坂出市・飯山町 6. 3 462 270 石・土 内托折 石塁 〇 野面 現地 被覆 寝 1X ◎ 凹型 選地1外郭1-b

5 永納山 愛媛県東予市 2 5 128 15土 内托折 ◎ 
◎ ◎ 

割石 現地 被覆
横程 ↑' 百X― ― 

X 選地l外郭l-b

6 石城山 山口県大和町・田布施町 2 5 350 230土 内托折 ◎ 石塁 割石 現地 被覆 ◎ 2. 19 ◎ 凹型 選地1外郭1-c

7 御所ヶ谷 1福岡県行橋市．勝山町・犀川町 2.9 247 75土 央築 折？◎ ＇ 石塁 ◎ 匹 一＇現地 被覆横 ◎ ◎ 1.8 ◎ I I選地1外郭l芝

8 宮地岳 福岡県筑紫野市 2 8 339 98土 内托折 O? 石塁 ◎ 切石 現地 謡出？横 X O? 選地1外郭1-c

， 
高良山 ，' ，福福岡岡県県久前留米市

2 7 252 35土 内托曲 O? 石塁？◎ 切石 現地？ 謡出 巳横—―恒! x）ー一
選地1外郭2

10 雷山 原市 2. 3 483 300 土塁なし （内托）折 石塁 ◎ 切石 搬入 謡出 X 選地1外郭2

II 皮山 福岡県瀬高町 3.0 202 4土 内托曲 ◎ 石塁 ◎ 切石 搬入 厖出
息横ー』1@◎ ~- ◎ ◎ 33. . 0 0 

選地2外郭2

12 鹿毛馬 福岡県穎田町 2.2 70 〇土 内托曲 ◎ 土塁 ◎ 切石 搬入 蕗出 選地2外郭2

13 帯隈山 i佐賀県佐賀市 2.4 174 9土 内托曲 ◎ 土塁？◎ 切石 搬入 蕗出 想 ＿ ◎ ◎ 3 0 ◎ 選地2外郭2

14 ぉっぽ山 佐賀県武雄市 1. 9 66 〇土 内托曲 ◎ 低石旦◎ 切石 搬入 躇出横 ◎ ◎ 3 0 ◎ 選地2外郭2

15 杷木 福岡県杷木町 2 3 130 8土塁なし （内托）曲 O? 土塁？ ◎ 切石 搬入 蕗出横 ◎ X 選地2外郭2

16 唐原 福岡県大平村 I. 7 73 〇土塁なし （内托） 曲？ 土塁 ◎ 切石 搬入 認出横 ◎ X 選地2外郭2

A 大野城 福岡県太宰府市・宇美町 6.5 410 140 土• 石 央築 折？◎ 石塁

゜
匿 匝ー

現地 被覆？ 寝 X ◎ 1. 6 ◎ O型 選地l外郭1-a

B 基葬城 佐賀県基山町 4 4 416 130土 央築 O? 石塁 野面 現地 ◎ O型 選地l外郭1-a

C 屋金嶋田城城 闘l長崎県美津島町 2. 8 276 27 石
央内托築

折？ 石塁 O? 野面 現地 ◎ O型 澳竺笠．—a
4.0 260 

~一 .. ・-・ ◎ ~一

D 川県高松市 292 石 折？ 野面 現地 選地l外郭1-b

E 裔安城 大阪府八尾市・奈良県平群町 488 土？ 内托？ 選地l外郭1-b

熊本県菊鹿町・菊池市 央築？ O? 

゜
'野面 ~ 被覆？

I - -·-―—マー一
◎ O型F 鞠智城 3. 7 169 45土 現地 衰 X 選地1外郭1-b
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城では城内側を山の斜面に持たせ掛けるような土段（壇）

状の内托土塁（図 5―②)が圧倒的に多く、半央築（図

5―①③)は大野城や鬼城山城などにしかみられない。半

央築は城壁高も高く (3~ 5 m)対人遮断性に優れ、塁の

背後には城内通路（車路）が付設されている。土段状土塁

の城壁高は1.5~3 mと低く、城壁天部が通路を兼ねてい

るらしい。本体城壁の前後にも土段を形成して「多段式」

の外郭ラインとしている場合が多い。

折れ構造 外郭線が匝線を一単位として走行し接続部に

「折れ構造」を持つ山城が瀬戸内の諸城と北部九州の一部

なく外郭構追の面でも様式化されていることがわかる。段

差調整面加工（列石上縁線を揃える L字状の切りかき加工）

も2類に特徴的にみられる。外部からの石材搬人について

は、数kmも遠隔地から搬入している事例もあり、安定供給

を図るためとしても石材運搬そのものが目的化している感

が強い。外郭 1類も選地 1類とほぼ一致するが、断面形態

では 2~3 つに細分できる (a半央築、 b土段ー低、 C土段一

高）。最近確認された宮地屈城は列石基礎に地覆状の石材

を前方へ15~18cm突出させて並べており（図 8 ―③)、国

内では鬼城山城の角楼基礎があるだけで、他に類例をみな

の山城（御所ヶ谷城、宮地岳城、雷山城）にみられる。おつ い（韓国では統一新羅期山城に類例あり）。宮地岳城は選地

ぼ山城など有明海沿岸部の山城は曲線走行を基本としてお 面では 2類、構造面では 1類に近い特徴を持っており、両

り、外郭線走行に大きく東西 2つのタイプが存在している。 者の編年序列をつなぐ位置にある。さらに築造場所も大宰

大野城など文献に記載のある山城や朝鮮半島の山城につい

ては、一部折れではないかと指摘されている箇所もあるが

未確認であり、将来の発掘・精査が必要である。

列石 土塁構造については、北部九州の神籠石系山城の

土塁断面調査が先行し、朝鮮式山城や瀬戸内の山城では最

近まで調査事例に恵まれなかった。そのため神籠石系山

城＝列石あり、朝鮮式山城＝列石なし、といったイメージ

府羅城を補完する選地であり、今後の調査が注目される。

列石前面柱 列石前面の柱列に関しては、おつぼ山城の

調査時に「柵列説」が出されたが、その後「版築工事の堰

板支柱説」が支持されるようになった。最近の調査では土

塁内部からも柱列が検出される事例（おつぼ山城、鹿毛馬

城、御所ヶ谷城、鬼城山城）（図 5ー①③）も増加しており、

士塁構築前に立てられ埋め殺しにされている。また版築技

が定着してしまった。韓国でも土塁基底部に列石（基壇石） 法で構築されていても列石前面柱を持たない士塁（大廻小

を持つ山城が検出され始めたが、割石（板石）を 1~2段 廻山城・永納山城）もあり、雷山城や杷木城、唐原城のよ

積みとしており、北部九州のような切石列石はみられない。 うに列石のみ配し上部の土塁を築いていない山城でも前面

最近の調杏で大野城や讃岐城山城でも土塁基底部の列石が 柱は検出されていない。大野城や鬼城山城の前面柱は版築

確認されるに及んで、分類指標としては列石の有無よりも 工事の完成後抜き取られており、柱穴も深くなく掘方もな

列石の「被覆（非露出）」と「露出」が注目されてくる（図 7)。 い仮設的なものだが、北部九州の神籠石系山城の前面柱は

列石の被覆（いわゆる埋め殺し）は石城山城、大廻小廻山城、 抜き取られた痕跡がなく、堀方や柱と列石間に倒れ防止用

御所ヶ谷城で検出され疑間の余地はなく、韓国の蛇山城で の添石を伴っている（図 7―②)。おつぽ山城や鹿毛馬城

も外皮版築として報告されている。これまで列石の機能は では柱根や板材・炭化材が検出されており、堰板支柱とし

単に土留め用とされていたが、雨水による土塁基底部の浸

食保護も重要な役割であったと考えられてきている。土塁

背面側に排水溝が検出されている事例（おつぼ山城、大廻

小廻山城、鬼城山城）や鬼城山城の基底部列石前面と土塁

背面に付設された敷石（図 5ー③）も雨水対策と考えられ

ている。土塁の保全からみれば列石を露出させるかどうか

はあまり問題ではなく、露出については「見せる」効果が

想定される。列石の被覆・ 露出の相違は外郭線走行や石材

ての使用後、土塁上縁に女塙などを設けていた可能性があ

る。土塁内外の柱は対となり柱列間隔は1.6m(大野城）、

I.Sm (御所ヶ谷城）など短いものもあるが 3m間隔の事例

が多い。前後の柱を横木で接続して版築が行われたと考え

られるが、前面柱のない事例は版築工事の多様性（堰板保

持の方法）を示している。韓国の山城でも列石に伴う柱列

（永定柱）が検出されているが、石列間に立柱し、土塁に

半ばめり込んだ状態（寄柱状）で設けられている（図 8-

供給の方法、石材形状、置き方とも概略一致している（表1)。 ①）。韓国では永定柱間距離が三国時代には1.2~1.Sm→統

〔外郭 1類〕 折れ構造ー列石の被覆ー現地調達（選地する 一新羅時代以降 3m以上に長くなっていくと考えられてい

山塊周辺で採石）ー割石使用（一部切石使用）ー寝かせ置き る。また韓国では版築士層の違いから柱を境にエ区が想定

（高さく奥行き） されているが、 日本でも最近検出事例（鬼城山城、水城）

〔外郭 2類〕 曲線構造一列石の露出ー外部からの搬入（城 が出てきている。

外の他山塊に石切場を設け搬入）一切石使用ー横置き（高 城門 山城の諸施設としては城壁本体（体城）に伴う城

さ＞奥行き）一列石間密着一段差調整面加工 門、雉城、甕城などと城内の建築物（倉庫、兵舎、管理棟、

外郭 2類は選地 2類と一致し、この山城群が選地だけで 望楼など）や貯水池• 井戸、石弾の集積などが考えられる。
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①福岡県御所ヶ谷A2トレンチ
②佐賀県帯隈山第 2調査区
③岡山県鬼城山第 3塁状区間

①
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 ②
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図5 士塁断面図
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①岡山県大廻小廻山 L地点第4・ 5トレ ンチ
（列石被覆）

②佐賀県帯隈山第 4調査区
（列石露出）

固7 列石前面部の状況

①
 

①
 

＇ 

O 2m 
I I I I I 

①福岡県大野城百間石垣
②岡山県鬼城山第 2水門
③福岡県女山長谷水門

。]

_ 32 m 

31m 

④
 

゜
4m 

③
 

①翰国蛇山城東門址北壁
②岡山県大廻小廻山H地点
③福岡県宮地岳A塁状遺構
④福岡県鹿毛馬Aトレンチ
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最近調企例が増加しているのは城門で、 16例（大野城、金

~I:{城、鞠智城、おつぼ山城、幣隈山城、御所ヶ谷城、石城山城、

鬼城山城、屋嶋城）を数える。城門は建て替えや閉鎖など

時期的変化を追える遣構としで注Hされ、建築構造の比較

検討によって築城主体や技術系譜など多様な情報を得られ

る可能性を持つ。城門には「平門式」と「懸門式（門入口

に段差を設ける）」があり、朝鮮半島での調査事例には懸門

式が比較的多い。日本では平門式が一般的だが、鬼城山城

や屋嶋城は懸門式と推定されている。鬼城山城や金田城で

検出された門道床面の石敷きも半島北方に系譜がある。ま

た古代山城の城門には門礎石（唐居敷）の残る事例が多く、

円形や方形の掘立柱用の例り方を持つものと礎石建てのも

のがある。瀬戸内の諸城（鬼城山城、石城山城、播磨城山城）

には共通して力舟笏りり方を持つ「コ字型唐居敷」がみられ、

様式・寸法が酷似し同一の築城主体や年代を想定させる。

城門（虎口）防御 城門の形態自体は単純に開口する形

で、甕城や雉城のような付帯施設が設けられている事例は

はとんどない。ただし選地 1類の山城では城外からの進入

経路を守城側に有利となるよう、城門位置を尾根筋から若

干脇に置いて進入路をクランクさせ横矢をかけたり、谷部

では城壁を前方へ張り出して左右から俯轍．挟撃できるよ

う縄張している。門を入った場所に遮蔽物（塀・岩）を置

く事例もある。逆に選地 2類の山城ではこのような防御上

の配慮はほとんどみられない。

城内施設 大野城などでは郭内に礎石倉庫建物群が40~

60棟確認されているが、他の山城では建物の検出事例は非

常に少ない。鬼城山城では城内全域を対象とするトレンチ

調壺が行われ、倉庫建物、兵舎、鍛冶工房など機能別の配

置が判明しつつある。人野城などの多数の倉庫群も築城当

初からのものではなく 8世紀以降増改築を重ねた結果とみ

られている。貯水池は水門背面と並んで遺物が集積する位

置にあり木製品などの遺存率も高いと予想されている。

出土遺物 大半の城では土器の表採例もほとんどなく、

発掘調壺でも出土遣物は極めて少ない。出土状態も版築土

塁中や建物基壇．柱穴からではないため、城に伴うものと

しても存続期間の一時点を示すにすぎない。坪蓋・坪身、

長頸壺、平瓶など出土・表採須恵器の年代は 7匪紀中葉～

8 世紀前半に比定されるものが多い（飛鳥m~平城宮 II期）。

甕破片は出土点数が多いが年代推定は難しい。遣構の切り

合い関係から推定される年代は、帯隈山の陶棺破壊、女山

城・唐原城郭内の群集墳、唐原城水門下層遣物などの事例

から、 6世紀末以前には遡れない。比較的出土遣物の多い

鬼城山城の場合、城が機能していた年代は 7世紀中葉~8

懺紀前半、特に 7枇紀後半（末葉）~8軋紀初頭に大きな

ピークがあるとみられており、築城記録のある城とほぼ同
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時期に併存していたことになる。僅かな出土遣物の上限年

代＝初築年代としたり、逆に城の存続の下限年代とするの

は資料操作の限界を越えており、現状では大野城などとの

先後関係を判断することは難しいが、多くの山城が 8世紀

以降使用継続されなかったことを遣物量は示している。

類型化と編年 文献に記載のない山城の歴史的性格、特

にその築造年代については諸説あるが、最近では 7枇紀代

に収敏しつつある。 7世紀代といってもその築城を大野城

(665年）以前とするか以後とするかによって、「先行説 (7

憔紀前半）」と「後出説 (7冊紀後半-8世紀初頭）」に分け

られる。先行説をとる研究者は多いが、特に明確な根拠が

あるわけではなく、文献記録のないことが大野城以前とす

る最大の理由となっている。先行説も後出説も類塵化に関

しては大差なく、①大野城などの朝鮮式山城（選地 1類・

外郭 1類a・b)、②瀬戸内の神籠石系山城（選地 l類・外郭

1類a・b・c)、③北部九州の神籠石系山城（選地 2類・外郭

2類）の 3つの類型を想定する研究者は多い。編年序列の

逆転は北部九什Iの神籠石系諸城の編年的位置付けが論点と

なっている。「斉明天皇酉下時築城説」の提起以降、先行

説の年代は660年頃まで引き下げられ、白村江戦後の神籠

石系諸城の未完成・放棄、一部修築後の朝鮮式山城との併

存を認めようとする傾向にあるが、選地、外郭構造の異な

る山城が同時、同契機に造られたとは考えにくい。先行説

は全ての城を対外防衛用とし、異なる類型の存在を地域性

とみているが、後出説では時期差や機能差（対外防衛→律令

制化・地域支配）として段階的な築造課程を推定しており、

編年序列は軍事性の低下していく方向で想定されている。

百済・新羅地域の山城では二国統、移後、より高い山岳ヘ

立地するものと城壁が山の斜面から平地へ降りてくる二つ

の類型が成立する。高い山岳へ立地する山城は純軍事的城

郭で三国時代よりさらに大型化していく。また平地へ降り

てくる平山城（土城）は高麗時代の古邑城につながる城郭

で、行政的機能を担当したとみられている。軍事→行政へ

の機能の違いは城門の位置や形式にも反映しており、防御

に有利→出入の便利さ、懸門式→平門式へと推移する。ま

た韓国では列石の出現時期について早くても百済末、一般

化するのは統一新羅時代以降として編年が調整されつつあ

る。このような朝鮮城郭史の編年観は無理なく後出説と対

比することができる。 （向井一雄）

［参考文献〕亀田修ー＾「日韓古代山城比較試論」『考古学研究』

42-3、1995年。村上幸雄・乗岡実『吉備考古ライブラリィ 2

鬼ノ城と大廻り小廻り』吉備人出版、 1999年。小田富士雄「日

本の朝鮮式山城の調査と成呆」『古文化談叢」 44、2000年。向

井一雄「古代山城研究の動向と課題」『溝澳』 9・10、2001年。

徐程錫『百済の城郭ー熊津・洞批時代を中心に』学研文化社

（韓国）、 2002年。



x 末端官面と豪族居宅

X-1 官街関連遺跡と末端官街

X-2 郡街別院

X-3 末端の税穀収納施設

X-4 その他の末端官街

X-5 官面補完施設

X-6 地方豪族居宅

X-7 末端官街遺跡調査の課題



X-1 官街関連遺跡と末端官街 この郷術説の根拠とされている文献史料には、『令集解』

儀制令春時祭田条古記にみえる「郷家」、『出雲国風土記』

における郷の位置の里程表記などがある。また、考古資料

官面関連遺跡と末端官面 近年、「一般的な集落とは様 としては、平城宮下層などから出土している「五十戸家」

相が異なる官術的遣跡J、「公的性格を持つ集落J、9官術か

豪族居宅J、9郷家」、 9郷術」、「官人居住集落」、『官術近隣

集落」などと報告されている遣跡例が増加している。国

術・郡術とは異なるが、このように官術と関連づけられて

いる遺跡には大別すると次のようなものがある。

a ; 官術遣跡とは推定できるが、性格づけが未定の遺跡。

b ; 官術か居宅・荘所・集落か、判断に迷う遺跡。

C ; 集落や有力層の居宅の様相を示すが、木簡、「郷長J

などの官職名や「厨」などの部署名を記した墨書土

器、硯、腰帯具などが出土したり、あるいは規模の

大きな建物や計画的な建物配置がみられる遺跡。

ここではこうした遣跡を官術関連遣跡と総称する。

末端官面と官街補完的施設 官術は、第三権力機関とし

の墨書土器、郷間における荷札木簡の表記や製作技法の違

い、多数の官術関連遺跡の存在などがあげられている。

それに対して、郷術は存在せず、郷術とされる遺跡には

郡術出先施設とすべきものがあるとする反論が示されてい

る。その根拠としては、里（郷）には里長一人が任用され

るだけで官僚組織がないこと、戸令国郡司條には巡行国司

を迎えるに際して「郡司候営郡院」とあるのに対して、

9里長候常里」と記されており役所が明記されていないこ

と、「郷家」は郷長の家と解すべきこと、などがあげられ

ている。これを反郷樹説と仮称する。

この郷術説の間題点については『律令国家の地方末端支

配機構をめぐって』（奈文研、 1998年）に譲るが、たとえば、

郷術説において、その候補とされる遺跡の存続時期を整理

ての国家による人民統治機能や公共機能を担うことを主目 した井上尚明氏の研究成呆によると、それらの遺跡の出

的として設けられた機構・施設、あるいは直接的な人民統 現・廃絶時期や存続期間にはばらつきが大きい。このこと

治以外で国家の機能を維持する役割の一麗を担うべきもの は、これらを郷段階の官衝と仮定した場合にも、各郷に普

として設けられた機構・施設である。この点からみると、 遍的に郷術が設けられた様相はみられず、適宜設置廃棄さ

上記の官術関連遺跡は次の 3類に大別できる。 れる施設が多かったことを示している。したがって、結論

I類；集落・居宅とは別に分離して設けられた官衝施設。 だけを述べれば、国衝・郡術とならび各郷に置かれた郷術

これには、後述する郡栃別院、正倉別院、国衝・郡術出先 の存在は認めがたい。

施設などがある。 しかしながら、郷術説は末端官術や官術補完施設に調査

II類；民間施設に併設された官術施設。その職務内容や 研究の光を当てたものとして貴璽な研究成果といえる。そ

在地の政治経済的状況・地形条件に応じ、適宜、設置・移 してまた、郷術とされてきた官術関連遣跡には、郷術とは

転・廃止された補助的な性格の強い官術施設である。後述

する税穀収納施設の小院や借倉・借屋などがある。

皿類；官衝機能の一翼も担った民間施設。民間施設とし

ての本来的な機能を維持しつつ、地方官面の業務の一部を

補佐・維持する役割を副次的に果たしており、国家による

地方支配のためにも利用された施設である。後述する里倉

や郷家などはこの II類に含まれる。

このうち、 I・II類を末端官術、 1lI類を官術補完施設と

仮称する。ただし、末端官術遣跡には、その性格が未確定

なものが多いので、郡術より下位には位置づけられない官

術施設も含まれうる。また、官術補完施設には、民間施設

と官術施設とが分化する以前の段階のものや、本来区別さ

れていた民間の居住・経営施設と官術施設とが合体した段

階のものも含まれる可能性がある。

郷街論 ところで、上記の官術関連遣跡については、国

栃・郡術とならび、郷ごとに設置された独自の官衝の存在

を推定する説がある。この官術をここでは「郷術Jと仮称

し、この郷術が存在したとする説を郷術説と呼ぶ叫
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言えないが、末端行政に関わった官術施設や官術補完施設

として改めて把握しなおすべき遺跡が多く、そうした遺跡

の調査研究は地方における末端行政の実態や変遷をうかが

う上で重要な意味を持っている。 （山中敏史）

〔注〕 (1) この郷術説ではその役所を「郷家」と呼ぶ場合が多い

が、史料にみえる「郷家」は郷長の家という民間施設を指すと

する説も有力である。したがって、「郷家」と表記した場合、

それを官術の意味で論じているのか、民間施設の意味で用いて

いるのか混乱を招きかねないので、ここでは郷の役所という概

念として「郷術」の語を提唱したい。

［参考文献〕郷術説；関和彦「古代村落「官術」研究への提言J
『共立女子第二中学高等学校研究論集」 12、1989年。井上尚明

「郷家に関する一試論」『埼玉考古学論集』 1991年。津野仁「遺

跡からみた郷長の性格」『太平台史窓』 10、1991年。山中章

「考古資料としての古代木簡」『木簡研究』 14、1992年。

反郷術説；浅野充「律令制下の地方行政について」「藤沢市史

研究』 24、1991年。平川南「郡符木簡」『律令国家の地方支配』

吉川弘文館、 1995年。山中敏史「末端支配機構をめぐる諸間題」

『律令国家の地方末端支配機構をめぐって』奈文研、 1998年。



こ
山形・熊野堂

沼平東
谷地前 C
生石 2
沼田
上浅川

栃木・多功南原
西赤堀
登内
星の宮ケカチ
芳賀団地

群馬・新保
下東西

埼玉・将監塚・古井戸
北貝戸
若葉台
張摩久保
北島
氷川神社東

東京 ・東耕地
古録天

千葉・大北
中鹿子第 2
公津原Locl5・17
南麦台
山田水呑

神奈川・南鍛冶山
石川・篠原シンゴウ

戸水 c
畝田・無量寺
高堂
古府タブノキダ
小牧・外
八幡昔谷

新潟・ 曽根
山梨・大原

湯沢
長野・鋳師屋
静岡・横山
滋賀・手原

矢倉口
日置前
弘川
美園

京都・畑ノ前
兵庫・山垣
大阪・遠里小野

丹上
鳥取・睦逢

戸島
香川・稲木
高知・ 十 万

曽我
福岡• 井相田

有田
熊本・上鶴頭

l、

ー：〗
1 ; 兵庫県宅原遺跡出土

2 ; 平城宮下層出土

600 700 800 900 1000 

-------------- --------

------------ ---------

--------— -----------
-------------------—---------

----------- -----
-----1---------------- -----

＇ 

------

図 1 官面関連遺跡の存続時期

3 ; 平城宮下層出土 (S ; l / 4) 

図2 「五十戸家」墨書士器

官街関連遺跡と末端官術 215 



X-2 郡面別院

史料にみえる郡街別院 郡術から離れた場所に置かれ、

その周辺地域を対象とした行政実務などを郡術に準じて分

掌した支所を郡術別院と仮称する。

『続日本紀』和銅 6(713)年 9月己卯条にみえる摂津国

差し出し元ないし召喚先で廃棄されるという特徴がある。

また、氷上郡は中央部の丘陵によって西の加古川水系と東

の由良川（竹田川）水系とに分断された形になっている。

『和名類緊抄』（高山寺本・名占）岳巾立博物館蔵本）には東

縣・西縣とあって、この地形上分断される東と西の諸郷を

管轄する行政区が{:f-在していたことが知られる。氷上郡術

は西方約6.5kmの市辺遺跡隣接地に存在していたと推定さ

能勢郡の立郡記事によると、摂津国河辺郡では郡而から離 れている。平川氏はこれらの点から山垣遺跡を丹波国氷上

れた遠隔地の玖左佐村に大宝元年に「館舎」が建てられ、 郡の東部支所と推定している

郡術に準じた行政実務が執行されていた。この「館舎」が

郡術別院に相当する。また、長元 3・4(1030・1031)年頃の

「上野国交替実録帳」吾妻郡項にみえる「長田院」「伊参院」

も、無実破損の建物名に雑舎や屋のみが掲げられ、倉の記

載がないので、後述する止倉別院とは異なる官術施設であ

った可能性がある。おそらく、長田郷・伊参郷に設けられ

た郡術別院を指しているのであろう(!)。また、 12憔紀前半

頃の『朝野群載』に「郡庫院駅館厨家及諸郡院別

院 駅家」とみえる「別院」も、こうした郡術の支所を指

しているとみられる。

上光遺跡群 郡徊別院とみられる遺跡としては、まず鳥

取県上光遺跡群（戸島遣跡・馬場遣跡）をあげることがで

きる（図 1-4)。戸島遣跡では 7枇紀後葉の側柱建物群

が検出されており、口の字型建物配置をとる南郭はその特

徴から政庁に相当する施設であったと推定できる。この地

は、因幡国気多郡術（評術）である鳥取県上原遣跡群から

東北方に約3.5km離れた郡の東端部に位置する。気多郡術

（評術）が立地する場所とは丘陵を隔てた別の谷筋に立地

しており、また、東隣の高草郡（評）から丘陵を越えて気

多郡（評）内に下り終えた位置にある。後述する山垣遣跡

と同様、こうした地形・交通上の要因から、気多郡（評）

の東部地区の行政・交通拠点として設置された施設であろ

ぅ(2)。戸島遣跡の東南約90mに位置する馬場遣跡は、 8匪紀

初めから 9世紀代にかけての長大な側柱建物や総柱高床倉

庫などが設けられた官術遣跡である。周囲を溝と塀で囲饒

する。この馬場遣跡は、戸島遺跡の機能を引き継ぐととも

に、正倉別院の性格も併せ持った施設であったとみられる。

山垣遺跡 兵庫県山垣遺跡は、丹波国氷上郡春部郷に位

置する。この遺跡では周囲を大溝で囲続した敷地内に中型

の掘立柱建物が設けられている。建物配置などは不明であ

るが、大溝などから、郡符木簡。封絨木簡を含む木簡群、

「春部／春里長」などの墨書土器、木製品など、 8枇紀前

半代の多量の遣物が出土している（図 5-8、史料］）。こ

れらの調壺成果から、本遣跡の性格について、里長居宅・

郷術・郡術出先施設・荘園などの諸説が示されている。

しかし、平川南氏によると、郡符木簡には、宛所でなく
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この平川氏の見解は妥当なものと言えよう。また、山垣

遣跡では次のような点も注目される。まず、封絨木簡は、

宛先が「丹波国氷上郡」と記されており、国外から直接郡

価の支所に差し出された可能性が高い。 5号木簡にみえる

「秦人マ新野百口〔 ）本川五百代」は、公田などを新野

に請負耕作させる際の種籾や営料が支出されたことを示す

とみられる。山垣遣跡からは農具が出上しており、耕作や

春米作業もおこなわれた農業経営の拠点でもあったことが

知られる。これらの点から、この郡術支所が京の貴族など

の位田・職分川あるいは公川の経営にも関与していたこと

を推察でき、後述するような公田経営施設や目代所として

の機能もこの場で果たされていたと考えられる

山垣遣跡の所在地は竹田川・由良川を経由して日本海に

通じる水上交通の終着点とも言うべき場所に位置している。

丹後国の税物にも、このルートで運ばれ、ここから陸路で

京に貢進されたものが少なくなかったとみられる。そうし

た水陸交通の要衝という立地が、この地に郡術支所などを

設けた要因であったと考えられ、他地域における官術関連

遣跡の性格解釈においても留意すべき点である。

国府内の郡面別院 郡術の支所には国府内に置かれた例

もあったと推定されている。多賀城にともなう市街区であ

る宮城県山王遺跡伏石地区で検出された「（表）解文案

（裏）會津郡主政益継Jとある題簸は、国府に会津郡術の

支所が置かれていた根拠とされている。

国術についても国内に支所を設けていた場合がありうる

が、まだ確たる資料は見いだせない。

このように、末端官面においても他国との交通の拠点と

して重要な役割を果たしていたところもあったことを念頭

に罹く必要がある。 （山中敏史）

［注〕 (1)後述する館の別院であったRRF能性もある。 (2) ただし、

戸島遺跡の規模が兵庫県落地八反坪遣跡（初期野磨駅家）と類

似していることから、 7憔紀後策段階には、この地には気多評

とは別の駅評のような支配拠点が置かれていた可能性も考慮す

べきかもしれない。 (3) 平川南「郡符木簡J『古代地方木簡の

研究』吉川弘文館、 2003年。 (4) 山中敏史「奈良• 平安時代の

山垣・七H市逍跡」『七日市遣跡と「永上回廊J』春日町歴史民

俗資料館、 2000年。
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図6 兵庫県山垣遺跡遺構図

固 5 丹波国氷上郡の郷配置と山垣遺跡
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X-3 末端の税穀収納施設

正倉別院 田租や公出挙の穎穀を収納する官術施設には、

郡術の一角に置かれた正倉院のほかに、郡術とは別の場所

に正倉別院が設けられている場合もあった。「出雲国風土

記』意宇郡山国郷 ・舎人郷・山代郷・拝志郷条などには

「有正倉」とみえ、 8世紀前半以前から正倉の別院があっ

たことが知られる。その出雲国意宇郡山代郷に置かれた正

倉院が島根県山代郷正倉跡（団原遺跡）で検出されている。

「越中国官倉納穀交替記」記載の砺波郡意斐村にみえる倉

庫群も、天平年間から蓄積された不動穀を収納した不動倉

を含んでいるように、正倉別院として創設された倉院であ

ったとみてよい。また、栃木県多功遺跡と上神主・茂原官

術遺跡は下野国河内郡内に併存する遺跡で、ともに正倉群

を伴っており、郡術正倉と正倉別院の関係にあった叫

郷倉 延暦14(795)年閏 7月15日太政官符では、百姓の

納税の便を図るため、また火災による焼失の危険分散のた

め、郷侮に新たに倉院を設置する策がとられる。同年 9月

17日には、この策は穏便でないとして近接する複数郷の中

央に一院を設けるよう変更される。この倉院を郷倉と通称

している。ただし、この郷倉は、 郡術の管轄する正倉院と

は別の郷独自の倉であったわけではく、 ーか所に集中して

置かれた郡術正倉の分置策として設けられた倉院であり、

正倉別院の一種である。

「上野国交替実録帳」群馬郡項にみえる「小野院」「八

木院」は、小野郷や八木郷に別置された正倉院とみられ、

上記の郷倉かあるいは早くから別置された正倉別院にあた

ると考えられる。群馬県大八木屋敷遺跡はこの「八木院」

と関連づけられており (2)、烏取県殿屋敷遺跡も郷倉であっ

た可能性があるが、まだ郷倉と確定できる遺跡例はない。

しかし、この郷倉には空倉になった不動倉も遷造されるこ

とになっているので、郡術正倉と同様の特徴がみられる可

能性が高い。

’’ ,. 

,,, 

図1 島根県山代郷正倉跡（団原遺跡）
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図2 山代郷正倉跡遺構変遷図
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小院 弘仁14(823)年 2月21日官符（『類緊三代格』巻15公

管田佃事）や元慶 5(881)年 2月8日官符（『類崇三代格』巻

15官田獲稲事）によると、大宰府管内に設置された公営田

や畿内官田の穫稲の収納にあたっては、百姓の居の近くや

菅田の近くに「小院」を設け出納の便が図られている。こ

の小院は、前掲弘仁14年官符では「田租納官両色」以外を

収納するとされているので、出挙運用する穎稲の収納を主

体とした倉庫群であったとみられる。

滋賀県西河原森ノ内遺跡（近江国野洲l郡）は、稲の借貸

や出挙等に関わる木簡、多量の籾殻層、掘立柱建物の検出

土遣物などの詳細な検討が必要である。しかし、いずれに

しても集落や居宅にも税穀を収納した倉屋が存在し、官術

機能の一部を果たしていた場合がある点に留意したい。

里倉 呂泰 4(901)年 6月25日太政官符（『類緊＝．代格』巻

20) に初見の「里倉」も、正税公癬雑稲等を本倉（正倉院）

に収めず、百姓の私倉や私宅に収納したものを指す。その

倉屋には膀札をかかげて、出仕していた官司や貴族等の稲

と称し、税稲を国郡に納めなかった様が記されている。

この里倉も、集落や居宅などを構成する民間の倉そのも

のであり、遣構から里倉を識別することは困難である。 10

などにより、公田（乗BJ) の経僻施設に比定されている 1:31。 祉紀代に正倉院が消滅していく背景の＾つにはこうした動

ここではプラントオパール分析により、穎稲からの脱穀作 向があり、官伽の機能を吸収した民間施設が存在したこと

業が実施されていたことも椎定されており、脱穀以前の穎 を示している。官伽関連遺跡の中にはこうした里倉を伴う

稲倉庫や脱穀後の春米収納倉庫も存在していたとみてよい。 例が含まれている可能性もある。

この遺跡例も勘案すると、公田の経営や穫稲収納にあた 郡稲倉 不破英紀氏によると、犬平期に至っても郡稲の

っては、すでに 7枇紀後葉ないし 8戦紀代から、そして九

小M・畿内以外の各地でも小院が設けられることが少なくな

かったと思われる。したがって、総柱建物や側柱建物が集

蕗の一角や集洛に近接して計画的に配置されている場合に

は、この小院にあたる可能袢も念頭に置く必要がある。静

岡県東平遣跡、栃木県西赤堀遣跡などの掘立柱建物群はそ

の小院の一例とも考えうる（図 6・10)。

村里の借倉・借屋 『延暦交替式』天平勝宝元(749)年 8

月4日勅に「就村里借用他倉」とあるように、村里の倉が

税穀収納施設として借用される場合があった。それには、

集落や居宅などの倉屋が既存のまま正倉として利用された

場合と、集落や豪族居宅などの倉屋が移築されたり、百姓

の財力によって村の一角に新造されたりして、～卜記の小院

のような姿を呈した場合とがあったと拙定できよう。

この村里の倉庫は、穎稲収納が一般的であったので、前

者のケースでは、その遺構だけから借倉・借屋を抽出する

ことは難しい。後者の場合には、集洛の建物と同質の建築

技術による小規模な総柱建物や側柱建物が集落の「角に直

列・並列に配置されているブロックが候補となる。たとえ

ば、埼玉県丸山遣跡の L字型配附をとる掘立柱建物群の東

西列の側柱建物などは借屋の候補になる一例である。また、

前掲の東平遺跡・西赤堀遣跡などの例もこの借倉・借屋に

あたるかもしれない。

しかし、丸山遣跡の例では西側列には廂付建物を伴うこ

とから居宅とそれに伴う倉匝群であった可能性も残されて

いる。したがって、借倉・借屋が倉庫群を形成するタイプ

を想定した場合でも、部分的な調査では小院や豪族の所有

する倉庫群との識別は容易でない。したがって、しばしば

集落で認められるこうした倉庫群とみられるブロックの性

格については、多くの可能性を念頭に置き、建築技術や出

224 末端官術と豪族居宅

管理は郡司層に委ねられ、その収納は郡司の私倉によって

なされ、出挙運用も私出挙運営と未分化のままであったと

いう(,!)。正税帳にみえる郡稲倉の収納量から推測される倉

の規模は小さく、集落や居宅の倉庫と類似することも、イく

破説のような郡稲運用がなされる場合があったことを示す

ものかもしれない。とすると、豪族所有の倉庫自体が、本

来私的な建物であったにもかかわらず、国郡経費などにあ

てる穎稲を収納した官衡施設としても機能していたことを

意味する。もし、私稲と郡稲とが混在して収納されていた

とすれば、官術補完施設の一つということになる。

この場合も、小院、借倉・借屋、里倉と同様、倉庫遣構

自体からは郡稲倉を識別することが困難で、文字資料など

他の出土遺物と総合して判断すべきことになる。

路辺の郡稲倉庫 『続日本紀』相銅 5(712)年10月乙仕

条には、役夫や調庸物運脚夫らの往来にあたって、追中で

の食糧交易川として便地に郡稲を割き置くことが記されて

いる。これは和同開称流通政策の—今環としておこなわれた

ものであるが、穎稲あるいは春米の倉庫が官道などの路

側・便地に設けられ、公的交通を支える施設として機能し

ていたことが知られる。したがって、路辺で検出された倉

庫遣構の場合には、こうした別置された郡稲倉庫か否かの

検討も必要となる。 （山中敏史）

［注〕 (1) 8世紀中菓以前では、 日血i:.茂原官術遺跡で政庁が

検出されていることから、河内郡術はここにあり、後に郡術は

正倉別院であった多功遣跡へ移転したと考えられている。 (2)

群馬県埋文調杏事業団『群馬県埋蔵文化財調査事業団年報」 12、

1993年。本遣跡は、八脚門を伴うことなどを勘案すると、郡術

の支所としての機能も呆たしていたともみられる。 (3) I廿尾幸

久「森ノ内遺跡出士の木簡をめぐって」『木簡研究』 12、1990

年。 (4) 不破災紀「郡稲倉の管理形態よりみた官稲混合」『日

野昭博士還暦記念 歴史と伝承』永田文昌堂、 1988年。
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X-4 その他の末端官街 官営工房で生産 ・調製されたとみられるものがある 叫

福岡県野瀬塚遺跡は、長大な建物を含む南北棟主体で構

成される遺跡で、筑後国三瀦郡の郡司官職名を記した「三

別置 された曹司 国術 ・郡術の曹司には国郡術とは別の 万大領」 「三万少」 などの墨書土器が出士している。郡術

場所に置かれたものもあった。官営工房はその一つである。

天平期の正税板などには国面が高級織物や武器などの生産

に直接関与した例がみえる (VI-4参照）。茨城県鹿の子C

遺跡は武器生産などにあたった国衝工房の好例である

（「官術 I』26頁図 5参照）。官営工房には官術や国分寺の造

営に伴う材木や瓦などの資材、鉄 ・銅 ・塩 ・土器などの生

産にあたる組織も存在 した。 また、調庸布などの税物にも

は南西に約2.3km離れた道蔵遺跡に比定されている。この

道蔵遺跡でも計画的な建物配置がみられ、「大領」「三万少

領」などの墨書土器が出土している。野瀬塚遺跡は、この

郡術から離れた場所に設けられた郡術工房である可能性が

指摘され、調庸布などの織製工房かと推定 されている (2)。

その実務内容については検討の余地があるが、いずれにし

ても別置された郡術曹司とみられる一例である。

1道蔵追跡 2野瀬塚遺跡 3蓮輪遺跡 4夫婦塚遺跡 5天神免遺跡 6御供田逍跡

7伽蓋田遺跡 8汐入遺跡 9荊津氏館跡 10碇遺跡 11乙名塚（伝筑後国守道君首名墓地）

12中寺遣跡 13大善寺遺跡 14一本松遣跡 15御塚占墳 16権現塚古墳 17東裏遺跡

18銚子塚古墳（消滅） 19塚畑遺跡 20念仏塚遺跡 21今泉逍跡 22坂本逍跡

図 1 福岡県道蔵遺跡（筑後国三瀦郡術推定遺跡） • 野瀬塚遺跡周辺の遺跡分布
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厨家の出先施設 大阪府円明遺跡（河内国安宿郡術）の

「郡田」、滋賀県斗西遺跡の「厨田」の墨書土器は、郡術直

轄の田畑の存在を示唆する資料である。乗田を利用した

「国厨田J(『類緊三代格』巻15、貞観18年閏 6月25日官符）や

「伝馬料田」（『平安遣文』 2-339、尾張国郡司百姓等解）はそ

の一例であろう。また、新潟県的場遺跡では、掘立柱建物、

多量の魚携関連遣物、製塩土器、木簡、帯金具などが検出

されており、 8軋紀前半から 9世紀中菓にかけて水産物関

連物資を管理した遺跡と推定されている。木簡には夷秋に

対する「饗給」を示唆する「秋食Jの記載もみられ、越後

国術の国厨家出先機関が置かれていたとみられる。

このように、田畑の経営あるいは塩• 海産物などの食糧

調達にあたっては、現地に国厨家や郡厨家の出先施設が設

けられていたこともあったと考えられる。

館 館にも郡術とは別の場所に設けられたものがあった。

前述したように、館は複数あり、福岡県長野A遺跡・寺田

遺跡の「企救ー」「企咸」の墨書土器は、「一館」と「二館」

が別の場所に存在したことをうかがわせる。また、千菓県

山田水呑遺跡出土の墨書土器「山口舘」は、下総国山辺郡

山口郷に別置された館を意味する可能性がある（図 6)。

また、後述する渡河点などにも川待ちで滞在する公的使

臣らが利用する館が設けられていた可能性があろう。

また、国司館にも、国術から離れた場所に置かれ、国司

の経済活動の拠点として職分田経営や出挙経営などにあた

っていたものも存在したと推定されている［

布施屋 渡河点や峠の難所などには運脚夫などの往来に

備えた布施屋が設けられることがあり、国家を維持する交

通施設としての機能を分担していた。大和国十市郡に置か

れた東大寺の布施屋には倉や桁行15間の廂付板屋がみえる

ので（『大H本古文書』 6-120)、交通の要衝で検出された倉

や長舎遣構の性格としては布施屋も考慮すべき対象となる。

X-5で述べるように、渡河点の布施屋の造営に際し

ては、仏教思想が大きな役割を果たしていたとみられ、知

識によって造営された布施屋もある。

ただし、布施屋の場合は、運脚・役夫などの宿泊供給施

設であるので、施設としての格式は低く、建築技術的にも

通常の地方官術施設より劣っていた可能性もあろう。

津・市 国府津・郡津や市にも国術・郡術から離れた場

所に設けられたものがあったと考えられている。岡山県百

間川遺跡は国府津関係の施設とみられている一例である。

伝馬所 また、赴任国司などの伝馬使が利用した伝馬や

伝子は、郡術に配属されていたものと、郡術とは別の場所

に配置されたものとが存在した可能性が高い。『三代実録』

貞観 6(864)年12月10日条に「駿河郡帯三駅二伝」とある

のは、少なくとも郡術以外にも伝馬の配置された場所が存
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在したことを示す史料である。これを足利健亮氏にならい

伝馬所と仮称したい。

送迎の場 国家の交通機能を支えた場としては、国司な

どの迎送の場もあげることができる。河内国安宿郡内に位

置する大阪府駒ヶ谷遺跡では「古厨」の墨書土器が出土し

ている。この墨書は隣郡の古市郡術の厨家がこの場所での

供給に動員されたことを示している。この場所は竹ノ内街

道沿いで大和国との国境に近く、国境を越えて往来する公

的使臣らの迎送供給の場として機能していた可能性が高い。

国境や郡境に位置する遺跡の場合には、このような公私送

迎の場という性格についても考慮する必要がある。

目代所 次の平城京二条大路木簡には目代所がみえる。

・日代所駿河国有度郡嘗見郷 宇度

従七位下□□林朝臣

この H代所は「税などの物資の収納と中央への貢進を管

理した現地代官所的な組織」で皇后宮の所管であったと推

定されている (4)。国術が、中央貴族・寺院の封戸や中央官

術直轄の封戸などから徴税し輸京する役割を果たすために

は、このような現地代官所的な組織が別に設けられていた

とみられる。そして、目代所は国術・郡価と連携しながら

税物貢進などの機能を果たしていた可能性が高い。前述し

た兵庫県山垣遺跡は、氷上郡術東部支所で中央貴族か官司

の職分田耕作などにも関与した H代所としての機能をも果

た さ れ て い た 可 能 性 を 示 唆 し て い る (X- 1参照）。

国分寺の下部組織 須田勉氏は、下総国山辺郡山口郷内

の大網山田台遺跡群などから出土している墨書土器「山邊

万所」「山万所」について検討し、上総国分寺の財政基盤

を確保する寺家の下部経常組織を示すと解している (5)0 

「所」は下野国府出土木簡に「郡雑器所」とみえるように、

国政段階に限定使用されているわけではないので、山辺郡

術の下部機関や目代所を指す可能性も残ると思われる。し

かし、このように官寺の下部組織が村里に設けられていた

可能性も十分念頭に入れた検討が必要であろう。

調庸物の一時的保管施設 このほかに、郷内の税物徴

収・合成・一時的保管施設などが郡術の出先施設として設

けられていた可能性もあろう。 （山中敏史）

〔注〕 (1) 山中敏史『古代地方官術遺跡の研究』塙書房、 1994年。

(2)松村一良「西海道の官術と集落」『新版古代の日本 3 九

州・沖縄』角川書店、 1991年。 (3)鬼頭清明「国司の館につい

て」『国立歴史民俗博物館研究報告』 10、1986年。 (4) 中林隆

之「東大寺封戸の形成と皇后藤原光明子」「国立歴史民俗博物

館研究報告』 93、2002年。 (5)須田勉「国分寺と山林寺院・村
落寺院」『国士舘史学』 10、2002年。
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X-5 官面補完施設

郷家（里家） 『令集解』儀制令春時祭川条によると、春

時祭田の日に村の人々が集い「郷飲酒礼Jという饗宴が催

された。この饗宴は、尊長養老の道を知らしめ、国家の法

を告げる場であった。その酒食はもとは村内での出挙によ

って準備されていたが、養老令制定段階では酒肴等の経費

は公癬から支出されるようになった。古記には、この郷飲

酒礼の備設において「郷家」が責を負ったことがみえる。

この「郷家」を郷段階の官栃と解するか、郷長の家とみ

るかで議論があるが、前述したように後者が妥当であろう

(X -1参照）。しかし、律令国家の秩序を維持し法を周知

せしめる郷飲酒礼という饗宴に際して、郷家は酒肴準備を

はじめとして郷飲酒礼遂行の責務を負っていたと考えるこ

とができる。この春時祭田条にその一端がうかがえるよう

に、郷長の家は私的な居住施設でありながら、国家による

地方支配遂行の＾質を担っていたわけであり、官術を補完

する補助的施設としても機能していたとすることができる。

栃木県多功南原遣跡は有力層の居宅二か所を含む集落遺

跡である。そのうち東南部の居宅では須恵器大甕多数を収

納していたとみられる側柱建物や硯が検出されている。大

甕には酒の醸造・貯蔵などの用途を推定でき、上記の郷飲

酒礼の酒肴設備との関係を想起させる。また、硯は居宅で

事務処理などもおこなわれていたことを示している。

また、多功南原遺跡ではこの遺跡が属する郷名を記した

「三川」の墨書土器が出土している。また、滋賀県野洲I郡

内では、複数の遺跡からそれぞれの所属郷名を記した墨書

土器が出土しており、前掲の兵庫県山垣遣跡やそれに近接

する七日市遣跡からも「春部坪J「春マ」「春部郷」の郷名

墨書土器が出土している (219貞図 8)。これらの郷名墨書

士器は、各郷所属の食器が準備されていたことを示すもの

であろう。この郷所属の食器は、郷飲酒礼の場で使われた

り、また、郷内を巡行する国司・郡司への供給、国術・郡

術やその出先施設に出向いた給食活動、あるいは当郷所属

の係丁らに対する給食用食器などとして用いられたものと

みられる。こうした食器も日常的には郷家あるいは社首の

居宅などで管理されていた場合が多かったであろう。

このように、各郷内には末端行政の遂行を補完していた

民間施設や場が存在していたと言えよう。

税物加工集落 静岡県藤井原追跡や御幸町遺跡は、禍型

土器が多数出上することから調堅魚の加工など「国府に付

属した水産加工センター的な役割を果たしていた」と想定

されている (l)。これらの遺跡は竪穴建物群主体で構成され

る集落であり、集落の中にはこのように貢進用税物の集荷
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や集中的加工などをおこない、官術の徴税輸京業務の一楓

を担っていたものも存在した。こうした官術機能を補完す

る集蕗についても大いに注意を払う必要がある。

寺院 寺院の中にも広義の公的交通機能の一端を担った

ものが存在した。群馬県上西原遺跡は建物配置等から寺院

跡とみられる遺跡であるが、「大守」「大□J i目」などの

墨書土器などが出土している。これらは、国司の巡行など

に際して寺院が給食の場とされたことを示す可能性がある。

また、『類緊三代格』承和 2(835)年 6月29日太政官符に

よると、浮橋や布施屋の造営、渡船の設置を大安寺僧に指

揮させ、国司とともに講読師をその検校や修理にあたらせ

ている。この史料は、行基による架橋記事、宇治橋断碑か

らうかがえる僧道昭による架橋勧進(2) なども参照すると、

渡河点施設や津泊施設の造営にあたって仏教思想が大きな

役割を果たしていたことを示している。したがって、河川

や海岸近くの寺院の中には、山城国の泉橋寺のように、渡

河・渡海関連施設の造営修復や渡河や水上交通などの安全

祈願の拠点となって、国家の交通システム・税物貢進シス

テムを支える機能を果たしていたものがあった可能性があ

る。寺院跡の調査研究にはこうした視点も考慮すべきであ

ろう。

その他の官街補完施設 静岡県伊場遺跡や兵庫県吉田南

遺跡・佐賀県吉野ヶ里遺跡などでは、郡術に隣接して小規

模な倉庫群が多数造営されていることが明らかにされてい

る。この総柱高床倉庫を主とした構成は集蕗の一部とはみ

なしがたく、郡術と密接な関係のもとに設けられた民間施

設とするのが妥当で、借倉あるいは郡術の維持・運営に必

要な物資調達や税物集散といった交易活動を補完する倉庫

の役割を果たしていたと推察できよう。

また、駅戸集落なども、それ自体は官術ではないが、駅

馬の飼育や駅子の供給など駅家の機能を維持した官術補完

施設として位置づけることができるし、豪族居宅自体も官

栃機能の一端を担っていた蓋然性が高いであろう

官衡関連遺跡として把握されている例には、このほかに

も多様な末端官術が少なからず含まれていよう。したがっ

て、その遺跡ではどのような機能が果たされていたかを総

合的に検討し、あらゆる可能性の中からその遺跡の性格を

絞り込む方法をとるのが賢明である。 （山中敏史）

〔注〕 (1) 原秀三郎「兵庫県三条九ノ坪遺跡出土の壬子年木簡と

大化年号間題」『国史研究室通倍』 18、京都大学国史研究室、

1999年。 (2)仁藤敦史「調・庸の貢進と地方財政」『静岡県史

通史編 1原始古代』 1994年。 (3)広瀬和雄「畿内の古代集落」

『国立歴史民俗博物館研究報告』 22、1989年。

〔参考文献〕 山中敏史「律令国家の地方末端支配機構ー研究の

現状と課題ー」「律令国家の地方末端支配機構をめぐって』奈

文研、 1998年。
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図4 藤井原遺跡周辺の地質
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図5 藤井原遺跡出土渦型土器

図7 藤井原遺跡律令期の遺構
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X-6 地方豪族居宅

地方の政治的・経済的有力者である豪族Illの居住施設で

あり、また農業等の経酋拠点でもあった施設に地方豪族居

宅（以下、居宅と略す）がある。この居宅も末端行政の一

楓を果たした官術補完施設の一つと推測しうる。ここでは、

その施設を中心に整理し、官術施設との異同等について触

れることにする。

居宅の空間的構成 居宅は、居住・家政関係施設の空間

と収納施設の空間とで構成されるのが一般的である。

居住・家政空間は、主屋、副屋、寵屋・納屋などとみら

れる数棟の建物群、主屋前面の中庭などを主要な構成要素

とする。主屋が中庭とセットになる傾向は、主屋・広場が

地域社会における紛争の調停の場、豪族による経営の事務

処理などの家政機関的役割を果たす場でもあったことを示

唆し、また、末端行政を補完する儀礼的行為や饗宴の場と

しての利用も推察させる。このほかに、井戸、仏堂、エ房、

畑地などを伴う場合もある。また、献物叙位関係史料（表

1) などからみて、畜舎を伴う居宅も存在したとみてよい。

一方の収納空間は、総柱高床倉庫群や側柱建物の屋で構成

される。

これらの両空間は区別されている傾向はあるが、両者の

間が塀や溝などで遮蔽・区画されたり、広い空閑地を挟ん

で隔てられている例はほとんど無く、両者が一体的に配置

されている例が多い。

倉庫群は主屋からみて北側や西側に設けられる遣跡例が

8割ほどを占めている。おそらく、居宅敷地内における倉

庫の位置については共通した意識・観念が存在していたこ

とによるのであろう。したがって、今後の調査では、居住

空間とみられる一角が発見された場合、その北や西側にお

ける倉庫の有無確認なども試みる必要があるし、逆に倉庫

群を検出した場合には、その東側や南側に居住・家政関係

施設が付随していないかを調在する必要がある。その有無

如何によって、その倉庫群の性格が末端官術としての収納

施設であった可能性が高いのか、居宅の倉庫群としての基

本的性格を有すると捉えるべきものか、を判断しうる資料

が得られることになる。ただし、福島県根岸遺跡や埼玉県

百済木遺跡B区の例のように、居住空間に隣接した場所に

は高床倉庫群を設けていない場合もある（図 1・2)。

居宅の敷地を囲続する施設には、前掲の百済木遺跡や宮

城県壇の越遣跡29S区（『官面 I』98貞図 3参照）などのよ

うに、掘立柱塀・ 柵や溝などの例がある。しかし、そうし

た明確な囲饒施設が検出されていない例の方が多い。

居宅には、福島県正直c遺跡のように、上記の居住・ 収

236 末端官術と豪族居宅

納空間からやや離れた場所に掘立柱建物や竪穴建物などが

検出されている例もある。また、千菓県山田水呑遺跡で検

出されている数ブロックの建物群全体を郡司クラスの居宅

と解する原秀三郎氏の見解もある (2)。居宅中枢部以外の竪

穴建物や掘立柱建物群は、居宅を構成する同族や非血縁的

な構成員の居住施設か、あるいは作業施設等にあたるか、

または豪族とは別の百姓の居住単位なのか。これらの諸施

設をどう把握するかは豪族の家族構成やその居住形態• 生

業形態の理解とも関わる重要な間題であり、今後の調査研

究の大きな検証課題と位置づけるべきであろう。

建物の構造 居宅の建物の多くは掘立柱建物で、居住・

家政空間の一部に竪穴建物を伴う場合もある。

関東以北の居宅では、前掲の百済木遺跡例や正直c遺跡、

栃木県多功南原遺跡例のように、掘立柱建物群で構成され

る居住空間の一角またはその隣接地に大型の竪穴建物を設

けている居宅の例が多い。この竪穴建物は寵屋とも推定さ

れている。前掲の壇の越遣跡29S区の例にみられる大型の

平地式建物は、この竪穴建物が変化したものとみられる

（『官術 I』98頁図 3参照）。西日本の居宅では竪穴建物を伴

う例は少ないが、高知県十万遺跡や福岡県フルトノ遺跡な

どの例がある。

主屋には廂付建物が多くみられる。この点は集落の建物

群とは異なる特徴といえる。

瓦葺は、京都府畑の前遣跡などごく一部の居宅に、甍棟

か炭斗棟の建物とみられるものが存在する程度である。お

そらく仏堂などに採用されたものであろう。

これらの居宅の建物群には、柱穴や柱筋の通り具合など

の点で集落の建物と似た特徴を有するものが多い。また、

古墳時代以来の竪穴建物の系譜を引いたとみられる掘立柱

建物構造が採用されている例がある (3)。一方、滋賀県長畑

遣跡で検出されている居宅中枢部の建物群には官術施設と

同質の特徴が認められる。こうした居宅建物の建築構造・

建築技術上の特徴も、居宅造営と官衝施設造営とにおける

造営方式の異同、豪族の階層による差異、あるいは地域

差・時期差との関係などを考える上で注目すべき点である。

建物規模 建物全体の平面積の点では、地方官術では50

団以下が72%、som以上が22%であるのに対して、居宅で

は86%・14%であり、官術施設より総体的に規模が小さい。

しかし、集落ではsom以上の建物はほとんどみられず、集

落とは異なる居宅の特徴の一端がうかがえる。

また、居住空間の側柱建物群の総床面積は200m以上に

及ぶ。一方、畿内集落の大阪府郡家今城東遣跡では、その

単位集団として取り上げられている建物群のうち、側柱建

物の総面積は平均100m弱であり、ここにも居宅と集落と

の差が見いだせる。
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この集落の単位集団は郷戸あるいは房戸に比定されてい

る。戸籍によると、郷戸の平均戸口数は20~25人、房戸は

10人程度である。したがって、その 2倍以上の床面積を有

する居宅の場合には、通常の郷戸の戸口数をはるかに超え

る居住人数を推定することができよう。

収納空間を構成する総柱高床倉庫には 2X 2間のものが

多く、 3X 2間、 4X 2間がこれに次ぐ。この点は 3X 3 

間、 4X 3間の例が多い正倉の倉とは異なる特徴であり、

集落の倉と類似する。また、柱間寸法でも、正倉には 7尺

や8尺の例が多いのに対して、居宅や集落の倉では 5尺・

6尺と短い柱間をとる例が多い。

平面積の点では、『古代の官術遣跡 I』Vil-2で述べたよ

うに、正倉の倉が25m以上、平均50m程度であるのに対し

て、居宅や集落の倉は 5~zorrl に集中しており、官術と居

宅とでは統計的に明確な違いが認められる（『官栃 I』150

・151頁参照）。このような小規模の倉は、前述したように

稲倉とすれば穎稲収納用であったとみてよい（河ー 5参照）。

収納施設の屋とみられる側柱建物も 2X 2間から 3X 3 

間程度の小規模のものがほとんどであり、集落にみられる

建物と類似する。ただし、屋の場合には、前述した多功南

原遣跡例 (X-5参照）や島根県芝原遺跡SB06のように、

須恵器大甕を据え置いたとみられる建物もあり、穎屋とは

異なる用途についても十分気を配らなくてはならない。

敷地面積 居宅では囲続施設が検出されないことが多い

が、居住・家政空間や収納空間の建物群が集中している範

囲を仮に敷地面積とみなすと、ほとんどが約1600mから

7000mほどの範囲に分布している。

史料に見える10世紀以前の家地を分析した金田章裕氏の

研究によると、家地は 1段（約1000ml前後のものと、 3

段 (3000ml以上のものとに分かれ、前者は一般農民の家

地、後者は貴族の所有する家地と推定されている (4)0 

こうした研究成果も参照すると、敷地面積が1000mをは

るかに超える規模の宅地は居宅に伴う可能性が裔いと言え

よう。そして、居宅の敷地面積は数ランクに分かれ、敷地

面積の広い居宅の方が建物構造や建物配置の点でも整って

いる傾向がある。この点を考慮すると、豪族の階層差が居

宅の敷地面積にある程度反映されている蓋然性が高く、こ

の敷地面積と実際の階層との対応関係について明らかにし

ていくことも今後の居宅の調査研究の課題の一つである。

存続期間 官術施設には、同じ場所で長期間存続してい

る例が多い。これに対して、居宅では短期間で廃絶または

移転するという傾向がみられる。また、 1回ないし 2回の

建て替えがみられる居宅例においても、同一位置で同じ建

物配置が踏襲されることはほとんどなく、建物配置に大き

な変化がみられる。こうした傾向は、恒常的な機能の維持

242 末端官術と豪族居宅

が図られた官術と、在地社会における諸環境の影響を受け

やすい居宅との違いをよく反映している。ただし、末端官

栃施設の場合には、国面・郡伽などの官術機能を補完する

ために設けられるという性格上、短期で廃絶ないし移転し

ているものも多いので、存続期間の長短によって居宅と末

端官術とを識別することは容易でない。

倉庫の棟数 8・9枇紀代における献物叙位関係史料に

よると、多量の穎穀を寄進・施入している郡司層や富豪層

がみえる（表 1)。居宅に一般的な平面積20m程度の倉に

は満倉の場合2000~2500束ほどが収納可能であった。それ

を参考にして、寄進鼠からそれを収納しうる倉の最小数を

推計すると、 10棟以上になる例が寄進例の 6割を占める。

中には外少初位上という下級官人身分でありながら、倉53

棟、屋10棟を寄進している大友国麻呂のような例もある。

しかし、これまでの発掘例では、 10棟以上の倉を伴う居

宅例はなく、上記の寄進量から推定できる棟数には足りな

い。これは、前述した屋にも穎穀が納められていたことを

示唆するとともに、豪族の所有する穎稲倉庫の全てが居宅

に集中して建てられていたわけではなかったことを示して

いる。左京三条四坊の戸主であった小治田藤麻呂の倉屋が

伊賀国阿拝郡柘植郷の家地に設けられていたように（『東

南院文書』 469号）、豪族は居宅とは離れた田地の近くにも

噛農拠点を設けていた。そこからの収穫物はその倉屋に収

納されることが多かったのであろう。

上記の点は、末端官術の小院や借倉・借屋と居宅以外の

豪族所有の穎稲倉庫とをどう識別するかという発掘調壺の

難間が存在していることを意味している。

遺物 豪族居宅を抽出する際の指標となりうる遣物とし

ては、文字関係資料、須恵器の大甕や大量の食器、製塩士

器、施釉陶器・仏具などの奢修的遣物、エ房関係遣物、腰

帯具、馬具や武器・武具などが注目されている。ただし、

これらの遺物は官術・末端官衛にもみられるので、官術と

居宅との識別にあたっては、遣物構成のさらに詳細な検討

を必要としている。 （山中敏史・石毛彩子）

〔注〕 (1) 豪族の概念については、山中敏史• 石毛彩子「地方豪

族の居宅と稲倉J(『古代の稲倉と村落・郷里の支配』奈文研、

1998年）を参照されたい。 (2) 原秀三郎「土器に書かれた文

字一土器墨書ー」『日本の古代14巻 ことばと文字』中央公論

社、 1988年。 (3)根岸遺跡では梁行間数が多く隅木を支える柱

を伴う「56掘立」がみられ、芝原遺跡では屋内棟持柱を伴う

SBOl・03や梁行間数の多いSB15などが検出されている。 (4)

金田章裕「奈良• 平安期の村落形態について」『史林』 54-3、

1971年。

［参考文献〕原秀三郎「郡司と地方豪族」『岩波講座 日本歴史

3 古代 3』、岩波書店、 1976年。『古代の稲倉と村落・郷里の

支配』奈文研、 1998年。『研究集会 古代豪族居宅の構造と類

型』資料、奈文研、 1998年。田中広明『地方の豪族と古代の官

人』柏書房、 2003年。
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X-7 末端官街遺跡調査の課題

官街のネットワーク 末端官術には史料上に現れること

の少ない多様なものがあり、また、集落内や居宅などでも

末端行政機能の一端が担われている場合があった。すなわ

ち、律令国家による地方支配・地方行政は、国術や郡術が、

こうした末端官術や官術の機能を副次的に分掌した民間施

設とネットワークを結び、それらに補完・補助されること

によって遂行されていた。したがって、国術や郡術の存在

しない市町村においても、官術や官術補完施設が発見され

る確率は高いし、そうした遺跡がすでに発見されている場

合も少なくないかもしれない。そうした意味で、特殊な遺

跡にみえる官術遣跡も、実は多くの自治体にとって身近な

9世紀後半以降の官術構造の変化、郡術組織の解体と行政

実務の場の分散化、国司の土着・受領化の進行などによっ

て、居宅と官術施設とが融合し、様々な館が形成される。

このように、平安中期以降の官栃や末端官術には居宅との

識別を難しくする要素が加わるといってよい。

調査研究の課題 上記のように、末端官術の識別は多く

の課題を抱えている。官術関連遣跡の性格を判断するにあ

たっては、発掘成果から考え得るあらゆる案をまず想定し、

その中から資料分析に照らして該当しないものを消去して

いく方法が望ましいであろう。したがって、それぞれの時

点では、特定の性格に絞り込むには限界があり、いくつか

の可能性が残される結果になることの方が多いかもしれな

い。むしろ、個々の官衝関連遺跡については、官術か否か

を識別することや、あるいは特定の官術と認定すること自

休が目的化してしまうことを避けなければならない。官術存在であったとさえ言える。

末端官街遺構識別の難しさ しかし、末端官術施設は、 かそうでないのかの判断を急ぐより、遺構・遣物あるいは

国価や郡而に比べてその識別指標が未確定な部分が多い。

たとえば官術か民間施設かの判別指標が明確になっていな

い例として、別置された国司の館や郡術の館と、豪族居宅

あるいは荘家との区別があげられる。天平勝宝 7(755)歳

9月26日の村部豊島解文（『大日本古文書』 4-76頁）にみえ

るように、国司四等官の宅、史生の館は動産蓄積の場でも

あった Ill。この点では多量の穎稲を収納していた豪族居宅

との同質性が認められる。また、前述したように、郡稲を

収納した郡司層の私倉と豪族の私稲収納倉庫との区別は極

めて困難であり、税穀を収納した小院や借倉・借屋と、居

宅や集落の私倉とを識別することも容易でない。

また、『日本三代実録』元慶 2(878)年 9月庚申条に「紀

伊国司言。今月二六日亥時。風雨晦瞑。雷電激発。震於国

府庁事及学校並舎屋。被破官舎二十一宇。縁辺百姓屋四十

三家。」とみえるように、官衝周辺には民家が存在してい

た場合もあった。したがって、そうしたケースでは、囲続

施設を伴わない末端官衝施設と百姓の住宅とをいかに区別

するか、またどこまでを官術域とみるか、というような判

断は難しくなる。

さらに、 1122年頃の『新任弁官抄』によると、斎宮外院

では官舎である萱翡屋は、屋体が民屋の如しと記されてお

り（『群書類従』公事部）、外観は百姓の住宅とあまり差が

ない様相を呈していたらしい。これは平安後期の史料であ

るが、 9世紀以前に遡る官術施設の場合にも、中枢からは

ずれた施設では、その部分だけの発掘調査成果だけからで

は官舎と認定しがたい建物群が存在した蓋然性は高い。

さらにまた、官術造営時期によっても判別が難しい場合

がある。 7槻紀の郡術成立過程においては、豪族居宅と評

術の機能が未分化の段階があったことも想定される。一方、
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地形等から、そこでどのような役割が果たされていたかを

柔軟に検討すべきである。そして、居住の場か、物資製作

の場か、俄礼の場か、農業生産の場か等々、その遣跡を性

格づける規定的なものは何かを歴史的・地理的条件を考慮

しながら、追求することが必要であろう。

末端官術遺跡に限らず官術遺跡全体に通ずる課題である

が、官術遣跡を識別する方法を発展させるためには、官術

の種類別、また官術内部での各部署別に、その官舎遺構の

規模や造営技術などの特徴、出土遺物の特徴、それらの変

遷の特徴を明らかにしていく基礎的作業がまず必要である。

それは遺構型式学的分析あるいは遣跡型式学的研究ともい

える。

また、前述したような官術間のネットワークの存在を考

えると、なによりも各地域の中において、その遺跡の特徴

や遺跡間の関係を比較検討する作業が求められよう。これ

を地域論的分析といってよかろう。

この地域論的分析と遣構・遣跡型式学的分析とを総合化

することによって、それぞれの遺跡の位置づけがより確た

るものになり、地方支配遂行において官衝と集落・居宅な

ど他の関連諸施設との間に取り結ばれた補完関係、機能分

掌関係などを究明することが可能になろう。また、それに

よって、豪族による民衆支配と国家権力（官術）による人

民支配との区別と相互の構造的連関性についても追究でき

る糸口が切り開かれることになろう。 （山中敏史）

〔注〕 (1)鬼頭清明「国司の館について」『国立歴史民俗博物館研

究報告』 10、1986年。
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化財研究所史料第31冊 平城宮出土墨書土器集成 II』1989年。同『奈良文化財研究所史料第59冊 平城宮出土墨書土器

集成Ill」2003年。

18頁 図2 奈文研『平城京左京八条ー坊三・六坪発掘調査報告書』奈良県教委、 1985年。

18頁 國 3 島根県古代文化センター『島根県古代文化センター調査研究報告書第14 山陰古代出士文字資料集成 I (出雲• 石見

• 隠岐編）』 2003年。

19頁 図4 藤枝市埋文調査事務所『日本住宅公団藤枝地区埋蔵文化財発掘調在報告書Ill —奈良。平安時代編一志太郡術跡（御

子ヶ谷遺跡・秋合遣跡）』藤枝市土地開発公社・藤枝市教委、 1981年。一部改変。

21頁 図5 千葉県史料研究財団『千葉県の歴史 資料編古代別冊 出土文字資料集成J千葉県、 1996年。

22頁 図6 千葉県史料研究財団『千葉県の歴史 資料編古代別冊 出土文字資料集成』千菓県、 1996年。

23頁 図7 千葉県史料研究財団『千葉県の歴史 資料編古代別冊 出土文字資料集成』千葉県、 1996年。

25頁図 8

-1 福岡県狐塚横穴 I-1 大任町教委『大任町文化財調査報告書第 1集 狐塚古墳群』 1976年。

2-4 島根県上塩冶横穴墓群第15支群 1号横穴 島根県教委『斐伊川放水路建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ill

大井谷石切場跡・上塩冶横穴墓第14支群・上塩冶横穴墓第15支群・上塩冶横穴墓第16支群』島根県教委ほか、 1997年。

5 島根県石田遺跡 島根県埋文調査センター『石田遺跡Ill』島根県教委ほか、 1998年。

6 愛媛県久米官面遺跡 松山市教委。松山市立埋文センター『平成元年-2年度松山市埋蔵文化財調杏年報Ill』1991年。

7 福岡県宮ノ本 4号窯跡 太宰府市教委『太宰府市の文化財第10集 宮ノ本遣跡IIー窯跡編ー』 1992年。
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8 石川県金比羅山窯跡 （財）石川県立埋文センター『昭和59年度県常ほ場整備事業・県営公害防除特別—卜地改良事業

関係埋蔵文化財発掘調査概要』 1985年。

9 京都市Hノ岡堤谷須恵器窯跡 （財）駅都市埋文研『平成 7年度 京都市埋蔵文化財調在概要』 1997年。

10 滋賀県桜生 7号墳 滋賀県教委・（財）滋賀県文化財保護協会『桜生古墳群発掘調壺報告書』 1992年。

11 愛知県高蔵寺 2号窯跡 巽淳一郎『記号・文字・印を刻した須恵器の集成一平成 9年-11年度文部省科学研究費補助

金基盤研究 (C)(2)研究成呆報告』 2000年。

12 岐阜県老洞 1号窯跡 岐阜市教委『老洞古窯跡群発掘調査報告書』 1981年。

13-15 奈良県什神遺跡 酉口壽生「飛鳥諸宮の調査J『奈良国立文化財研究所年報 1993』奈文研、 1993年。

16 福岡県牛頸ハセムシ窯跡 大野城市教委「大野城市文化財調査報告書第30集牛頸ハセムシ窯跡群 II』1989年。

17 島根県蛇喰遺跡 玉湯町教委『蛇喰遣跡発掘調査報告書』 1999年。

18 烏取県福岡柳谷遺跡 淀江町教委『福岡柳谷遺跡（上淀廃寺跡第 9次調査を含む）発掘調壺報告書』 2002年。

19 奈良県興福寺18境内 奈良県文化財保存事務所『重要文化財1日ー乗院衷殿・殿上及び玄関移築工事報告書」 1964年。

20 島根県出雲国府跡 島根県古代文化センター『島根県古代文化センター調査研究報告書第14 山陰古代出土文字資料

集成 I (出雲・石見• 隠岐編）』 2003年。

21 島根県青木遺跡 八雲町教委『青木ゆうゆう住まいづくり事業に伴う青木遣跡第 I調査区終了報告』 1996年。

22 愛知県小針遺跡 岡崎市教委『小針遺跡』 1999年。

23 埼玉県広町B6号窯状遺構 鳩山窯跡群遣跡調査会・鳩山町教委『鳩山窯跡群発掘調査報告書第 2冊 鳩山窯跡群 II

ー窯跡編 (2)』1990年。

24 茨城県堀ノ内古窯群花見堂東支群採集 甲陽史学会『常陸国新治郡上代遣跡の研究 II』1988年。

25 兵庫県松投 1号窯跡 兵庫県教委『兵庫県文化財調査報告第217冊 志方窯跡群II -投松支群ー』 2001年。

I -5漆紙文書

26頁 写真 1 東北歴史1専物館『東北歴史博物館展示案内』 1999年、より転載。東北歴史博物館掲載許可済。

27頁写真 2

ー① 平川 南『漆紙文書の研究』吉川弘文館、 1989年、より転載。一部改変。東北歴史t専物館掲載許可済。

②⑤ 平川 南『漆紙文書の研究』吉川弘文館、 1989年、より転載。一部改変。石岡市教委掲載許可済。

③ 奈文研所蔵。

④ 米沢市教委所蔵。掲載許可済。

I -6紙・筆・硯・墨

29頁図 1

-1 奈文研『平城京右京五条四坊三坪発掘調壺概報』 1977年。

2 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報告 ー長屋王邸•藤原麻呂邸

の調査ー』 1995年。

3 奈良県立橿原考古学研究所『奈良県史跡名勝天然記念物調査報告書32冊 竜田御坊山古墳 付平野塚穴山古墳』奈良

県教委、 1977年。

29頁図 2

-1 福岡県教委『一般国道10号線椎田道路関係埋蔵文化財調査報告第 9集 徳永川ノ上遺跡I11』1997年。

2 岩手県教委『岩手県文化財調査報告書52 東北縦貰自動車道関係埋蔵文化財調査報告書I11』岩手県教委・日本道路公

団、 1980年。

3 奈文研『平城京右京五条四坊三坪発掘調査概報』 1977年。

29頁写真 1

-1・2 正倉院宝物。宮内庁正倉院事務所提供。

29頁写真 2

-1・2 正倉院宝物。宮内庁正倉院事務所提供。

29頁表 1
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-1 奈文研『平城京左京三条ー坊十四坪発掘調査報告』 1995年。

2 奈良市教委『奈良市埋蔵文化財調査概要報告』 1992年。

3 奈文研『平城京右京五条四坊三坪発掘調壺概報』 1977年。

4 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第46冊 平城京右京八条ー坊十三・十四坪発掘調壺報告』 1989年。

5 佐藤興治「奈良山出土の蔵骨器と墨J『奈良国立文化財研究所年報 1977』1977年。

6 (財）京都市埋文研『京都市埋蔵文化財研究調査報告第10冊 平安京右京三条三坊』 1990年。



31頁図 3

7 岩手県教委『岩手県文化財調査報告書52 東北縦貰自動車道関係埋蔵文化財調査報告書rn』岩手県教委・日本道路公

団、 1980年。

8 清水町教委『清水町埋蔵文化財発掘調脊報告書第 4集 越前・明寺山廃寺＿平安時代前期寺院址の調査ー』 1998年。

9 米f市教委『米子市諏訪遺跡発掘調査概報1I』1981年。

10 福岡県教委『一般国道10号線椎田道路関係埋蔵文化財調査報告第 9集 徳永川ノ上遣跡rn」1997年。

-1-9 京都府隼上り瓦窯跡 杉本 宏「飛鳥時代初期の陶硯」『考古学雑誌』 73-2、日本考古学会、 1987年。

32頁図 4

10 大阪府陶邑TK43-I号窯跡 大阪府教委『大阪府文化財調杏報告書第33輯 陶邑V』1980年。

11 大阪府陶邑TG63号窯跡大阪府教委『大阪府文化財調査報告書第29輯 陶邑II ー図録編＿』 1977年。

12-14 大阪府陶邑TG64号窯跡 大阪府教委『大阪府文化財調査報告書第29輯 陶邑 II -図録編ー』 1977年。

15・16 愛媛県大小谷谷窯跡 愛媛県埋文調壺センター『埋蔵文化財発掘調査報告書第22集 四国縦貰自動車道埋蔵文化

財発掘調壺報告書1I』1987年。

17 京都府大鳳寺跡 宇治市教委『宇治市埋蔵文化財発掘調壺概報第 6集 大鳳寺跡第 4次発掘調査概報』 1984年。

18 群馬県上淵名遺跡境町教委『明神遺跡発掘調査報告書 附 上淵出土古瓦・硯調査報告』 1975年。

19 福岡県塚ノ谷窯跡八女市教委『塚ノ谷窯跡群 ー八女古窯跡群調壺報告 I-』 1969年。

20・24 大阪府桜井谷 2-19窯跡 桜井谷窯跡群遺跡調査団「桜井谷窯跡群 2-19・-24 ー北豊中団地建設に伴う確認調在

ー』 1977年。

21 福岡県向野山窯跡 小田富士雄「豊前向野山窯跡発見の円面硯」『古文化研究』 No.43、1984年。

22 滋賀県山ノ神窯跡 大津市教委『大津市埋蔵文化財調査報告書17 山ノ神遺跡発掘調査報告書1I』1991年。

23・48 愛知県高蔵寺 2号窯跡 愛知県教委『愛知県古窯跡群分布調査報告 (ill) 尾北地区。三河地区』 1983年。

25 三菫県鈴鹿市出士 五島美術館「日本の陶硯』 1978年。

26 前期難波宮跡 （財）大阪市文化財協会『難波宮址の研究第十一 ＿前期難波宮内裏酉方官樹地域の調査ー』 2000年。

27 静岡県宮原古墳 楢崎彰ー「古代陶硯に関する一考察ー有孔把手付円面硯と宝珠硯ー」『名古屋大学総合研究資料報告」

l、1985年。

28 福岡県惣利北遺跡 春日市教委『春日市文化財調査報告書第16集 春日地区遺跡群w』1986年。

29 島根県松本 4号墳 島根県教委『松本古墳調査報告』 1963年。

30 福岡県浦ノ原 4号窯 春日市教委『春日市文化財調査報告書第11集 浦ノ原窯跡群』 1981年。

31 大宰府政庁跡 九州歴史資料館『大宰府史跡 昭和51年度発掘調査概報』 1977年。

32-37滋賀県山ノ神窯跡 大津市教委『大津市埋蔵文化財調査報告書17 山ノ神遺跡発掘調査報告書1I』1991年。

38 滋賀県大津京推定地 （財）滋賀県文化財保護協会・湖西線関係遣跡発掘調査団「湖酉線関係遺跡調査報告書』滋賀県

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

教委、 1973年。

福岡県荒木出士 鏡山 猛「筑後荒木出土多脚円面硯の一例」『九州考古学』 16、九州考古学会、 1962年。

福岡県御供田遺跡 福岡県教委『福岡県文化財調査報告書第56集 春日御供田区画整理事業地内埋蔵文化財発掘調壺

報告』 1980年。

奈良県石神遺跡 奈文研『飛鳥•藤原宮発掘調査概報15』 1985年。

大宰府住ケ元地区 福岡県教委『福岡県文化財調壺報告書第47集 大宰府史跡昭和45年度発掘調査の概要』 1971年。

奈良県法隆寺大宝蔵殿 奈文研・奈良県教委「法隆寺防災施設工事・発掘調査報告書」法隆寺、 1985年。

三璽県西ケ広遺跡 三重県教委・日本道路公団名古屋支社「三重県埋蔵文化財調査報告 5 日本道路公団東名阪道路埋

蔵文化財調査報告』 1970年。

飛烏浄御原宮跡 奈良県立橿原考古学研究所『奈良県遣跡調査概報 1997年度」 1998年。

大阪府陶邑TG68号窯跡 大阪府教委『大阪府文化財調査報告書第29輯 陶邑1I ー図録編＿」 1977年。

大阪府陶邑TG68号窯跡 大阪府教委『大阪府文化財調査報告書第29輯 陶邑 1I 一本文編ー』 1977年。

-49 大阪府陶邑古窯跡 楢崎彰ー「日本古代の陶硯 ーとくに分類について一」『考古学論考 小林行雄博士古稀記念論

文集』平凡社、 1982年。

50 岡山県百問川岩間遺跡 岡山県教委『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告書46 旭川放水路（百間川）改修工事に伴う発

掘調壺1I』岡山県教委・建設省岡山河川工事事務所、 1981年。

51・81 愛知県篠岡第81号窯 小牧市教委『桃花台ニュータウン遺跡調査報告w小牧市篠岡古窯址群』愛知県・小牧市教

委、 1982年。

52・54 平城宮 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第26冊 平城宮発掘調在報告刊』 1976年。
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33頁図 5

53 平城宮 奈文研「奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調杏報告 ー長屋王邸• 藤

原麻呂邸の調査ー』 1995年。

55・56 大阪府陶邑TG70号窯跡 大阪府教委『大阪府文化財調査報告書第29輯 陶邑II —図録編ー』 1977年。

57 愛知県高針ゴルフ場内窯跡 楢崎彰ー「日本古代の陶硯 ーとくに分類について一」『考古学論考 小林行雄博士記

念論文集』平凡社、 1982年。

58 石川県稲舟13号窯跡 吉岡康暢「北陸の陶硯」『日本の陶硯』五島美術館、 1978年。

59 岐阜県稲田山第13号窯 各務原市教委『稲田山古窯跡群発掘調査報告書』 1981年。

60・62・82 平城京左京七条ー坊—「六坪 奈文研「奈良国立文化財研究所学報第56冊 平城京左京七条ー坊十五・十六坪

発掘調査報告』 1997年。

61 平城京左京一条三坊十五・十六坪SD485 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第23冊 平城宮発掘調壺報告書Vl』

1974年。

63・65・72 奈良県興福寺18境内 奈良県文化財保存事務所『重要文化財旧一乗院哀殿・殿上及び玄関移築工事報告書』

1964年。

64 愛知県嗚海32号窯 楢崎彰ー「猿投山古窯跡出土の陶硯」『陶説』 83、H本陶磁協会、 1960年。

66 平城京左京三条二坊七坪 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・万条二坊発掘調査報告

ー長屋王邸• 藤原麻呂邸の調査ー』 1995年。

67・70 平城宮 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第40冊 平城宮発掘調壺報告XI』1982年。

68。80 平城宮 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第17冊 平城宮発掘調査報告書w』1965年。

69・79・83 平城京左京五条二坊十四坪 奈良市教委『奈良市埋蔵文化財調査報告書 昭和54年度』 1980年。

71 平城京左京八条ー坊三坪 奈文研『平城京左京八条ー坊三・六坪発掘調壺報告書』奈良県教委、 1985年。

73 三菫県岡山 2号窯跡 四日市市教委『四日市市埋蔵文化財調査報告 5 岡山古窯址群発掘調査報告 付北浦古窯址群

発掘調査報告』 1971年。

74 平城京左京三条二坊ー坪 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報

告ー長屋王邸• 藤原麻呂邸の調査ー』 1995年。

75 平城宮奈文研『奈良国立文化財研究所10周年記念学報（学報第15冊）平城宮発掘調査報告II官衝地域の調査」 1962年。

76 岐阜県長者屋敷遺跡 楢崎彰ー「日本古代の陶硯 ーとくに分類について一」『考古学論考 小林行雄博士古稀記念

論文集』平凡社、 1982年。

77 平城京左京三条二坊東二坊坊間路酉側溝 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条ニ

坊発掘調査報告 ー長屋王邸• 藤原麻呂邸の調査―j1995年。

78 石川県上江遺跡 吉岡康暢「北陸の陶硯J『日本の陶硯』五島美術館、 1978年。

84 平城京左京六条二坊十竺坪 奈良県立橿原考古学研究所『奈良県遺跡調査概報 1991年度』 1992年。

85 平城京左京三条二坊一坪 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘報告ー長

屋王邸• 藤原麻呂邸の調査ー」 1995年。

86・87・89 愛知県黒笹 7号窯跡 楢崎彰ー「古代陶硯に関する一考察ー有孔把手付円面硯と宝珠硯ー」『名古屋大学総

合研究資料報告』 1、1985年。

88 愛知県折戸80号窯跡 楢崎彰ー「古代陶硯に関する一考察ー有孔把手付円面硯と宝珠硯ー」『名古屋大学総合研究資

料報告』 1、1985年。

-90 愛知県猿投窯跡 楢崎彰ー「日本古代の陶硯 ーとくに分類についてー」『考古学論考 小林行雄博士古稀記念論文
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集』平凡社、 1982年。

91 平城京左京八条三坊 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第26冊 平城宮発掘調査報告Vll』1976年。

92 利歌山県大H山I遺跡 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第26冊 平城官発掘調査報告Vl1』1976年。

93 平城宮 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第26冊 平城宮発掘調壺報告Vll』1976年。

94 平城宮SD3410 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第26冊 平城宮発掘調壺報告Vll』1976年。

95 平城点左点三条二坊七坪 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報告

ー長屋王邸• 藤原麻呂邸の調壺ー』 1995年。

96 平城京左点四条四坊九坪 奈文研『平城京左京四条四坊九坪発掘調査報告書』奈良県教委、 1983年。

97 福岡県太宰府天満宮境内 横田賢次郎「福岡県内出上の硯について一分類と編年に関する一考察ー」『九州歴史資料

館研究論集 9」1983年。

98 大宰府跡 横田賢次郎「福岡県内出土の硯について―分類と編年に関する一考察ー」『九州歴史資料館研究論集』 9、



1983年。

99 岡山県神力寺 楢崎彰ー「日本古代の陶硯 ーとくに分類について一」『考古学論考 小林行雄博士古稀記念論文集』

平凡社、 1982年。

100愛知県渥美窯跡 楢崎彰ー「日本古代の陶硯 ＿とくに分類について一」『考古学論考 小林行雄博士古稀記念論文

集』平凡社、 1982年。

101兵庫県魚住遺跡 寺島孝ー「兵庫県明石市魚住古窯跡出tの陶硯J『古代文化」 32-11、古代学協会、 1980年。

102東京都武蔵国府跡 楢崎彰ー「日本古代の陶硯 ーとくに分類について一」『考占学論考 小林行雄博士古稀記念論

文集』平凡社、 1982年。

103新潟県コウモン塚 内藤政恒『本邦占硯考』養徳社、 1944年。

104長岡京 楢崎彰ー「日本古代の陶硯 ーとくに分類について＿」『考古学論考 小林行雄博士古稀記念論文集」平凡

社、 1982年。

105茨城県北酒出遺跡 楢崎彰ー「日本古代の陶硯 ＿とくに分類について一」『考古学論考 小林行雄博士古稀記念論

文集』平凡社、 1982年。

106愛知県折戸76号窯跡 楢崎彰ー「古代陶硯に関する一考察ー有孔把手付円面硯と宝珠硯ー」『名古屋大学総合研究資

料報告』 1、1985年。

107・108 愛知県黒笹 7号窯跡 楢崎彰ー「古代陶硯に関する一考察ー有孔把手付円面硯と宝珠硯ー」「名古屋大学総合研

究資料報告」 1、1985年。

109群馬県下五段田 1号窯跡 楢崎彰一「日本古代の陶硯 ーとくに分類についてー」『考古学論考 小林行雄博士古稀

記念論文集』平凡社、 1982年。

110石川県地気寺遺跡 楢崎彰ー「古代陶硯に関する一考察＿有孔把手付円而硯と宝珠硯ー」『名古屋大学総合研究資料

報告』 1、1985年。

111福岡県観枇音寺跡 横田賢次郎「福岡県内出土の硯について＿分類と編年に関する一考察ー」『九州歴史資料館研究

論集』 9、1983年。

112福岡県太宰府市国分出土 横田賢次郎「福岡県内出土の硯について一分類と編年に関する一考察ー」『九州歴史資料

館研究論集』 9、1983年。

113福岡県朝倉郡杷木町志波採集 横田賢次郎「福岡県内出士の硯について一分類と編年に関する一考察＿」『九州歴史

資料館研究論集』 9、1983年。

I -7文字瓦

34頁 圏 1 都内遣跡調壺会瓦谷戸瓦窯跡群調壺団『瓦谷戸瓦窯跡群』 1999年。

35頁 図2 上三川町教委『上神主・茂原遺跡 I』1999年。一部改変。

35頁 図 3 近藤康司「行基建立・和泉大野寺出土の文字瓦」『文字瓦と考古学』日本考古学協会、 2000年。一部改変。

36頁 図4 京都府教委『恭仁京跡発掘調査報告瓦編j1984年。一部改変。

36頁 図 5 高野芳宏・熊谷君男「多賀城II期の文字瓦」『研究紀要V』多賀城研、 1978年。一部改変。

II -1古代前期の士器

39頁図 1

-1・4・5 余良県古宮遺跡爪組溝遺構SD50 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第31冊 飛鳥。藤原宮発掘調査報告II

41頁図 2

藤原宮西方官術地域の調査』 1978年。

2 奈良県豊浦寺下層 奈文研『飛烏•藤原宮発掘調査概報16』 1986年。

3 奈良県山川寺下層 奈文研『飛鳥•藤原宮発掘調査概報20』 1990年。

6-11 奈良県飛烏池遺跡灰緑粘砂層 奈文研『飛烏• 藤原宮発掘調査概報22」1992年。

12-14・16-19 奈良県坂田寺池SGlOO 奈文研『飛鳥・藤原宮発掘調壺概報 3』1973年。

15 奈良県坂田寺池SGlOO 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第31冊 飛鳥• 藤原宮発掘調査報告 II 藤原宮西方官術

地域の調壺j1978年。

20-24 奈良県水落遺跡基壇周辺 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第55冊 飛鳥• 藤原宮発掘調査報告wー飛鳥水落

遺跡の調査ー』 1995年。

25-50 奈良県大官大寺F層士坑SK121 奈文研『奈良文化財研究所研究紀要 2001』2001年。

-1-6・12-19・21-24・26・28-33・37-40・43・44・46-54 平城点左京一条三坊十五・十六坪SD485 奈文研 『奈

良国立文化財研究所学報第23冊 平城宮発掘調査報告書VI』1975年。

7 -11・20・25・27・34-36・41・42・45 平城京長屋王邸SD4750 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城
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京左京二条二坊・三条二坊発掘調壺報告 ー長腔王邸• 藤原麻呂邸の調査ー』 1995年。

42頁図 3

-1 -28・30-52 平城京左京一条三坊十五。十六坪SD485 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第23冊 平城宮発掘調壺

報告書VI』1975年。

29・53・54 平城京長屋王邸SD4750 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調

壺報告 ー長屋王邸• 藤原麻呂邸の調査＿」 1995年。

43頁図 4

-1・2・4 -7・17-23・25-27 長岡京左京南一条三坊三町SD8903 向日市教委『向日市埋蔵文化財調査報告書第13

集」 1984年。

3・8・11・12 長岡京左京南一条三坊三町SD8901 向日市教委『向日市埋蔵文化財調査報告書 第13集』 1984年。

9・10・13-16・24 長岡宮長堂院北西官面域SD20620 向日市教委・向日市埋文センター『向日市埋蔵文化財調査報告

書第29集』 1990年。

43頁図 5

-1-6・8 平城京東堀河跡 奈文研『平城京東堀河 左京九条三坊の発掘調査』奈良県教委、 1983年。

7 長岡点左京南一条三坊三町SD8901 向日市教委『向日市埋蔵文化財調査報告書 第13集』 1984年。

43頁図 6

-1-3・6・7・ll-13・17・19-21 長岡宮北西北辺域SD19605 向日市教委『向日市埋蔵文化財調査報告書 第24

集』 1988年。

4・8・23・24 長岡点左京南一条三坊三町SD8903 向日市教委『向日市埋蔵文化財調壺報告書 第13集』 1984年。

9・10・14-16 長岡宮長堂院北洒官面域SD20620 向日市教委・向日市埋文センター『向日市埋蔵文化財調査報告書

第29集』 1990年。

5・18 長岡京左京太政官厨SD1301 向日市教委『向日市埋蔵文化財調壺報告書 第4集』 1978年。

22・25・26 長岡京左京前一条三坊三町SD8901 向日市教委『向日市埋蔵文化財調査報告書 第13集』 1984年。

45頁図 7

-1-4 鳥取県史跡大御堂廃寺跡井戸SEOl掘方 倉吉市教委『倉吉市文化財調査報告書第107集 史跡大御堂廃寺跡発掘

調壺報告書』 2001年。

5-10 鳥取県史跡大御堂廃寺跡井戸SEOl埋士 倉吉市教委『倉吉市文化財調査報告書第107集 史跡大御堂廃寺跡発掘

調査報告書』 2001年。

11-19 鳥取県福田寺遺跡 1号土坑 倉吉市教委『倉吉市文化財調査報告書第92集 福田寺遣跡発掘調査報告書 (2次調

査）』 1998年。

20・22・23 鳥取県史跡大御堂廃寺跡井戸SDOl 倉吉市教委『倉吉市文化財調脊報告書第107集 史跡大御堂廃寺跡発掘

調査報告書』 2001年。

21・24 鳥取県伯苦国庁跡西方官面地区 倉吉市教委『1日者回庁跡発掘調査概報（第 5・6次）』 1979年。

25-31 鳥取県史跡大御堂廃寺跡溝SDOl 倉吉市教委『倉吉市文化財調査報告書第107集 史跡大御堂廃寺跡発掘調査報

告書』 2001年。

32-34 鳥取県伯苦国庁跡溝SD37 倉吉市教委『伯者国庁跡発掘調査概報（第 5・6次）』 1979年。

35-38 烏取県伯音国庁跡溝SD33 倉吉市教委『伯者国庁跡発掘調壺概報（第 5・6次）』 1979年。

39-44 烏取県伯秤国庁跡士坑SK05 倉吉市教委『1白昔国庁跡発掘調壺概報（第 4次）』 1978年。

45-49 鳥取県伯者国庁跡溝SD39 倉吉市教委『伯菩国庁跡発掘調査概報（第 5・6次）』 1979年。

50・51 鳥取県伯者国庁跡溝SD38 倉吉市教委『伯苦国庁跡発掘調査概報（第 5・6次）』 1979年。

47頁図 8

-1・2 奈良県法隆寺南北流路SD6191 奈文研『奈良文化財研究所史料第56冊 法隆寺考古資料』 2002年。

3 -8・14・15・26・27・32・33。38・40 飛鳥京士坑SKlO明日香村教委『明日香村遺跡調査概報平成10年度』 2000年。

9 -12・16・17・20-25・28・34-37・39 奈良県紀寺寺域東南部士坑SKlO 奈文研『飛鳥• 藤原宮発掘調査概報18』

1988年。

13・18・19・29-31 奈良県飛烏池遺跡灰緑粘砂層出土 奈文研『飛鳥• 藤原宮発掘調査概報22』1992年。

48頁図 9
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-1-4 平城京右京八条ー坊西ー坊坊間大路西側溝SD920 玉田芳英「漆付着土器の研究」『奈良国立文化財研究所創立

40周年記念論文集 文化財論叢 Il』同朋舎、 1995年。

5 平城宮東方官面 玉田芳英「漆付着土器の研究」『奈良国立文化財研究所創立40周年記念論文集 文化財論叢 Il』



同朋舎、 1995年。

48頁図10

-1・2・15 平城京左京八条三坊九・十坪坪境小路側溝SD1155 弱淳一郎『平城宮・京出土須恵器の分類と産地同定一平

成元年-3年度科学研究費補助金一般研究 (C)研究成果報告』 1992年。

3・5 平城京右京八条ー坊十一坪酉ー坊坊間大路西側溝SD920 巽淳一郎『平城宮・京出士須恵器の分類と産地同定一

平成元年-3年度科学研究費補助金一般研究 (C)研究成果報告』 1992年。

4・6 -14・16-19・21-23 平城京右京八条ー坊六坪土坑SK330 巽淳一郎「平城宮・京出士須恵器の分類と産地同定

一平成元年-3年度科学研究費補助金一般研究 (C)研究成果報告』 1992年。

20 平城点左京八条ー坊三坪SG3500 巽淳一郎「平城宮・京出土須恵器の分類と産地同定一平成元年-3年度科学研究費

補助金一般研究 (C)研究成果報告』 1992年。

49頁 写真 1。2 奈文研所蔵。

51頁図11

-1 藤原京左京六条三坊東西大溝SD4130 奈文研『飛鳥•藤原宮発掘調査概報17』 1987年。

2-8 奈良県飛鳥池遺跡 奈文研『奈良国立文化財研究所年報 2000-II』2000年。

9 奈良県）II原寺 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第 6冊 川原寺発掘調査報告」 1960年。

51頁 図12 図は、弱淳一郎「都城における鉛釉陶器の変遷J『天平に咲いた華 日本の三彩と緑釉』五島美術館・愛知県陶磁資料館、

1998年、による。

-1-3 奈良県興福寺旧境内奈良県文化財保存事務所『重要文化財一乗院哀殿・殿上及び玄関移築工事報告書」 1966年。

4 平城京左京八条二坊四坪 奈良市教委『奈良市埋蔵文化財調在報告書 昭和56年度』 1982年。

5 平城京左京三条二坊八坪 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報告

ー長屋王邸• 藤原麻呂邸の調査ー』 1995年。

6 京都府上津遺跡 木津町教委『木津町埋蔵文化財調壺報告書 第4集」 1981年。

7・8 福岡県沖ノ島 第 3次沖ノ島学術調査隊『宗像 沖ノ島』宗像大復興既成会、 1979年。

9 京都府上津遺跡 木津町教委『木津町埋蔵文化財調査報告書 第 3集』 1980年。

10 平城宮 奈文研『1993年度 平城宮跡発掘調査部発掘調壺概報』 1994年。

11 平城京東市 奈良市教委『平城京東市跡推定地の調査1I 第4次発掘調査概報』 1984年。

12-14・17・19・21・30・32・34 奈良県正倉院南倉 宮内庁正倉院事務所『正倉院陶器』日本経済新聞社、 1971年。

15 静岡県御殿・ニ之宮遺跡 磐田市埋文センター『御殿・ニ之宮遺跡 第8次発掘調壺のあらまし』磐田市教委、 1994年。

16 新潟県八幡林遺跡和島町教委『和島村埋蔵文化財調査報告書第 1集 八幡林遺跡』 1992年。

18 滋賀県上高砂遺跡 大津市教委『大津市捏蔵文化財調査報告書20 上高砂遺跡発掘調壺報告書』 1992年。
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墳付平野塚穴山古墳』奈良県教委、 1977年。

3 伝福岡県立明寺出士 奈良県立橿原考古学研究所附属t専物館『貿易陶磁 奈良平安の中国陶磁』（財）由良大和古文化

研究会、 1993年。

4 :::: 重県縄生廃寺 朝日町教委『朝日町文化財調査報告第 1冊 縄生廃寺跡発掘調壺報告』 1988年。

5 奈良県石神遺跡 奈文研『奈良国立文化財研究所年報 1993』1993年。

6 大阪府大阪城三の丸下層 （財）大阪府文化財センター大阪城跡発掘調査事務所・中村淳磯・江浦洋「大阪城発掘調査
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60頁図 5
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器研究一律令的十．器様式の西・東 施釉陶器ー』古代の土器研究会、 1994年。
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1994年。
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61頁 図7 図は、尾野善裕「灰釉陶器生産技術の系譜」『楢崎彰ー先生古希記念論文集』真陽社、 1998年。 2 -9・14・15。16・
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式の西・東 施釉陶器ー」古代の上器研究会、 1994年。 10-13・15・18-37; 愛知県教委『愛知県猿投山西南麓古窯

跡群分布調査報告』 1980年。

-1 愛知県NN265号窯 尾野善裕「灰釉陶器生産技術の系譜」『楢崎彰...先生古希記念論文集』真陽社、 1998年。

3・6 。 7 平安京左京二条二坊冷泉院 （財）以都市埋文研『昭和57年度 京都市埋蔵文化財調査概報』 1984年。

2・4・5・8・9・14 平安京右点三条三坊五町溝SD19 (財）京都市埋文研『京都市埋蔵文化財研究所調査報告第10冊

平安京右京三条三坊』 1990年。

10-13・15 愛知県黒統14号窯 愛知県教委『愛知県猿投山西南麓古窯跡群分布調査報告j1980年。

16・17 平安京右京三条三坊 （財）京都市埋文研究所『京都市埋蔵文化財研究所調壺報告第10冊 平安京右京三条三坊』

1990年。

18・21-38 愛矧県黒笹90号窯 愛知県教委『愛知県猿投山西南麓古窯跡群分布調査報告』 1980年。

20 平安京左京一条三坊 未報告。

62頁図 8

-1-12 愛知県黒統90号窯 愛知県教委『愛知県猿投山西南麓古窯跡群分布調査報告』 1980年。

13-29 愛知県亀ヶ洞 1号窯 増子康真『名古屋市熊ノ前古窯址群』名古屋考古学会、 1984年。

63頁図 9

1・2 -5・8・10-13・15・16・23-26。31-33 愛知県熊ノ前 1号窯 増子康真『名古屋市熊ノ前古窯址群』名古屋

考古学会、 1984年。

6・7・9・14・17 -22・27 -30・34・35 愛知県熊ノ前 4号窯 増子康真『名古屋市熊ノ前古窯址群』名古屋考古学会、

1984年。

64頁図10

-1-15 愛知県NN278号窯 名古屋市教委『名古屋市文化財調査報告書第 9集 名古屋市緑区NN-278号古窯跡発掘調

査報告書』 1981年。

16-24 愛知県NN282号窯 名古屋市教委『名古屋市文化財調査報告書第12集 名古屋市緑区NN-282号古窯跡発掘調

査報告書』 1982年。

25-28 愛知県東山72号窯 斎藤孝正「猿投窯東山地区における灰釉陶器の様相ー東山72号窯出土遣物を中心として一」

『名古屋大学総合研究資料館報告』 3、名古屋大学総合研究資料館、 1987年。

29-45 岐阜県東濃北丘古窯跡群 多治見市教委『北丘古窯跡群・古墳群発掘調杏報告書』 1981年。

65頁図11

-1-19 愛知県黒笹 7号窯 愛知県教委［愛知県猿投山西南麓古窯跡群分布調査報告j1980年。

20-38 愛知県黒笹14号窯 愛知県教委『愛知県猿投山西南麓古窯跡群分布調壺報告』 1980年。

67頁図12

-1-23 愛知県黒笹35号窯 愛知県教委『愛知県猿投山西南麓古窯跡群分布調査報告』 1980年。

24-42 愛知県黒笹90号窯 愛知県教委『愛知県猿投山西南麓古窯跡群分布調査報告』 1980年。
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68貞図13

-1-27 愛知県折戸53号窯 愛知県教委『愛知県猿投山内南麓古窯跡群分布調杏報告』 1980年。

28-59 愛知県NN282号窯 名古屋市教委『名古屋市文化財調査報告書第12集 名古屋市緑区NN-282号古窯跡発掘調

査報告書』 1982年。

69頁図14

-1-10 愛知県NN282号窯 名古屋市教委『名古屋市文化財調査報告書第12集 名古屋市緑悩NN-282号古窯跡発掘

調在報告書』 1982年。

11-30 愛知県東山72号窯 斎藤孝正「猿投窯東山地区における灰釉陶器の様相ー東山72号窯出土遺物を中心として一」

『名古屋大学総合研究資料館報告j 3、名古屋大学総合研究資料館、 1987年。

71頁 図15 図は小森俊鎚「輸入陶磁器と国産施釉陶器」『古代の土器研究会第 3回シンポジウム 古代の土器研究一律令的土器様式の

西・東ー施釉陶器ー』古代の土器研究会、 1994年による。

-1 平安京右京五条三坊二町溝SDOl

2 平安京右京六条ー坊五町溝SD019

（財）京都市埋文研『政都巾埋蔵文化財調査概要 昭和63年度』 1993年。

（財）京都市埋文研『京都市埋蔵文化財研究所調査報告書第11冊 平安京右京六条

坊』 1992年。

3 平安点右京六条二坊 『史料 京都の歴史 2 考古』平凡社、 1983年。

4 京都府西寺跡 『史料 京都の歴史 2 考古』平凡社、 1983年。

5・12・13・14-17・22 平安点右京六条ー坊五町 （財）京都市埋文研『京都市埋蔵文化財研究所調査報告書第11冊

平安京右京六条ー坊」 1992年。

6 -11・19-21・23-28 平安京右京三条三坊三町SX07 (財）京都市埋文研『京都市埋蔵文化財研究所調査報告第10

冊平安京右京三条三坊』 1990年。

14 平安京布京六条ー坊 『史料 京都の歴史 2 考古』平凡社、 1983年。

18 平安点右京六条ー坊—「三町 S XOl 未報告

31 平安京左京一条三坊 『史料京都の歴史 2 考古』平凡社、 1983年。

29・30・32-38 平安点右点二条三坊十五町 （財）玖都巾す里文研『平安京跡発掘調査概報 昭和61年度』京都rli文化観

光局、 1987年。

39-45・47 平安京右京二条二坊=:町 （財）京都市埋文研『平安京跡発掘調査概報 昭和56年度』京都市文化観光局、

1982年。

46 平安宮酉限開23 (財）京都市埋文研『平安京跡発掘調査概報 昭和60年度』京都市文化観光局、 1987年。

48・49 平安点左京一条三坊,.―町（烏丸線）立会17 京都市高速鉄道烏丸線内遺跡調査会『京都市高速鉄道烏丸線内遣

跡調壺年報II 1976年度j1981年。

50-52 左京四条三坊五町SE21 (財）京都廿i埋文研『京都di埋蔵文化財調杏概報 昭和57年度」京都di文化観光局、

1984年。

72頁図16

-1・5・6・16 福岡県鴻腫館跡 福岡市教委『福岡市埋蔵文化財調査報告書第270集 鴻騰館跡］ 発掘調壺概報』 1991

年。

72頁図17

2 平城京左京一条三坊東ー坊大路側溝 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第23冊 平城宮発掘調壺報告書VI 平城京

左以一条三坊の調壺』 1975年。

3・7・8・13・14・20・21 福岡県柏原M遺跡福岡市教委『福岡市埋蔵文化財調壺報告書第191集福岡市柏原遣跡一

古墳・古代遺跡M遣跡の調査』 1988年。

4 点都府浄妙寺推定地 藤岡了ー「浄妙寺出土越州窯青磁水注」『美術史』 1、美術史学会、 1950年。

9・12 大宰府右郭六条二坊 九J-1・1歴史資料館『大宰府史跡 昭和56年度発掘調壺概報』 1982年。

10・11・22・23 京都府仁利寺円堂跡 亀井明徳『日本貿易陶磁史の研究』 I司朋舎出版、 1986年。

15 京都府西寺跡 奈良県立橿原考古研究所附属博物館編『貿易陶磁ー奈良• 平安の中国陶磁』（財）由良大和古文化研究

会、 1993年。

17 福岡県多々良込田遺跡福岡市教委『福岡市狸蔵文化財調査報告書第121集多々良込田遺跡II1』1985年。

18・19 福岡県君畑第一経済大学内火葬墓 奈良県立橿原考古研究所附属博物館編『貿易陶磁ー奈良• 平安の中国陶磁

（財）由良人和古文化研究会、 1993年。

-1 奈良県薬師寺匝俯坊跡 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第45冊 楽師寺発掘調査報告』 1987年。

2・10 福岡県柏原M遺跡 福岡市教委『福岡市埋蔵文化財調査報告書第191集 福岡市柏原遺跡群VI一古墳・古代遣跡M
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73頁図18

遺跡の調査ー』 1988年。

3 中国長沙窯跡 (4の参考例） 長沙窯課題組『長沙窯』紫禁城出版社、 1996年。

4 福岡県多々良込田遺跡 福岡市教委『福岡市埋蔵文化財調査報告書第121集多々良込田遣跡皿」 1985年。

5 福岡県観粧音寺 九州歴史資料館『大宰府史跡 昭和56年度発掘調壺概報』 1982年。

6 平安京右京二条三坊二町 『史料 京都の歴史 2 考古』平凡社、 1983年。

7 平城京左京一条三坊東ー坊大路側溝 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第23冊 平城宮発掘調査報告書VI 平城京

左京一条三坊の調査』 1975年。

8 大宰府市ノ上遺跡 高倉洋彰ほか「観世音寺出土の唐三彩J『考古学雑誌』 64-1、日本考古学会、 1979年。

9 広島県備後寺町廃寺 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所『備後寺町廃寺』三次市教委、 1978年。

-1~43 中国上林湖Y37号窯 慈渓市博物館『古陶姿学研究基金会叢書』科学出版社、 2002年。

74頁図19

-1~20 平安京右京三条三坊五町溝SD1901 (財）京都市埋文研「京都市埋蔵文化財研究所調査報告第10冊 平安京右

京三条三坊」 1990年。

21~33 平安宮左兵衛府溝SDOl (財）京都市埋文研『京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報集1978-ll 平安京跡

発掘調査概報』 1978年。

34~33·41~45 平安京左京一条三坊十一町（烏丸線）立会17井戸 l 京都市高速鉄道烏丸線内遺跡調査会『京都市高速

鉄道烏丸線内遣跡 調査年報ll 1976年度』 1981年。

75頁 図20 兵庫県教委『兵庫県加古川市所在 志方窯跡群一投松支群 』2001年に所載の森内秀造編年を改変。

ll -3 陶製の枡・池杯

76頁図 1

1 奈良市教委「奈良市埋蔵文化財調査概要報告書 昭和63年度」 1988年。

2 奈良県教委・ （財）建築研究協会『唐招提寺防災施設工事・発掘調壺報告書』唐招提寺、 1995年。

76頁図 2

-1 奈良県教委『重要文化財旧一乗院哀殿。殿上及び玄関移築工事報告書』 1964年。

2 『大安寺史・ 史料」大安寺、 1984年。

3 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第44冊 平城京左京三条二坊六坪発掘調査報告』 1986年。

4~s 奈文研『平城京東堀河 平城京左京九条三坊の調査』奈良県教委、 1983年。

m-1 瓦葺建物の復元

78頁 図 1 多賀城研「名生館遺跡 I』1981年。古川市教委『宮城県古川市文化財調査報告書第 8集 名生館官栃遣跡IX 一昭和

63年度発掘調査概報ー』 1989年。

79頁図 2 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報告 ー長屋王邸•藤原麻呂邸

の調査ー』 1995年。

79頁写真 1 鈴鹿市教委所蔵。掲載許可済。

79頁写真 2 奈文研所蔵。

81頁写真 3 奈文研所蔵。

81頁図 3 加茂町教委「恭仁宮（京）跡発掘調査概要 平成10年度発掘調壺概報』 1999年。

81頁図 4 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調壺報告 ー長屋王邸•藤原麻呂邸

の調査ー』 1995年。

81頁 図 5 . 今泉 潔「「瓦と建物の相剋」試論ー大塚前遺跡出土瓦の分析ー」『研究紀要 12』（財）千葉県文化財センター、 1990年。

81頁 図 6 上原真人「平安貴族は瓦葺邸宅に住んでいなかった一平安京右京一条三坊九町出土瓦をめぐって一」『高井悌三郎先

生喜寿記念論集 歴史学と考古学』真陽社、 1988年。

III -2 瓦の製作と分布

82頁 写真 1 (財）京都府埋文調査研究センター提供。掲載許可済。

83頁 図 l 高野芳宏「多賀城・陸奥国分寺の文字瓦」『文字瓦と考古学』日本考古学協会、 2000年。一部改変。

85頁 表 1 大橋泰夫「国術工房の成立一下野国分寺出土瓦の分析ー」「官営工房研究会会報」 6、奈文研、 1999年。

85頁 図 2 大橋泰夫「国術工房の成立一下野国分寺出土瓦の分析ー」『官営工房研究会会報』 6、奈文研、 1999年、より作成。

III -3 瓦の観察

87頁 図 1 『天工開物』（平凡社）より書きおこし。

87頁 図 2・3 『江戸名所図絵・下』（人物往来社）より書きおこし。
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87頁 図4 佐原真［平瓦桶巻作り」『考占学雑誌』 58-2、1972年、より作図。

87頁 写真 1・2 奈文研所蔵。

87頁 図 5 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第62冊 史跡頭塔発掘調査報告』 2001年。

88頁 写真 3 龍野市教委提供。掲載許可済。

88頁 写真 4 栃木県小川町教委所蔵。掲載許可済。

N-1 腰僻具・銭貨。印章

91頁図 1

-1・3・5・7 平城京 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第23冊平城宮発掘調査報告書VI平城京左京一条三坊の調

査」 1974年。 一部改変。

2・4・6・8・14-17 平城京 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘報告

ー長屋王邸• 藤原麻呂邸の調査ー』 1995年。一部改変。

9 平安京 平尾政幸「平安京の石鈴生産」『跨帯をめぐる諸問題』奈文研、 2002年。一部改変。

10-13 長岡点 木村泰彦「銅跨から石跨へ」『跨帯をめぐる諸問題』奈文研、 2002年。一部改変。

91頁 写真 1 講談社所蔵。『古代史復元 3 占代の宮殿と寺院』講談社、 1989年。転載許可済。

91頁 図 2 木村泰彦「銅跨から石鈎へ」『跨帯をめぐる諸間題』奈文研、 2002年。

93貞 写真 2 大阪市指定文化財。（財）大阪市文化財協会提供。掲載許可済。

93頁写真 3・4 奈文研所蔵。

93頁図 4

-1 平安京奈文研『奈良国立文化財研究所学報第27冊 木器集成図録近畿古代篇』 1985年。

2 平城宮奈文研『奈良国立文化財研究所学報第27冊 木器集成図録近畿古代篇』 1985年。

3 平城京 奈文研『奈良固立文化財研究所学報第56冊 平城京左京七条ー坊十五・十六坪発掘調査報告』 1997年。

4 平城宮造酒司 奈文研『1993年度 平城宮跡発掘調査部発掘調杏概報」 1994年。

N-2 武器・武具

95頁 写真 1・2 奈文研所蔵。

97頁写真 3・4 奈文研所蔵。

97頁写真 5 (財）古代學協會『平安京跡研究調脊報告第13輯 法住寺殿跡』 1984年。転載許可済。

97頁 図 1 (財）古代學協會『平安京跡研究調査報告第13輯 法住寺殿跡』 1984年、より転載。

97頁図 2

-1-4 点都府法住寺殿跡 （財）古代學協會『平安京跡研究調査報告第13輯 法住寺殿跡』 1984年。転載許可済。一部

改変。

5-7 神奈川県酉ノ谷遺跡 （財）横浜市ふるさと歴史財団『港北ニュータウン地域内埋蔵文化財調壺報告23 西ノ谷遣

跡』 1997年。一部改変。

N-3 祭祀具

99頁図 1

-1・39・41 平城京 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報告 ー長屋

王邸• 藤原麻呂邸の調査ー』 1995年。

99頁図 1

-2・4・6 -9・13・14・16・21・22・28・32・36・40・42・43 平城宮 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第27冊

木器集成図録近畿占代篇』 1985年。

3・12・20・37・38 藤原宮 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第27冊木器集成図録 近畿古代篇』 1985年。

5・34 平安京 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第27冊木器集成図録 近畿古代篇j1985年。

10・17・18・24-26・30・44・45 平城京奈文研『奈良国立文化財研究所学報第27冊木器集成図録近畿古代篇』 1985年。

11・15・29 長岡京 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第27冊木器集成図録 近畿古代篇』 1985年。

19 藤原京 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第27冊木器集成図録近畿古代篇』 1985年。

23 奈良県布留遺跡 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第27冊木器集成図録 近畿古代篇』 1985年。

27 平城京 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第56冊 平城原左京七条ー坊十五・十六坪発掘調査報告』 1997年。

31 兵庫県上原田遺跡 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第27冊木器集成図録 近畿古代篇』 1985年。

33 大阪府大蔵司遺跡 奈文研「奈良国立文化財研究所学報第27冊木器集成図録 近畿古代篇』 1985年。

35 平城宮 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第27冊木器集成図録 近畿古代篇』 1985年。

100頁写真 1・2 奈文研所蔵。
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100頁 写真 3 講談社所蔵。『古代史復元 9 古代の都と村』講談社、 1989年。転載許可済。

101頁写真 4 奈文研所蔵。

101頁 図 l 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第56冊 平城京左京七条叫坊十五・十六坪発掘調査報告』 1997年。

N-4 工房関係遺物

103頁図 1

-1・4 平城京右京八条ー坊1-三坪井戸SE1315 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第46冊 平城京右京八条ー坊十三

・十四坪発掘調査報告』 1989年。

2 岩手県稲村遺跡 （財）岩手県埋蔵文化財センター『稲村遣跡、中田遺跡、古屋敷逍跡』 1981年。

3 f策県花前 II-2遺跡 （財）千葉県文化財センター『常磐自動車道埋蔵文化財調査報告書Ill』1985年。

5 宮城県東山遺跡 多賀城研『多賀城関連遣跡発掘調査報告書第15冊 東山遺跡w一賀美郡価跡推定地ー』 1990年。

6 茨城県鹿の子C遺跡109号住居跡 （財）茨城県教育財団『茨城県教育財団文化財調査報告書第20集 常磐自動車道関係

埋蔵文化財発掘調査報告書 5 鹿の子C遣跡 ー遺構・遣物編ー』 1983年。

7-9 茨城県鹿の子C遺跡41号住居跡 （財）茨城県教育財団『茨城県教育財団文化財調査報告書第20集 常磐自動車道

関係埋蔵文化財発掘調査報告書 5 鹿の子C遣跡 ー遺構・遺物編ー』 1983年。

104頁 図2 平城点右京八条ー坊十四坪 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第46冊 平城京右京八条ー坊十三・十四坪発掘調査

報告』 1989年。

105頁図 3

-1-13 奈良県飛烏池工房跡 奈文研『飛烏• 藤原宮発掘調査概報22』1992年。

106頁図 4

106頁図 5

14 茨城県鹿の子C遺跡102号住居跡 （財）茨城県教育財団『茨城県教育財団文化財調査報告書第20集 常磐自動車道関係

埋蔵文化財発掘調査報告書 5 鹿の子C遣跡 ー遺構・遣物編ー』 1983年。

1 平城京左京一条三坊溝SD485 奈文研『奈良国立文化財研究所年報 1991」1991年。

2-8 奈良県飛鳥池遺跡 奈文研『飛烏• 藤原宮発掘調査概報22』1992年。

-14・24 奈良県飛烏池工房跡 奈文研『奈良同立文化財研究所年報 2000-II』2000年。

1 -13・15-23 奈良県飛烏池工房跡 奈文研『飛鳥・藤原宮発掘調査概報22』1992年。

107頁写真 1・2 奈文研所蔵。

N-5 柱根

109頁 表 1 島地 謙・伊東隆夫『日本の遺跡出土木製品総覧」雄山閣出版、 1988年、より作成。

109頁写真 1 奈文研所蔵。

109頁 図 1-3 奈文研『奈良国立文化財研究所30周年記念学報第40冊 平城宮発掘調査報告XI図版』 1982年。写真は奈文研所蔵。

N-6 建築石材

111頁 図 l 京都府教育庁指導部文化財保護課『恭仁京跡発掘調査報告IIj京都府教委、 2000年。一部改変。

111頁写真 1

-1-4 執筆者所蔵。

113頁写真 2

-1 奈文研所蔵。

V-1 宮室

117頁表1

117頁表2

117頁図 1

117頁図 2

2-7 執筆者所蔵。

・岸 俊男『NHK大学講座 日本の古代宮都』 NHK出版協会、 1981年、より作成。

岸俊男 『NHK大学講座 日本の古代宮都』 NHK出版協会、 1981年。

奈文研『創立50周年記念奈良国立文化財研究所史料第57冊 日中古代都城図録』 2002年。

奈文研ほか『奈良文化財研究所創立50周年記念 飛鳥•藤原京展一古代律令国家の創造ー』朝日新聞社、 2002年。

V-2 京の成立

119頁 図 1。 2 渡辺信一郎「官閻と園林ー 3~6 世紀中国における皇帝権力の空間構成ー」『考古学研究」 47- 2、2000年。

119頁図 3 陳博男『三禍圏』 1995年、より書きおこし。

119頁図 4

ー① 岸 俊男『日本古代宮都の研究』岩波書店、 1988年。

② 阿部義平「新益京について」『千菓史学』 9、千菓史学会、 1986年。

119頁 図 5 小澤毅『日本古代宮都構造の研究』青木書店、 2003年。
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V-3 大極殿•朝堂院

121頁図 l

ー① 岸俊男 『NHK大学講座 日本の古代宮都』 NHK出版協会、 1981年、より作図。

② • ③ • ⑤ 林部 均『古代宮都形成過程の研究』青木書店、 2001年、より作図。

④ 林博道『大津以跡の研究』思文閣出版、 2001年、より作図。

⑥ 編集者作成。

⑦～⑩ 奈文研『創立50周年記念奈良文化財研究所史料第57冊 H中古代都城図録』 2002年、より作図。

⑪ 寺升初代「平安宮の復元」『平安京提要』角川書店、 1994年、より作図。

121頁 図 2 岸俊男『日本古代宮都の研究』岩波書店、 1988年。

V-4 三部枇界観の成立

123頁 図 1・3 奈文研『創立50周年記念奈良文化財研究所史料第57冊 日中古代都城図録』 2002年。

123頁 図 2 小澤毅『日本古代宮都構造の研究』青木書店、 2003年。

123頁写真 1-3 奈文研所蔵。

V-5 

125頁

宮内の曹司

図 1

小澤 毅『日本古代宮都構造の研究』青木書店、 2003年。

奈文研『奈良国立文化財研究所年報 1997-ill』1997年、より作図。

—①② 

③④ 

⑤ 井上和人「官衝配置の原型。規模・配置」『古代都城制研究集会第 2回報告集 都城における行政機構の成立と展

開』奈文研、 1997年、より作図。

⑥⑦ 奈文研『1992年度 平城宮跡発掘調査部発掘調壺概報』 1993年、より作図。

⑧ 町田 章『考古学ライブラリー44 平城京』ニュー・サイエンス社、 1986年、より作図。

126頁 図 2 平城宮曹司 奈文研『1995年度平城宮跡発掘調査部発掘調査概報』 1996年、より作図。

藤原宮東方官術 井上和人「官術配置の原型・ 規模・配置J(『古代都城制研究集会第 2回報告集 都城における行政

機構の成立と展開』奈文研、 1997年）より作図。

126頁 図 3 平城宮左馬寮 井上和人「官術配置の原型・規模・配置（『古代都城制研究集会第 2回報告集 都城における行政機構

の成立と展開』奈文研、 1997年）より作図。

藤原宮（右）馬寮 井上和人「官揺配置の原型・規模・配置（『古代都城制研究集会第 2回報告集 都城における行政

機構の成立と展開』奈文研、 1997年）より作図。

126頁 図4 平安宮推定復元図 （財）古代学協会・古代学研究所『平安京提要』角川書店、 1994年。

太政官図 裏松固禅「大内裏図考証」『改訂増補 故宵叢書38巻 大内裏図・中古京師内外地図他』明治図書出版

1993年、より作國。

VI -1 国府の空間的構成

129頁 図 1 田熊清彦「下野国府と都賀郡家」（『国分寺町史 通史編』 2003年）および木村 等「下野国府跡の発掘調査について」

（『古代を考える』 45、古代を考える会、 1987年）から合成作図。

VI-2 国府跡調介の手がかり

131頁 図 1 股川市教委『三河国府跡確認調査報告書』 2003年。一部改変。

VI-3同庁

133頁図 l

—①～⑯ 各遺跡報告書より作図。地図は山中敏史・佐藤興治『古代日本を発掘する 5 古代の役所』岩波書店、 1985年よ

り作図。

135頁 図 2 三重県埋文センター『三重県埋蔵文化財調究報告 99-4 伊賀国府跡（第 4次）発掘調査報告』 1992年、および、

山中敏史• 佐藤興治『古代日本を発掘する 5 古代の役所』岩波書店、 1985年、をもとに新規作成。

135貞國 3

―①～⑧ 三重県埋文センター『三重県埋蔵文化財調在報告 99-4 伊賀国府跡（第 4次）発掘調壺報告』 1992年、およ

び、山中敏史• 佐藤輿治［古代日本を発掘する 5 古代の役所』岩波書店、 1985年、をもとに新規作成。

135頁 図 4 山中敏史『古代地方官術遺跡の研究』塙書房、 1994年。

VI-4 曹司

137頁 図 l 倉吉市教委『伯者国庁跡発掘調査概報（第 5・6次）』 1978年。

137頁 図 2 滋賀県教委『史跡近江国庁跡 附惣山遺跡・青江遺跡 調査整備事業報告書 I』2002年、および、大津市教委［第 2

回惣山遣跡現地見学会資料』 1997年、をもとに作成。
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137頁図 3

139頁図 4

139頁図 5

139頁図 6

141頁図 7

141頁図 8

142頁史料 1

142頁図 9

鈴鹿市教委『伊勢国府跡 4』2002年。一部改変。

松村一良「筑後国府跡」『久留米市史 第12巻 資料編（考古）』久留米市、 1994年。一部改変。

久留米市教委『久留米市文化財調査報告書第182集 筑後国府跡ー平成12・13年度発掘調査概要報告ー』 2002年。

松村一良「筑後国府跡J『久留米市史 第12巻 資料編（考古）』久留米市、 1994年。

倉吉市教委『シンポジウム 「よみがえる古代の1甘昔」ー伯苦国庁跡と不入岡遺跡ー』 1995年。

倉吉市教委『倉吉市文化財調査報告書第85集 不入岡遣跡群発掘調査報告書 不入岡遺跡・沢ベリ遣跡 2次調査』

1996年、より作図。

平川 南「出雲国計会帳・解部の復原」『国立歴史民俗博物館研究報告」第 3集、 1984年。

加賀見省ー「日高町の古代遣跡と出土木簡」『木簡学会但馬特別研究集会一古代但馬国と木簡ー』木簡学会但馬特別研

究集会実行委事務局、 2002年。一部改変。

142頁 写真 1 栃木県文化振興事業団『栃木県埋蔵文化財調査報告第74集下野国府VII木簡・漆紙文書調査報告』 1987年、より転載。

143頁 史料 2・3 林陸朗・鈴木靖民編『復元 天平諸国正税帳』現代思潮社、 1985年。

142頁 図10 (財）茨城県教育財団『茨城県教育財団文化財調在報告書第20集常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書鹿の

子C遣跡遣構・遣物編（上）』 1983年。

143頁 写真 2 栃木県文化振興事業団『栃木県埋蔵文化財調査報告第74集下野国府VII木簡・漆紙文書調査報告』 1987年、より転載。

VI-5 国司館

145頁図 1

―① ・ ③ 山中敏史『古代地方官衝遺跡の研究』塙書房、 1994年。

② 栃木県教委『栃木県埋蔵文化財調査報告第63集下野国府跡VI 昭和58年度発掘調査概報』 1985年。一部改変。

④ 栃木県教委『栃木県埋蔵文化財調査報告第30集下野国府跡 I 昭和51-53年度発掘調在概報』 1979年。

⑤ 多賀城市埋文調査センター『多賀城市文化財調査報告書第26集 山王遺跡 ー第 9次発掘調査報告書ー』 1991年。

⑥ 松村一良「筑後国府跡」『久留米市史 第12巻 資料編（考古）』久留米市、 1994年、および、久留米市教委『久留米

市文化財調査報告書第139集 筑後国府跡・国分寺跡 平成 9年度発掘調査概要』 1998年。一部改変。

VI-6 国府と地割

147頁 図 1 防府市教委『周防の国府跡 1970-80年代の発掘調査成果から』 1990年。一部改変。

147頁 図 2 防府市教委『固防の国府跡 1970-80年代の発掘調査成果から』 1990年。

147頁 図 3 防府市教委・周防国府跡調査会『防府市埋蔵文化財調査概要 9805 周防国府跡山升地区ー第43・45・49・53・60・

65・85次調査一発掘調壺概要］』 1998年。

149頁 図4・5 駒見和夫「国術の変遷から国庁を探る 下総国」『幻の国府を掘る 東国の歩みから」雄山閣、 1999年。

149頁 図 6・7 金田章裕「国府の形態と構造について」「国立歴史民俗樽物館研究報告第63集 共同研究「都市空間の形成過程につ

いての研究」』国立歴史民俗博物館、 1995年。

150頁 図 8 江口 桂「武蔵国府関連遣跡出土墨書土器の基礎的検討」『府中市郷士の森博物館紀要』 15、2002年。

VII -1郡術の諸施設

153頁史料 1 『群馬県史資料編 4 原始古代 4』群馬県、 1985年。

153頁図 1

155頁図 2

155頁図 3

157頁図 4

山中敏史• 佐藤興治『古代日本を発掘する 5 古代の役所』岩波書店、 1985年。一部改変。

小郡市教委『小郡市文化財調査報告書第76集 大板井遣跡』 1991年。

中島達也「小郡官術遺跡」『小郡市史第 4巻資料編原始・古代」小郡市、 2001年。

新吉富村教委「史跡大ノ瀬官術遣跡保存整備基本計画』 2000年、より製図。

157頁 図 5 栗東町教委『岡遺跡発掘調査報告書 1次・ 2次.3次調査』 1990年。

VII -2郡面遺跡調在の手がかり

159頁 図 1 高井悌三郎「新治郡郡術跡」『茨城県史料考古資料篇 奈良• 平安時代』茨城県、 1995年。

VII-3郡庁の構造

161頁図 1

—①～⑮ 各遺跡報告書より作図。巻末報告書一覧参照。

162頁図 1

ー⑯～ 各遺跡報告書より作図。巻末報告書一覧参照。

163頁図 1

各遣跡報告書より作図。巻末報告書一覧参照。
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W-4 正倉の建築構造

169貞 図 1 国士舘大学文学部考古学研究室『考古学研究室報告甲種第 1冊 中村遣跡調在報告書』 1979年。一部改変。

169頁 図 2 多賀城研『多賀城関連遣跡発掘調査報告書第13冊 東山遺跡 II』1988年。一部改変。

170頁 表 2 山中敏史「古代の倉庫群の特徴ど性格ー前期難波宮の倉庫群をめぐって一」『クラと古代.::[権』ミネルヴァ書房、 1991

年。（渡辺晃宏「平安時代の不動穀」（『史学雑誌』 98-12、山川出版社、 1989年）の表 3を一部改変。）

W-5正倉の規模と収納量

173頁 図 1 山中敏史『平成12年度～平成14年度科学研究費補助金基盤研究 (C)(2)研究成果報告書 古代の穎穀収取に関す

る考古学的研究』 2003年。

W-6正倉の建物配骰

177頁 図 1 東京都北区教委『北区埋蔵文化財調査報告第31集 御殿前遺跡刊』 2003年。

177頁 図 2 中島広顕「武蔵国豊島郡徊の正倉」『郡術正倉の成立と変遷』奈文研、 2000年。

178頁図 3

ー① 山中敏史「古代の倉庫群の特徴と性格」「クラと古代王権」ミネルヴァ書房、 1991年。

179頁図4

② 鈴鹿市教委『伊勢国分寺・国府跡」 3、1996年。

③ いわき市教委『いわき市埋蔵文化財発掘調査報告第72冊 根岸遣跡』 2000年。

④ 川崎市教委『千年伊勢山台北遣跡発掘調奇説明会資料』 2000年。

⑤ 関市教委『関市文化財調在報告第21号 弥勒寺東遣跡』 1999年。

ー⑥ 栃木県教委・ （財）とちぎ生涯学習文化財団『栃木県埋蔵文化財発掘調査報告第249集 那須官術関連遣跡刊』 2001年。

⑦ 宮城県教委『宮城県文化財調査報告書第127集 亘理町三十三間堂遺跡ほか』 1988年。

181頁 図 5 大刀洗町教委『史跡下高橋官術遣跡整備基本構想』 2003年。

川一 7 正倉火災

183頁 表 1 新規作成。

W-8館・厨家

185頁 図 1 山中敏史・佐藤興治『古代日本を発掘する 5 古代の役所』岩波書店、 1985年。

185頁 図 2 栃木県教委・ （財）とちぎ生涯学習文化財団『栃木県埋蔵文化財調査報告第249集 那須官術関連遣跡刊』 2001年。

187頁 図 3-5 藤枝市教委•藤枝市土地開発公社『日本住宅公団藤枝地区埋蔵文化財調査報告書m 奈良• 平安時代編 志太郡術

跡（御子ヶ谷遺跡・秋合遣跡）」 1981年。

189頁図 6

Vlll-1 駅家

193頁図 1

193頁図 2

浜松市教委「伊場遣跡発掘調査報告書第 8冊 伊場遺跡遺物編 6 (本文編）』 1994年。一部改変。

高橋美久二『古代交通の考古地理』大明堂、 1995年。

龍野市教委『龍野市文化財調査報告11 布勢駅家 II ―小犬丸遺跡1992・1993年度発掘調査概報』 1994年。

193頁 図 3 兵庫県教委『兵庫県文化財調査報告第66冊小犬丸遺跡IIj 1989年。

VIH -2 関

195頁 図 1 木下 良『日本古代律令期に敷設された直線的計画道の復原的研究』國學院大學、 1990年。

195頁 図 2・3 柴田博子「鈴鹿関と不破関」『日本の古代国家と城』新人物往来社、 1994年。

VIH -3 津・泊

196頁 図 l 木津町教委「上津遺跡第 2次発掘調査概報」『木津町埋蔵文化財調査報告書 第 3集』 1980年。

IX -1城柵

198頁 図 l 多賀城市史編纂委員会『多賀城市史 第1巻 原始・ 古代・中世』多賀城市、 1997年。石松好雄・桑原滋郎『古代日本

を発掘する4 大宰府と多賀城』岩波書店、 1985年。一部改変。

199頁 図 2 仙台市教委［仙台市文化財調査報告書第205集 郡山遣跡21 ー郡山遺跡・仙台平野の遺跡群 平成12年度発掘調査概

報ー』 2001年。

201頁図 3

ー①②③④ 宮城県教委・多賀城研『多賀城跡 政庁跡本文編』 1982年。

⑤ 酒田市教委『城輪柵跡 ー史跡城輪柵跡保存整備事業報告書ー』 1998年。

⑥ 八幡町教委『八幡町埋蔵文化財調壺報告書第11集 八森遺跡 古代編』 2002年。

⑦ 秋田市教委・秋田城跡調査事務所『秋田城跡 ー政庁跡ー』 2002年。

⑧ 築館町教委『築館町文化財調査報告書第15集 伊治城跡・嘉倉貝塚」 2002年。

⑨ 多賀城研『多賀城関連遺跡発掘調壺報告書第27冊 桃生城跡x』2002年。
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203頁図 4

⑩ 秋田県教委．払田柵跡調査事務所『秋田県文化財調査報告書第122集 払田柵跡 Iー政庁跡ー』秋田県埋文振興会、

1985年。

⑪ 似内啓邦・ 津嶋知弘「志波城発掘調在の成呆」『第28回古代城柵官術遣跡検討会資料集』古代城柵官徊遣跡検討会、

2002年。

ー① 多賀城研『多賀城跡一発掘のあゆみー』 2003年。

②～④ 生田相宏 9城柵官栃遣跡における陶硯の様相一多賀城を中心としてー」『古代の陶硯をめぐる諸間題ー地方にお

ける文書行政をめぐって一』奈文研、 2003年。

⑤ 宮城県教委・多賀城研『宮城県多賀城跡調壺研究所年報1972 多賀城跡一昭和47年度発掘調査概報ー』 1973年、より

作図。

204頁 図 5 柳澤和明「桃生城跡発掘調査の成呆」『第27回古代城柵官術遣跡検討会資料集』古代城柵官術遣跡検討会、 2001年。

204頁 図 6 秋田県教委．払田柵跡調査事務所『秋田県文化財調査報告書第288集 払田柵跡ー第113次。第114次調査概要ー』 1999

年。

205頁 図7 今野公顕「志波城 ～平成14年度調査の概要～」『第29回古代城柵官術遺跡検討会資料集』古代城柵官術遺跡検討会

2003年。

205頁 図8 築館町教委『築館町文化財調査報告書第15集 伊治城跡・嘉倉貝塚』 2002年。

205頁 図9 西野修「徳丹城発掘調査の成呆」『第28回占代城柵官術遺跡検討会資料集』古代城柵官衛遺跡検討会、 2002年。

205頁 図10 水沢市教委『胆沢城跡 ー平成12年度発掘調在概報ー』 2001年。

206頁 図11 多賀城市史編纂委員会『多賀城市史 第1巻原始・古代・中世』多賀城市、 1997年。

206頁 図12 宮城県教委『宮城県文化財調査報告書第195集壇の越遺跡ほか』 2003年。

207頁 図13 多賀城市埋文調壺センター『第16回企画展 古代都市多賀城』 2002年。

207頁 図14 斉藤篤「壇の越遣跡第 6次調杏の概要」『第29回古代城柵官術遺跡検討会資料集』古代城柵官而遣跡検討会、 2003年。

IX -2 山城・神籠石

209頁 図 1 村上幸雄。乗岡 実『吉備考古ライブラリィ 2 鬼ノ城と大廻り小廻り』古備人出版、 1999年。一部改変。

209頁 図3 向井一雄「古代山城研究の動向と課題」『溝濃』 9・10合併号、古代山城研究会、 2001年。（『甘木歴史資料館だより 温

故』 24(朝倉橘広庭宮展）甘木歴史資料館、 1996年）を一部改変。

209頁 図4 秀島龍男「宮地岳古代山城跡ー2002年 3月-11月踏査報告ー」『溝澳』 11、古代山城研究会、 2003年。

211頁図 5

ー① 行橋市教委『行橋市文化財調査報告書第26集 史跡御所ヶ谷神籠石』 1998年。

211頁図 6

② 佐賀県教委『佐賀県文化財調査報告書第16集 帯隈山神籠石とその周辺』 1967年。

③ 総杜市教委『総社市埋蔵文化財調査年報 8』1998年。

ー① 九州歴史資料館「大野城跡（百間石垣）の調査と環境整備J『九州歴史資料館年報 昭和49年度』 1975年。

② 鬼ノ城学術調査委員会『鬼ノ城』 1980年。

R 石野義助「筑後女山神籠石」『福岡県史蹟名勝天然記念物調査報告書 第10輯』福岡県、 1935年、より作図。

211頁図 7

ー① 岡山市教委『大廻小廻山城跡発掘調査報告』 1989年。

② 佐賀県教委『佐賀県文化財調在報告書第16集 帝隈山神籠石とその周辺』 1967年。

211頁國 8

ー① 成周鐸・車勇烹『稜山蛇山城発掘調在報告書ー 1985・1986・1987年度発掘調査ー』百済文化開発院（韓国）、 1994年。

② 岡山市教委『大廻小廻山城跡発掘調査報告』 1989年。

③ 中嶋 聡・向井一雄「宮地屈城跡の発見について一福岡県筑紫野市官地岳所在の古代山城踏査報告ー」『溝濃』 8、古

代山城研究会、 1999年。

④ 頴田町教委『頴田町文化財調査報告書第 2集 鹿毛馬神籠石 II』1988年。

X -1 官面関連遺跡と末端官面

215頁 図 1 井上尚明「郷家に関する一試論」（『埼玉考古学論集』（財）埼玉県埋文調壺事業団、 1991年）より、郷術とは認められ

ない退跡を除外して作成。

215頁図 2

ー① 神戸市教委『昭和62年度 神戸市埋蔵文化財年報』 1990年。

②③ 奈文研『奈良国立文化財研究所学報第34冊 平城宮発掘調査報告1X』1978年。
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X-2 郡術別院

217頁 図 1 吉村善雄「古代気多郡の行政区画と官道」（『気高町文化財報告書第16集 上光遺跡群発掘調査報告書』気高町教委、

1988年）所蔵の挿図54を参照し新規作成。

217貞図 2

217頁図 3

218頁図 5

気高町教委『気高町文化財報告書第16集 上光遺跡群発掘調査報告書』 1988年、より新規作成。

気高町教委『気高町文化財報告書第21集 馬場遣跡発掘調査報告書』 1993年。

春H町歴史民俗資料館編『七日市遺跡と「氷上回廊J』2000年。

218頁 図 6・7 兵庫県教委『兵庫県文化財調査報告書第75冊 山垣遣跡』 1990年。

219頁 史料 1 春日町歴史民俗資料館編『七日市遣跡と「氷上回廊J』2000年。

219頁 図8 春日町歴史民俗資料館編『七日市遺跡と「氷上回廊J』2000年。

X-3 末端の税穀収納施設

220頁 図 1 松江市教委『下黒田遣跡発掘調査報告書」 1988年。

220頁 図2 松江市教委『史跡出雲国山代郷正倉跡』 1981年。

221頁 図 3 上三川町教委・宇都宮市教委『上三川町埋蔵文化財発掘調壺報告第27集 宇都宮市埋蔵文化財発掘調査報告書第47集

上神主・茂原官術遺跡』 2003年、および、栃木県教委『栃木県立しもつけ風土記の丘資料館 第 9回企画展 古代の

集落』掲載図を合成。

222頁 図4 上三川町教委・宇都宮市教委『上三川町埋蔵文化財発掘調査報告第27集 宇都宮市埋蔵文化財発掘調査報告書第47集

上神主・茂原官術遣跡』 2003年。

223頁 図 5 上三川町教委・宇都宮市教委『上三川町埋蔵文化財発掘調壺報告第27集 宇都宮市埋蔵文化財発掘調壺報告書第47集

上神主・茂原官術遺跡』 2003年。

223頁 図 6 前澤輝政編『西赤堀遺跡」上三川町教委、 1976年。

223頁 図7 _I-_三川町教委『上二川町埋蔵文化財発掘調査報告第16集 多功遣跡rn』1997年。

225頁 図 8・9 中主町教委・中主町埋蔵文化財調壺会『中主町文化財調査報告書 第 9集 酉河原森ノ内遣跡 第 1・2次発掘調

壺概要』 1987年。

225頁 史料 1 中主町教委・中主町埋蔵文化財調査会『中主町文化財調査報告書第 9集 西河原森ノ内遺跡 第 1・2次発掘調査概

要」 1987年。徳網克己• 山田謙吾「滋賀・西河原森ノ内遣跡J『木簡研究』 8、木簡学会、 1986年。辻広志「滋

賀・囮河原森ノ内遺跡」『木簡研究』 12、木簡学会、 1990年。

226頁 図10 富士市教委「東平』 1981年、および同教委『富士市埋蔵文化財発掘調壺報告書ー第 3集ー 東平遺跡第 3次調査』

1992年の掲載図を合成。一部改変。

227頁 図11 江南町教委『江南町文化財調査告第11集丸山遺跡』 1996年。

X-4 その他の末端官術

228頁 図 1 久留米市教委『久留米市文化財調査報告書第192集 筑後国三瀦郡術跡』 2003年。一部改変。

229頁 図 2 久留米市教委『久留米市文化財調査報告書第192集 筑後国三瀦郡術跡』 2003年、および、富永直樹「野瀬塚遺跡」

『久留米市史』第12巻、資料編考古、久留米市史編さん委員会、 1994年、より作成。一部改変。

229頁 図 3 久留米市教委『久留米市文化財調査報告書 第192集筑後国三瀦郡術跡』 2003年。一部改変。

229頁 図4 松村一良「筑後国三瀦郡の末端官衝―福岡県久留米市野穎塚遺跡群などの調査成果から一」『律令国家の地方末端支

配機構をめぐってー研究集会の記録ー』奈文研、 1998年。

231頁 図 5・7 日本道路公団・山田遣跡調査会『山田水呑遺跡 第 2分冊』 1977年。

231頁 図 6 松村恵司［律令国家の末端支配と集落」『律令国家の地方末端支配機構をめぐってー研究集会の記録ー』奈文研、

1998年。

231頁 図8 松村恵司「律令国家の末端支配と集落J『律令国家の地方末端支配機構をめぐってー研究集会の記録ー』奈文研、

1998年、および、天野努「出土文字資料と地名」（『千葉県史研究』 2、千葉県、 1994年）より作成。

X-5 官面補完施設

233頁 図 1。2 栃木県教委・ （財）栃木県文化振興事業団『栃木県埋蔵文化財発掘調在報告第222集多功南原遺跡』 1999年。墨書

士器図は前澤輝政編『多功南原遺跡』上三川町教委、 1985年。一部改変。

234頁 図 3-5 。 7 沼津市教委『沼津市文化財調壺報告第13集 藤井原遣跡発掘調査報告書 I 遣構編』 1978年。

234頁 図 6 瀬川裕市郎［御幸町遣跡」『静岡県史 資料編 2 考古二』静岡県、 1990年。

235頁 図 8 (財）茨城県教育財団『茨城県教育財団文化財調査報告XI 常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調壺報告書rn』1981年。

~35頁 図!:) (財）茨城県教育財団「茨城県教育財団文化財調壺報告XI 常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書rn』1981年、

および、津野仁「遺跡からみた郷長の性格J(「太平壼史窓』 10、1991年）より転載。一部改変。

235頁 図10 沖野仁「遺跡からみた郷長の性格」『太平豪史窓』 10、史窓会、 1991年。
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X-6 地方豪族居宅

237頁 図 1 いわき市教委「いわき市埋蔵文化財発掘調査報告 第72冊根岸遺跡』 2000年。

238頁 図 2 川本町遺跡調査会『百済木一くだらぎー』 2000年。一部改変。

239頁 図 3・5 福島県教委『福島県文化財調査報告書第305集 母畑地区遺跡発掘調在報告36 正直C遺跡』 1995年。一部改変。

239頁 図 4 菅原祥夫「陸奥国南部における富豪層居宅の倉庫群」「古代の稲倉と村落・郷里の支配』奈文研、 1998年。

240頁 図 6 菅原祥夫「陸奥国南部における富豪層居宅の倉庫群」『古代の稲倉と村落・郷里の支配』奈文研、 1998年。

240頁 図 7 香我美町教委『香我美町文化財調査報告書第 2集 十万遣跡発掘調在報告書』 1988年より製図。

241頁 図 8 葛野泰樹「滋賀県長畑遺跡J『日本考古学年報』 36(1983年度版）、 1986年。

243頁 図 9-11 松江市教委『芝原遣跡』 1989年。一部改変。

244頁 図12 若宮町教委『若宮町文化財調査報告書第 7集 下遺跡群』 1989年。

245頁 表 1 山中敏史・石毛彩子「地方豪族の居宅と稲倉J(『古代の稲倉と村落・郷里の支配』奈文研、 1998年）掲載の表 1を改訂。
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引用地方官面遺跡等一覧

本書に引用した主要な地方官術遺跡ごとに、まず、遺跡名・遺跡種類（官術種類） ・所在地を示した。

出典は、編著者、書名（論文・書名）、発行所、発行年、を掲げた。

都府県教委刊行の報告書等については、編著者と発行者が同じであるため、発行所名を省略した場合がある。

岩手県

志波城跡

盛岡市教委

盛岡市教委

盛岡市教委

似内啓邦・

津嶋知弘

今野公顕

胆沢城跡

水沢市教委

水沢市教委

水沢市教委

徳丹城跡

矢巾町教委

矢巾町教委

西野修

宮城県

郡山遺跡

仙台市教委

名生館遺跡

多賀城研

古川市教委

古川市教委

鈴木勝彦

南小林遺跡

古川市教委

角田郡山遺跡

角川市教委

角田市教委

多賀城跡

宮城県教委・

多賀城研

多賀城研

多賀城市史

編纂委員会

多賀城市埋文

調査センター

多賀城研

志波城 岩手県盛岡市中太田方八丁•吉原・宮田

「太田方八丁遺跡 昭和52年度発掘調壺概報』 1978年。

「志波城跡 I太田方八丁遣跡範囲確認調査報告』 1981年。

『志波城跡昭和56・57・58・61年度発掘調査概報』 1982・83・84・87年。

「志波城発掘調査の成果J『第28回古代城柵官術遺跡検討会資料集』古代城柵官衝遺跡検討会、 2002年。

「志波城 ～平成14年度調査の概要～」『第29回古代城柵官術遣跡検討会資料集』古代城柵官揺遣跡検討会、 2003年。

胆沢城 岩手県水沢市佐倉河字渋田ほか

『胆沢城昭和51・55年度発掘調査概報』 1977・81年。

『岩手県水沢市佐倉河 胆沢城跡＿平成11年度発掘調査概報＿』 2000年。

『胆沢城跡 一平成12年度発掘調査概報ー」 2001年。

徳丹城 岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田

『徳丹城跡第14次緊急発掘調査略報ー岩手県紫波郡矢巾町徳田所在＿」 1972年。

『徳丹城跡第18次発掘調査略報岩手県紫波郡矢巾町徳田所在古代城柵昭和55年 7-8月調壺』 1981年。

「徳丹城発掘調査の成果J「第28回古代城柵官術遺跡検討会資料集』古代城柵官術遺跡検討会、 2002年。

陸奥国名取評面か城柵か初期陸奥国面 宮城県仙台市太白区郡山

『仙台市文化財調査報告書第38・46・64・96・110・124・133・146・205。215・227集 郡山遺跡 II. 皿 ・N・Vil・

Vlll。IX・X・XI。XVII.鴻.XXI 発掘調査概報』 1982・83・84・87・88・89・90・91・97・98・2001年。

陸奥国賀美郡面・玉造郡街か玉造柵 宮城県古川市大崎字名生館・城内・名生小館・名生北館弥栄

『多賀城関連遺跡発掘調査報告書第 6冊 名生館遣跡 I-玉造柵跡推定地ー』 1981年。

『宮城県古川市文化財調査報告書第 8集 名生館官術遺跡IX-昭和63年度発掘調査概報ー』 1989年。

『宮城県古川市文化財調査報告書第 9集 国指定史跡名生館官術遺跡X一平成元年度発掘調査概報＿』 1990年。

「名生館官術遺跡と周辺の城柵官術遣跡」『第19回古代城柵官術遣跡検討会資料』古代城柵官術遺跡検討会、 1993年。

郡街クラスの倉庫 宮城県古川市小林字南・新横枕

『宮城県古川市文化財調壺報告書第28集 名生館官術遣跡XXI 南小林遣跡』 2001年。

陸奥国伊具郡街（正倉） 宮城県角田市枝野字郡山・上沼尻

『角田市文化財調査報告書第 3集 角田郡山遺跡』 1980年。

『角田市文化財調査報告書第23集 角田郡山遣跡Vll』1999年。

陸奥国府 宮城県多賀城市市川・浮島

『多賀城跡政庁跡本文編』 1982年。

「宮城県多賀城跡調査研究所年報1971. 1972 . 1973 . 1974 . 1975°1977 . 1978 . 1979°1985 . 1988 . 1989 . 1990 . 

1992・1994・1995。1996 多賀城跡発掘調査概報』 1972-76. 78°79°80°86 . 89-91 . 93°95 . 97年。

『多賀城市史第1巻原始・ 古代。中枇」多賀城市、 1997年n

『第16回企画展 古代都市多賀城』 2002年。

『多賀城跡一祭掘のあゆみー』 2003年n
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館前遺跡 国司館か陸奥国面曹司 宮城県多賀城市浮島字館前

多賀城市教委 『多賀城市文化財調査報告書第 1集 館前遣跡一昭和54年度発掘調査報告』 1980年。

高野茂宏・菅 「奈良• 平安時代 第五節 古代都市多賀城」『多賀城市史 1 原始。古代・中世』 1997年。

原弘樹

山王遺跡

多賀城市教委

多賀城市埋文

調査センター

宮城県教委

国司館・陸奥国府関連集落 宮城県多賀城市南宮字八幡～市川 字多賀前・伏石

『多賀城市文化財調査報告書第 2・9・10集』 1981・86年。

『多賀城市文化財調査報告書 第20・22・25-27・29・30・34・38・39・45・56集』 1989-95・97・99年。

『宮城県文化財調査報告書第138・141・147・153・161・162・167・170・171・174・175・186集』 1990・91・93・94-

98・2001年

多賀城市埋文 『東北の古代都市多賀城』 1993年。

調査センター

市川橋遺跡

多賀城市埋文

調査センター

多賀城市埋文

調査センター

一里塚遺跡

宮城県教委

宮城県教委

東山遺跡

多賀城研

多賀城研

壇の越遺跡

宮崎町教委

宮城県教委

斉藤篤

国司館・陸奥国府関連集落 宮城県多賀城市浮島・高橋・市川

『多賀城市文化財調査報告書第38集 山王遺跡・市川橋遣跡』 1995年。

『多賀城市文化財調査報告書第55集 市川橋遺跡ー第23・24次調査報告書ー』多賀城市教委、 1999年。

陸奥国黒川郡面正倉別院か館か豪族居宅．集落 宮城県黒川郡大和町吉田字桧木

『宮城県文化財調査報告書第135集寂光寺跡ほか』 1990年。

『宮城県文化財調査報告書第179集 一里塚遺跡ー第44・47次発掘調査報告書ー』 1999年。

陸奥国賀美郡街 宮城県加美郡宮崎町真嶋字東山・鳥屋ヶ崎字八幡裏

『多賀城関連遺跡発掘調査報告書第14冊 東山遣跡皿ー賀美郡術跡推定地ー』 1989年。

『多賀城関連遺跡発掘調査報告書第18冊 東山遣跡VlIー賀美郡術跡推定地ー』 1993年。

居宅か仏教関連施設か郡街関連集落か城柵 宮城県加美郡宮崎町真嶋

『壇の越遺跡一平成13年度発掘調査概報ー』 2002年。

『宮城県文化財調在報告書第195集 壇の越遺跡ほか』 2003年。

「壇の越遣跡第 6次調査の概要」『第29回古代城柵官術遺跡検討会資料集』古代城柵官術遣跡検討会、 2003年。

伊治城跡

築館町教委

築館町教委

伊治城 宮城県栗原郡築館町字城生野

桃生城跡

多賀城研

多賀城研

柳澤和明

多賀城研

赤井遺跡

矢本町教委

矢本町教委

矢本町教委

矢本町教委

『築館町文化財調査報告書第 6 集伊治城跡—平成 4 年度発掘調奔報告書ー』 1993年。

『築館町文化財調査報告書第15集 伊治城跡・嘉倉貝塚』 2002年。

陸奥国桃生郡街か桃生城 宮城県桃生郡河北町大字飯野。小池

『多賀城関連遣跡発掘調査報告書第 2冊 桃生城跡II 昭和50年度発掘調査報告』 1976年。

『多賀城関連遣跡発掘調査報告書第20冊 桃生城跡Ill』1995年。

「桃生城跡発掘調査の成果J『第27回古代城柵官栃遺跡検討会資料集』古代城柵官栃遺跡検討会、 2001年。

『多賀城関連遺跡発掘調査報告書第27冊 桃生城跡x」2002年。

陸奥国牡鹿郡面か牡鹿柵 宮城県桃生郡矢本町赤井

『矢本町文化財調査報告書第 8集 赤井遣跡1997ー牡鹿柵・郡家推定地ー』 1998年。

『矢本町文化財調査報告書第10集 赤井遣跡1998 ―牡鹿柵・ 郡家推定地ー』 1999年。

『矢本町文化財調査報告書第13集 赤井遣跡一牡鹿柵・郡家推定地ー県道石巻・鹿島台・大衝線改良工事に伴う発掘調

査概報V』2000年

『矢本町文化財調査報告書第14集 赤井遺跡 I―牡鹿柵・郡家推定地ー』 2001年。

三十三間堂遺跡 陸奥国亘理郡面 宮城県亘理郡亘理町逢隈下郡字椿山

宮城県教委 『宮城県文化財調査報告書第13集 新産業都市指定地区埋蔵文化財緊急発掘等調査報告書』 1967年。

宮城県教委 『宮城県文化財調査報告書第124集 亘理町三十三間堂遣跡ほか一昭和61年度 遣跡詳細分布調査報告書ー』 1987年。

宮城県教委 『宮城県文化財調査報告書第127集 亘理町三十三間堂遣跡ほか』 1988年。

宮城県教委 『宮城県文化財調査報告書第131集 亘理町三十三間堂遺跡ほか』 1989年。

大畑遺跡

宮城県教委

宮城県教委

宮城県教委
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陸奥国刈田郡街 宮城県白石市東大畑

「大畑遣跡」『宮城県文化財調査報告書第144集 舘南囲遺跡ほか』 1991年。

「大畑遣跡J『宮城県文化財調査報告書第146集 下草古城跡ほか』 1992年。

『宮城県文化財調壺報告書 第168集 大畑遣跡ほか』 1995年。



阿部樽志 「各都道府県の動向宮城県」『日本考古学年報43(1990年度版）』日本考古学協会、 1992年。

柏木遺跡 官営製鉄鍛冶工房 宮城県多賀城市大代

多賀城市埋文 『多賀城市文化財調壺報告書第17集 柏木遣跡11ー古代製鉄炉の発掘調査報告書ー」 1989年。
センター

秋田県

秋田城跡 出羽柵・出羽国府．雄勝城か 秋田県秋田市寺内

秋田城跡発掘 『秋田城跡 昭和57年度秋田城跡発掘調査概報』秋田市教委、 1983年。

調壺事務所

秋田市教委。 『秋田城跡』 1996年。

秋田城跡発掘

調壺事務所

秋田市教委・ 『秋田城跡 ー政庁跡ー』 2002年。

秋田城跡発掘

調査事務所

払田柵跡 雄勝城か出羽国府か山本郡街 秋田県仙北郡仙北町払田・千畑町本堂城回

払田柵跡調査 『秋田県文化財調査報告書第113集 払田柵跡調査事務所年報1983 払田柵跡 第49-2 -3・53・54次発掘調査概

事務所 要』秋田県教委、 1984年。

秋田県教委・ 『秋田県文化財調壺報告書第121集払田柵跡調査事務所年報1984払田柵遺跡 第55-59次発掘調査概要』 1985年。

払田柵跡調壺

事務所

秋田県教委・ 『秋田県文化財調壺報告書第122集 払田柵跡 I 政庁跡』 1985年。

払田柵跡調査

事務所

秋田県教委・ 『秋田県文化財調査報告書第288集 払田柵跡ー第113次・第114次調壺概要ー』 1999年。

払田柵跡調査

事務所

秋田県教委・ 『秋田県文化財調査報告書第289集 払田柵跡 II ー区画施設ー』 1999年。

払田柵跡調査

事務所

胡桃館遺跡

秋田県教委

秋田県教委

山形県

大浦B遺跡

米沢市教委

米沢市教委

米沢市教委

城輪柵遺跡

酒田市教委

酒田市教委

酒田市教委

居宅か 秋田県北秋田郡鷹巣町綴子字胡桃館・坊沢字上野

『秋田県文化財調査報告書第14集 胡桃館埋没建物発掘調査概報』 1968年。

『秋田県文化財調査報告書第19集 胡桃館埋没建物遣跡第 2次発掘調査概報―秋田県鷹巣町所在ー』 1969年。

出羽国置賜郡街か居宅 山形県米沢市中田町

『米沢市埋蔵文化財調査報告書第29集大浦ー大浦B遣跡発掘調査概報第 1集ー』 1991年。

『米沢市埋蔵文化財調壺報告書第36集 大浦ー大浦B遺跡発掘調報告書』 1993年。

『米沢市埋蔵文化財調壺報告書第67集 大浦＿大浦B遺跡発掘調査報告書』 2000年。

出羽国府 山形県酒田市大字城輪・刈穂・大豊田ほか

『城輪柵跡城輪柵跡発掘調査概要（第 2次～昭和52年度合冊）』 1971-78年。

『史跡城輪柵跡昭和59年度遣構調査概報』 1985年。

『城輪柵跡 ー史跡城輪柵跡保存整備事業報告書ー』 1998年。

太夫小屋 1遺跡 集落か居宅か官街関連 山形県東置賜郡川西町大字時田字太夫小屋

（財）山形県埋 『埋文やまがた』 14号、 1999年。

文センター

闊山形県埋 『山形県埋蔵文化財センター調査報告書第81集 太夫小屋1・2・3遣跡発掘調査報告書』 2001年。

文センター

八森遺跡 出羽国府 山形県飽海郡八幡町市条字八森

八幡町教委 『八幡町埋蔵文化財調査報告書第11集 八森遺跡 古代編』 2002年。
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俵田遺跡

山形県教委

阿部実

福島県

出羽国府関連（祭祀） 山形県飽海郡八幡町大字岡島田字俵田

『山形県埋蔵文化財調杏報告書第77集 俵田遣跡第 2次発掘調査報告書」 1984年。

「山形県俵田遺跡第 2次調脊」『日本考古学年報36(1983年度版）」日本考古学協会、 1984年。

清水台遺跡 陸奥国安積郡街 福島県郡山市清水台ー・ニ丁目・虎丸町・神明町

郡山市埋文発 『清水台遺跡第11次C地点発掘調査概報』郡山市教委、 1987年。

掘調査事業団

郡山市埋文発 『清水台遣跡ー 16次B地点調査報告ー』郡山市教委、 1993年。

掘調査事業団

正直c遺跡 居宅か官街関連．集落 福島県郡山市田村町正直字天井田

福島県教委 「正直c遣跡 I地点・正直c遣跡I11地点・正直C遣跡V地点・正直c遣跡x地点」『福島県文化財調査報告書第305集

国常総合農地開発事業・母畑地区遺跡発掘調査報告36』1993年。

菅原祥夫 「陸奥国南部における富豪層居宅の倉庫群ー福島県郡山市正直c遣跡・東山田遺跡の分析事例を中心として一」『古代の

稲倉と村落・郷里の支配』奈文研、 1998年。

根岸遺跡 陸奥国磐城郡面．居宅 福島県いわき市平下大越根岸字上ノ内作～平藤間字中之内・字ドウボウジ

いわき市教育 『根岸遺跡一平成 4・5・9年度範囲確認発掘調査概報ー』いわき市教委、 1993・94。98年。

文化事業団

いわき市教委 『いわき市埋蔵文化財調査報告第72冊 根岸遺跡一磐城郡術跡の調査ー』 2000年。

泉廃寺 陸奥国行方郡街 福島県原町市泉字宮前

原町市教委 『原町市埋蔵文化財調査報告書第14・17・22・25・28・32集 原町市内遺跡発掘調査報告書 1・3・5・6・7・8』

1997・1998・2000・2001・2002・2003年。

鳥打沢A遺跡 工房 福島県原町市金沢

福島県教委・ 『福島県文化財調査報告書第236集 原町火力発電所関連遣跡調査報告』 1990年。

（肋福島県文

化センター

郡山台遺跡 陸奥国安達郡街 福島県二本松市杉田字郡山台。長者宮

二本松市教委 『二本松市文化財調査報告書第 4・5・6集 郡山台II・III・N』1978。79・80年。

関和久遺跡 陸奥国白河郡街 福島県西白河郡泉崎村関和久上町中宿・明地～北平山字古寺

福島県教委 『福島県文化財調査報告書第153集 関和久逍跡」 1985年。

関和久上町 陸奥国白河郡面か白河軍団 福島県西白河郡泉崎村関和久上町・関和神社・漆久保

福島県教委 『福島県文化財調査報告書第300集 関和久上町遺跡』 1994年。

茨城県

常陸国府跡

石岡市教委

鹿の子C遺跡

（財）茨城県教

育財団

平沢官街遺跡

茨城県住宅供

給公社

つくば市教委

山本賢一郎

山本賢一郎
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常陸国府 茨城県石岡市総社

『常陸国術跡 I 国術域の第 1次調査概報』 2003年。

常陸国街曹司（工房） 茨城県石岡市鹿の子

『茨城県教育財団文化財調査報告書第20集常磐自動車追関係埋蔵文化財発掘調査報告書鹿の子C遣跡漆紙文書 本

文編、漆紙文書図版編、遣構。遺物編（上）、遣構・遣物編 (7り』 1983年。

常陸国筑波郡街（正倉）

『平沢遺跡』 1979年。

茨城県つくば市大字平沢字平

『国史跡平沢官術遣跡復原整備基本計画書』 1997年。

「常陸国筑波郡術正倉跡の発掘調壺J『古代の稲倉と村落・郷里の支配』奈文研、 1998年。

「常陸国筑波郡術正倉の変遷一平沢官術遺跡ー」『郡術正倉の成立と変遷J奈文研、 2000年。



神野向遺跡 常陸国鹿島郡面 茨城県鹿嶋市大字宮中字神野向・荒原

鹿島町教委 『鹿島町の文化財第24・46・59集 神野向遺跡 II・N・V・VI・VII 一昭和56・58・59・60・61・62年度発掘調査

概報ー」 1982・84・85・87・88年。

古郡遺跡 常陸国新治郡面 茨城県真壁郡協和町大字古郡北原・外

高井悌三郎 『常陸国新治郡上代遺跡の研究」真陽社、 1988年。（初版は桑名文星堂、 1944年）。

栃木県

北原東・西下谷田遺跡 下野国河内評街関連かその他の官面 栃木県宇都宮市茂原～下都賀郡石橋大字石橋

栃木県教委・ 『栃木県埋蔵文化財調査報告第273集 西下谷田遣跡』 2003年。

圏とちぎ生涯

学習文化財団

埋文センター

国府野遺跡 下野国足利郡街 栃木県足利市伊勢町

足利市教委 「足利市埋蔵文化財調査報告 第 4~7·15·19·20·22·23·25·26·27·30·38·39集』 1981~1984·1987~

1991·1993~1995年。

下野国府 栃木県栃木市田村町宮野辺・大房地・大和内・権現下野国府跡

栃木県教委 『栃木県埋蔵文化財調査報告第30・35・42・50・54・63集 下野国府跡 I・II・ill・IV・V・VI 昭和51-53・54・

栃木県教委

栃木県教委

栃木県教委

栃木県教委

栃木県教委

栃木県教委

栃木県教委

栃木県教委

55・56・57・58年度発掘調壺概報』 1980・81・82・83年。

『下野国府跡資料集 I (木簡．漆紙文書）』 1985年。

『下野国府跡資料集 II (墨書土器・硯）』 1986年。

『栃木県埋蔵文化財調壺報告第74集下野国府跡VlI木簡・漆紙文書調査報告（本文）』 1987年。

『栃木市文化財調査報告第 1集 史跡下野国庁跡 I』1987年。

『栃木県埋蔵文化財調査報告第90集 下野国府跡Vlll土器類調査報告』 1988年。

『栃木市文化財調査報告第 3集 史跡下野国庁跡II』1988年。

『栃木県埋蔵文化財調査報告第100集 下野国府跡1X瓦類調査報告』 1989年。

『栃木市文化財調査報告第 4集 史跡下野国庁跡m』1989年。

千駄塚浅間遺跡 下野国寒川郡街 栃木県小山市千駄塚

小山市教委 『小山市文化財調査報告書第35集 千駄塚浅間遺跡』 1996年。

中村遺跡

栃木県教委

日本窯業史

研究所

下野国芳賀郡街か郷倉 栃木県真岡市中字間木堀池内

『栃木県埋蔵文化財調壺報告書第28集栃木県真岡市中村遺跡調壺報告書』 1979年。

『中村遺跡第 7・8次調壺報告書』 1984年。

上神主・茂原官面遺跡 下野国河内郡面 栃木県河内郡上三川町上神主～宇都宮市茂原町

（財）とちぎ生涯 『栃木県埋蔵文化財調査報告第256集 上神主・茂原 茂原向原 北原東 北関東自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘

学習文化財団 調査V』栃木県教委、 2001年。

埋文センター

上三川町教委 『上三川町埋蔵文化財調壺報告第27集 宇都宮市埋蔵文化財調査報告第57集 上神主・茂原官術遺跡』 2003年。

宇都宮市教委

多功遺跡 下野国河内郡街か正倉別院 栃木県河内郡上三川町大字多功字天神町

上三川町教委 「上三川町埋蔵文化財調壺報告第11・16集 多功遣跡II・III一推定・古代下野国河内郡価跡ー』 1993・1997年。

西赤堀遺跡 郷倉か郷面．集落 栃木県河内郡上三川町大字西汗字西赤堀

上三川町教委 『西赤堀遣跡一推定 下野国河内郡郷の倉院址ー』 1976年。

多功南原遺跡

前澤輝政編

（財燿屈木県文化

振興事業団埋

文センター

集落．田部駅家か三川郷面か居宅 栃木県河内郡上三川町大字多功字南原

『多功南原遺跡』上三川町教委、 1985年。

『よみがえる古代の村 多功南原遺跡』 1994年。

（財栃木県文化

振興事業団埋

『栃木県埋蔵文化財調壺報告第222集 多功南原遣跡＿住宅・都市整備公団宇都宮都市計画事業多功南原地区埋蔵文化

財発掘調査ー』栃木県教委・栃木県文化振興事業団、 1999年。
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文センター

那須官街遺跡 下野国那須郡街 栃木県那須郡小川町小川

聞栃木県文化 『栃木県埋蔵文化財調査報告第141集 那須官術関連遺跡 I』1994年。

振興事業団

（財栃木県文化 『栃木県埋蔵文化財調査報告第235集 那須官価関連遣跡 II」2000年。

振興事業団

（財）とちぎ生涯 『栃木県埋蔵文化財調査報告第249集 那須官術関連遺跡VI[』2001年。

学習文化財団

埋文センター

群馬県

上西原遺跡 寺院か上野国勢多郡街 群馬県前橋市下大屋町字上西原

群馬県教委 『上西原遣跡 県営ほ場整備事業荒砥北部地区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書』 1999年。

大八木屋敷遺跡 集落．上野国群馬郡面支所か郷倉 群馬県高崎市大八木町

（財）群馬県埋文 『（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第198集 大八木屋敷遣跡 北陸新幹線建設工事に伴う埋蔵文化財発

調査事業旧 掘調査報告書第 3集」 1995年。

天良七堂遺跡

新田町教委

入谷遺跡

新田町教委

新田町教委

埼玉県

幡羅遺跡

深谷市教委

烏羽政之・

青木克尚

上野国新田郡街か新田駅家か寺院関連 群馬県太田市大字天良～新田郡新田町小金井

『新田町文化財調査報告書第21狛 天良七堂遺跡 笠松遺跡』 1999年。

上野国新田駅家か新田郡面 群馬県新田郡新田町大字村田字新生・大字小金井字原口

『祈田町文化財調査報告書第 6 冊入谷遺跡 II 第 2 次• 第 3次（範囲確認）調査報告』 1985年。

『新田町文化財調査報告書第 8冊入谷遺跡皿』 1987年。

武蔵国幡羅郡街 埼玉県深谷市東方字森吉

『幡羅遺跡硯地説明会資料』 2001年。

「榛沢郡家と幡羅郡家」『埼玉考占 別冊 6 埼玉考古学会シンポジウム 板東の古代官術と人々の交流」埼玉考古学会、

2002年。

鳩山窯跡群 工房 埼玉県比企郡鳩山町大橋999ほか

鳩山窯跡群遺 『埼玉県比企郡鳩山窯跡群III-I人集洛編 (1)』1991年。

跡調査会。鳩

山町教委

丸山遺跡 集落か郷面か居宅 埼玉県大里郡江南町大字野原字丸山

江南町教委 『江南町文化財調査報告第11集 丸山遺跡 社会福祉施設「江南寮設園」建設にかかる埋蔵文化財発掘調査報告』 1996

年。

中宿遺跡 武蔵国榛沢郡街正倉 埼玉県大里郡岡部町大字岡字中宿

岡部町教委 『埼玉県岡部町埋蔵文化財調査報告 第 1・4・5集 中宿遣跡 中宿遣跡 1I。m 推定・榛沢郡栃正倉跡の調査』

1995・99年。

鳥羽政之・ ［榛沢郡家と幡羅郡家」［埼玉考古 別冊 6 埼玉考古学会シンポジウム 板東の古代官術と人々の交流』埼玉考古学会、

青木克尚 2002年。

百済木遺跡 豪族居宅 埼玉県大里郡川本町大字本田字上ノ山、百済木他

岡本健一・ 「埼玉県」『日本考古学年報51(1998年度版）』日本考古学協会、 2000年。

田中英司

埼玉県教委 「発掘調査の成果 5 奈良•平安時代」『埼玉県埋蔵文化財調査年報 平成10年度』 2000年。

川本町遺跡 「百済木—くだらぎー』 2000年。

調壺会
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千葉県

下総国府跡 下総国府 千葉県市川市国府台

山路直充 「下総国」『日本考古学協会 1996年度三重大会 シンポジウム 2 国府一畿内・七道の様相ー』日本考古学協会三重県

実行委員会、 1996年。

駒見和夫ほか 『幻の国府を掘る 東国の歩みから』雄山閣、 1999年。

山田水呑遺跡 集落．居宅か山辺郡面館別院か山口郷面 千葉県東金市大字山田字水呑新田

日本道路公団 『山田水呑遺跡 上総国山邊郡山口郷推定遺跡の発掘調査報告書 第 1分冊』 1977年。

• 山田遺跡調

壺会

平木遺跡 下総国匝瑳郡街出先施設（厨家別院） 千葉県八日市場市平木字大天六

千葉県教育庁 『八日市場町平木遺跡』 1988年。

・（財）千業県文

化財センター

日秀西遺跡 下総国相馬郡街正倉 千葉県我孫子市日秀

千葉県教委・ 『千葉県我孫子市日秀酉遺跡発掘調査報告書』 1980年。

千菓県文化財

センター

富士見台第 II遺跡 工房 千葉県流山市富士見台

小栗偏一郎 「千葉県富士見台第II遣跡C地点」『日本考古学年報39(1986年度版）』日本考古学協会、 1988年。

嶋戸東遺跡

千葉県教委

千菓県教委

千葉県教委

閲千葉県文

化財センタ

東京都

御殿前遺跡

北区教委

北区教委

荒木志伸

北区教委

下総国武射郡街 千葉県山武郡成東町島戸

『成東町嶋戸東遣跡第 2次発掘調査報告書 平成10年度』 1999年。

『成東町嶋戸東遺跡第 3次発掘調査報告書 平成11年度』 2000年。

『成東町・山武町嶋戸東遺跡第 4次発掘調査報告書 平成12年度」 2001年。

『千葉県文化財センター調壺報告書第439集 成東町・山武町鳴戸東遣跡第 5次発掘調在報告書』 2002年。

武蔵国豊島郡街 東京都北区西ヶ原・上中里

『北区埋蔵文化財調査報告第4集 御殿前遺跡（本文編）』 1988年。

『北区埋蔵文化財調壺報告第13集 御殿前遣跡Wー大蔵省印刷局滝野川工場地区ー』 1994年。

「豊島郡術正倉の推定防火施設について」『文化財研究紀要』第12集、東京都北区教委社会教育課、 1999年。

『北区埋蔵文化財調査報告第27集 御殿前遺跡VI』2000年。

武蔵国府・多摩郡街 東京都府中市府中・白糸台・寿町

「武蔵国庁周辺に広がる集落」『国史学』 156、国史学会、 1995年。

武蔵国府跡

荒井健治

荒井健治 「国庁周辺に広がる集落遺構の性格について一武蔵国庁周辺の状況をもって一」『国立歴史民俗博物館研究報告 第63

（財）たましん地

域文化財団

江口桂

集共同研究都市空間の形成過程についての研究』 1995年。

『多摩のあゆみ第103号 特集一国府・国分寺・東山道』 2001年。

「武蔵国府関連遺跡出土墨書土器の基礎的検討」『府中市郷土の森博物館紀要』 15、2002年。

江口桂 ［武蔵国府の景観と人々の交流J『埼玉考古 別冊 6 埼玉考古学会シンポジウム 板東の古代官術と人々の交流』埼玉

考古学会、 2002年。

神奈川県

長者原遺跡 武蔵国都筑郡面 神奈川県横浜市緑区荏田町

大川 清・ 「長者原遺跡一都筑郡術推定地ーの調壺」『日本歴史』 406、吉川弘文館、 1982年。

水野順敏

大川清ほか 「地方官術のあり方 V全国の推定官術址 2関東地方 (1) 武蔵国における郡術遣跡」『長野県考古学会誌』 44

シンポジウム特集号地方官術の在り方、長野県考古学会、 1982年。
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河野喜映 「長者原遣跡（占代郡術）」『第 3回東日本埋蔵文化財研究会 古代官術の終末をめぐる諸問題ー第 I分冊 間題提起・

各地方の概要ー』東口本埋蔵文化財研究会、 1994年。

千年伊勢山台北遺跡 武蔵国橘樹郡街 神奈川県川崎市高津区千年

千年伊勢山 「千年伊勢山台北遣跡発掘調壺報告書』 2000年。

台北遣跡発

掘調査団

相模国府跡

明石新

明石新

今小路西遺跡

今小路西遺跡

発掘調査団

今小路西遺跡

発掘調在団

相模国府・大住郡面 神奈川県平塚市四之宮・真土・中原上宿・中原下宿

「発掘から見た相模国府」『国史学』 156、国史学会、 1995年。

「国府は移転したか 相模国」『幻の国府を掘る 東国の歩みから』雄山閣、 1999年。

相模国鎌倉郡街 神奈川県鎌倉市御成町

『今小路西遺跡』 1993年。

「今小路西遺跡（御成小学校内）発掘調査報告書』鎌倉市教委、 1990年。

下寺尾西方A遺跡 相模国高座郡街 神奈川県茅ヶ崎市下寺尾

閲かながわ 『かながわ考古学財団 157 下寺尾酉方A遣跡』 2003年。

考古学財団

新潟県

的場遺跡 集落か官面 新潟県新潟市流通一丁目的場

新潟市教委 『新潟巾的場遺跡 的場土地区画整理事業用地内発掘調査報告書』 1993年。

富山県

美野下遺跡 越中国府か射水郡面 富山県高岡市伏木古府

高岡市教委 『富山県高岡市美野下遣跡調査概報』 1986年。

南太閤山 lI遺跡工房 富山県射水郡小杉町南太閤山19丁目・下条字五歩一

富山県教委 『都市計画街路七美・太閤山・高岡線内遺跡群発掘調査概要』 1983年。

長野県

野火付遺跡 塩野牧力、 長野県北佐久郡御代田町大字御代田字野火付•前田原

御代田町誌刊 『御代田町誌歴史編上』 1998年。

行会

信濃牧監庁推定地 牧力、 長野県松本市大字中山

一志茂樹ほか 「長野県松本市北埴原推定桐濃牧監庁跡調査概報」『｛言濃』 III-6、信濃史学会、 1964年。

屋代遺跡群 集落．水田．祭祀．埴科郡面か初期信濃国府か居宅 長野県更埴市雨宮

長野県埋文 『（財）長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書42 上越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書26ー更埴市内その 5-j 

センター 1999年。

岐阜県

弥勒寺東遺跡 美濃国武義郡商．居宅 岐阜県関市池尻字弥勒寺

関市教委 『関市文化財調査報告21 弥勒寺東遣跡 第 1-5次発掘調査概要』 1999年。

不破関跡 不破関 岐阜県不破郡関ヶ原町大字松尾

岐阜県教委・ 『美濃不破関跡』 1978年。

不破関跡調査
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委員会

静岡県

伊場遺跡

浜松市教委

浜松市教委

浜松rli教委

城山遺跡

可美村教委

浜松市博物館

浜松市博物館

浜松市博物館

（財）浜松市文化

協会

遠江国敷智郡面か郡面関連か栗原駅家か 静岡県浜松市東伊場

『伊場遺跡発掘調杏報告書第 2冊 伊場遣跡遣構編』 1977年。

『伊場遣跡発掘調査報告書第 4冊伊場遣跡遣物編 2』1980年。

『伊場遺跡発掘調杏報告書第 8冊 伊場逍跡遣物編 6 (本文編）別冊図版』 1994年。

遠江国敷智郡街 静岡県浜松市若林町・東若林町

『静岡県浜名郡可美村城l廿遺跡調査報告書』 1981年。

『静岡県浜松市城山遺跡V」（財）浜松市文化協会、 1993年。

『城山遺跡w』（財）浜松市文化協会、 1997年。

『城山遣跡』浜松市教委• 浜松市下水道部、 2001年。

『静岡県浜松市城山逍跡VlI』2000年。

遠江国布智郡面関連か栗原駅家 静岡県浜松市南伊場町梶子北遺跡

鈴木敏則 「古代敷智郡術発見―梶子北遣跡ー」『平成 7年度ふるさと文化財ふれあい事業 静岡の原像をさぐる 発掘調査報告

藤井原遺跡

沼津市教委

御幸町遺跡

瀬川裕市郎

東平遺跡

富士市教委

平林将信

富士市教委

富士市教委

長者屋敷遺跡

静岡県

会』浜松市教委・ （財）静岡県埋文調査研究所・静岡市教委、 1995年。

集落国府出先施設か 静岡県沼津市下香貫字藤井原

『沼津市文化財調壺報告第13集 藤井原遣跡発掘調査報告書 I 遣構編』 1978年。

集落官面出先施設か 静岡県沼津市御幸町

「御幸町遺跡 弥牛～歴史時代（奈良• 平安）」『静岡県史 資料編 2 考古 2」静岡県、 1990年。

郷倉か館．郡面周辺集落 静岡県富士市伝法字杉の木

『東平」 1981年。

「東平遺跡歴史時代（余良、平安）」「静岡県史 資料編 2 者古 2』静岡県、 1990年。

『東平遣跡ー第28地区発掘調杏報告書ーj2001年。

『東,y:遣跡 第16地区（二．日市廃寺跡）、第27地区発掘調査報告書』 2002年。

豪族居宅か郡街館別院 静岡県磐田市寺谷

「県史跡長者屋敷逍跡」『静岡県史資料編2 考古二』 1990年。

駿河国志太郡面厨家・館 静岡県藤枝市駿河台一丁目御子ヶ谷遺跡

藤枝市教委 『日本住宅公団藤枝地区埋蔵文化財調査報告III 奈良• 平安時代編 志太郡術跡（御子ケ谷遣跡・秋合遺跡）』 1981年。

郡遺跡 駿河国益頭郡街 静岡県藤枝市立花・郡

藤枝市教委 『藤枝市郡遺跡発掘調壺概報』 1982年。

藤枝巾教委 『藤枝市郡遺跡発掘調査概報II』1984年。

藤枝市教委 『藤枝市郡遺跡発掘調査概報I1l』1986年。

井通遺跡 遠江国引佐郡面か 静岡県引佐郡細江町広岡字井通

閲静岡県埋文 「『引佐』と記された墨書土器一井通遣跡ー」『静岡県埋文調査研究所 年報XV (平成10年度事業概要）』 1999年。

調査研究所

聞静岡県埋文 「大型掘立柱建物群を検出一井通遣跡ー」『静岡県埋蔵文化財調査研究所 年報』 16(平成11年度事業概要） 2000年。

調査研究所

愛知県

市道遺跡

豊橋市教委

三河国府跡

股川市教委

欅川市教委

寺院．渥美郡面 愛知県豊橋市牟呂町字市道

『豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書 第20・40・45集 市道遣跡 (I) (II) (ill)』1996~1998年。

三河国府 愛知県豊川市白鳥町

『豊川市内遺跡発掘調査概報VI』1997年。

「三河国府跡第 9次調杏の概要」『戦川市内遺跡発掘調査概報VII』1998年。
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豊川市教委 『三河国府跡確認調査報告書』 2003年。

三重県

伊賀国府跡 伊賀国府 三重県上野市坂之下・外山

三重県埋文セ 「三重県埋蔵文化財調査報告99-4 伊賀国府跡（第 4次）発掘調査報告』 1992年。

ンター

伊勢国府跡

鈴鹿市教委

鈴鹿市教委

鈴鹿市教委

鈴鹿市教委

鈴鹿市教委

狐塚遺跡

鈴鹿市教委

伊勢国府 三重県鈴鹿市広瀬町～亀山市能褒野町

『伊勢国分寺跡 (5次） • 長者屋敷跡 (1次）発掘調査概要報告』 1993年。

『伊勢国分寺・固府跡ー長者屋敷遣跡ほか発掘調査事業概要報告ー』 1994年。

『伊勢国分寺• 国府跡 2・3・4』1995・96・97年。

『伊勢国府跡』 1999年。

『伊勢国府跡 2』2000年。

伊勢国河曲郡面 三重県鈴鹿市国分町狐塚・字人足道

『伊勢国分寺・国府跡 3』1996年。

北野遺跡 工房 三重県多気郡明和町蓑村明星本郷

三重県埋文セ 『北野遺跡（第 5次）発掘調壺概報」 1996年。

ンター

滋賀県

大津宮跡

滋賀県教委

近江国府跡

滋賀県教委

大津市埋文

センター

滋賀県教委

平井美典

惣山遺跡

滋賀県教委

文化庁

田中久雄

大津市埋文

センター

滋賀県教委

滋賀県教委

大津市教委．

大津市埋蔵文

化財センター

穴太遺跡

滋賀県教委

滋賀県教委

大東遺跡

滋賀県教委

大津宮 滋賀県大津市錦織

『錦織遺跡一近江大津宮関連遺跡ー（本文編）』 1992年。

近江国府 滋賀県大津市瀬田神領町・瀬田大萱町・橋本町・大江

「滋賀県文化財調査報告書』 1977年。

『近江国庁跡と惣山遺跡」 1999年。

「史跡近江国庁跡附惣山遺跡・青江遺跡（近江国庁地区）の発掘調査」『平成11年度 滋賀県埋蔵文化財調査年報J

2001年。

「近江国庁の政庁スタイルについて」『西田弘先生米寿記念論集 近江の考古と歴史』真陽社、 2001年。

近江国府曹司（倉庫群） 滋賀県大津市神領二丁目字青江

『昭和54・55・56年度滋賀県文化財調査年報』 1983年。

「平成 9年度前期の史跡等の指定 近江国庁跡 附惣山遺跡」『日本歴史」 598 吉川弘文館、 1998年。

「滋賀県大津市惣山遺跡」『日本考古学年報50(1997年度版）』日本考古学協会、 1999年。

『近江国庁跡と惣山遺跡』 1999年。

「史跡近江国庁跡附惣山遣跡・青江遺跡（近江国庁地区）の発掘調査」『平成11年度 滋賀県埋蔵文化財調査年報』

2001年。

『平成11年度滋賀県埋蔵文化財年報』 2001年。

「国指定史跡近江国庁跡附惣山遺跡・青江遣跡（追加指定および名称変更）」『大津市埋蔵文化財調査報告書32 大津市

遺跡分布地図』 2001年。

寺院付属施設か穴太駅家か他の官面か居宅か集落 滋賀県大津市穴太・弥生町

『一般固道161号線（酉大津バイパス）建設に伴う穴太遺跡発掘調査報告書II』1997年。

『一般国道161号線（西大津バイパス）建設に伴う穴太遣跡発掘調壺報告書N.I 2001年。

近江国坂田郡街か荘所か寺院関連 滋賀県長浜市大東町・今川町

『ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書18-1 大東遺跡』 1991年。

岡遺跡 近江国栗太郡街 滋賀県栗太郡栗東町岡

栗東町教委 『岡遺跡発掘調在報告書 1次・ 2次.3次調査』 1990年。
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西河原森ノ内遺跡 官面（公田経営の拠点施設）か豪族居宅か郷街 滋賀県野洲郡中主町西河原森の内

中主町教委・ 『中主町文化財調査報告書第 9集西河原森ノ内遺跡第 1・2次発掘調壺概要』 1987年。
中主町埋文調

壺会

中主町教委・ 『中主町文化財調査報告書第12集西河原森ノ内遺跡第 3次発掘調在概要』 1987年。
中主町埋文調

壺会

『森ノ内遺跡第 2次調壺』 1988年。

「森ノ内遺跡出土の木簡をめぐって」［木簡研究』第12号、木簡学会、 1990年。

中主町教委

山尾幸久

中主町教委 「西河原森ノ内遣跡第 6次発掘調在概要」『中主町文化財調査報告書第30集 平成元年度中主町内遺跡発掘調壺年報』
1991年。

斗西遺跡 集落か近江国神崎郡街か神主郷面 滋賀県神崎郡能登川町佐野

能登川町教委 『能登川町埋蔵文化財調脊報告書第27集 斗西遺跡 (2次調査） 本文編』 1993年。

長畑遺跡 豪族居宅か尼子郷街か犬上郡街 滋賀県犬上郡甲良町大字尼子字長畑

葛野泰樹 「滋賀県長畑遺跡」『日本考古学年報36(1983年度版）］日本考古学協会、 1986年。

京都府

平安宮・平安京跡 平安宮・平安京 京都府京都市

京都市埋文観 『平安宮跡 京都市埋蔵文化財年次報告 1976-I』1977年。
光局

（財）京都市埋文 「平安京右京三条ー坊 2」『平成 9年度 京都市埋蔵文化財調査概要』、 1999年。
研究所

（財）古代学協会 『平安京提要』 1994年。

・古代学研究

所編

花園鷹司遺跡 山背国葛野郡面か居宅 京都府京都市右京区花園鷹司町

鳥羽離宮跡調 「住宅公団花園鷹司団地建設敷地内埋蔵文化財発掘調査概報一平安京右京土御門木辻ー」「埋蔵文化財発掘調壺概報集』
査研究所 1976年。

長岡宮・長岡京跡 長岡宮・長岡京 京都府長岡京市・向日市

京都府教委 『京都府教育委員会埋蔵文化財発掘調査概報1964」1964年。
京都府教委 ［埋蔵文化財発掘調査概報 1965・66』1965・66年。
佛教藝術学会 ［仏教芸術51」毎日新聞社、 1963年。

向日市教委 『向日市埋蔵文化財調脊報告書第 6・7・10集』 1980。81・83年。
（財）長岡京市埋 『昭和60年度長岡京市埋蔵文化財センター年報』 1987年。
文センター

向日市教委 『向日市埋蔵文化財調査報告書第32集』 1991年。
（財）京都府埋文 『京都府埋蔵文化財情報75号』 2000年。

調壺研究セン

ター

（財）向日市埋文 『長岡京左京北一条三坊ニ・三町ー左京第435・436次調査現地説明会資料ー』 2000年。
センター・（財）

古代学協会・

古代学研究所

正道官面遺跡 山背国久世郡街か寺かミヤケか豪族居宅 京都府城陽市寺田正道

城陽市教委 『城陽市埋蔵文化財調査報告書第24集 正道官術遺跡』 1993年。

恭仁宮跡 恭仁宮 京都府相楽郡加茂町字例幣

京都府教委 『恭仁京跡発掘調査報告Il』2000年。

上人ヶ平遺跡官営瓦製作工房 京都府相楽郡木津町大字市坂字上人ヶ平

石井清司・ 「平成元年度 上人ヶ平遺跡の調壺」［京都府埋蔵文化財情報』第36号、（財）京都府埋文調査研究センター、 1990年。
伊賀高弘
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（財）京都府埋文 『京都府遺跡調査概報第40冊」 1990年。

調査研究セン

ター

（財）京都府埋文 『京都府遺跡調査報告書第27冊 奈良山瓦窯跡群』 1999年。

調査研究セン

ター

大阪府

法円坂遣跡 倉庫 大阪府大阪市中央区法円坂

（財）大阪市文化 『難波宮址の研究』 9、1992年。

財協会

前期難波宮跡 前期難波宮 大阪府大阪市中央区法円坂

（財!A阪市文化 『難波宮址の研究』 10、1995年。

財協会

難波宮址顕彰 「難波宮址の研究 中間報告N(第20・21次発掘調査概報）』 1966年。

会

中尾芳治 『難波宮の研究』吉川弘文館、 1995年。

後期難波宮跡 後期難波宮 大阪府大阪市中央区法円坂

大阪市教委・ 「公園整備工事に伴う難波宮跡 (NW84-30次）発掘調査概要』 1984年。

（財サd阪市文化

財協会

遠里小野遺跡 居宅か公的施設 大阪府大阪市住吉区遠里小野

大阪市教委・ 『遠里小野市営住宅の建替えに伴う遠里小野遺跡発掘調査 (QR88-ll)現地説明会資料』 1988年。

（財）大阪市文化

財協会

円明遺跡 河内国安宿郡街 大阪府柏原市円明町

堅田 直 「玉手山丘陵南部の調査ー所謂郡田遺跡について 一玉手山遺跡の検討一推定河内国安宿戸郡郡術遺跡ー」『古代を考え

る』 7、古代を考える会、 1976年。

駒ヶ谷遺跡 河内国安宿郡街関連か 大阪府羽曳野市飛鳥・大黒

三木 弘 「各都道府県の動向 大阪府」『日本考古学年報』 49(1996年度版）日本考古学協会、 1998年。

（財）大阪府文化 『駒ヶ谷遺跡ー南阪奈道路建設に伴う発掘調査報告書ー』 1999年。

財調査研究セ

ンター

兵庫県

宅原遺跡 摂津国有馬郡面か集落か館 兵庫県神戸市北区長尾町宅原

神戸市教委 『昭和62年度 神戸市埋蔵文化財年報』 1990年。

吉田南遺跡 播磨国明石郡街か明石駅家 兵庫県神戸市西区森友・枝吉

奈良大学考古 『吉田南遺跡 現地説明会パンフレット（第 1次-3次）」 1977年。

学研究室

小犬丸遺跡 布勢駅家 兵庫県龍野市揖西町小犬丸字大道ノ上・中谷

兵庫県教委 『兵庫県文化財調査報告書第47冊 推定布勢駅家跡 小犬丸遣跡 I 県道姫路・上郡線道路工事に伴う埋蔵文化財発掘

調壺報告書」 1987年。

兵庫県教委 『兵庫県文化財調査報告第66冊 龍野市小犬丸遺跡 II 県道龍野相生線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

書』 1989年。

龍野市教委 『龍野市文化財調査報告11 布勢駅家II』1994年。

播磨城山城跡 山城 兵庫県揖保郡新宮町下野田・市野保・馬立～龍野市揖西町中垣内

新宮町教委 『新宮町文化財調査報告第10集 城山城』 1988年。
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落地飯坂遺跡 野磨駅家 兵庫県赤穂郡上郡町落地字飯坂

上郡町教委 『落地飯坂遺跡（野磨駅家跡）現地説明会資料』 2003年。

落地八反坪遺跡 野磨駅家 兵庫県赤穂郡上郡町落地字ハタ坪

荻 能幸 「落地遣跡発掘調査概報J『古代交通研究』創刊号、占代交通研究会、 1992年。

但馬国府跡

加賀見省一

木簡学会但馬

特別研究集会

実行委事務局

加賀見省一

砂入遺跡

兵庫県教委

山垣遺跡

兵庫県教委

春日町歴史

民俗資料館

七日市遺跡

兵庫県教委

兵庫県教委

春日町歴史

民俗資料館

奈良県

但馬国府 兵庫県城崎郡日高町水上・松岡・国分寺・祢布

「兵庫・祢布ヶ森遺跡」『木簡研究』 18、木簡学会、 1996年。

［資料 1但馬のおける律令期の遺跡一覧 2但馬地方出土の古代木簡．都城出土の但馬国関係木簡j2002年。

「日高町の古代遺跡と出土木簡」『木簡学会但馬特別研究集会一古代但馬国と木簡ー』、木簡学会但馬特別研究集会実行

委事務局、 2002年。

但馬国府関連か出石郡面か庄所か祭祀 兵庫県出石郡出石町袴狭

『兵庫県文化財調査報告161砂入遺跡 図版編砂入遺跡小野川放水路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 (1)』1997
年。

丹波国氷上郡街出先施設か春部郷街か里長居宅か荘所 兵庫県氷上郡春日町柵原字山垣・溝尻

『兵庫県文化財調査報告第75冊 山垣遣跡ー「里長」関連遺跡の調査一発掘調査報告書 近畿自動車道舞鶴線関係埋蔵

文化財発掘調査報告書 (XllI)』1990年。

「奈良• 平安時代の山垣・七日市遣跡」『三万年のメッセージ 七日市遺跡と「氷上回廊」』、 2000年。

丹波国氷上郡面出先施設か春部郷街か館 兵庫県氷上郡春日町七日市・柵原・野村

「春日・七日市遣跡」『兵庫県埋蔵文化財調壺年報昭和59年度」 1987年。

『兵瓶県文化財調査報告書第72冊ー 3 七日市遺跡 (I) ー第 3 分冊ー（飛鳥・奈良•平安時代遺跡の調査）一近畿自
動車道舞鶴線関係埋蔵文化財調査報告書 (XII-3) -j 1992年。

「奈良• 平安時代の山垣・七日市遺跡」『三万年のメッセージ 七日市遺跡と「氷上回廊」」、 2000年。

平城宮・平城京跡 平城宮・平城京 奈良県奈良市二条町・佐紀町ほか

奈文研 『奈良国立文化財研究所年報 1965・1968・1969・1971・1978・1983・1989・1990」1965・68・69・71・78・83・89・

奈文研

奈文研

奈文研

奈文研

奈文研

奈文研

奈文研

奈文研

奈文研

奈文研

町田章

奈文研

奈文研

奈文研

奈良市教委

奈文研

奈文研

奈文研

奈文研

奈文研

90年。

『昭和47-63年度平城宮跡発掘調査部発掘調壺概報』 1973-1989年。

［平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報告書』 1955年。

『奈良国立文化財研究所学報第16冊 平城宮発掘調報告III 内裏地域の調査』 1963年。

『奈良国立文化財研究所学報第17冊 平城宮発掘調壺報告Nj 1966年。

『平城京羅城門跡発掘調査報告』大和郡山市教委、 1972年。

『平城宮左京八条三坊発掘調査概報 ー東市周辺東北地域の調査ー』 1976年。

『奈良国立文化財研究所学報第26冊 平城宮発掘調報告VII ー内裏北外郭の調査ー』 1976年。

『奈良国立文化財研究所学報第34冊 平城宮発掘調報告IX —宮城門・大垣の調査ー』 1978年。

『奈良国立文化財研究所学報第40冊 平城宮発掘調査報国XI 第一次大極殿地域の調査』 1982年。

『奈良国立文化財研究所学報第42冊 平城宮発掘調査報告XII馬寮地域の調査』 1985年。

［考古学ライブラリー 44 平城京』ニュー・サイエンス社、 1986年。

『1989-95年度 平城宮跡発掘調査部発掘調査概報』 1990-1996年。

『奈良国立文化財研究所学報第50冊 平城宮発掘調査報告XIII 内裏の調査II』1991年。

『奈良国立文化財研究所学報第51冊 平城宮発掘調査報告XIV 第て次大極殿院の調査j1993年。

［奈良市埋蔵文化財調査概要 平成 5・6年度』 1994・1995年。

『平城宮第265次調査（東区朝堂院南門）現地説明会資料』 1996年。

『奈良国立文化財研究所年報 1998 -III』1998年。

［奈良国立文化財研究所年報 1999 -III』1999年。

『奈良国立文化財研究所年報 2000 —皿」 2000年。

『奈良文化財研究所紀要 2001-2003』2001-2003年。

藤原宮・藤原京跡 藤原宮・藤原京 奈良県橿原市上飛騨町・飛騨町・高殿町・縄手町ほか
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奈文研

奈文研

奈文研

奈文研

山田寺跡

奈文研

西田中遺跡

大和郡山市

教委

稲淵川西遺跡

奈文研

飛鳥水落遺跡

奈文研

飛鳥寺跡

奈文研

奈文研

『飛鳥• 藤原宮発掘調査概報 6・7・9・14・22』1976・77・79・84・92年。

『奈良国立文化財研究所学報第31冊 飛鳥•藤原宮発掘調査報告 II 藤原宮西方官術地域の調査』 1978年。

『藤原京跡の便所遺構一右京七条ー坊西北坪ー」 1992年。

『奈良文化財研究所紀要 2001-2003』2001-2003年。

寺院 奈良県桜井市山田

『奈良文化財研究所学報第63冊 山田寺発掘調査報告』 2002年。

官営瓦窯・工房 奈良県大和郡山市西田中

『大和郡山市文化財調査概要40 西田中遺跡』 2000年。

飛鳥河辺行宮か 奈良県高市郡明日香村大字稲淵

『飛鳥•藤原宮発掘調査概報 7 』 1977年。

漏刻台 奈良県高市郡明日香村

『奈良国立文化財研究所学報第55冊 飛鳥•藤原宮発掘調査報告w ー飛鳥水落遺跡の調査＿』 1995年。

寺院 奈良県高市郡明日香村

『奈良国立文化財研究所学報第 5冊 飛鳥寺発掘調査報告』 1958年。

『飛鳥• 藤原宮発掘調査概報13」1983年。

飛鳥京跡 飛鳥京 奈良県高市郡明日香村

奈良県立橿原 「奈良県史跡名勝天然紀念物調査報告第26冊 飛鳥京跡ー』奈良県教委、 1971年。

考古学研究所

奈良県立橿原 『奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第40冊 飛鳥京跡二』 1980年。

考古学研究所

奈良県立橿原 『奈良県遣跡調査概報ー 1977年度ー（飛鳥京跡昭和52年度発掘調査概報）」 1978年。

考古学研究所

石神遺跡

奈文研

大官大寺跡

奈文研

坂田寺跡

奈文研

高安城跡

大阪府教委

奈良県立橿原

考古学研究所

高安城を守る

会

和歌山県

饗宴施設 奈良県高市郡明日香村

「奈良文化財研究所年報 1983』1983年。

寺院 奈良県高市郡明日香村

『飛鳥• 藤原宮発掘調査概報 6』1976年。

寺院 奈良県高市郡明日香村

『飛鳥•藤原宮発掘調査概報13」 1983年。

山城 奈良県生駒郡平群町久安寺～三郷町～大阪府八尾市

『高安城跡範囲確認調査概要 I・II』1981・1982年。

『奈良県遺跡調壺概報 1981年度・ 1982年度（第 2分冊）』奈良県教委、 1982・83年。

『夢ふくらむ幻の高安城』 7、1992年。

鳴滝遺跡 倉庫 和歌山県和歌山市善明寺

和歌山県教委 『和歌山市善明寺所在 鳴滝遣跡発掘調査概報』 1983年。

鳥取県

餌者国府跡

倉吉市教委

倉吉市教委

倉吉市教委
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伯者国府 鳥取県倉吉市国府

『伯昔国庁跡発掘調査概報（第 3次）』 1976年。

『伯苦国庁跡発掘調査概報（第 4次）』 1977年。

『伯者国庁跡発掘調壺概報（第 5・6次）』 1979年。



伯者国久米郡街か国府出先施設か郡面出先施設か軍団か牧 鳥取県倉吉市不入岡字大林

シンポジウム 「よみがえる古代の伯者」ー伯昔国庁跡と不入岡遺跡ー』 1995年。

不入岡遺跡

倉吉市教委

倉吉市教委 『倉吉市文化財調壺報告書第85集 不入岡遺跡群発掘調壺報告書 不入岡遺跡・沢ベリ遺跡 2次調査平成 7年度』

1996年。

因幡国府跡 因幡国府 鳥取県岩美郡国府町大字中郷ほか

荒木春視・ 「埋蔵文化財調査に伴うマルチスペクトル写真撮影・解析」『因幡国府遣跡発掘調査報告書皿」鳥取県教委、 1975年。

三浦千代子・

亀井煕人

万代寺遺跡 因幡国八上郡街 鳥取県八頭郡郡家町大字萬代寺

郡頭町教委 『万代寺遺跡発掘調査報告書』 1983年。

上原遺跡 因幡国気多郡面 鳥取県気高郡気高町上原

気高町教委 『鳥取県気高郡上原遺跡発掘調査概報』 1982年。

上光遺跡群

戸島遺跡

気高町教委

因幡国気多評街支所か評面か郷街 鳥取県気高郡気高町大字上光字戸島

『気高町文化財報告書第16集 上光遺跡群発掘調査報告書 因幡国気多郡術推定坂本郷所在の官術遺跡』 1988年。

因幡国気多郡街支所か坂本郷面か正倉別院 鳥取県気高郡気高町大字上光字田鍋

『気高町文化財報告書XI・1-5 気高町埋蔵文化財発掘調査報告書』 1987年。

『気高町文化財報告書第16集上光遺跡群発掘調査報告書 因幡国気多郡街推定坂本郷所在の官術遺跡』 1988年。

馬場遺跡

気高町教委

気高町教委

気高町教委 『気高町文化財報告書第28集 馬場遺跡発掘調査報告書 ―主要地方道鳥取鹿野倉吉線交通安全車両停車帯設置工事に

気高町教委

気高町教委

殿屋敷遺跡

北条町教委

大高野遺跡

東伯町教委

東伯町教委

東伯町教委

島根県

疇国府跡
松江市教委

島根県教委

島根県教委

伴う発掘調査の記録ー』 1999年。

『気高町文化財報告書第21集馬場遺跡発掘調査報告書j1993年。

『気高町文化財報告書第27集馬場遺跡発掘調査報告書』 1999年。

伯者国久米郡下神郷倉か下神郷面か居宅 鳥取県東伯郡北条町国坂小字殿屋敷・榎畑

「北条町埋蔵文化財報告書 6 殿屋敷遺跡一発掘調査報告書第 1集＿』 1988年。

伯者国八橋郡街 鳥取県東伯郡東伯町大字槻下字大高野

『東伯町文化財調査報告第 5集 大高野遺跡発掘調査概報」 1982年。

『東伯町文化財調査報告第 9集 東伯町内遺跡群発掘調査報告書』 1986年。

［東伯町文化財調在報告第16集 下斎尾 1号遣跡・大高野遺跡発掘調査報告書」 1989年。

出雲国府 島根県松江市大草町

『出雲国庁跡発掘調壺概報』 1971年。

『史跡出雲国府跡発掘調査報告書』 1988年。

『風土記の丘地内遣跡発掘調査報告書14 史跡出雲国府跡 1 風土記の丘地内遺跡発掘調査報告書』 2003年。

山代郷正倉跡（団原遺跡） 出雲国意宇郡山代郷正倉 島根県松江市大庭町字内屋敷・植松・下黒田

島根県教委 『史跡出雲国山代郷正倉跡』 1981年。

松江市教委 『下黒田遺跡発掘調査報告書』 1988年。

芝原遺跡 出雲国島根郡街か館か居宅 島根県松江市福原町芝原

松江市教委 『芝原遺跡』 1989年。

出雲国神門郡面 島根県出雲市古志町古志本郷遺跡

島根県教委 『斐伊川放水路建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書XVI 古志本郷遺跡V 出雲国神門郡家関連遺跡の調査』 2003

年。

後谷v遺跡

斐川町教委

斐川町教委

斐川町教委

出雲国出雲郡街（正倉） 島根県簸川郡斐川町大字出西

『出雲国出雲郡家正倉跡（後谷v遺跡発掘調査概報）』 1993年。

『斐川町文化財調査報告11 出雲国出雲郡家正倉跡（後谷v遺跡発掘調査概報）』 1993年。

『斐川町文化財調査報告12 出雲国出雲郡家正倉跡 II (後谷v遺跡第2次発掘調査概報）』 1994年。
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岡山県

大廻小廻山城跡 山城 岡山県岡山市草ヶ部～赤磐郡瀬戸町

岡山市教委 「大廻小廻山城跡発掘調査報告』 1989年。

津寺遺跡

岡山県教委

岡山県教委

岡山県教委

岡山県教委

岡山県古代

吉備文化財

センター

都宇郡街の館か郡街別院 岡山県岡山市津寺。加茂

「山陽自動車追建設に伴う発掘調査津寺遺跡」『岡山県埋蔵文化財報告25』1990年。

「津寺・政所遺跡J『岡山県埋蔵文化財報告20』1990年。

「山陽自動車道建設にともなう発掘調査（岡山工事事務所内） 津寺遺跡」『岡山県埋蔵文化財報告21』1996年。

『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告98 津寺遣跡 2 山陽自動車道建設に伴う発掘調査10(その 1)』1995年。

『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告104 津寺遣跡 3 山陽自動車道建設に伴う発掘調壺 12 (第 1分冊）』 1997年。

岡山県占代 『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告116 津寺遺跡 4 山陽自動車道建設に伴う発掘調査14(第 1分冊）』 1997年。

吉備文化財

センター

日本道路公団 『岡山県埋蔵文化財発掘調壺報告127 津寺遺跡 5 山陽自動車道建設に伴う発掘調査15(第 1分冊）（第 2分冊）』

中国支社津山 1998年。

工事事務所・

岡山県教委

百間川遺跡 備前国府出先施設（国府津か曹司）か上道郡面関連施設か荘所 岡山県岡山市米田

岡田 博 「備前国」『日本考古学協会1996年度三重大会 シンポジウム 2 国府一畿内・七道の様相ー』日本考古学協会、 1996年。

美作国府跡 美作国府．苫田郡面か 岡山県津山市総社

津山市教委 『津山市埋蔵文化財発掘調査報告書第50集美作国府跡」 1994年。

鬼城山城跡 山城 岡山県総社市奥坂・黒尾

鬼ノ城学術調 『鬼ノ城』 1980年。

壺委員会

総社市教委 『総社市埋蔵文化財調壺年報 4~9-11』 1994~99·2001年。

岡山県教委 『岡山県埋蔵文化財報告30 国指定史跡（鬼城山）整備事業に伴う確認調査』 2000年。

勝間田・平遺跡 勝田郡面か駅家 岡山県勝田郡勝央町勝間田・平

岡山県教委 『岡山県埋蔵文化財報告 4 中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査 2』1974年。

岡山県教委 『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告 8 中国縦貰自動車道建設に伴う発掘調査 5』1975年。

宮尾遺跡 久米郡街 岡山県久米郡久米町宮尾

岡山県教委 『岡山県埋蔵文化財発掘調杏報告書 4 中匡縦貰自動車道建設に伴う発掘調壺』 1974年。

広島県

下本谷遺跡 備後国三次郡街 広島県三次市西酒屋町字善法寺

下本谷遺跡 『下本谷遺跡一推定備後国三次郡術跡の発掘調査報告ー』 1975年。

発掘調査団

広島県教委 『下本谷遺跡第 6次発掘調査概報』 1985年。

西本 6号遺跡 神殿か評面か駅家か居宅か郷街 広島県東広島市高屋町大字大畠

（財凍広島市教 『文化財センター調査報告書第11冊 高屋町大畠・杵原・西本 6号遣跡発掘調査報告書 2」1997年。

育文化振興事

業団文化財セ

ンター

大宮遺跡 安那駅家か備後国府か備後国府関連 広島県深安郡神辺町字湯野小字丸畑

（財）広島県埋文 『広島県埋蔵文化財調壺センター調査報告書第40集 大宮遺跡発掘調査報告書兼代地区 I』1985年。

調壺センター

宮ノ前廃寺 寺院 広島県福山市蔵王町宮の前
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尉団口馴
山

『史跡宮の前遣跡ー調壺と整備』 1977年。

周防国府跡 周防国府 山口県防府市国街ほか

防府市教委 『周防の国府跡 1970-80年代の発掘調査成果から』 1990年。

防府市教委・ 『防府市埋蔵文化財調査概要 9805 周防国府跡山升地区ー第43・45・49・53・60・65・85次調壺一発掘調壺概要 I』

周防国府跡 1998年。

調査会

石城山神籠石 山城（神籍石） 山口県熊毛郡大和町塩田～田布施町

文化財保護委 『石城山神籠石第一次調査概要』 1963年。

員会

文化財保護委 『石城山神籠じ第二次調査概要』 1964年。

員会

大和町 「大和町史』 1983年。

長登銅山 官営同精錬所 山口県美祢郡美東町大字長登

美東町教委 『美東町文化財調査報告第 3・5・8集 長登銅山跡 I・II・III―古代精錬遺跡発掘調査報告ー』 1990・1993・1998年。

香川県

屋嶋城跡

高松市教委

高松市教委

讃岐城山城跡

今井和彦・エ

藤茂博・向井

一雄

坂出市教委

山城 香川県高松市屋島東町・中町・西町

f屋島城跡』 1981年。

『高松市埋蔵文化財調査報告第62集 史跡天然記念物屋島」 2003年。

山城 香川県坂出市城山～綾歌郡飯山町

「讃岐城山城跡の研究」『溝凄』 6、古代山城研究会、 1996年。

「史跡城山発掘調査」『坂出市内遺跡発掘調査報告書一平成10年度国庫補助事業報告書ー』 1999年。

愛媛県

久米官面遺跡群 伊予国久米評街・郡街．石湯行宮か総領所 愛媛県松山市来住町・南久米町

閲松山市生涯 9来住廃寺19次調壺地」『松山市埋蔵文化財調在年報v平成 4年度』 1993年。

学習振興財団

埋文センター

松山市教委・ 「松山市埋蔵文化財発掘調査年報Vlll 平成 7年度』 1996年。

（肋松山市生涯

学習振興財団

埋文センター

松山市教委・ 『松山市埋蔵文化財調査年報12 平成11年度』 2001年。

（財松山市生涯

学習振興財団

埋文センター

松山市教委・ 『久米高畑遣跡51次調査発掘調壺現地説明会資料』 2001年。

（恥松山市生涯

学習振興財団

埋文センター

永納山城跡 山城 愛媛県東予市河原津

東予市教委 『永納山城遣跡調在報告書』 1980年。

高知県

十万遺跡 大忍郷面か豪族居宅 高知県香美郡香我美町上分十万

香我美町教委 『香我美町文化財調杏報告書第 2集 十万遺跡発掘調壺報告書』 1988年。
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福岡県

寺田遺跡 豊前国企救郡街の館．別院か 福岡県北九州市小倉南区大字貫

北九州市教育 『北九州市埋蔵文化財調査報告書第70集 寺田遺跡』 1988年。

文化事業団埋

文調査室

長野A遺跡 豊前国企救郡街力、 福岡県北九州市小倉南区大字長野

北九州市教育 『北九州市埋蔵文化財調査報告書第54集 長野A遺跡 2 (II・V・VI区の調査） 九朴1縦貫自動車道関係文化財調文化

文化事業団埋 査報告11』1987年。

文調査室

比恵遺跡 那津官家か 福岡県福岡市博多区博多駅前

福岡市教委 『福岡市埋蔵文化財調壺報告書第663集 比恵29 ー比恵遺跡群第72次調査概要ー』 2001年。

有田・小田部遺跡 筑前国早良郡面． ミヤケカ、 福岡県福岡市早良区有田・小田部

福岡市教委 『福岡市埋蔵文化財調壺報告書 第81・84・96。110・113・139・155・173・212・234。264・39・340・377・426・

鴻臆館跡

福岡市教委

福岡市教委

福岡県教委

427·471·472·485·574·608·649集」 1982~1991·1993~1996·1998~2000年。

鴻纏館．筑紫館 福岡県福岡市中央区城内

『福岡市埋蔵文化財調査報告書第270集福岡市鴻腫館跡 I 発掘調査概報」 1991年。

『福岡市埋蔵文化財調査報告書第372集鴻腿館跡 4 —平成 4 年度発掘調査概要報告ー」 1994年。

『特別史跡 大野城跡II 八ツ波・猫坂地区建物跡 史跡環境整備に伴う発掘調査概報」 1977年。

高良山神籠石 山城（神籠石） 福岡県久留米市御井町・山川町

久留米市教委 『史跡高良山神籠石保存管理計画策定報告書』 1977年。

筑後国府跡

久留米市教委

久留米市教委

久留米市教委

松村一良

久留米市教委

久留米市教委

久留米市教委

久留米市教委

久留米市教委

野瀬塚遺跡

松村一良

富永直樹

筑後国府・国司館 福岡県久留米市合川町・御井町・東合川町

『久留米市文化財調査報告書第20集 筑後国府跡 昭和51・52・53年度発掘調査概報』 1979年。

『久留米市文化財調査報告書第23集 筑後国府跡 昭和54年度発掘調査概報』 1980年。

『久留米市文化財調査報告書第26集 筑後国府跡昭和55年度発掘調査概報』 1981年。

「筑後国府跡」『久留米市史 第12巻 資料編考古』久留米市、 1994年。

『久留米市文化財調壺報告書第113集 筑後国府跡 平成7年度発掘調査概報』 1996年。

『久留米市文化財調壺報告書第139集 筑後国府跡・国分寺跡 平成 9年度発掘調査概要』 1998年。

『久留米市文化財調査報告書第162集 筑後国府跡 平成11年度調壺概報』 2000年。

「久留米市文化財調査報告書第182集 筑後国府跡平成12・13年度発掘調査概報』 2002年。

『久留米市文化財調壺報告書第193集 筑後国府跡＿平成14年度発掘調査概要報告ー』 2003年。

三瀦郡街出先施設（エ房）か田家郷街 福岡県久留米市安武町安武本字野瀬塚

「筑後国三瀦郡の末端官術ー福岡県久留米市野瀬塚遣跡群などの調査成果から一」『律令国家の地方末端支配機構を

めぐってー研究集会の記録ー』奈文研、 1998年。

「野瀬塚遺跡J『久留米市史第12巻、資料編考古』久留米市、 1994年。

道蔵遺跡 三瀦郡街か津 福岡県久留米市大善寺町中津

久留米市教委 『久留米市文化財調壺報告書 第192集 筑後国三瀦郡術跡』 2003年。

御所ヶ谷神籠石 山城（神龍石） 福岡県行橋市津積～京都郡勝山町・犀川町

行橋市教委 『行橋市文化財調査報告書第21集 史跡御所ヶ谷神籠石保存管理計画策定報告書』 1993年。

小郡遺跡

小郡市教委

小郡市教委

小郡市教委

中島達也

筑後国御原郡街 福岡県小郡市小郡字向築地

『小郡市文化財調査報告書第 6集小郡遺跡 発掘調査と環境整備報告」 1980年。

「小郡市文化財調査報告書第76集大板井遺跡10』1991年。

『小郡市文化財調査報告書第128集 小郡官術周辺遺跡 1 福岡県小郡市国指定史跡「小郡官術遣跡」重要遺跡確認調

在』 1998年。

「小郡官術遣跡」『小郡市史第 4巻資料編原始・ 古代』小郡市、 2001年。

宮地岳古代山城跡 山城 福岡県筑紫野市阿志岐

中嶋 聡・向 「宮地岳城跡の発見についてー福岡県筑紫野市宮地岳所在の古代山城踏査報告ー」『溝凄』 8、古代山城研究会、 1999年。

井一雄

草場啓ー 「宮地岳古代山城跡」『筑紫野市史 資料編（上） 考古資料』筑紫野市、 2001年。
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秀島龍男

大野城跡

鏡山猛

福岡県教委

赤司善彦

「宮地岳古代山城跡ー 2002年 3 月 ~11月踏査報告ー」『溝濃』 11、古代山城研究会、 2003年。

大野城跡 福岡県大野城市大字瓦田～太宰府市太宰府～粕屋郡宇美町四王寺

『大宰府都城の研究』風間書房、 1968年。

「特別史跡大野城跡 I~VI·Vll 』 1976~83·91年。

「大野城跡の土塁について一近年の調壺から一」『溝澳j 9・10、古代山城研究会、 2003年。

大宰府跡 大宰府 福岡県太宰府市観世音寺～筑紫野市大字観世音寺・杉塚・塔原・ニ日市

九州歴史資料 『大宰府史跡昭和51年度発掘調査概報』 1977年。

館

九州歴史資料 『大宰府政庁跡』 2002年。

館

水城跡 遮断城（水城） 福岡県太宰府市水城・国分～福岡市～大野城市

鏡山猛

福岡県教委

大宰府教委

九州歴史資料

館

春日市教委

九州歴史資料

館

雷山神籠石

島田寅次郎

原田大六

鹿毛馬神籠石

頴田町教委

頴田町教委

頴田町教委

杷木神籠石

杷木町教委

杷木町教委

『大宰府都城の研究』風間書房、 1968年。

『水城 昭和50年発掘調査報告』 1976年。

『太宰府市の文化財第24集水城跡』 1994年。

『大宰府史跡 平成 7・8・10年度発掘調壺概要』 1996・97・99年。

『春日市文化財調査報告書第28集 大土居水城跡』 2000年。

「水城跡（第26次調査補足• 第32次調査）」『大宰府史跡発掘調査報告書 I 平成12年度』 2001年。

山城（神籠石） 福岡県前原市雷山

『福岡県史蹟名勝天然記念物調壺報告書第 2輯 雷山ー神籠石（筒城）』 1926年。

「雷山神籠石の列石考J『古代学研究』 28、古代学研究会、 1961年。

山城（神籠石） 福岡県嘉穂郡頴田町鹿毛馬

『頴田町文化財調査報告書第 1集 鹿毛馬神籠石』 1984年。

『頴田町文化財調査報告書第 2集 鹿毛馬神籠石II』1988年。

『頴田町文化財調査報告書第 4集 国指定史跡鹿毛馬神籠石』 1998年。

山城（神籠石） 福岡県朝倉郡杷木町林田・穂坂

『杷木町文化財調査報告書第 1集 史跡杷木神籠石』 1970年。

「杷木町文化財調査報告書第 5集 史跡杷木神籠石」 2001年。

下高橋官街遺跡 筑後国御原郡面か正倉別院か郡街出先機関 福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋・鵜木

大刀洗町教委 『大刀洗町文化財調査報告書第 5集下高橋上野遺跡』 1993年。

大刀洗町教委 ［大刀洗町文化財調査報告書第10集 下高橋上野遺跡II 福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋所在遣跡の調在概要（平成

5・6・7年度調査）』 1996年。

大刀洗町教委 『大刀洗町文化財調査報告書 第14集 下高橋馬屋元遺跡 下高橋遺跡1II』1997年。

福岡県教委 『福岡県文化財調査報告書第133集 下高橋馬屋元遺跡 (2) 県道久留米・筑紫野線関係埋蔵文化財調査報告書 8』

1998年。

大刀洗町教委 『大刀洗町文化財調壺報告書 第16集 下高橋（上野・馬屋元）遺跡N』1999年。

大刀洗町教委 『史跡 下高橋官術遺跡整備基本構想』 2003年。

女山神籠石

瀬高町教委

瀬高町教委

山城（神籠石） 福岡県山門郡瀬高町大草

『史跡女山神籠石保存管理計画策定報告書』 1978年。

『瀬高町文化財調査報告書第 2集 女山・山内古墳群』 1982年。

大ノ瀬官面遺跡 豊前国上毛郡街 福岡県築上郡新吉富村大字大ノ瀬

新吉富村教委 『新吉富村文化財調査報告書第10集 大ノ瀬下大坪遺跡』 1997年。

新吉富村教委 『史跡大ノ瀬官面遺跡保存整備基本計画」 2000年。

居宅．上毛評面か 福岡県築上郡新吉富村大字成恒

「フルトノ遣跡 2次調査」『福岡県埋蔵文化財発掘調査年報一平成12年度ー』福岡県教委、 2001年。

フルトノ遺跡

新吉富村教委

矢野和昭 「旧豊前国における平成12年度の主要な調査について フルトノ遺跡」『第 4回 西海道古代官術研究会発表資料集』

2001年。
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唐原神籠石

大平村教委

大平村教委

佐賀県

帯隈山神籠石

佐賀県教委

佐賀市教委

神埼町教委

佐賀市教委

山城（神籠石） 福岡県築上郡大平村下唐原

『唐原神籠石報道関係者発表資料』 1999年。

『唐原神籠石調査概要』 2002年。

山城（神籠石） 佐賀県佐賀市川久保～佐賀県神埼郡神埼町

『佐賀県文化財調壺報告書第16集 帯隈山神籠石とその周辺』 1967年。

『帯隈山神籠石東北部調壺概要』 1969年。

『帯隈山神籠石天童山東部調査概要』 1969年。

9帯隈山神籠石」『佐賀市文化財調壺報告書第68集 佐賀市埋蔵文化財確認調在報告書ー 1990・1991年度ー」 1996年。

おつぼ山神籠石 山城（神籠石） 佐賀県武雄市橘町大日

佐賀県教委 『佐賀県文化財調査報告書第14集 おつぼ山神籠石』 1965年。

武雄市教委 『史跡おつぼ山神籠石j1979年。

肥前国府跡

佐賀県教委

佐賀県教委

佐賀県教委

大和町教委

久池井B遺跡

佐賀県教委

肥前国府 佐賀県佐賀郡大和町大字久地井

『佐賀県文化財調査報告書第58集肥前国府跡 II (第 4次～第 6次発掘調査報告書）』 1981年。

『九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書 (11) 惣座遣跡』 1990年。

『佐賀県文化財調査報告書第78集肥前国府跡1l1 昭和50年度～昭和59年度発掘調査報告書』 1985年。

「大和町文化財調査報告書第55集 肥前国庁跡ー遺構編ー』 2000年。

国司館か肥前国街曹司 佐賀県佐賀郡大和町大字久地井

『九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査概報 第 6集 (1982年度）』 1983年。

東山田一本杉遺跡 肥前国府出先施設か佐嘉駅家関連か国司館関連 滋賀県佐賀郡大和町大字東山田一本杉

佐賀県教委 「九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書 (18) 東山田一本杉遺跡』 1995年。

吉野ケ里遺跡

佐賀県教委

基碑城跡

鏡山猛

基山町教委

田平徳栄

長崎県

肥前国神埼郡面館か神埼駅家か居宅 佐賀県神埼郡神崎町

『佐賀県文化財調査報告書第113集吉野ヶ里一神埼エ粟団地計画に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書ー』 1992年。

山城 佐賀県三養基郡基山町基山

『大宰府都城の研究』風間書房、 1968年。

『基山町文化財調査報告書第 2集 特別史蹟基誹城跡』 1977年。

「基隷城考」『大宰府古文化論叢上巻』九州歴史資料館編、吉川弘文館、 1983年。

金田城跡 山城 長崎県下県郡美津島町黒瀬・箕方

美津島町教委 『美津島町文化財調壺報告書第 9集 金田城跡』 2000年。

美津島町教委 「美津島町文化財調査報告書第10集 金田城跡II』2003年。

熊本県

肥後国府跡 肥後（詫麻）国府 熊本県熊本市国府本町

熊本市教委 「出水国府跡 第 1次調脊区」「熊本市埋蔵文化財調査年報j2、1999年。

後国府跡 肥後（飽田）国府 熊本県熊本市国府本町

網田龍生 「最近の調査状況（肥後）」『第 2回 西海道古代官術研究会』西海道古代官術研究会、 1999年。

曲野遺跡 葦北郡街か寺院か駅家かエ人集落 熊本県下益城郡松橋町大字曲野

熊本県教委 『熊本県文化財調査報告第61集 曲野遺跡 I』1983年。

上鶴頭遺跡 合志郡面か郡街出先機関か居宅 熊本県菊池郡七城町亀尾字上鶴頭

熊本県教委 『熊本県文化財調査報告第63集 上鶴頭遣跡 熊本県菊地郡七城町十三部地区県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財調査

告書』 1983年。
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鞠智城跡

熊本県教委

熊本県教委

大分県

山城 熊本県鹿本郡菊鹿町米原～菊池市

『熊本県文化財調査報告第59集 鞠智城跡』 1983年。

『鞠智城跡 第10-21・22-23次調査報告」 1991-2000・2002-2003年。

上野遺跡群 豊後国府 大分県大分市大字上野

大分県教委 「上野遺跡群竜王畑遺跡」『大分県埋蔵文化財年報」 7、1999年。

中安遺跡 豊後国海部郡面か．居宅か 大分県大分市城原

大分県考古学 『公開シンポジウム 古代律令国家と海部の光茫ー中安遺跡の語るもの一（資料集）』 2000年。

会事務局編

長者屋敷遺跡 豊前国下毛郡面 大分県中津市大字永添字長者屋敷

高崎章子 「豊前国下毛郡術ー大分県中津市長者屋敷遺跡ー」『考古学ジャーナル』ニュー・サイエンス社、 1997年。

宮崎県

寺崎遺跡 日向国府 宮崎県西都市大字右松字寺崎・法元

宮崎県教委 『国術跡保存整備基礎調在報告書 寺崎遺跡一日向国庁を含む官徊遣跡ー』 2001年。

鹿児島県

薩摩国府跡 薩摩国府 鹿児島県川内市御陵下町・国分寺町

鹿児島県教委 『薩摩国府跡・国分寺跡』 1975年。
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